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平成２７年第２回置戸町議会定例会（第１号） 

 

平成２７年３月１０日（火曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 会期の決定 

  日程第 ３ 行政報告 

  日程第 ４ 平成２７年度町政執行方針 

  日程第 ５ 平成２７年度教育行政方針 

  日程第 ６ 議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定について 

  日程第 ７ 議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例 

               の整備に関する条例 

  日程第 ８ 議案第１２号 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例 

  日程第 ９ 議案第１３号 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１０ 議案第１４号 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例 

  日程第１２ 議案第１６号 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例 

  日程第１３ 議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例 

  日程第１４ 議案第１８号 置戸町行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

  日程第１５ 議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例 

  日程第１６ 議案第２０号 保育の実施に関する条例を廃止する条例 

  日程第１７ 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算 

  日程第１８ 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第１９ 議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第２０ 議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第２１ 議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第２２ 議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第２３ 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第２４ 議案第 ３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号） 

  日程第２５ 議案第 ４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

  日程第２６ 議案第 ５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  日程第２７ 議案第 ６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  日程第２８ 議案第 ７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

  日程第２９ 議案第 ８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第３０ 議案第 ９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 
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  日程第３１ 同意第 １号 オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

  日程第３２ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

  日程第３３ 報告第 ３号 定期監査の結果報告について 

  日程第３４ 報告第 ４号 例月出納検査の結果報告について 

 

○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 会期の決定 

  日程第 ３ 行政報告 

  日程第 ４ 平成２７年度町政執行方針 

  日程第 ５ 平成２７年度教育行政方針 

  日程第 ６ 議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定について 

  日程第 ７ 議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例 

               の整備に関する条例 

  日程第 ８ 議案第１２号 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例 

  日程第 ９ 議案第１３号 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１０ 議案第１４号 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例 

  日程第１２ 議案第１６号 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例 

  日程第１３ 議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例 

  日程第１４ 議案第１８号 置戸町行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

  日程第１５ 議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例 

  日程第１６ 議案第２０号 保育の実施に関する条例を廃止する条例 

  日程第１７ 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算 

 

○出席議員（１０名） 

１番  嘉 藤   均 議員     ２番  小 林   満 議員 

３番  高 谷   勲 議員     ４番  岩 藤 孝 一 議員 

５番  細 川 昭 夫 議員     ６番  石 井 伸 二 議員 

７番  竹 内 雅 俊 議員     ８番  阿 部 光 久 議員 

９番  佐 藤 勇 治 議員    １０番  佐 藤 純 一 議員 

 

○欠席議員（０名） 
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○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 〈町 長 部 局〉 

町    長  井  上  久  男        副  町  長  和  田     薫 

会計管理者  鎌  田     満        町づくり企画課長  栗  生  貞  幸 

総 務 課 長  中  村  啓  二        総務課参与  村  松  登 喜 男 

  町民生活課長  田  中  英  規        産業振興課長  坂  口  博  昭 

施設整備課長  菅  野  博  敏        地域福祉センター所長  鈴  木  正  美 

施設整備課技監  髙  橋  一  史        総務課主幹  髙  木  恭  治 

町づくり企画課財政係長  小  島  敦  志 

 

 〈教育委員会部局〉 

教  育  長  平  野     毅        学校教育課長  蓑  島  賢  治 

  社会教育課長  今  西  輝 代 教        森林工芸館長  五 十 嵐  勝  昭 

  生涯学習情報センター次長  佐  藤  百 合 子 

 

 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  中  村  啓  二（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 

事 務 局 長  早  坂     豊       議 事 係  長  尾  俊  輔 

臨時事務職員  中  田  美  紀 
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開会 ９時３０分 

     ◎開会宣言 

〇佐藤議長 ただいまから、平成２７年第２回置戸町議会定例会を開会します。 

                                   

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから本日の会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、５番 細川昭夫議員及び６番  

石井伸二議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○早坂事務局長 今期定例会に町長から提出された議案は次のとおりです。 

  ・議案第３号から議案第２７号。 

  ・同意第１号。 

  今期定例会に議会から提出された事件は次のとおりです。 

  ・報告第２号。 

  今期定例会までに受理した監査委員からの報告は次のとおりです。 

  ・報告第３号から報告第４号。 

 今期定例会に議案と説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者は、お手元に配付した

名簿のとおりです。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

  次に一部事務組合の会議について、組合議員から報告を行います。 

  北見地区消防組合議会３番 高谷勲議員。 

○３番 高谷議員〔登壇〕 北見地区消防組合議会結果について報告をいたします。 

 去る平成２６年１２月１７日招集の第９回置戸町議会定例会以降に開催されました北見地区消防組

合議会の結果につきまして、その概要を報告いたします。 

 先に、平成２６年１２月２５日招集の第２回臨時北見地区消防組合議会について報告いたします。 

 初めに、会議録署名議員の指名を行い、会期を１２月２５日の１日間と決定いたしました。 

 次に、本議会に付議された事件は、議案第１号 平成２６年度北見地区消防組合一般会計補正予算

についての１件であります。 
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 櫻田管理者から、議案第１号 平成２６年度北見地区消防組合一般会計補正予算について提案理由

の説明がされ、その後、議案第１号に対する質疑、討論を行い、原案のとおり可決されました。 

 最後に宮沢議長及び櫻田管理者より平成２６年の最後の議会に際し挨拶があり、その後、閉会いた

しました。 

 なお、議会終了後に北見本部講堂において消防本部、消防署、総合詰所及び消防署留辺蘂支署庁舎

並びに北見消防団東相内第９分団詰所移転改築事業に関わる進捗状況の報告が岡田消防長よりされ、

その後解散いたしました。 

 次に平成２７年２月２７日招集の第１回定例北見地区消防組合議会について報告いたします。 

 本議会に付議された事件は、議案第１号 平成２７年度北見地区消防組合一般会計予算について及

び議案第６号 北見地区消防組合職員の配偶者動向休業に関する条例の制定についてまでの都合６件

であります。 

 初めに、会議録署名議員の指名を行い、会期を２月２７日の１日間と決定いたしました。 

 次に、管理者より平成２７年度の執行方針が示され、その後消防長より、議案第１号 平成２７年

度北見地区消防組合一般会計予算について及び議案第６号 北見地区消防組合の配偶者動向休業に関

する条例の制定についてまでの都合６件について一括して提案理由の説明がされました。 

 次に、一括して質疑、討論、採決を行い、原案のとおり可決されました。 

 次に、議長より、監査報告第１号 定期監査の結果報告について及び監査報告第２号 例月現金出

納検査の結果についての報告があり、配付資料のとおり議了され、原案のとおり同意されました。 

 最後に、宮沢議長より平成２６年度末をもって北見地区消防組合消防署員、消防長以下１３名が定

年退職を迎えるにあたり、職員を代表して挨拶をいただきますとの発言があり、岡田消防長より挨拶

があり、その後閉会いたしました。 

 なお、審議の内容につきましてはお手元に配付の資料のとおりです。 

 以上で、北見地区消防組合議会の結果の報告といたします。 

 平成２７年３月１０日。報告者 高谷 勲。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                

    ◎日程第 ２ 会期の決定 

○佐藤議長 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は本日から３月１９日までの１０日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から３月１９日までの１０日間に決定しました。 

                                

    ◎日程第 ３ 行政報告 

○佐藤議長 日程第３ 町長から行政報告の申し出があります。 
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 発言を許可します。 

 町長。 

○井上町長〔登壇〕 置戸町交流促進センター勝山温泉ゆぅゆの一時休業についてご報告を申し上げま 

す。 

 勝山温泉ゆぅゆは、平成６年１２月１２日の開業から２０年が経過いたしました。この間、第３セ

クター株式会社置戸町振興公社による管理運営から指定管理者制度の導入により、平成１８年４月１

日からは株式会社相生の杜、平成１９年１２月１４日からは有限会社カネヨ西島食品により管理運営

を行ってまいりました。 

 豊富で良質な湯量を誇る温泉として、町内のみならず近隣市町の皆様に愛され、開業後のピーク時

には年間１５万人の入浴客数を記録しておりましたが、現在は４万４，０００人と大きく減少してお

ります。 

 現在の指定管理者であります西島食品より、平成２６年９月２６日、施設の老朽化に伴う不具合の

発生や電気料、燃料費をはじめとする維持管理費の高騰、さらには従業員の雇用確保が困難になって

いる等の理由で、指定管理者を辞退したいと口頭での申し出がございました。その後、平成２７年２

月４日付文書にて、先程申し上げました理由によりまして、本年３月３１日をもって指定管理者辞退

の申し出があり、町としてはこの辞退届を了承したところであります。 

 この間、西島食品西島社長とは何度も協議を重ね、私とも何回か協議をしてまいったわけでありま

すが、契約期間を１年残しての辞退につきましては大変残念なことであります。 

 冒頭申し上げましたが、開業から２０年が経過した施設であることから、施設や設備の経年劣化は

著しく、本年１月には温泉受水槽の破損もあり、温泉給湯設備を含めた施設全体の大規模改修が必要

だと判断をいたしました。 

 現在の施設の状況を見ますと、利用者の皆様が安心して利用いただけるサービスの提供が困難であ

ることから、本年４月１日より一時休業に踏み切る苦渋の決断をいたしました。平成２７年度予算に

大規模改修に向け、経営コンサルも加味した基本設計業務委託費を計上いたしました。今後１年６カ

月程度に及ぶ期間が必要と考えておりますが、一日も早い再開に向けて努力をしてまいりたいと考え

ております。 

 町民の皆さんはじめ多くの利用者の皆様には、一時休業の期間ご不便、ご迷惑をおかけいたします

が、これまで以上に愛される施設として利用していただけるよう、大規模改修を早急に進めてまいり

ますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げ、行政報告といたします。 

○佐藤議長 町長の行政報告に対し質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、これで行政報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ４ 平成２７年度町政執行方針 

    ◎日程第 ５ 平成２７年度教育行政方針 

○佐藤議長 日程第４及び日程第５ 町長から平成２７年度町政執行方針、教育委員会から平成２７年 
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度教育行政方針説明のため発言を求められていますので順次発言を許します。 

 〈日程第４ 平成２７年度町政執行方針〉 

○佐藤議長 まず、平成２７年度町政執行方針。 

 町長。 

（以下記載省略。平成２７年度町政執行方針別添のとおり） 

〈日程第５ 平成２７年度教育行政方針〉 

○佐藤議長 次に、平成２７年度教育行政方針。 

 教育長。 

（以下記載省略。平成２７年度教育行政方針別添のとおり） 

○佐藤議長 これで、町長の平成２７年度町政執行方針及び教育長の平成２７年度教育行政方針の説明 

を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 １１時から再開します。 

                          

休憩 １０時３５分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 ６ 議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関 

                  する条例の制定についてから 

    ◎日程第２３ 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計 

                  予算 

               １８件 一括議題     

○佐藤議長 日程第６ 議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定についてか 

ら、日程第２３ 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算までの１８件を一括議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました議案第１０号は、置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例 

の制定についてでございます。議案の内容は、学校教育課長よりご説明を申し上げます。また、議案

第２７号は平成２７年度置戸町下水道特別会計予算についてでございます。議案の内容につきまして

は、施設整備課長よりご説明を申し上げます。なお、この間のそれぞれの議案の説明については、町

づくり企画課長をはじめ、それぞれ担当課長よりご説明を申し上げます。 

  〈議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定について〉 

○佐藤議長 まず、議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定について。 

  学校教育課長。 
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○蓑島学校教育課長 議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定についてご説 

明をいたします。 

 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例を次のとおり定める。 

 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例。 

 この条例は、平成２６年６月に改正されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

教育長の服務について規定するもので、地方教育行政法の改正により教育長の身分が特別職となり、

地方公務員法の規定が適用されなくなること。また、新たに教育長の勤務時間中の職務専念義務が規

定されたことに伴いまして免除規定を制定するものです。  

 第１条では、教育長の職務制定の趣旨について規定をしてございます。 

 第２条ですが、第２条では教育長の勤務時間及びその他の勤務条件につきまして、置戸町職員の勤

務時間休憩等に関する条例の規定の適用を受ける職員への参酌を規定してございます。 

 第３条では、教育長の職務に専念する義務の免除項目につきまして、第２条同様に職務に専念する

義務の特例に関する条例を参酌するよう規定をしてございます。ただし、教育の中立性確保の観点か

ら、承認権者につきましては教育委員会となります。 

 第４条では、教育委員会への委任について規定をしてございます。 

   附 則 

  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 第２項ですが、経過措置について規定をしておりまして、平成２７年４月１日現在在職している教

育長につきましては、任期満了までこの条例の規定は適用しないこととなります。 

 以上で議案第１０号の説明を終わります。 

  〈議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備 

          に関する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条 

例の整備に関する条例。 

 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係 

条例の整備に関する条例についてご説明いたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例。 

 今回の改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴いまして関係条例の一部

を一括して改正する条例となります。 

 条例の内容をご説明いたしますので、別冊緑の表紙の平成２７年３月置戸町議会定例会議案説明資

料、４ページをお開き下さい。 

 議案第１１号説明資料、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整

備に関する条例新旧対照表。 

 表につきましては、左より関係条文、改正案、現行となっております。 

 第１条 置戸町議会委員会条例の一部改正でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部改正によりまして、教育委員会の委員長が教育長へ一本化されることから、第１８条中、
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教育委員会の委員長を教育長へ改めるものでございます。 

 第２条 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、同じく地方教育

行政法の改正によりまして教育長が特別職となることから、第１号第３号として教育長を加え、別表

へ教育長及び給料月額６０万円を加えるものでございます。 

 次のページへ移ります。 

 第３条 置戸町常勤特別職の給料額の特例に関する条例の一部改正ですが、第２条同様教育長が特

別職となることから、第１条表へ教育長及び給料月額５４５，０００円を加えるものでございます。 

 第４条 置戸町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正ですが、第１条同

様教育委員会の委員長が教育長へ一本化されることから、別表第１、報酬額の表中、委員長の項を削

るものでございます。 

 第５条 置戸町職員の旅費に関する条例の一部改正ですが、第２条同様教育長が特別職となること

から、第２条第１号及び別表第２、副町長の後に教育長を加えるものでございます。本議案へお戻り

下さい。 

   附 則 

  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

  第２項、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例（昭和４０年条例第５号）及び教 

   育長の給与額の特例に関する条例（平成２４年条例第１４号）は、廃止する。 

  第３項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１ 

   項の場合においては、この条例による改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。 

 この第３項では、制度改正に伴います経過措置について規定をしており、平成２７年４月１日現在、

在職している教育長につきましては、任期満了まで改正前の条例が適用されることとなります。 

 以上で議案第１１号の説明を終わります。 

  〈議案第１２号 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第１２号 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例。 

  総務課長。 

○中村総務課長 議案第１２号についてご説明いたします。 

 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例。 

 置戸町行政手続条例（平成９年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 改正理由について説明いたしますので、議案説明資料、緑色の表紙になりますけれども、７ページ、

置戸町行政手続条例の改正条例案概要をご覧いただきたいと思います。 

 まず、改正の経緯と趣旨ですが、昨年６月に行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成２

７年４月１日より施行されることとなりました。 

 行政手続法は、申請や処分、行政指導等に関する手続き等全般を定めた法律ですが、置戸町が行う

処分や行政指導については同法の適用除外となっていることから、条例等に基づく手続きや行政指導

について、置戸町行政手続条例を制定し、この条例において定めております。行政手続法と行政手続

条例の適用範囲については図に記載の通りとなっております。 

 次に改正内容ですが、行政手続法の改正は処分や行政指導に関する手続きについて国民の権利、利
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益の保護の充実を図るため、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度及び法令に違反

する事実の是正のための処分又は行政指導を求める制度の整備をする等の措置が講じられたことに合

わせ、関係条文の整備をしようとするものでございます。 

 整備する主な事項として行政指導の方式、行政指導の中止等の求め、処分等の求めの３つの事項に

なります。 

 概要につきましては次のページに記載しておりますので、後程ご覧願いたいと思います。 

 次に９ページ、改正条例新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

 右が現行、左が改正案になります。１０ページをご覧下さい。 

 第３３条第３項を同条第４項とし、第２項中、前項を前２項に改め、同項を第３項とし、同条第１

項の次に行政指導の方式として新たに２項を加えるもので、行政指導に関わる、携わる者は、行政指

導の際に許認可等をする権限を示す時は、その相手方に対して根拠となる法令の条項や要件、要件に

適合する理由を明らかにしなければならないとする規定を設けたものでございます。 

 第４章中、第３４条の次に行政指導の中止等として第３４条の２を加えるもので、第１項は事業者

等が法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた時に、その行政指導が法律や条令に定める

要件にあっていないと思う時は行政指導をした機関に対し、行政指導の中止等を書面により求めるこ

とができるとしてございます。第２項は、その申出書に記載する事項について、第３項は、その申出

書を受けた機関は必要な調査を行い、法律等に定める要件を満たさないと認めた時には、その行政指

導の中止と必要な措置をとらなければならないとするものでございます。 

 １１ページになりますが、第４章の次に第４章の２、処分等の求めとして第３４条の３を加えるも

のでございます。 

 第１項では、何人も法令違反の事実がある場合に、その是正のための処分や行政指導が行われてい

ないと思う時は、処分等の権限を持つ機関に対して、処分などを行うよう書面により求めることがで

きるものとしてございます。次のページになります。 

 第２項は、その申出書に記載する事項について、第３項は、その申出書を受けた機関は必要な調査

を行い、必要があると認める時は処分等をしなければならないと規定するものでございます。 

これ以外の改正でございますが、条項等のずれの解消及び字句の訂正となっておりますので説明は省

略させていただきます。 

 本議案にお戻りください。 

 附則でございます。 

 １項で、この条例の施行期日を平成２７年４月１日とし、２項では置戸町税条例の一部を改正する

条例についてですが、町税条例における行政手続条例の適用除外規定についての条項のずれを解消す

る規定となってございます。 

 以上で議案第１２号の説明を終わります。 

  〈議案第１３号 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第１３号 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条 

 例。 

  総務課長。 
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○中村総務課長 議案第１３号についてご説明いたします。 

 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例。 

 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例（昭和５８年条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

 改正内容についてご説明いたしますので、別冊議案説明資料１３ページ、置戸町職員の住居手当の

額の特例に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧願いたいと思います。 

 置戸町職員の住居手当の支給の特例について定めたものでございますが、右側が現行、左側が改正

案となります。 

 第２条第１号において、世帯主として自ら所有する住宅に居住する職員にあっては、現在、月額１

０，０００円の支給額を７，０００円に改め、同条第３号において同居の親族の所有する住宅に居住

する世帯主については、月額５，０００円を３，５００円に改めるものでございます。 

 住宅手当の支給につきましては、昭和５８年、職員に住宅建設を奨励することを勧める施策として

給与条例に規定する住宅手当額について特例を定め、新築及び住宅購入者に対し、月額１３，０００

円としてございましたが、その後、平成２０年４月から月額１０，０００円に見直しを行ってまいり

ました。 

 本制度は他の自治体においても独自の住宅奨励助成制度として導入しておりますが、近年、給与の

適正化や財政の見直しを進める中で、制度の廃止や支給額の見直しを進めており、本町におきまして

も今回金額の見直しを行うこととしたものでございます。 

本議案にお戻り願いたいと思います。 

   附 則 

  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上で議案第１３号の説明を終わります。 

  〈議案第１４号 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第１４号 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例。 

  社会教育課長。 

○今西社会教育課長 議案第１４号についてご説明いたします。 

 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例。 

 置戸町児童センター条例（平成２１年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 今回の児童センター条例の一部改正は、平成２６年１２月２４日、条例第１６号の置戸町放課後児

童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例の施行に伴い、児童センター条例の一部を

改正するものです。 

 以下、別紙の緑の表紙の議案説明資料で説明いたします。１４ページをお開き下さい。 

 議案第１４号説明資料、置戸町児童センター条例の一部を改正する条例新旧対照表により説明いた

します。新旧対照表の右の欄が現行、左の欄が改正案となります。 

 第７条の職員について、放課後児童指導員を設置基準に合わせ、放課後児童支援員に名称を変更す

るものです。 

 次に、第２項として放課後児童支援員の数は２人以上とする。ただし、その１人を除き補助員（放
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課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう）をもってこれに代えるこ

とができる設置基準を準用し、新たに追加するものです。以上で新旧対照表の説明を終わります。 

 本議案にお戻りください。 

   附 則 

  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上で議案第１４号の説明を終わります。  

  〈議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例。 

  町づくり企画課長。  

○栗生町づくり企画課長 議案第１５号について説明いたします。 

 議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例。 

 置戸町森と住まいの支援条例（平成２１年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 森と住まいの支援条例につきましては、平成２１年４月１日から施行し、本年度末で失効となりま

す。６年間の利用状況につきましては、３６件で３，４７５万円となる見込みになっております。こ

れまでの利用状況や制度延長の要望が多いことから、一部内容を見直して、制度延長するために一部

改正の提案をするものでございます。 

 第３条第２項に次の１号を加える。 

 ４号、町外に在住している者で、完成時において置戸町内に住所を有する場合には５０万円を加算

する。 

 第３条第２項では補助金の額を規定しておりますが、基本となる５０万円の他、第１号から第３号

で森林認証材を使用した場合には５０万円、１８歳未満の子供１人につき２５万円、プレカット材を

使用した場合には５０万円をそれぞれ加算することとしております。 

 今回の改正につきましては、人口減少対策や定住対策の１つとして、町外の方が置戸町内で住宅を

建設し居住する場合に５０万円の加算を行うことを追加するものです。 

 附則第２項中、平成２７年３月３１日を平成３０年３月３１日に改める。 

 附則第２項では本条例の有効期限を定めておりますが、平成２７年３月３１日を平成３０年３月３

１日までとし、３年間延長するものでございます。 

   附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の改正規定は平成２７年４月１日から施行 

 する。 

 なお、別冊の説明資料の方に、１５ページになりますが、条例の新旧対照表を添付しておりますの

で後程ご参照いただきたいと思います。 

 以上で議案第１５号の説明を終わります。  

  〈議案第１６号 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に議案第１６号 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例。 

  地域福祉センター所長。  

○鈴木地域福祉センター所長 議案第１６号 議案第１６号について説明をいたします。 
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 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 置戸町介護保険条例（平成１２年３月１６日条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 ６５歳以上の第１号被保険者の保険料につきましては、介護保険法に基づきまして、市町村介護保

険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込み料等に基づき３年ごとに見直すことになってお

ります。 

 平成２７年度から平成２９年度までの計画期間における、標準給付費見込額及び地域支援事業費見

込額の２２％が第１号被保険者の負担となりますが、介護給付費準備基金を取り崩すなど、第１号被

保険者介護保険料上昇の抑制を図るものでございます。 

 別冊の緑色の議案説明資料１６ページになりますが、所得段階別の第１号被保険者に係る介護保険

料比較表をご覧いただきたいと思います。 

 第５期計画では第１段階から第６段階までの８段階に区分しておりましたが、第６期計画では前期

計画の第１、第２段階の統合と第５、６段階を細分化し、第１段階から第９段階までの９段階の区分

とし、所得の低い階層の負担を軽減するとともに、介護給付費準備基金１，５００万を取り崩す等。 

 大変失礼しました、１９ページになります。続けますけれども、第１号被保険者の介護保険料上昇

の抑制を図りまして、保険料基準額、網掛け部分でございますけども、前期計画より月額８００円増

の４，２００円、年額にしまして５万４００円とするものでございます。なお、各段階ごとの基準額

に対する割合及び保険料は記載の通りでございます。 

 次に資料の２０ページをご覧いただきたいと思います。介護保険制度改正に伴います地域支援事業

の見直しの概要をご覧いただきたいと思います。 

 今回の介護保険制度の改正により、要支援１の方を対象とした訪問介護、通所介護の予防給付は、

市町村が取り組む地域支援事業に移行するとともに、これまでの２次予防事業とＮＰＯの実施する事

業を合わせまして介護予防・日常生活支援総合整備事業として、介護予防、生活支援サービス事業及

び一般介護予防事業を実施することとなります。また、包括的支援事業は在宅医療・介護連携の推進、

認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備等、地域包括ケアシステムの構築に向けた充実が図

られます。 

 しかし、※印の部分になりますけれども、介護予防・日常生活支援総合事業、在宅医療・介護連携

の推進、認知症の施策の推進、生活支援サービスの体制整備に係る事業の実施につきましては内容が

不十分でありまして、準備周知期間が短い等により、管内の状況は全ての市町村が実施時期を遅れさ

せる状況であること及び医療介護総合確保推進法附則におきまして、市町村の条例で定める場合には、

その実施を猶予できることから、当該の実施開始を延期するもので、現在のところ平成２９年４月の

実施を予定しているところでございます。 

 １６ページの議案、１６号説明資料にありますけれども、置戸町介護保険条例の一部を改正する条

例新旧対照表をお開きいただきたいと思います。 

 現行が右の欄で、改正案が左の欄となります。 

 第２条につきましては保険料率で、先程説明した内容となっております。１７ページに移ります。 

第４条第３項は保険料段階区分を９段階への変更に伴う改正でございます。 

 次に附則でございますが、改正附則第１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する
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経過措置といたしまして、第８条第１項から第４項を追加しまして、ただいま説明いたしました事業

の円滑な実施を図るために町長が定める日の翌日から行うものとし、実施を猶予するものでございま

す。 

 本議案にお戻りいただきたいと思います。 

   附 則 

  （施行期日） 

  第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

  第２条 改正後の置戸町介護保険条例第２条の規定は平成２７年度以降の年度分の保険料から適 

   用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 以上で議案第１６号の説明を終わります。 

  〈議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例。 

  施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例について説明をいた 

します。 

 置戸町道路占用料条例（昭和６１年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次の通り改正する。 

 提案理由について申し上げます。国の道路占用料につきましては、地価に対する賃料の水準の変動

等を反映して、甲、乙、丙に区分されておりました現行の３区分を、平成２４年に行われた固定資産

税評価額の地価の平均を基に、各市町村の地価の平均の降順に、第１級地、第２級地、第３級地、第

４級地及び第５級地の５つの区分にして、平成２６年４月１日から改正施行されております。 

 道内の市町村で第２級地が札幌市、本町及びオホーツク管内の市町村は第５等級地になっておりま

す。本町の道路占用料は国の基準を基本としながらも、平成２０年度の単価のまま据え置いておりま

す。 

 今回、地価の見直しとともに、所在区分を見直したのに伴いまして、また、近隣の市町村も平成２

７年度道路占用料の改正に向けて事務を進めていることから、本町におきましても今回道路占用料金

の改正を提案するものです。 

 改正内容につきましては、別紙議案第１７号説明資料、置戸町道路占用料の一部を改正する条例新

旧対照表、２１ページになりますが、後程ご覧下さい。 

   附 則 

  （施行期日） 

  １ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

  ２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に係る占用料 

   について適用し、施行日前に係る占用料については、なお従前の例による。 

 以上で議案１７号の説明を終わります。 
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  〈議案第１８号 置戸町行政財産使用料条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第１８号 置戸町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。  

  総務課長。 

○中村総務課長 議案第１８号についてご説明申し上げます。 

 置戸町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。 

 置戸町行政財産使用料条例（平成６年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 改正理由ですが、置戸町の行政財産使用料で規定している電柱等使用料につきましては、従来から

置戸町道路占用料の金額に準じた使用料を徴収しておりますが、議案第１７号 置戸町道路占用料条

例の一部を改正する条例でご提案の通り、使用料の改正が行われることとなりましたので、これに合

わせて改正するものでございます。 

 改正内容についてご説明いたしますので、議案説明資料２５ページ、置戸町行政財産使用料条例の

一部を改正する条例新旧対照表をご覧下さい。 

 別表中の改正となります。電柱等の使用料について、電柱１本当たり、現行５３０円を３１０円に、

郵便差出箱、ポストですけども、１ポスト当たり、現行４００円を２４０円に改正するものでござい

ます。 

 本議案にお戻り下さい。 

   附 則 

  この条例は平成２７年４月１日から施行する。 

 経過措置として、現に許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間が終了

するまでの間は、当該使用期間に附された使用料とすることを規定するものでございます。 

 以上で議案第１８号の説明を終わります。 

  〈議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例。 

  施設整備課長。  

○菅野施設整備課長 議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

 置戸町下水道条例（平成７年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項第１号中「０．１ミリグラム」を「０．０３ミリグラム」に改める。 

 提案理由について申し上げます。本案は下水道法及び下水道法施行令が昨年１２月１日で一部改正

されたのに伴い、置戸町下水道条例を定める汚水の基準数値を一部改正するものです。 

 内容はカドミウム、その化合物に係る水質環境基準が強化されたことを受けて、カドミウム及びそ

の化合物に係る排出基準を０．１ミリグラム以下から０．０３ミリグラム以下に改正提案するもので

あります。 

 なお、平成２６年１２月１日に現に設置されている特定施設を設置する特定事業所の排出水のカド

ミウム及びその化合物の排出基準は、６ヵ月間は従前の基準を適用することとなっているため、平成

２７年５月３１日までは従前の基準を適用するものです。 

 改正内容につきましては、別紙議案第１９号説明資料を後程ご覧下さい。 

   附 則 
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  この条例は、公布の日から施行する。ただし、特定施設を設置する特定事業所については、平成 

 ２７年５月３１日までは従前の基準を適用する。 

 以上で議案第１９号の説明を終わります。 

  〈議案第２０号 保育の実施に関する条例を廃止する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２０号 保育の実施に関する条例を廃止する条例。 

  地域福祉センター所長。  

○鈴木地域福祉センター所長 議案第２０号について説明をいたします。 

 保育の実施に関する条例を廃止する条例。 

 保育の実施に関する条例（昭和６２年３月１４日条例第１号）は廃止する。 

 これまでの保育につきましては、児童福祉法の規定により市町村が条例に定める事由により、保育

にかける児童について実施することとなっておりましたが、改正後の児童福祉法及び子ども・子育て

支援法の規定により、内閣府令に定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難な

児童について実施することとなったことから、保育の実施に関する条例を廃止するものでございます。 

   附 則 

  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上で議案第２０号の説明を終わります。 

  〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算。 

  町づくり企画課長。  

○栗生町づくり企画課長 議案第２１号の説明の前に、資料の方の確認をお願いしたいと思います。 

 予算説明に使用いたしますのは、水色の表紙の平成２７年度置戸町一般会計・特別会計予算書にな

ります。説明は主にこの予算書の各会計の事項別明細書により行います。次に、白い表紙の綴りで、

平成２７年度一般会計・特別会計予算に関する説明資料と黄緑色の議案説明資料があります。予算書、

説明資料２種類、本議案の４つを使いまして説明をいたします。 

 初めに平成２７年度の予算概要について申し上げます。 

 平成２７年度の予算編成ですが、国は地方創生法の成立に伴い、消費税引き上げ後の景気の底上げ

と、人口減少対策を重点とした新年度予算を編成いたしました。また、平成２６年度補正予算と一体

的に執行することで、景気回復や人口減少対策への国の進むべき方向性を示しております。 

 国の新年度予算には地方創生関連予算がいたるところに組み込まれておりますが、国、地方を挙げ

ての総合戦略の策定は、人口減少が続く本町においても重要課題であります。置戸町総合戦略は今後

の置戸町の進むべき道筋を示すことになります。 

 これを受けまして、平成２７年度の地方財政計画では地方創生関連で１兆円、合わせて地方の一般

財源総額も１兆２，０００億円増額しましたが、歳出特別枠や地方交付税の別枠加算を危機対応モー

ドから平時モードに切り替えるなど、結果として景気対策が実感できない地方、あるいは小規模自治

体ほど財政対策が厳しくなる内容となっております。 

 地方交付税は平成２６年度比で０．８％の減額に留まりましたが、経常経費の積算に係る単位費用

の引き下げ等は本町の交付額に大きく影響することが予想されます。 
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 本町の平成２７年度予算は、一般会計は前年度比６．４％増、特別会計を含めた７会計の総額では

前年度比５．７％、３億３，３５０万円の増となりました。 

 今回の予算編成では、特に歳出予算において円安や公共工事等における人材不足の影響から資材費

や人件費が高騰し、物件費、維持修繕費の他、投資的経費にも大きく影響しており、歳出全般におけ

る経費の増加が懸念されます。 

 このことから、本町の厳しい財政状況をしっかりと認識し、長期的な視点に立った持続可能な財政

運営を基本とした上で事業の選択と重点化を行い、各施策を取り組むための予算計上をしたところで

ございます。 

 平成２７年度一般会計歳入歳出予算総額は、前年度に比べまして２億５，１００万円、６．４％増

の４１億４，８００万円といたしました。歳入の主な項目についてですが、地方交付税につきまして

は前年度比２．１％減の２３億５，０００万円を見込みました。内、普通交付税は３．２％減の２１

億３，０００万円、特別交付税は前年度比１０％増の２億２，０００万円を計上いたしました。 

 国庫支出金につきましては、国の制度改正等に伴い、社会保障、税番号制度やこどもセンターに係

る措置費の増額等から、前年比６．３％増の２億４１２万円を計上いたしました。 

 道支出金につきましては、主に土地改良事業が増加したことにより、前年度比２１．３％増の１億

７，９３８万円を計上いたしました。 

 財産収入につきましては、町有林、流木売り払い収入や素材売り払い収入の減少により、前年度比

１６．４％減の４，９０２万円を計上いたしました。 

 繰入金につきましては、計画的に積み立てを行ってまいりました財政調整基金より１億円、減債基

金より２億円の他、ふるさと銀河線跡地整備事業による基金繰入金が増加したことにより、前年度比

２５３．４％増の３億８，０９３万円を計上いたしました。 

 なお、町債は過疎対策事業債等で２億１９０万円、臨時財政対策債の１億２，８００万円を合わせ

３億２，９９０万円を計上いたしました。これにより町債の平成２７年度末残高は４６億１，３６９

万円の見込みとなっております。 

 基金の運用状況ですが、平成２７年度末で財政調整基金１０億９６万円、減債基金１３億７８０万

円等、積立基金と運用基金を合わせまして３５億１１万円の見込みとなっております。 

 次に歳出ですが、管理経費等につきましては平成２６年度における予算計上額をベースといたしま

して、事務事業全般の見直しにより経常経費の削減に努めてまいりました。 

 人件費につきましては、給与の独自削減の継続により抑制に努め、前年度比６．２％減の６億３，

０５５万円を計上しております。 

 投資的経費につきましては、第１常呂川橋桁等撤去工事、道営土地改良事業や橋梁長寿命化計画に

基づく橋梁修繕事業等、前年度比２２．８％増の７億４，２２７万円を計上いたしました。 

 公債費は前年度比０．２％減の５億３，３８０万円を計上いたしました。 

 前年度に続き、公債費残高は減少いたしました。 

 特別会計は国民健康保険特別会計他６事業で前年度比４．３％増の２０億７１０万円となりました。

国民健康保険特別会計や介護保険事業特別会計の主な要因となっております。 

 それでは議案第２１号について説明いたしますので、本議案をお開き下さい。 
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 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算。 

  平成２７年度置戸町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

   （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１億４，８００万円と定める。 

   ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 第１表 歳入歳出予算につきましては、後程、平成２７年度置戸町一般会計歳入歳出予算事項別明

細書で説明をいたします。 

   （地方債） 

   第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債目的、限 

    度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 第２表 地方債について説明いたしますので、７ページをお開き下さい。 

 第２表 地方債 過疎地域自立促進特別事業から小型動力ポンプ購入事業までの７事業及び臨時財

政対策債を加え、総額で３億２，９９０万円の町債の発行を予定しております。 

 事業ごとの限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載の通りです。 

 この表の一番上の段、過疎地域自立促進特別事業について説明いたしますので、別冊の黄緑色の表

紙、平成２７年３月議案説明資料となっております、最終ページになりますが、３０ページをご覧い

ただきたいと思います。 

 この表は、過疎対策事業ソフト事業分の対象事業一覧でございます。過疎計画に基づく過疎対策事

業者へのソフト事業として借り入れを予定しているものでございます。 

 通学バス定期購入費補助事業から置戸高校支援対策事業までの８事業で、７，７４０万円の発行を

予定をしております。 

 本議案の方にお戻り下さい。 

   （一時借入金） 

   第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０ 

    億円と定める。 

 続きまして、歳入歳出予算事項別明細書の説明の前に、別冊の平成２７年度一般会計・特別会計予

算に関する説明資料の説明をいたしますのでご用意いただきたいと思います。 

 平成２７年度一般会計・特別会計予算に関する説明資料ですが、１ページをお開き下さい。 

 １ページは部局別職員数調べ、次の２ページから４ページまでは各会計別の人件費対前年度当初予

算比較表、５ページにつきましては作業員賃金一覧で、後程、総務課長の方より説明をいたします。

次に、６ページから９ページをお開きいただきたいと思いますが、歳入歳出の性質別内訳になります。 

 この表によりまして、置戸町の財政状況の概要を説明をいたします。 

 ６ページ、７ページは歳入ですが、６ページは歳入の内、経常的収入を、７ページは臨時的収入を

まとめたものです。表の右側に前年度の数値を掲載しておりますので併せてご覧下さい。 

 ６ページの上段、経常的収入の内、自主財源は主に町税や使用料、手数料等で４億１，４５０万８，

０００円、収入の１０．１％になります。この内、町税は２億６，４１２万円で、構成比６．４％と

なります。 
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 下段の依存財源ですが、普通交付税の他、地方譲与税や国・道支出金等となっております。普通交

付税は２１億３，０００万円で５１．４％の構成比となります。７ページ、臨時的収入の特別交付税

２億２，０００万円を含めますと地方交付税で２３億５，０００万円となり、全体収入の５６．７％

となります。 

 依存財源の合計は２４億２，６７８万４，０００円で、構成比は５８．５％、経常的収入の合計は

２８億４，１２９万２，０００円となり、構成比で６８．５％となります。 

 ７ページ、臨時的収入では、特別交付税の他、国・道支出金、繰入金、諸収入、町債等となります。 

 国庫支出金は１億１，１４２万６，０００円で、前年度とほぼ同額で社会資本整備総合交付金が主

なものであります。 

 繰入金は３億８，０９２万５，０００円ですが、財政調整基金で１億円、公債費の償還財源として

減債基金２億円、この他、ふるさと銀河線跡地活用等振興基金の繰入金７，３００万円が主なもので

す。諸収入では、老人ホームの指定管理委託に係る老人福祉施設運営資金貸付金等の元利収入１億２，

１６４万７，０００円が主なものとなっております。  

 町債３億２，９９０万円は、総務債から臨時財政対策債まで記載の通りで、前年度より１３０万円

の増となっております。 

 臨時的収入の合計は１３億６７０万８，０００円で、収入の３１．５％となります。 

 次に、８ページ、９ページをお開き下さい。 

 歳出の説明になります。最初に８ページ、投資的経費ですが、下段の計の欄２８億９，１６３万１，

０００円で、歳出全体の６９．６％を占めており、この数値が増加する程、財政の硬直化が進むこと

となります。 

 人件費の内、給与費は５億５，９９５万６，０００円、構成比１３．５％で、前年度比７．８％の

減となっております。 

 物件費は６億８，８９８万９，０００円、構成比１６．６％で、前年度より約３，４００万円増と

なっております。電気使用料で約１，０００万円の増。委託料の内、森林工芸館販売部門の業務委託

料で１，０００万円の増、交流促進センター管理に係る賃金等に係る増となっております。 

 補助費等が４億９，５５０万円で構成比１１．８％。交際費が５億３，３７９万８，０００円で構

成比１２．９％となっております。 

 ９ページの臨時的経費ですが、補助事業や単独事業、貸付金などが臨時的経費となりますが、計の

欄１２億５，６３６万９，０００円で、支出全体の３０．４％となります。以上で性質別内訳の説明

を終わります。 

○佐藤議長 会議の途中ですが申し上げます。 

  １２時になりますが、引き続き会議を開きます。お願いします。 

○栗生町づくり企画課長 １０ページ、１１ページをお開き下さい。 

 投資的事業の内訳になりますが、予算科目ごとに事業名、事業内容、予算額や財源内訳を記載して

おります。 

 １２ページ、１３ページをお開き下さい。扶助費の内訳となりますが、前ページと同様に予算科目

ごとに事業名、事業内容、予算額等を記載をしております。 
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 １４ページ、１５ページをお開き下さい。 

 各施設管理経費の内訳になります。各施設の管理経費は１５ページの方の下の表。合計欄で、一般

会計、特別会計合わせて２億８，３３３万１，０００円ですが、参考欄の増減の内、燃料費につきま

しては、単価の値下げにより減。電気料金につきましては料金の値上げにより増加をしております。

また、清掃施設管理委託料８４６万８，０００円の減額は、老人ホーム及び交流促進センターの指定

管理委託料の減が主な要因となっております。 

 次のページをお開き下さい。 

 負担金補助及び交付金の内訳ですが、１６ページから３０ページまで続きます。３０ページの合計

欄で説明いたしますのでご覧いただきたいと思います。負担金で５億８，０１２万２，０００円。補

助金、交付金で４億５，１７４万２，０００円。合計２０３件で１０億３，１８６万４，０００円と

なります。 

 事業に係る分につきましては括弧で内書きとなっており、合計で３億６４３万８，０００円となり

ます。また、廃止となりました負担金等につきましては、北網地域活性化協議会負担金以下１０件で

１，７３６万１，０００円となっております。 

 なお、新規の負担金等につきましては、件名の最後に括弧書きで新規と記載しておりますが、番号

制度に係るシステム改修費として、北海道自治体情報システム協議会負担金他９件で６，９３８万１，

０００円となっております。 

 ３１ページをご覧下さい。 

 各基金の運用予定調書になります。始めに、表の上段、積立基金についてですが、一般会計財政調

整基金から介護給付費準備基金までの８件で、平成２６年度末の見込み額は３３億６，０１２万２，

０００円となります。 

 平成２７年度の積み立てですが、老人ホーム施設整備基金に２，０００万円。その他寄附金等を見

込み、合計で２，０２６万９，０００円を積み立てる予定となっております。 

 一方、平成２７年度の取り崩しは一般会計財政調整基金１億円。減債基金２億円。ふるさと銀河線

跡地活用等振興基金７，３００万円。国保、介保、各特別会計の繰入合計で２，１２２万２，０００

円。総額で３億９，４２２万２，０００円となり、平成２７年度末の見込額は、２９億８，６１６万

９，０００円となります。 

 表の下段、運用基金ですが、社会福祉振興基金から図書資料整備基金までの５件で、運用中の資金

を除く平成２６年度末の見込額は３億８，２００万３，０００円となっております。 

 平成２７年度の主な取り崩しは、夏まつり振興基金他１件で７００万円。寄附金の積立や貸付基金

の増減を調整し、平成２７年度末の見込額は運用分を除き３億７，１７１万８，０００円になります。 

 次に合計欄ですが、平成２６年度末の見込額は３７億４，２１２万５，０００円。括弧の運用分も

含めますと、記載してございませんが３８億８，１００万１，０００円となります。 

 同じく合計欄の平成２７年度末の見込額は３３億５，７４８万７，０００円。括弧の運用分も含め

ますと、３５億１１万２，０００円になります。 

 欄外に参考として北海道市町村備考資金組合への積立金について記載をしております。 

 なお、３２ページ以降の説明資料につきましては、それぞれ議案の説明に合わせまして担当課長の
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方から説明をいたします。 

 それでは、予算の内容について説明をいたしますので、平成２７年度置戸町一般会計・特別会計予

算書の３３ページ、３４ページをお開き下さい。 

（以下、関係課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。 

  午後１時１０分から再開します。 

                          

休憩 １２時０６分 

再開 １３時１０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案の説明を続けます。 

 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、３３ページ、３４ページ。１款議

会費から。 

（以下、関係課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

                          

休憩 １４時３０分 

再開 １４時５０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。議案の説明を続けます。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案の説明を続けます。 

 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、７９ページ、８０ページ。２款総

務費、５項統計調査費。統計事務に要する経費から。 

（以下関係課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

                                   

    ◎延会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 
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    ◎延会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで延会とします。 

延会 １６時０２分 
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平成２７年第３回置戸町議会定例会（第２号） 

 

平成２７年３月１１日（水曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算 

  日程第 ３ 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第 ４ 議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第 ５ 議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第 ６ 議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第 ７ 議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第 ８ 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第 ９ 議案第 ３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号） 

  日程第１０ 議案第 ４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

  日程第１１ 議案第 ５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  日程第１２ 議案第 ６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１３ 議案第 ７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計予算（第２号） 

  日程第１４ 議案第 ８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１５ 議案第 ９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１６ 同意第 １号 オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

  日程第１７ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

  日程第１８ 報告第 ３号 定期監査の結果報告について 

  日程第１９ 報告第 ４号 例月出納検査の結果報告について 

  追加日程第１ 議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す 

                る基準を定める条例の一部を改正する条例 

  追加日程第２ 議案第２９号 置戸町指定密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並 

                びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

                的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

  追加日程第３ 議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

                防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等 

                を定める条例の一部を改正する条例 

    

○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 
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  日程第 ２ 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算 

  日程第 ３ 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

    

○出席議員（１０名） 

１番  嘉 藤   均 議員     ２番  小 林   満 議員 

３番  高 谷   勲 議員     ４番  岩 藤 孝 一 議員 

５番  細 川 昭 夫 議員     ６番  石 井 伸 二 議員 

７番  竹 内 雅 俊 議員     ８番  阿 部 光 久 議員 

９番  佐 藤 勇 治 議員    １０番  佐 藤 純 一 議員 

 

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 〈町 長 部 局〉 

町    長  井  上  久  男        副  町  長  和  田     薫 

会計管理者  鎌  田     満        町づくり企画課長  栗  生  貞  幸 

総 務 課 長  中  村  啓  二        総務課参与  村  松  登 喜 男 

  町民生活課長  田  中  英  規        産業振興課長  坂  口  博  昭 

施設整備課長  菅  野  博  敏        地域福祉センター所長  鈴  木  正  美 

施設整備課技監  髙  橋  一  史        総務課主幹  髙  木  恭  治 

町づくり企画課財政係長  小  島  敦  志 

 

 〈教育委員会部局〉 

教  育  長  平  野     毅        学校教育課長  蓑  島  賢  治 

  社会教育課長  今  西  輝 代 教        森林工芸館長  五 十 嵐  勝  昭 

  生涯学習情報センター次長  佐  藤  百 合 子 

 

 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  中  村  啓  二（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 
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事 務 局 長  早  坂     豊       議 事 係  長  尾  俊  輔 

臨時事務職員  中  田  美  紀 
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開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから本日の会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって７番 竹内雅俊議員及び８番  

 阿部光久議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

 事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○早坂事務局長 本日、町長から提出された議案は、次のとおりです。 

  ・追加議案第２８号から追加議案第３０号。 

  本日の説明員は、前日のとおりです。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第２ 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算から 

    ◎日程第８ 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予 

                  算まで 

               ７件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２ 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算から日程第８ 議案第２７号 

 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算までの７件を一括議題とします。 

  前日に引き続き議案の説明を続けます。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書。歳出の１１３ページ、 １ 

 １４ページ。４款衛生費、１項保険衛生費、負担金補助及び交付金。 

  地域福祉センター所長。 

 （以下担当課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。１１時から再開します。 

                          

休憩 １０時４０分 

再開 １１時００分 
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○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書。 

  １４５ページ、１４６ページ。６款農林水産業費、２項林業振興費、絆の森整備事業に要する経費 

 から。 

  産業振興課長。 

 （以下担当課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。午後１時から再開します。 

                          

休憩 １２時００分 

再開 １３時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書。 

  １６９ページ、１７０ページ。９款消防費、１項消防費、北見地区消防組合に要する経費から。 

  総務課参与。 

 （以下担当課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。午後２時４５分から再開します。 

                          

休憩 １４時２３分 

再開 １４時４５分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書。 

  ２１３ページ、２１４ページ。１０款教育費、３項公民館費、公民館管理運営に要する経費から。 

  社会教育課長。 

 （以下担当課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

 〈議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算。 

  町民生活課長。 

○田中町民生活課長 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算についてご説明申 

し上げます。 
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  平成２７年度置戸町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７２，１００千円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０， 

   ０００千円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を 

   流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの 

   経費の各項の間の流用。 

 歳入歳出予算につきましては、別冊の事項別明細書で説明いたしますが、予算を説明する前に、予

算の概要等について、別冊、白色の予算に関する説明資料で説明いたしますので、４５ページ、４６

ページ。平成２７年度国民健康保険特別会計予算をご覧下さい。 

 初めに、国民健康保険制度の改正内容等についてご説明いたします。 

 １点目は、国民健康保険税賦課限度額の引き上げでございます。これにより医療分が現行の５１万

円から５２万円に。後期高齢者支援金等分が１６万円から１７万円に。介護分が１４万円から１６万

円に、それぞれ引き上げとなり、賦課限度額の合計は、現行の８１万円から４万円アップの８５万円

となります。 

 ２点目は、５割、２割軽減の判定基準の見直しが行われ、４月１日から適用されます。基準の改正

内容ですが、５割軽減につきましては、被保険者数に乗ずる金額を２４万５，０００円から２６万円

に。また、２割軽減は、被保険者数に乗ずる金額を４５万円から４７万円に改めるものでございます。 

 なお、本改正の内、賦課限度額の見直しにつきましては、６月定例会において提案すると共に、そ

れ以外の改正につきましては、順次広報やホームページ等でお知らせいたします。 

 初めに、歳入でありますが、保険給付費等の歳出から国庫等の財源を控除した残りを国保税と財政

調整基金に求めることとしております。国保税につきましては、世帯数被保険者数の減及び給与所得

や営業所得等の減額が見込められるも、農業所得の増や税率の見直し等を考慮し、前年度同額の１億

２，３１６万３，０００円を計上しております。国庫支出金及び療養給付費交付金につきましては、

保険給付費を基に積算した額を計上しております。また、６５歳以上７４歳までの前期高齢者に対す

る交付金として、前期高齢者交付金を計上しております。道支出金につきましては、北海道調整交付

金等を計上しております。一定額を超える高額医療に対する交付金として、高額共同事業交付金等を

計上しております。一般会計繰入金につきましては、ルールによる繰入金を計上しております。次の

ページ、歳出でありますが、過去や前年度の医療費実績を勘案し、推計した保険給付費及び後期高齢

者支援金等、前期高齢者納付金等を計上したほか、介護保険第２号被保険者に係る介護納付金、保険

事業費では、特定健診等に係る経費を計上しております。予算総額は、歳入歳出それぞれ５億７，２

１０万円の計上で、前年度対比５，８８０万円の増額となります。次ページ、平成２７年度国民健康
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保険特別会計予算資料につきましては、１保険税から６介護給付費納付金まで年度別の推移を記載し

ておりますので、後程ご参照願います。 

 以上で資料の説明を終わります。 

 事項別明細書の、２６２ページ、２６３ページをお開き下さい。 

（以下担当課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算事項別明細書、別添

のとおり） 

                                   

    ◎延会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

  本日の会議はこれで延会したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって本日はこれで延会することに決定しました。 

                                   

    ◎延会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで延会します。 

延会 １５時５８分 
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平成２７年第２回置戸町議会定例会（第３号） 

 

平成２７年３月１２日（木曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第 ３ 議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第 ４ 議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第 ５ 議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第 ６ 議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第 ７ 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第 ８ 議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

               基準を定める条例の一部を改正する条例 

  日程第 ９ 議案第２９号 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営 

               並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

               的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

  日程第１０ 議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防 

               支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定 

               める条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第 ３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号） 

  日程第１２ 議案第 ４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

  日程第１３ 議案第 ５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  日程第１４ 議案第 ６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１５ 議案第 ７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

  日程第１６ 議案第 ８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１７ 議案第 ９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１８ 同意第 １号 オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

  日程第１９ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

  日程第２０ 報告第 ３号 定期監査の結果報告について 

  日程第２１ 報告第 ４号 例月出納検査の結果報告について 

    

○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 
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  日程第 ２ 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第 ３ 議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第 ４ 議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第 ５ 議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第 ６ 議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第 ７ 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第 ８ 議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

               基準を定める条例の一部を改正する条例 

  日程第 ９ 議案第２９号 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営 

               並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

               的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

  日程第１０ 議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防 

               支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定 

               める条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第 ３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号） 

  日程第１２ 議案第 ４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

  日程第１３ 議案第 ５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  日程第１４ 議案第 ６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１５ 議案第 ７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

  日程第１６ 議案第 ８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１７ 議案第 ９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

           

○出席議員（１０名） 

１番  嘉 藤   均 議員     ２番  小 林   満 議員 

３番  高 谷   勲 議員     ４番  岩 藤 孝 一 議員 

５番  細 川 昭 夫 議員     ６番  石 井 伸 二 議員 

７番  竹 内 雅 俊 議員     ８番  阿 部 光 久 議員 

９番  佐 藤 勇 治 議員    １０番  佐 藤 純 一 議員 

 

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 〈町 長 部 局〉 

町    長  井  上  久  男        副  町  長  和  田     薫 

会計管理者  鎌  田     満        町づくり企画課長  栗  生  貞  幸 

総 務 課 長  中  村  啓  二        総務課参与  村  松  登 喜 男 

  町民生活課長  田  中  英  規        産業振興課長  坂  口  博  昭 
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施設整備課長  菅  野  博  敏        地域福祉センター所長  鈴  木  正  美 

施設整備課技監  髙  橋  一  史        総務課主幹  髙  木  恭  治 

町づくり企画課財政係長  小  島  敦  志 

 

 〈教育委員会部局〉 

教  育  長  平  野     毅        学校教育課長  蓑  島  賢  治 

  社会教育課長  今  西  輝 代 教        森林工芸館長  五 十 嵐  勝  昭 

  生涯学習情報センター次長  佐  藤  百 合 子 

 

 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  中  村  啓  二（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 

事 務 局 長  早  坂     豊       議 事 係  長  尾  俊  輔 

臨時事務職員  中  田  美  紀 
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開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって９番 佐藤勇治議員及び１番  

 嘉藤均議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

 事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○早坂事務局長 本日の説明員は、前日のとおりです。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特 

                  別会計予算から 

    ◎日程第１０ 議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の 

                  人員及び運営並びに指定介護予防支 

                  援等に係る介護予防のための効果的 

                  な支援方法に関する基準等を定める 

                  条例の一部を改正する条例 

                ９件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２ 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算から日程第１０ 

議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例までの９件を一

括議題とします。 

  前日に引き続き議案の説明を続けます。 

〈議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算。 

  ２６２ページ、２６３ページ。３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

  町民生活課長。 

 （以下町民生活課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算事項別明細書、 

 別添のとおり） 
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 〈議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算。 

  町民生活課長。 

○田中町民生活課長 議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明 

申し上げます。  

  平成２７年度置戸町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３，４００千円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 歳入歳出予算につきましては、別冊の事項別明細書で説明いたしますが、予算を説明する前に予算

の概要等について、別冊白色の予算に関する説明資料でご説明いたしますので、４８ページ。２２．

平成２７年度後期高齢者医療特別会計予算資料をご覧下さい。 

 後期高齢者医療制度に係る事業主体は、北海道後期高齢者医療広域連合で、町としての業務は、一

般窓口業務のほか、保険料の賦課事務を除く徴収事務を行っております。保険料率は、２年ごとに改

定されますが、昨年度に保険料率の改定が行われたことから、本年度につきましては、改正はござい

ません。１、保険料、現年度分をご覧下さい。平成２７年度の被保険者数は、７８２人を見込みまし

た。保険料の調定額は、３，１０８万１，０００円。一人当たりの調定額は、３万９，７４６円と推

計し、収入率は１００％の予算措置としています。次に、４、平成２７年度後期高齢者医療特別会計

概要。点線枠内の後期高齢者医療特別会計をご覧下さい。本会計は、保険料の徴収や被保険者証の交

付事務等の窓口業務に係る経費を計上しております。歳入ですが、一般会計より繰入は、①保険基盤

安定繰入金。低所得者の保険料軽減分、１，９５２万６，０００円。広域連合事務費、１８３万５，

０００円。③市町村事務費、９４万４，０００円。計２，２３０万５，０００円となります。⑥保険

料は、３，１０９万１，０００円。⑦諸収入、４，０００円で、歳入の合計は、５，３４０万円とな

ります。この内、保険基盤安定繰入金、広域連合事務費、保険料につきましては、歳出の広域連合納

付金として、残りの市町村事務費と諸収入については、保険料の徴収や被保険者証の交付事務等の窓

口業務に係る事務的経費に充てられます。次に、歳出では、広域連合納付金として、５，２４５万２，

０００円。総務管理費、６１万円。徴収費は、保険料の徴収に伴う事務的経費として、２３万７，０

００円。予備費等、１０万１，０００円で、歳出合計は、歳入と同額の５，３４０万円の計上となり

ます。以上で資料の説明を終わります。 

 事項別明細書の２８８ページ、２８９ページをお開き下さい。 

（以下町民生活課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書、

別添のとおり） 

 〈議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算。 

  地域福祉センター所長。  

○鈴木地域福祉センター所長 議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算について 

説明をいたします。 
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 平成２７年度置戸町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４８，２００千円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０， 

   ０００千円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を 

   流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経 

   費の各項の間の流用。 

 第１条の歳入歳出予算につきましては、平成２７年度の介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別

明細書で説明をいたします。 

 ３０３ページ、３０４ページをお開き下さい。 

 歳出から説明をいたします。 

（以下地域福祉センター所長説明、記載省略。平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算事項別

明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。 

  午前１１時から再開します。 

                          

休憩 １０時３９分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 〈議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算。 

  地域福祉センター所長。  

○鈴木地域福祉センター所長 議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算につ 

いて説明をいたします。 

 平成２７年度置戸町の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，４００千円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０ 

   ００千円と定める。 
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 第１条の歳入歳出予算につきましては、平成２７年度の介護サービス事業特別会計歳入歳出予算事

項別明細書で説明をいたしますので、３３１ページ、３３２ページをお開き下さい。 

 歳出から説明をいたします。 

（以下地域福祉センター所長説明、記載省略。平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算事

項別明細書、別添のとおり） 

 〈議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算。 

  施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算についてご説明いたし 

ます。 

 平成２７年度置戸町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７５９，１００千円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 第１条 歳入歳出予算につきましては、後程、別冊の平成２７年度簡易水道特別会計歳入歳出予算

事項別明細書により説明いたします。 

  （地方債） 

  第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限 

   度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 ３ページをお開き下さい。 

 第２表 地方債。記載の目的につきましては、簡易水道整備事業で、簡易水道再編推進事業に対す

る起債です。限度額は、５億２，５６０万円。起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりです。 

 本議案にお戻り下さい。 

  （一時借入金） 

  第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、７００， 

   ０００千円と定める。 

 第１条の歳入歳出予算につきましては、別冊の平成２７年度簡易水道特別会計歳入歳出予算事項別

明細書で説明申し上げますが、その前に、本年度予算案の概要についてご説明します。 

 本年度の簡易水道特別会計予算は、７億５，９１０万円で、前年比１，５６０万円の減額となって

おります。平成２７年度の簡易水道再編推進事業工事箇所について説明いたしますので、白表紙の別

冊、平成２７年度一般会計・特別会計予算説明資料の５３ページをお開き下さい。簡易水道再編推進

事業の年度計画に基づき、本年度予定の工事といたしまして、赤色の線で示しております。拓殖パー

クゴルフ場前から中里送水ポンプ場。安住２５号線から中里２０号線までの道道春日置戸線。林友橋

の橋梁添架と送水管。北光第一ポンプ室、北光愛の沢地区への送水管等の工事を予定しております。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、別冊、簡易水道特別会計歳入歳出予算事項別明細書、

３４７ページ、３４８ページをお開き下さい。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算事項別明細書、別添
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のとおり） 

 〈議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算。 

  施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算についてご説明申し上げ 

 ます。 

  平成２７年度置戸町の下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６３，９００千円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 第１条 歳入歳出予算につきましては、後程、別冊の平成２７年度下水道特別会計歳入歳出予算事

項別明細書により説明いたします。 

  （地方債） 

  第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度 

   額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 ３ページをお開き下さい。 

 第２表 地方債。記載の目的につきましては、農業集落排水事業で、境野浄化センター改築事業に

対する起債４，３８０万円で、起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりです。本議案にお戻

り下さい。 

  （一時借入金） 

  第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０，０ 

   ００千円と定める。 

 次に、第１条の歳入歳出予算についてご説明申し上げますが、下水道事業では、本年度から平成６

年に供用開始した、境野浄化センターの改築工事を実施します。 

 それでは、別冊の下水道特別会計歳入歳出予算事項別明細書によりご説明いたしますので、３７４

ページ、３７５ページをお開き下さい。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町下水道特別会計予算事項別明細書、別添の

とおり） 

○佐藤議長 次に、追加された、議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及 

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例から、議案第３０号 置戸町指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例までの提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○井上町長〔登壇〕 ただいま議題となりました、議案第２８号は、置戸町指定地域密着型サービスの 

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。また、議

案第３０号につきましては、置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例で



 38 

ございます。それぞれ議案の内容につきましては、地域福祉センター所長よりご説明を申し上げます。 

 〈議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定 

         める条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準  

を定める条例の一部を改正する条例。 

 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議案第２８号について説明をいたします。 

 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例。 

 初めに、一部改正の趣旨等について説明をいたしますので、別紙の議案第２８号、２９号、３０号

の説明資料、置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部改正についてをご覧下さい。 

 議案第２９号、３０号にも関連がありますので、合わせてご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成２７年度の介護報酬改定に係る改正と合わせまして、社会保障審議会介護給付

分科会の審議を踏まえて、関係省令の改正が行われ、本年１月１６日に交付されることに伴いまして、

本町の関係条例の一部を改正するものでございます。なお、対象となる事業所は、介護予防を含む認

知症対応型共同生活介護と介護予防支援の各一事業所となります。 

 資料の２ページになりますけども、改正概要についてですが、今回の基準省令の改正内容は、介護

保険サービス等の整備の促進、業者の処遇の向上等で適切な事業の運営確保の観点から本町の実情を

踏まえ検討した結果、省令の改正内容に特段の支障がないことから、一部改正された基準省令どおり

の関係条例の一部改正となります。①番目の、置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の従業員の員数から、３ページになりますけども、複合型サービスの基本指針他の改正となりま

す。基準の類型は、国の基準に従い定める従うべき基準と国の基準を標準として定める標準、国の基

準を参酌して定める参酌すべき基準の３つの類型に分類され、国どおりの改正となります。②番目の、

置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例については、介護予防認知症対応型通所介護の従業員の員数他から、介護予防認知症対応型共同生

活介護の基本方針までの改正となりまして、従うべき基準、標準、参酌すべき基準の類型に分類され、

国の基準どおりの改正となります。４ページに移ります。③番目の、置戸町指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例については、身分を証する書類の傾向から、具体的取扱方針までの改正となりまして、

参酌すべき基準の類型に分類され、国の基準どおりの改正となります。なお、改正にあたっての国の

基準につきましては、記載のとおりとなっております。施行期日については、いずれも平成２７年４

月１日となります。 

 それでは、本議案の方にお戻り下さい。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。 
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  午後１時から再開します。 

                          

休憩 １１時５９分 

再開 １３時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定 

         める条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例。 

 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 それでは、午前中に引き続きまして、本議案からの説明をさせていただ 

きます。 

 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 改正の具体的な内容につきましては、本町に該当するサービスであります、認知症対応型共同生活

介護、グループホームになりますけども、この設備に関する基準の改正で、現行１または２と規定さ

れています、ユニット数についてただし書きが追加されまして、新たな用地確保が困難であること。

その他、地域の実情により広角的運営が必要と認められる場合には、最ユニットまでできることを明

確化されております。その他、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間のオペレーターとして充て

ることができます、施設の事業所の範囲の追加。認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、宿

泊サービスを実施している事業所について届出を求めるとともに、自己報告の追加。小規模多機能型

居宅介護事業所の介護、介護職員の兼務可能な同一敷地、または、隣接する施設事業所の追加。小規

模多機能型居宅介護及び複合型サービスの登録定員を２５人以下から２９人以下に改正し、登録定員

ごとの利用定員の表の追加。サテライト型地域密着型介護老人福祉サービスの本体施設として認めら

れる対象施設の追加及び具体的な名称にするため、複合型サービスを看護小規模多機能型居宅介護に

改正するなど、条項の新設、削除、字句などの一部改正などとなっております。なお、置戸町指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧

対照表を添付しておりますので、後程ご参照頂きたいと思います。 

    附 則 

   この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上で議案第２８号の説明を終わります。 

 〈議案第２９号 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指 

         定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

         関する基準を定める条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２９号 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 
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営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例。 

 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議案第２９号について説明をいたします。 

 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例。 

 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年条例

第２４号）の一部を次のように改正する。 

 条例の一部改正の趣旨等につきましては、先程、午前中に議案第２８号で説明いたしましたので省

略をいたします。 

 この条例につきましては、介護予防サービスの事業について規定をしておりまして、改正の具体的

な内容につきましては、本町に該当するサービスであります、介護予防認知症対応型共同生活介護グ

ループホームの設置に関する基準の改正で、議案第２８号の改正と同様、現行１または２と規定され

ているユニット数について、ただし書きが追加され、３ユニットまでできることを明確化されており

ます。その他に、介護予防認知症対応型通所介護の施設を利用して、介護保険以外のサービスを実施

している事業所について届出を求めるとともに、自己報告の仕組みの追加。介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の介護、看護職員の兼務可能な同一敷地内等の施設事業所の追加。介護予防小規模多

機能型居宅介護の登録定員を２５人以下から２９人以下に改正し、登録定員ごとの利用定員の表の追

加及び複合型サービスを看護小規模多機能型居宅介護に改正するなど、項の新設、削除、字句等の一

部改正等を行っております。なお、置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表を添付しておりますので、後程ご参照頂きたいと思

います。 

    附 則 

   この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上で議案第２９号の説明を終わります。 

 〈議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 

         係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を 

         改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

例。 

 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議案第３０号について説明をいたします。 

 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため
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の効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例。 

 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援方法に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

 この条例は、指定介護予防支援等の事業について規定をしておりまして、本町が指定しています事

業者は、直営で実施している町内一事業者であります。改正の具体的な内容は、事業者間の意識共有

を図る観点から、指定介護予防事業者に対しまして、介護予防訪問看護計画書等の提出を求めること

及び介護保険法に基づく地域ケア会議において、検討資料、情報等の提供を求めることがあった場合

には、これに協力するよう努めなければならないことが追加されるなど、項の新設、削除、字句等の

一部改正となっております。なお、置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例新旧対照表を添付しておりますので、後程ご参照頂きたいと思います。 

   附 則 

  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上で議案第３０号の説明を終わります。 

○佐藤議長 これで、議案第２２号から議案第３０号までの提案理由の説明を終わります。 

                                   

    ◎日程第１１ 議案第 ３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予 

                  算（第１１号）から 

    ◎日程第１７ 議案第 ９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計 

                  補正予算（第３号）まで 

               ７件 一括議題     

○佐藤議員 日程第１１ 議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）から日程第 

１７ 議案第９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの７件を一括議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○井上町長〔登壇〕 ただいま議題となりました議案第３号は、平成２６年度置戸町一般会計補正予算 

（第１１号）でございます。また、議案第９号は、平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第

３号）でございます。議案第３号につきましては、町づくり企画課長がご説明申し上げます。また、

議案の第９号は、施設整備課長よりご説明を申し上げます。なお、この間の議案につきましては、そ

れぞれ所管の課長より議案の内容についてご説明を申し上げます。 

 〈議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）〉 

○佐藤議長 まず、議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 議案第３号について説明いたします。 

 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）。 
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 平成２６年度置戸町の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７０，９３７千円を減額し、歳入歳出予算の 

総額を歳入歳出それぞれ３，９９２，４９５千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 第１表 歳入歳出予算補正につきましては、後程、平成２６年度置戸町一 般会計補正予算事項

別明細書（第１１号）で説明いたします。 

 第２表地方債補正について説明いたしますので、５ページをお開き下さい。 

 第２表 地方債補正。 

 今回の地方債の補正は、表に記載の過疎地域自立促進特別事業から、臨時財政対策債までの８件

について変更を行うものですが、いずれも事業費の確定や起債限度額の確定により変更を行うもの

です。 

 補正後の額につきましては、表の右側、変更後の限度額に記載のとおりです。なお、起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、変更はありません。 

 引き続き、平成２６年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第１１号）により説明いたしま

すので、事項別明細書の最終ページになります、５４ページをご覧下さい。 

 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに

関する調書になりますが、当該年度中、増減見込みの起債見込み額欄をご覧下さい。１、普通債、

（３）教育の欄は、８３０万円減額し、１億３６０万円。３、その他、（２）過疎対策事業債の欄

は、今回の補正に係る変更のほか、平成２５年度繰越明許費の減額分１０万円を加え、合わせて１，

１７０万円減額し、１億６，８５０万円に。（４）特別債の欄は、２３０万５，０００円減額し、

１億４，２６９万５，０００円に。（１０）緊急防災・減災事業債の欄は、新たに１４０万円を追

加しています。下段の合計欄ですが、２，０９０万５，０００円の減額となり、本年度の起債見込

額は、４億１，６１９万５，０００円となります。次に、元金償還見込額の欄ですが、既に借入を

行っている起債の内、過疎対策事業債と臨時財政対策債を含む特別債の一部で利率の見直しが行わ

れ、借入利率が引き下げられたことから、償還額の内、利子分が減額となり元金分が増額となりま

したので、変更をしております。合計欄の数字ですが、１７９万７，０００円増額し、本年度の元

金償還見込額は、４億８，５１８万５，０００円となります。一番右側の列の合計欄ですが、平成

２６年度末の残高見込みは、４７億７，７５８万４，０００円となります。以上で第２表地方債補

正の説明を終わります。 

 次に、第１表 歳入歳出予算補正について説明いたしますので、１２ページ、１３ページをお開

き下さい。 

（以下町づくり企画課長説明、記載省略。平成２６年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第

１１号）、別添のとおり） 
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○佐藤議長 しばらく休憩します。 

  ２時５０分から再開します。 

                          

休憩 １４時２９分 

再開 １４時５０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）〉 

○佐藤議長 議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）。 

 事項別明細書、４０ページ、４１ページ。歳出、１０款教育費、１項教育総務費。教育委員会事務

費に要する経費から。 

 学校教育課長。 

（以下学校教育課長説明、記載省略。平成２６年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第１１号）、

別添のとおり） 

 〈議案第４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）。 

  町民生活課長。 

○田中町民生活課長 議案第４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につ 

いてご説明申し上げます。 

 平成２６年度置戸町の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７８３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を 

   歳入歳出それぞれ５１９，５０９千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

   額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 それでは、第１表 歳入歳出予算補正について、別冊の置戸町国民健康保険特別会計補正予算事項

別明細書（第４号）により、歳出より説明いたしますので、事項別明細書の６ページ、７ページをお

開き下さい。 

 （以下町民生活課長説明、記載省略。平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算事項別明

細書（第４号）、別添のとおり） 

 〈議案第５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

  町民生活課長。 

○田中町民生活課長 議案第５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に 

ついてご説明申し上げます。 

 平成２６年度置戸町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
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  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 

   歳入歳出それぞれ５６，１４４千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

   額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 それでは、第１表 歳入歳出予算補正について、別冊の置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算事

項別明細書（第２号）により、歳出より説明いたしますの、事項別明細書の４ページ、５ページをお

開き下さい。 

（以下町民生活課長説明、記載省略。平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明

細書（第２号）、別添のとおり） 

 〈議案第６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

  地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議案第６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

号）についてご説明をいたします。 

 平成２６年度置戸町の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１２３千円を減額し、歳入歳出予算の総 

   額を歳入歳出それぞれ３２３，２９７千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

   額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、別冊の平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補

正予算事項別明細書（第３号）により説明をいたしますので、事項別明細書の８ページ、９ページを

お開き下さい。 

 歳出から説明をいたします。 

 （以下地域福祉センター所長説明、記載省略。平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算

事項別明細書（第３号）、別添のとおり） 

 〈議案第７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）。 

  地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議案第７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第２号）について説明をいたします。 

 平成２６年度置戸町の介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳 

   入歳出それぞれ１３，９５０千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 
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  額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、別冊の平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会

計補正予算事項別明細書（第２号）により説明をいたします。事項別明細書の４ページ、５ページを

お開き下さい。 

（以下地域福祉センター所長説明、記載省略。平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予

算事項別明細書（第２号）、別添のとおり） 

 〈議案第８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）。 

  施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 議案第８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）について 

ご説明申し上げます。 

 平成２６年度置戸町の簡易水道特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５３，８９０千円を減額し、歳入歳出予算の 

   総額を歳入歳出それぞれ７２３，６７０千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

   額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 ３ページをお開き下さい。 

 第２表 地方債補正。簡易水道事業に関わる起債の変更でございます。当初限度額は、５億３，５

２０万円としておりました。事業執行による事業費の減額に伴い、３，５２０万円減額し、５億円に

変更いたすものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法の変更はございません。 

 続きまして、第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、別冊の平成２６年度置戸町簡易水道特

別会計補正予算事項別明細書（第３号）でご説明いたしますので、６ページ、７ページをお開き下さ

い。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算事項別明細書（第

３号）、別添のとおり） 

 〈議案第９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）。 

  施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 議案第９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）についてご 

説明申し上げます。 

 平成２６年度置戸町の下水道特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，０６３千円を減額し、歳入歳出予算の総 

   額を歳入歳出それぞれ２５５，０２７千円とする。 
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  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

   額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 ３ページをお開き下さい。 

 第２表 地方債補正。農業集落排水事業境野集落センター改築更新事業に関わる起債の変更でござ

います。当初、限度額は３２０万円としておりました。事業執行による事業費の減額に伴い５０万円

減額し、２７０万円に変更いたすものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法の変更はございま

せん。 

 続きまして、第１条の歳入歳出予算の補正につきまして説明いたしますので、別冊の平成２６年度

置戸町下水道特別会計補正予算事項別明細書（第３号）、６ページ、７ページをお開き下さい。 

歳出から説明いたします。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算事項別明細書（第

３号）、別添のとおり） 

○佐藤議長 これで、議案第３号から議案第９号までの提案理由の説明を終わります。 

                                   

    ◎延会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会とし、明日３月１３日は置戸町議会会議規則第９条第２項の規定によって

議会を休会としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認め、本日はこれで延会とし、明日３月１３日は休会とすることに決定しまし 

た。 

 なお、３月１４日は町の休日のため置戸町議会会議規則第９条第１項の規定によって議会は休会と

なります。次の議会は３月１５日サンデー議会を行うこととし、定刻に閉会します。 

                                    

    ◎延会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで延会します。 

延会 １５時５８分 
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 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  中  村  啓  二（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 

事 務 局 長  早  坂     豊       議 事 係  長  尾  俊  輔 

臨時事務職員  中  田  美  紀 

 



 49 

開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

○佐藤議長 これから、本日の会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、２番 小林満議員及び３番 高 

谷勲議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○早坂事務局長 本日の説明員は先日のとおりです。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 一般質問 

○佐藤議長 日程第２ 一般質問を行います。 

  通告の順番に発言を許します。 

  ５番、細川昭夫議員。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 質問の前に一言前置きをさせていただきます。 

  置戸町議会は議論を深める趣旨から、質問の回数や時間を制限しておりませんでしたが、自主的に 

各自が質問回数や持ち時間をわきまえて質問に立ってきました。今回、私は議員最後の質問というこ

とで、慣例を破って７項目の質問を通告しています。大半が提案型であり、あまり時間をとらないよ

うに進めますので、お許しをいただきたいと思います。 

 それでは、通告にしたがい町長に質問をいたします。まず始めに、公営住宅入居基準の特例措置と

高齢者住宅建設の工夫についてお尋ねをいたします。公営住宅入居募集は、一定期間を置いて募集を

していますが、他市町から転入を希望する場合など緊急を要する時は、空いている住宅があればすぐ

に入居できる措置が必要と思います。 

 同時に、都市部から転入者は、前年度の所得証明では所得制限で入居できないことがあります。置

戸町での所得予想等を考慮するなどの措置も必要と思います。更に、入居募集のお知らせの時に、所

得基準に扶養者１人当たりの控除金額も併記されていると理解されやすいと思いますので一考下さい。 

また、以前も質問したことがありますが、子供の成長等に伴い、所得控除対象者の同居者が減り、支

払う家賃が天井なしで上昇していく制度は、結局、置戸からその人を追い出すことになります。家賃

上昇率の緩和と最高限度額の設定を考える必要があります。 
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 高齢者に優しい住宅建設については、年々工夫改良がなされてきていますが、さらにもう一工夫を

提案します。入居者が高齢化によって一番困るのは、夏の草取りと冬の除雪です。私の町内でも元気

な方が隣近所の草刈りや除雪を手伝っていますが、段々それも大変になってきています。新しく公営

住宅を建設する時、道路と玄関先の距離をできるだけ短くして、玄関からの通路に屋根をかけ、側面

に取り外しのできる、または戸袋に収納できる戸板を付けることによって、除雪の心配が大幅に減り

ます。物置を通路に合わせて設置すれば戸板の数も減らせます。 

 また、試験的に空き地に木材チップを敷き詰めた団地もありますが、その後どのように検証してい

るでしょうか。夏の草刈りの手間が省かれているのではないでしょうか。住み慣れた町にずっといた

いが、除雪、草刈りができなくなって置戸を離れる人を防ぐためにも工夫をこらしていただきたいと

思いますが、町長の考えを伺います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 公営住宅入居基準の特例措置についてということでありますが、公営住宅の入居 

募集につきましては、ご承知のように、昨年の１２月より募集期間を過ぎた後も空き室がある場合に

おいては、随時募集を行うように対応をしております。 

 また、所得証明につきましてご質問ございましたけれども、これもご承知のように、公営住宅法の

施行令がありまして、この第１条の第３項に基づきまして、申請時直前の１年分の所得を証する書類、

これを提出していただいております。また、町外から仕事を辞めて本町への転入希望者については、

離職証明書、さらに就業先の所得見込書、これを提出してもらうことになっておりますので、これら

に基づきまして所得基準ということになっていきます。 

 次に、家賃の上昇率の緩和についてでありますけども、家賃算定にかかる基準については、これも

公営住宅法の施行令に定められておりまして、所得に応じた上昇率はやむを得ないだろうというふう

に考えております。 

 家賃の最高限度額の設定でありますけれども、すでに収入基準の上限が設定されております。した

がいまして、高額所得者においては、国から住宅を明け渡す努力をしなさいということが通達として

あるわけでありますが、本町においては、このことによって退去を求めたということはほとんどない

というふうにご理解いただきたいと思います。公営住宅法の趣旨、またそれに伴う定めによって運用

されているということをご承知いただきたいと、このように思います。 

 次に、高齢者住宅建設の工夫についてということでありますが、議員からもお話がありましたけれ

ども、住む人に優しい住宅建設として、これまでもいろいろ努力を、また工夫をしてきたというふう

に思っております。バリアフリー化あるいは手摺の設置、また、スロープの設置、そうした様々な工

夫をしてきたつもりであります。また、同時に景観を考慮した芝生については、草刈りが大変だとい

うことから、ウッドチップを雑草防止ということも含めてでありますけれども、ウッドチップを取り

入れてきました。雑草があまり生えていないということもあって、そういう意味では、一定の成果と

してはあるんだろうと、効果としてはあるんだというふうに思いますが、年数が経っていきますと、

このウッドチップも軽量化すると言いましょうか、風の強い日には飛ぶというようなこともあって、

入居者の方が時々道路に出てそのウッドチップを掃除しているというようなことも度々見受けられる

わけであります。 
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 そうしたこともあって、まちなか団地からは、ウッドチップというよりも砕石砂利、一般的に言わ

れるびりでありますけれども、これを外構整備として使っておりまして、これらについても雑草防止

という意味では、一定程度の効果があるのかなというふうに思いますけれども、いずれにしてもいろ

んな効果と言いましょうか、経過を見ながらその都度この改善策を図って、より良い工夫を凝らして

いきたいなというふうに思っております。 

 また、このまちなか団地では玄関から物置の一部を利用して雁木を設けることによって、雪に当た

らずに除雪用具等について取り出せるように工夫もいたしました。 

 議員からは具体的なご提案を含めてご指摘をいただきましたけれども、いずれにいたしましても、

住み慣れたこの町で住み続けていきたいというのは、町民の方々等しく思うことでありますので、特

に年配の方を始めとして、住む人たちにとって、より良い、この住みやすい、また、生活上生活のし

やすいと言いましょうか、そういうような住宅建設の工夫をしていきたいと、このように思っており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 まず、空いたところの住宅の募集ですね、定期的な募集の他に、随 

時募集はかけているんですけども、募集が毎回、毎回と言うわけではなくて、ある程度一定期間置い

ているわけですから、よそから急きょ入りたいという人が来た場合に、無条件で入れるのかどうか。

募集をかけていなくても空いたところがあれば入れるのかどうかという確認ですね。 

 もう一つ、都会から来た場合の給与ですね。確かに今回も札幌から入居希望者が偶然置戸でお会い

した人が来て、私自身、係のところに行ったんですが、なかなか都会の高給取りでは、その証明では

入れませんよというようなやり取りがあったあと、実際辞めてきているんだから何とかならんのかと

いうことで、かなり押し問答しているうちに、そんなんであれば地元でのこれからの給与証明、予測

証明みたいなものがあればいいんでしょうかと、そんなやり取りがありましたので。ですから、そこ

のところを窓口で親切丁寧に説明しておかないと、簡単に駄目ですよということで諦めて、せっかく

来たのによそ探しますと、そういうことになり兼ねないので、そのことも十分に注意していただきた

いと思います。 

 それから、公営住宅法による家賃なんですけど、入る時はそれぞれ２万なり３万なりということに

なったんですが、もちろん給料そんなに上がっていかなくても子供たちが２人いれば、それの控除に

よって所得が抑えられるわけですから。ところが、学校を出て置戸を離れてしまうとがくんと上がっ

てしまうわけで、確かに、国の基準としては一定程度の収入があれば出なさいということなわけです。 

町長、今置戸では退去命令を出したことはないと言いますけども、片一方で同じ２戸長屋で片一方が

２万か３万で入っていると。同じ建物の中で隣では５万になって来年からは６万になりますよと通告

受けたら、これはとっても払ってられないということで、やむを得ず出てしまったと。置戸で適当な

ところあればいいんですけどもなくてよそへ行ってしまったというのが私のすぐ近くでも２人経験し

ているわけなんですよね。 

 ですから、そういうことをもうちょっと国の基準と地元との、机上の政府の役人と地元の過疎に悩

む町との実情を加味して、そこを法律を曲げてまでということにはならないでしょうけども、政府に

働きかけて、地元は地元の特区みたいなことで何とかならないのかという働きかけが必要かなと思う
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んですね。 

 ３年ぐらい前ですか、記憶がないのですが、私疑問に思って国がそういう仕組むこと自体がおかし

いでしょうという質問をしたことがあるんですが、町長の答弁としては、国の法令だから仕方ないと

いう話だったんですが。 

 今年になってから、私が疑問に思っていたやつが政府の政令改定で、我々思ってることに直った決

定もありますので、地元の立場を十分に組んでもらって、地元に合うような政令にしてもらうことが

必要かと思うんですが、是非これは必要かと思うんですが、よろしくお願いしたいと思います。 

建物の工夫についてはですね、我が家から向かいの公営住宅を毎日見て、特に今年みたく大雪が降っ

た時には、高齢のお婆ちゃんが毎日雪をはねているのを見て、何とかならんのかなといつも思ってい

たんです。それで、まちなか団地、先程、町長から説明ありましたけれども、確かに工夫されてて除

雪も楽になってきましたけれども、あれよりもっと工夫を凝らして今の昔の新栄住宅、今何て言って

いるのか分からないんですが、あれが道路に面して建っているわけですから、それをもっともっと近

づけて半分以下でも構わないと思うんです、玄関先までね。そしてさっき言った屋根を付けて両方に

戸板をはめれば、夏はそれを外せるようにして、そうすれば道路までは、ほんとにわずかで済むかな

と。しかも今度予定している３棟６戸については、大きな団地でないわけですから、車がどんどこ通

るとこでもないと思いますので、できるだけ道路に近づけて玄関からすぐ出られる。そんな工夫をす

ることが、お年寄りでも楽に入れるのかなと。そんなことが頭に浮かんでいたわけでありますけれど

も、そんなことができるのかどうか、そのことについても答弁いただきたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 いろいろご質問が出ましたので抜けていたら言って下さい。空き室が出た時にど 

ういう形で応募しているのかという、募集しているのかということでありますけれども、基本的には

月１で広報のお知らせ版を出してますが、ここには載せております。 

 それから通常の募集という意味では、１日から１０日ぐらいの間隔というふうにご理解いただきた

いと思います。ただ、公営住宅を退去したあとに、当然ながら私共の方から現場の方に赴きまして、

状況によっては直したりということが出てきますので、必ずしも退去したからすぐ入れるというもの

ではないということをご理解いただきたいというふうに思います。 

 それから所得の関係でちょっとお話がありましたけれども、これは公営住宅法の施行令、先程申し

上げましたけれども、この中できちっと明記されておりまして、１年前の所得について入れるか入れ

ないかの根拠になってくるということであります。 

 それから国の法律で決まっているから駄目なんだわという言い方は、私、あんまりした覚えはとい

うか記憶がないです。ただ言えることは、この法律もものによって現実的で非常に難しいというもの

も当然ありますし、いろんな特区と言われ方の中で、それが地方にとって解放するようなものも間違

いなくあると思います。 

 しかし、現実は、特にこの公営住宅法の関係について言えば、文字通り全国的な網の中で決められ

ている法律であります。あるいは施行令でありますので、かなり難しいだろうなというふうに思いま

す。 

 今、議員の方から言われましたように、何処からというか町外から来られる方について、積極的に



 53 

受け入れるそのための住宅整備をどうするのかという、どう考えていくのかというふうになりますと、

やはりあまり法令に縛られないそうした造り方を考えていく必要があるんだろうなと思います。 

 ご承知のように、公営住宅の建設に当たって、いろんな制約はありますけれども、基本的には、安

い家賃で入れる方のためのという部分がこの中にはあるわけでありますけれども、今申し上げたいろ

んな制約があるということを考えますと、別な造り方と言いましょうか、そうしたことも併せて考え

ていく必要があるんだろうと、こういうふうに思います。 

 それと道路により近く建てたらというお話がありました。申し上げるまでもないことでありますけ

れども、道路には道路としての機能があります。当然、夏ばかりではありません。特にここ数年の大

雪だとかそんなことを考えますと、道路から一定程度離れたところにと言いましょうか、この空間を

きちっと確保する中で、住宅建設をしていかなければならないというのは、当然あります。 

 そうしたことも考慮しながら建ててるつもりですし、もう一つは、できるだけ道路から離れて、い

わゆる道路に車が行き交う音にあまり左右されないと言いましょうか、そういうことを気にならない

ような一定の距離感をとってほしいというのもまた一方ではあるんだろうというふうに思います。た

だ、高齢社会になってきて、除雪の問題について非常に大きな生活上の問題として大きなテーマであ

るということは事実だと思います。 

 だからと言って、道路に少なくとも公共の道路により近い方が便利だというだけではいかがなもの

かと。むしろ、その除雪の雪をはねる、特に高齢者の人たちが生活をしている、そうしたところの除

雪対策について、言ってみれば冬の生活支援に対して町として、あるいは地域としてどう考えていく

のかという方が、私は正しいんじゃないかなと、そのように思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 確かに、今町長が言ったのはその通りなんですけど、何か十把一絡 

と言いますか、あくまでも建前論に聞こえるんですよね。先程言ったように、建てる３棟６戸につい

ては先程言ったように、そんな車が頻繁に行き交う団地ではないはずですから、ですから、そういう

今までの発想からちょっと転換する必要があるのかなと。 

 確かに除雪は除雪で高齢者の除雪を考えて方策を考える方がそれは正論としてはそうなんですけど

も、それは隣近所が助け合うにしてもやっぱり５メートルの雪をはねるよりは半分をはねる方が手伝

う方だってそれは楽なわけだし、中へ入って行って頼む方もできるだけ少ない方が助かるなと、そう

いうやっぱり現実に住んでいる人、そしてお手伝いしている人、そういう人達の気持ちを十分に汲ん

で建前でなくてね、町長が言ったような、ある程度道路と建物が離れていなければならんというのは、

それは十分僕も承知してますけども、３戸ぐらいの住宅団地だったら、そこまで考える必要があるの

かなという気がするんで、これはあくまでも僕個人の思っていることであって、絶対こうしなきゃな

らんというものではないんですけども、それは町長が言ったように除雪は除雪、草刈りは草刈りでボ

ランティアやなんだりで手伝う仕組みができた方がいいには決まっているんですけど、お互い助け合

っていく高齢化になった時点で、どうすればもっと住みやすくなるのかなということに目を移したこ

とで、今の公営住宅もこうしたらどうかなと思っただけなんですけどね。 

 それと１つ質問に抜けてたのが、広報等に公営住宅の募集をかける時に、収入基準が何ぼと出るん

ですけども、それだけでは我々が見てどれだけの給料貰っていたらここに入れるのかというのがピン
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とこないんですよね。それで、扶養者１人当たり３０万とか５０万とか、２人いれば１００万控除に

なりますよ、それぐらいはあんまり行数もないとこですから詳しく書けないとしても、控除金額１人

何ぼぐらいって書いておけばはっきり分かるのかなと、そのように感じたものですから、そのことを

ちょっと頭に置いておいてほしいと思います。このことでいいですか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 答弁しますとまた長くなりそうで本当はやめようかなと思っていたんですけどね。 

例えば、道路があって公営住宅を建てると。で今、議員の論法でいくと、５メートルだったらいいけ

ども１０メートルだったら駄目なのかと。３メートルだったらいいんだけど５メートルだったら駄目

なのかと。いや、住んでる人の思いですよ。住んでる人の思いとして私は必ずそういうことってある

と思うんですよ。 

 ですから、むしろさっきもちょっと申し上げましたけれども、高齢になってというか高齢者ばかり

じゃないんだけれども、最近のというか、特に今年の雪なんかの除雪という部分でいくと、これはも

うママさんダンプでもままならないものだと思うんですよね。 

 そういうことも含めて考えると、やっぱり雪撥ねをどうするのかというのは、やっぱり大きなテー

マだと思うんですよね。ですからこれからは、そういう冬の生活の中で除雪についてどう考えていく

のか、どういう工夫を私はやっぱり皆で考える時期にきてるかなと思います。で、それはこの町の中

の流雪溝の問題一つとっても、やっぱりそういう段階に来つつあるんじゃないかっていうふうに思い

ます。 

 ですから、冬の快適な生活を置戸の町の中でどう過ごしていくのか、作り上げていくのかというこ

の辺の視点で検討したらいいんじゃないかなというふうに思います。 

 まあ議員の方からもいろいろとご提案と言いますか、お話がありましたけれども、そうしたことも

含めて、この創生法の中で５年間の地方の地方版の総合戦略ということを言われてますから、私は一

つのテーマとして検討していく、そして作り上げていくということもあっていいんじゃないかなと、

そのように思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 それは１０メートルがいいのか５メートルがいいかって、町長の言 

い分は十分わかるんですよ。住民なんていうのは便利になったらなったでそれですむかって言ったら、

またもっと要求が出てくるということは十分わかるんですけども。それでもやっぱり目の前で投げて

いる人を見たら、５メートルよりやっぱり２メートルの方がずっと楽なわけですから、やっぱり可能

な限りそういうことを、やっぱり便宜を図ってやるべきかなと、そう思ってますのでよろしくお願い

したいと思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 次に２番目の定住対策としての民有宅地、住宅情報の集積について 

お尋ねしますが、これは先週の置戸タイムスで発表されておりまして、私の交代がすでに出ているの

かなと思うんでありますが、通告を出してありましたのでそのまま質問させていただきます。 

 何年も前から言われていることですが、行政は腰が重くてなかなか実現していません。ちょっとか

なりきつい言い方なんですけれども申し訳ありません。町内在住者はもとより、町外者から置戸町に
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住みたいが、適当な土地や空き家がないか急な問い合わせが結構ありますが、即座に答えることがで

きません。 

 定住促進の一環として早急に役場窓口で、すぐに情報が提供できるように整備すべきです。個人情

報のことに行政が介入することは難しいなどと言い逃れはせずに、自治連の組織と協議をすれば、各

町内会長からその地域の情報を把握することは難しくありません。そして常に新しい情報が入るよう

なシステムを構築しておくことが必要です。 

 さらに、広く町民に周知しておくことにより住民から売りたい、貸したいという情報が入ってきま

す。行政が不動産の斡旋をするのではなく、あくまでも情報を提供するためのシステムです。いかが

でしょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 定住対策としての宅地、空き家情報の集積についてということでありますが、昨 

年１１月にご承知のように全国的に深刻化するこの空き家問題への対策を盛り込んだ、空き家対策推

進特別措置法というのが成立いたしました。このことによりまして、倒壊の恐れがある危険な空き家

あるいは立ち入りする調査や指導、また勧告等がこの措置法によりまして可能になりました。また、

この措置法では、住宅所有者に対して倒壊等著しく保安上の危険な物、また衛生上有害な物あるいは

景観上そうしたものを含めてでありますが、周辺の環境を含めて管理責任等を問うものということに

なります。 

 一方、空き家の有効活用のための側面も併せて持つこの内容だというふうに思います。法律の完全

施行は、本年の５月ということになっておりますが、ガイドライン等が示された以降、本町の運用方

法等検討が必要であろうと思いますので、そうした意味では、もう少し時間を要するんだろうという

ふうに判断をしております。ご質問の定住対策としての、この空き地あるいは空き家の情報の集積で

ありますけれども、町内には１３０戸程の空き家があるというふうに把握しておりますが、これらに

は使用可能な住宅も少なくないだろうというふうに思っております。また、町外者からの空き家情報

の紹介というものもこれまで何度かございました。 

 そこで、平成２７年度新年度より住宅に限ってではありますが、空き家等情報登録制度、こういう

ものをスタートさせたいというふうに考えております。所有者本人が売買あるいは賃貸を希望してい

る場合、本人からの登録申し込み、これがなければちょっとどうしようもないんですが、本人からの

登録申し込みによって、町内外の利用希望者からの問い合わせにお答えをしていきたいというふうに

考えております。現在、この準備作業を進めているところであります。 

 議員の方からもお話がありましたけれども、私有財産でありますので、情報の提供についても本人

のご了解はもちろんでありますけれども、積極的に且つ慎重に情報としては流していきたいと、この

ように思っております。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 まあ、そのようなことで進めていっていただきたいと思いますし、 

それから常時出たり入ったりがあるわけですから、先程言ったように自治連とタッグを組んで、各町

内会長ですと、どこにどんな土地があってどんな空き家があるよと、だれが持っているよということ

はわかるわけですから、もちろんそういうことも常時ニュースが入ってくるように取り組んでいった
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らいいかなと。 

 それから、空き家だけだったんですが、宅地の方はないんですかね。宅地もやっぱり集積しておい

た方がいいと思うんですが。 

 それから、法律変わって通告とはちょっと違うんですが、放置された空き家のことでね、常日頃、

前から言っているんですけども固定資産税の減免措置がもう２年も３年も入っていないのがはっきり

わかっているんであれば、減免措置を解除すると。そんなことで新しく、恐らく国の法律もそういう

ことになったんでしょうね。それであればそれでいいんですけども。宅地の方までやるかどうか、そ

れをちょっとお答え願いたいと思いますが。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 今の段階では、空き家を中心にして考えているんですが、この空き地の部分とい 

うのは、なかなか建物よりも難しいというところもありますので、ただセットみたいな部分もありま

すので併せて検討加えたいと思います。固定資産税の減免措置については、それはちょっといろいろ

と法的なことも関わってきますので調べてみたいと思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 それでは次に移ります。置戸高校奨学金制度の他市町村への普及と 

校名変更についてお尋ねします。置戸町は２８年４月より、置戸高校入学生に対して新たな奨学金資

金制度を実施します。 

 卒業後、地元の福祉施設に一定期間勤務をした場合、奨学金の返済を免除するもので、施設にとっ

ても生徒にとっても大変意味のある画期的な制度です。さらに制度開始時の２、３年生への在校生に

も適用されることを望むものでありますが、このことについては、後程、石井議員の方から同じ質問

がありますので、私に対しての答弁は控えていただきたいと思います。 

 １０年後の２０２５年には、全国で３３万人の介護職員が不足すると予測されていますが、現在ど

この市町村においても介護職員の不足には悩まされています。 

 そこで、置戸町の奨学金、奨学資金制度を全道の市町村に勧めてはどうでしょうか。毎年、道内の

中学校に送付している置戸高校の紹介パンフと一緒に、奨学資金制度の資料を同封して地元の自治体

に働きかけていただくことはできないでしょうか。 

 特に、井上町長は、管内の町村会長を務めているわけですから、機会あるごとに働きかけてはどう

でしょうか。何処の自治体でも、毎年数人規模で置戸高校生を地元の介護職員として確保できるメリ

ットがあります。 

 さらに、置戸高校は道内唯一の福祉科ですから、この際置戸高校がはっきり福祉専門の高校である

ことを発信する意味で、置戸福祉高校に校名変更を働きかけてはどうでしょうか。また国は、地方創

生の一環として大学生が一定期間、地元企業に勤めれば、国が特別交付税を配分する基金からの支出

で、奨学資金の返済を減免する案を計画中と聞きますが、置戸高校福祉科にも適用される運動が必要

と思いますが、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 置戸高等学校の生徒を対象とした、返還義務のない奨学金制度、福祉の夢サポー 

ト事業というふうに称しているわけでありますが、平成２８年度から開始に向けて準備を進めている
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ところであります。 

 この制度は家庭の経済状況に関わらず、福祉の道を志す優秀な生徒の夢が実現するように、その一

つの助けとなるように、置戸高等学校の生徒の確保あるいは町内の介護施設、医療機関の人材確保に

有効な制度ということで考えたわけであります。 

 具体的には、１学年３名程度を選考しまして、月額３万円の給付の他に入学準備金あるいは就職準

備金としてそれぞれ１０万円、１人当たり３年間合計いたしますと１２８万円の給付ということにな

ります。なお、卒業後は置戸町内の介護施設あるいは医療機関で５年間以上介護業務に従事すること

で返還の義務が生じないということになります。 

 今後のスケジュールでありますが、今年の５月の末までに制度設計を終わらせたいというふうに思

っております。その後、道内の中学校あるいは教育委員会へのＰＲ活動を行うとともに、例年８月末

に開催しております道内主要地域での学校説明会、これら等で制度の説明を行っていきたいと、この

ように思っております。ご質問の在校生への制度適用についてということにつきまして、石井議員の

質問に答えろということでありますので割愛させていただきたいと思います。ただ、いずれにしても

置戸高校あるいはそのＰＴＡ、そうした人たちの意向と言いましょうか、ご意見も承っていきたいと

いうふうに思います。 

 次に、他市町村への制度加入の働きかけでありますが、生徒達の就職先の選択肢範囲ということを

考えますと、そういう意味では拡大するということでは意味があるんだろうというふうに思います。

しかし、今現場においては、非常に人材確保ということに苦戦をしておりまして、できるだけそうし

た人材確保について安定的に、将来にわたってでありますが、安定的に確保しなければならないとい

う、しかも願わくば優秀な人材を確保したいと、それを目指していきたいという制度でもあります。

そのことをまずご理解いただきたいなというふうに思います。 

 さらに全道的な視点からということになりますと、北海道あるいは北海道教育委員会として是非取

り組んでいただきたいというふうに思いますし、そのことについてはこれまで何年も何年間にわたっ

て北海道知事部局あるいは北海道教育委員会にも申し上げてきたところであります。しかし、なかな

か前に進まないということもありまして、先程申し上げたような、この福祉の夢サポート事業という

形で置戸町単独事業ということで進めようというふうに決断したところであります。 

 それから、校名変更についてでありますけれども、置戸高校の支援対策協議会の活動として置戸高

校福祉科をもっと有名にしたいということで、町の課長職を中心にしまして道内約３００校の中学校

を中心として訪問活動をしてきました。また、議員の皆様にも学校訪問を始めとして、またパンフレ

ットあるいはＤＶＤのこと、そうしたことも含めてでありますけれどもご協力をいただいて、置戸高

校の福祉科の学校としてのＰＲ活動にご協力もいただいたところであります。そうしたことをいろい

ろ考えていきますと、置戸高校イコール福祉科高校ということで道内の中では、かなり知名度として

は浸透してきているのではないかなというふうに思っております。 

 議員の校名変更の意図するところ、私自身も理解しますけれども道立高校でありますし、北海道教

育委員会には校名の方針というものが、こういう規定がありまして、そんなに難しいものではありま

せんけれども、一応こういう規定があるということであります。そうしたことで言えば、１つのきっ

かけみたいなのがやっぱりなければというところがあると思います。もう過ぎてしまったことですか
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ら、ちょっと申し上げてもしょうがないんですが、例えば置戸高校は普通科でスタートしておりまし

て、途中普通科とそれから福祉科と１学級１学級という、１クラス１クラスという時期があったと思

います。その経過を踏まえて、現在福祉科ということになったんですが、この普通科がなくなる時に、

こういうのが一つのきっかけなんだろうというふうに思います。そうした意味では、もう過ぎました

から過去のことに遡ってなんてわけにいきませんから、ただ道教委としては、そういうきっかけがや

っぱりほしいなというのがあるようであります。ただ、変えるということについてはそんなに難しい

ことではないようであります。 

 私はそれ以上に難しいというか、慎重にならざるを得ないというのは、やっぱり置戸高校にも学校

としての６０年の歴史を重ねてきたという、そこには多くの卒業生または、有意義な人材として社会

にやっぱり送り出しているというものがあると思います。そんなふうなことを考えますと、やはり校

名の変更という部分については、福祉という形が２文字ぐらいでしょうか、入る入らないというそれ

だけの問題ではやっぱりないんじゃないのかなというふうに思っております。いずれにしましても慎

重に考えていくべきものだろうと、こういうふうに思います。 

 最後に、国では地方創生の一つとして、奨学金の貸与を受けた大学生等で、卒業後地元に就職した

場合、地方公共団体と地元産業界が造成する基金によって奨学金の返済を支援する制度というのが、

今考えられているようであります。この基金は都道府県と地元産業界が造成をしていくというふうに

なっております。まだ、この制度の詳細については明らかでないという部分がいろいろありますので、

これからの状況についてちょっと見守っていかなければならないだろうなというふうに思います。 

いずれにしても、国が窓口となっている、この奨学金に対しての支援策ということで考えているよう

でありますが、この各市町村独自で行っている奨学金については対象にならないものだろうなという

ふうに思っております。 

 本町で計画している給付型の奨学金については、平成２７年度に策定を予定しております地方版総

合戦略の中で、定住促進対策として位置づけをしていきたいと、総合戦略の大きな柱の１つとして考

えていきたいと、このように思っております。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 国の奨学金制度は、これから地域おこしのための一環として国が検 

討していく制度であります。国としては高校は対象にしていない、あくまでも大学ということなんで

すが、やはり全国的に見て福祉職員が減少してくということを踏まえて、やはり高校と言えどもやっ

ぱり置戸が名乗りを上げて運動していただきたいな。 

 今、町長が言われましたけれども、地元企業も出資して奨学資金制度を作るわけでありますが、少

なくとも国が特別交付税で支援してくれるわけですから、置戸町の制度そのものは町費丸出しという

ことなわけですからね、それに、さらに加えて国の特別交付金もいただけるような制度にのせていた

だくことが、やはり町にとっては有利かなと。 

 奨学金も３人と言わず、生徒も５人、６人と。あるいは資金さえ有すればもっと増えていくのかな

と、そう思いますので、ぜひこれは働きかけていただきたいと思います。これからの制度ですからね。 

 それから校名変更については、確かに置戸高校としての６０年としての歴史がありまして、変更す

ることはいかがなものかということでありまして、確かにそのこともちょっと引っかかりますけども、
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もう一つ気になるのは、置戸高校福祉科で置戸高校即ち福祉学校だということは、我々というか、こ

の近くにいる人達は即置戸高校福祉科とわかるんですが、全道的に募集するに当たっては、あるいは

新聞・雑誌等で公表される上では、あくまでも置戸高校があって、括弧して福祉科なわけですから。

やはり置戸福祉高校と頭からあった方が、僕はこれからの福祉を充実していく意味では、やはり考え

ていく必要があるのかなと。これは今後、検討していくものかなと思うんでありますが。 

 それから、置戸でこれだけ長年かけて地元の企業に就職してくれれば減免、免除するよという制度

ができたわけでありますから、これはこの制度を例えば町長の場合は国や道に働きかけてなかなか動

いてくれないと。それは事実なんですが、それはそれとして運動していく必要はあるんですが、置戸

でできたこの制度を、例えば訓子府町であれ、北見市であれ、美幌町であれ、それぞれに働きかけて

ね、こういう制度を作って置戸高校へやれば、即ち地元に、訓子府だったら訓子府に３人なら３人に

奨学金を出した生徒は、地元の福祉関係の企業に就職できるよと。そういうことに繋がると思うんで

ね、そのことをやはり各自治体の長に説得する必要があるのかと思うんですが、この件はどうでしょ

うか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 国会議員の人達、道庁もそれから道教委もそうですけれども、国会議員の人達あ 

るいは道議会議員の人達にもいろいろ要請してきました。いろいろ動いてくれたのも事実であります。

知事もそれから、当時の道議会としても、国の方に意見書等について出してもいただきました。国会

議員の方にもいろいろ動いていただきました。しかし、なかなか福祉という部分での専門学校等があ

りまして、そういう意味では非常に難しいところ、国ができないことと申しましょうか、クリアする

には厳しい内容がこうした問題にはあるということであります。 

 それから他の町ということでありますけれども、率直に申し上げて、それぞれの町では普通科高校

というのが多いんですが、高校存続のために何とかしなければならないということで、手を変え品を

変えと言った方がいいぐらい、いろいろやっていると思います。ですから、それぞれの町において積

極的に置戸の福祉の置戸高校に行きなさいなんていう積極的なことは、私は基本的に皆無だと思って

ます。 

 しかし、福祉の人材を高齢者福祉施設で働いてもらいたい、人材を確保したいというのは、別な想

いで持ってるということです。先程もちょっと申し上げましたけれども、置戸の高齢者福祉施設、老

人ホームでありますけれども、老人ホームに限らないと思います。置戸の中での同じような施設、そ

れから病院においてもそうだと思います。まだ、置戸の日赤病院とは具体的な協議はしておりません

けれども、病院としても間違いなく介護福祉士の資格を持っている人を職員として一定程度確保して

いかなければならないというのは当然あると思います。そうした意味では、置戸日赤病院と高齢者福

祉施設というだけじゃなくて、医療機関も含めて一緒に、このサポート事業について展開をしていけ

ればなというふうに思ってますし、そういう方向で日赤病院とも協議を進めていきたいと、このよう

に思っております。 

 先程もちょっと申し上げましたけれども、毎年老人ホームには、少なくとも３人ぐらいは安定的に

勤めていただくような人は最低でもそれぐらいは必要なんだろうというふうに思います。その人数を

現状確保するだけでも非常に厳しいということでありますので、それをくどいようでありますけれど
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も、将来に亘って安定的に置戸の高齢者福祉施設で働いてもらう、その人達を安定的に確保していき

たいというのも率直に申し上げて、このサポート事業にはあるということであります。先程も申し上

げましたけれども、福祉の担い手、こうした人を沢山社会につくっていきたい、そういう思いは強く

持ってますけれども、足元の部分で今そういう状況でありますから、置戸として考えていきたいなと

いうふうに思ってます。 

 管内の自治体の中には、私に立ち上げる前に是非情報として下さいというふうにおっしゃっている

首長もいますけれども、まだその方にもお話はしていないというような状況であります。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 どこの町でも地元の高校残るかどうかって瀬戸際なとこでやってい 

るわけですから、置戸高校のために奨学資金制度を作ったらどうですか。まあ単純に考えると置戸さ

んいい加減にしなさいよと言われるような気はするんですけども。ただ、将来的にすぐ目の前に介護

職員がほんとにいなくなるよと。需要はどんどん増えるけども介護職員は追いついていかんと、この

現状を考えたらやはりどこの町でもやっぱり介護職員確保するためにはね、やはり置戸高校を利用し

てほしいと。 

 全道から置戸高校に入学してくれてるわけでありますが、やはりどの生徒も地元に帰って地元の職

場に勤めたいというのがほとんどですからね。置戸高校へ通ってこない全道の各地の中学校からも、

こういう制度があれば置戸高校に行ってみようかと、そういうことになるわけですからね。これは息

長く一つ町長、他の町村にも制度作ってはどうですかということで進めていただければと思うんです

が。そんなことでやっていただきたいと思いますが。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 全国的に言っても介護職員の不足ってことは国も分かっていると思います。少な 

くとも４万数千人は現状でも不足していると聞いております。これから間違いなく、この高齢社会と

いうのが急速に進んでいるわけでありまして、そうした方々にお世話を受けなければならないという

人は、右肩上がりで上がっていくんだろうというのは容易に予測が立つというふうに思います。そう

した意味では、これはもうまさに国のレベルで対応・対策を講じていくのが必要なことだろうと思っ

ております。 

 そんな置戸だけのことで小さいこと言うなやという想いはあるかも知れませんが、やっぱり足元の

置戸の現状がそういう状況でありますから、それに対してきちっと行政として対策を講じていかなけ

ればならないというふうに思っております。置戸高校の介護士として、介護福祉士として卒業してい

る生徒は、実に優秀だって思います。高校を卒業して専門学校等に行って介護福祉士の資格を取って、

そういう施設で働いている人が置戸にもいます。 

 しかし、私は置戸高校の卒業生の質の高さというものは、私自身も、また施設を預かってもらって

いる社会福祉協議会の人達も、それから当然ながら現場の人もそうでありますし、北海道教育委員会

もこの質の高さということはきちっと認めているところであります。 

 しかし、今、この制度の中でと言いましょうか、いわゆるこれも数年というか、過去にお話しして

きておりますけれども、やはり実習という科目と言いましょうか、学科のカウントがありまして、少

し前は学校の中での実習時間というものをカウントされたんでありますが、今は学校外の施設、そう
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いうところで実習を積まなければならないというふうに変わっております。当然ながら、その時間を

生徒が確保するとすれば、それぞれ自分が生まれ育ったと言った方がいいと思うんですが、冬休み、

夏休み等で帰った時にそこの町の施設で実習をさせてもらっているというのが現実であります。 

 したがいまして、当然ながらその町もその人材を欲しいわけでありまして、卒業した後はうちの町

のこういう施設で働いて下さいねというのが強くと言いましょうか、要請された場合において、やは

り生徒さんもお世話になったから故郷に自分のそうした力をお返ししなければならないなというのは、

ある種当然と言えば当然のことでありますので、なかなか置戸高校を卒業したから置戸の施設で働い

てくれるという、これがなかなかイコールではないというのが現状であります。 

 そうした中で、先程申し上げた３人前後の担い手というものを確保していくためには、非常に難し

い内容がこうした問題には含んでいるとのことでのご理解もいただきたいと、このように思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 あの、その通りなんでね。私が言っているのは、全道各地から来て 

て、置戸高校卒業して、ぜひよそから来た町の生徒が置戸に就職してくれとそういうことではないん

ですよ。地元の札幌から来た札幌の地元の福祉施設に就職すると。それがほとんどなわけですから、

それはそれでいいとして、その他に各地の町村でもなかなか置戸高校へ来るのが資金的にも大変だし

遠いしと、だけども３人程度地元に就職してくれるんだったら置戸みたいな奨学資金制度を各町が作

ってくれれば、そしたら置戸高校へ行ってみようかと。今は１９人、今年で１９人ですかね。２０人

切ってしまって３年経つと怪しいよというような話もありますしね。福祉科、特別な高校ですから一

概にそうはならんとしても、やはり少なくとももうちょっと置戸高校に生徒を募集したいと。 

 そういうことで課長職の皆さん達も一所懸命やっているわけでありますから、その募集して歩くと

きに各町村にこういう置戸みたいな制度をあなたの町もやりませんかと。やれば置戸高校にも来やす

くなるし、置戸高校を卒業すれば、必ずお宅の町で就職、福祉施設に就職してくれますよと。そうい

うことの提案なわけですからね。他所の町から来て置戸高校を出たんだから置戸へ勤めなさいと、そ

ういうことではないんで。置戸の来年からやろうとしている制度を他の町に、こうやって作ってみな

さいということの宣伝をしてほしいと、そういうことなんですけど。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 あの、それまったく違うんですよ。他所の町からですね、置戸高校にはどんどん 

入学して下さい、そこまではいいんですよ。私共が願っているのは、卒業、札幌でもどこでもいいん

ですけれども、外から来て置戸高校を卒業し、介護福祉士の資格を取って、そして置戸の施設で働い

て下さいと。こういう願いですよ。 

 ですから、議員が言われるように札幌から来てたのが資格取って、どうぞ札幌に行ってそういう施

設で頑張って下さいってもちろんそれもいいんですよ。否定するものは全くないです。全くないです

けれども、私のあるいは現場の人達の願いっていうのは、どこの町から来てもいいんだけれども、資

格取った後、置戸の施設で働いてほしいなっていう切なる願いです。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員 そのために、来年から置戸の制度が発足するわけですね。そうすれば僕は少なくと 

もやっぱり３人なら３人、地元に就職してくれるかなと思うんです。これが他の町で考えたら、やは
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り他の町もやっぱり３人でも５人でもほしいわけでしょ。その制度をそこで作れば、少なくとも置戸

は置戸３人はそれは就職してくれるし、他の町は他の町でやっぱり欲しいと。そういうところで全道

に広がれば置戸高校は今、１９人、２０人だけども、４０人まで定員が増えるんでないかなと。こん

な希望なんですが、これは間違いですかね。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 何にも間違ってはいないです。間違ってはいないですけれども、何回も言うよう 

な形になるんですがね。３人４人くらいはやっぱり、うちの老人ホームをひとつ取った時にも、３人、

４人の人材はやっぱり毎年確保したいというのがあるということなんですよ。そのために、そのため

にこの制度を作るんですよ。 

 言ってみれば。いろんなこと言ってんだけど。いろんなこと申し上げているんだけれども、間違い

なく置戸の今の現状というか、老人ホームを１つとってもですね、８０人、５０人の１３０人の定員

数を持っているわけですよ。その人達の世話をするためには、当然辞める方もいらっしゃいますから。

ですから、毎年３人あるいは５人くらいになるのかも知れませんが、新しい新卒者を送り込んでいか

なければならない。そういうことを将来に亘って考えていかなければ施設運営も大変だよというのが

あるということなんですよ。 

 ただ、問題が全然ないわけではないんですよ。ということは、現場サイドで３人でいいっていうの

を５人もっていうことになると、２人くらいどうするんだという問題も出てくるっていうことなんで

すよ。 

 私は、さっき医療機関もってことも申し上げましたけれども、医療機関で勉強することも大きな意

味があるというふうに思ってますし、病院もそういう意味で働いてくれる人も決してマイナスなこと

ではないと思います。時には、この忙しいのに手間がかかるなと。いろいろ研修生みたいな形でいる

と手間もかかるなというふうな思いも持つかも知れませんけれども、しかし、病院としても介護福祉

士の資格を持っているそういう若い人材が必要でないということでは全くないと思ってますので。 

 例えば今、３人位というふうに予定しておりますけれども、現場で２人でいいと言ったら１人は病

院で何とか、お金はこっちで町で払うけれども、病院で研修を受けさせて１年間なら１年間受けさせ

てやってほしいというような要請はしていきたいと。そして１年経った段階においては、その職員は

ホームの方で働いてもらうと。そういうような構図になっていくだろうなというふうに思っておりま

す。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。 

  １１時から再開いたします。 

                          

休憩 １０時４０分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

  ５番 細川昭夫議員。 
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○５番 細川議員〔一般質問席〕 それでは次の質問に移ります。置戸町表彰条例にもとづく被表彰者 

の選考についてお尋ねいたします。置戸町表彰条例の第６条２項に、本町の産業、経済、社会、教育

文化、スポーツ等の活動を通じて、町の発展に尽力し、また貢献したと認められるものと規定があり

ます。私が直接関わることで言いにくい面もあるのですが、置戸ぽっぽ絵画館が開館して以来、国内

で活躍されている作家の１００点余の作品が展示され、町内外から多くの賞賛を得ています。この絵

画館の仕掛け人であり、多大な私財を投じて置戸町の文化の振興に寄与された２人が表彰審議会の俎

上に載らないことはいかがなものか、町長の考えを聞かせて下さい。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 置戸町表彰条例にもとづく被表彰者の選考についてでありますが、議員からもお 

話がありましたけれども、この町の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって町政振興に寄与

し、多くの方々の模範と認められる行為があった方を功労、勤続、善行、社会貢献の４種類に分けて

表彰することとしております。 

 被表彰者の選考でありますが、役場の各課から推薦のあった方を課長会議において条例に定める選

考基準と、別に定める表彰条例取り扱いがございますので、これらに照らし合わせまして候補者を選

定しております。この候補者を選定して、町長が表彰審議会に諮問をし、答申をいただき、そして被

表彰者を決定するということになっております。 

 審議会の構成でありますが、町議会議員あるいは学識経験者からの６名の方に審議会委員をお願い

をしておりまして、その審議の過程で諮問をした候補者以外にも新たな候補者として提案しあるいは

ご審議をいただいているところでもあります。 

 なお、候補者の選考に当たっては、特定の業界あるいは個人に偏ることなく広く、選考基準に照ら

して公平、公正に行われていると思っております。ご質問の方につきましては、個人の功績やあるい

は審議会運営に関わることでもありますので、答弁は控えさせていただきたいというふうに思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 次に、ふるさと納税の積極的な取り組みについてお尋ねいたします。 

昨年３月の定例議会で小林議員から同じ質問があり、寄贈者への特典は今後も考えられないとの町長

の答弁でした。しかし、この１年で特典することにより１０億円を超す自治体もありました。 

 近隣では、上士幌町が９億円を超えています。しかも、道庁は今年２月１日、東京のホテルで寄附

者１、０００人を抽選で招き、感謝祭を開きました。このニュースを聞いて、私は何もそこまではと

の思いがありましたが、上士幌町長は納税を機に、町に興味を持った人が縁を深め、町のアピールが

できたと言っておりました。この感謝祭を視察した石破地方創生相は、努力しないところにお金は集

まらない。上士幌町の努力に大勢の人たちが共感しているのだと思うと述べております。 

 行き過ぎた特典合戦にゆうパックとの批判もありますが、国はさらに奨励する方向で、個人住民税

の１割程度の上限を１５年度から２割程度に引き上げる方向を示しています。さらに、ふるさと納税

制度の手続きを大幅に簡素化して、サラリーマン等の給与所得者に馴染みの薄い確定申告をしなくて

も控除が受けられるようにして利用者を増やす方向を示しています。 

 この制度で寄附した人が、どれほどの税額控除になるか税務係に調べてもらいましたが、所得や家

族構成によって一概には言えませんが、おおよそ平均で、国税、地方税合わせて４～５割程度が控除
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されると思います。置戸町においても、寄附をしていただいた額の３割から５割程度を目途に、オケ

クラフトのセットを贈る特典を打ち出せば、町の収入と合わせて、オケクラフトの販売が増えること

になります。勿論オケクラフトに限らず、置戸市場で扱う魚介類や農畜産物、置戸ワイン等、都会の

人の目につくメニューを考える必要があります。 

 また、関東地方のある町では、町民の森を整備するのに５００万円が必要であると訴えて寄贈者を

募ったところ、１年足らずで１，０００万円近い寄附があったと報道がありました。置戸町でも福祉

高校生の奨学金資金制度の充実、クラフトパーク構想の実現、人間ばん馬４０周年記念大会の充実等

を訴えて指定寄附を募ってもよいのではないでしょうか。 

 自分に関わることですが、ぽっぽ絵画館にも時々寄附を受けております。この制度を利用して、町

が寄附を受けて運営委員会に交付することができればもっと件数も増えると思いますが、いかがでし

ょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 ふるさと納税の積極的な取り組みについてということでありますが、ふるさと納 

税制度が設けられた趣旨につきましては、議員もご承知のことと思いますが、純粋な気持ちで故郷を

思いあるいは思い出のある町を応援したいと、こう考えている方への税制面での支援を行うために設

けられた制度であります。また、私自身の考え方も、寄附に対する特産品等で結ばれる関係よりも、

寄附本来の精神というものを大切にしたいという思いは、これまでもお話している通りであります。 

 議員からお話のありました、ふるさと納税ですが、地方創生の観点から制度を見直し、寄附金が増

額することで地方の財源確保への支援を行うとしております。国の制度拡充では、まだ案の段階であ

りますが、特例控除額の増減の引き上げ、個人住民税所得割の１割から２割へというようなお話があ

りましたけれども、これらの上限の引き上げあるいは申告手続きの簡素化、ワンストップ特例という

ふうに言われておりますけども、これらがありますが、ふるさと納税の趣旨に反するような過度な返

礼品等については、自粛も求められているわけであります。 

 現時点では、他の市町村で行っているような寄附金の額に応じた特産品等の返礼については考えて

おりません。純粋に置戸町を応援して下さる方への感謝の印として特産品等でお礼をということであ

れば、検討の余地はあるかも知れません。また、そのことがきっかけで特産品の商品が拡大し、町の

活性化に有効な手段ということになれば、ふるさと納税制度の活用策について再考する必要はあるだ

ろうというふうには思います。 

 いずれにいたしましても、地方創生に関連して、このふるさと納税制度の見直しが行われますので、

置戸町の総合戦略の策定の中で改めて検討したいと、このように思っていますが、現時点においては、

先程申し上げたような考え方にあるということで、このようにご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 純粋な気持ちは町長が言った通りなんですけども、何か聞いており 

まして、武士は食わねど高楊枝のように聞こえるんですが、いかがですかね。それは、金、金の世界

ではないにしても、やはり限られた財源の中で３，２００人の町をどのように運営していくかという

ことで、その予算に汲々しているわけで、詰めるところは詰めるし、福祉の関係でも、もっと予算が

ほしいと言っても、我慢して下さいということになるわけですから、やはり金は何ぼあってもいいわ
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けですし、先程言いましたけれども、特産品が売れるわけですね。 

 例えば、オケクラフトに合計で１，０００万円寄附があって、５００万円のオケクラフトをお返し

しますよとなれば、自ずと５００万円のオケクラフトの売り上げが増えるわけですから、ですから、

本当にゆうパックではないのかという話もありますし、なんかゆうパック以上の素晴らしいもの作っ

てますね、九州なんかのテレビでやってましたけど、そこまでやらないにしても、やはり空刷りの紙、

裏表ぐらいのものでちょっと出して、町民にも、身内なり知人にアピールしてくれということになれ

ば、町民もよその町へ出る人たちにアピールして、置戸の財源、そして特産品を売ると言うことに繋

がると思うんですが、そこのところ、もうちょっと柔軟に考えていく必要があるんではないか。国が

とにかくその方針で進んでいるわけですから、是非、町長にもう少し柔軟に考えてほしいと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 先程申し上げましたように、決して固まって考え、固めているわけではありませ 

ん。議員からもお話がありましたように、この地方創生、特に地方創生の部分では、今月の６日にも

安倍総理は衆議院の予算委員会でこういう発言をしています。地方の責任と判断にもとづく創意工夫

を応援すると。アイデアの競争をし、意欲を持ってきちんとやるところは伸びていくと。自治体の奮

起を促すという意味での発言だっただろうというふうに思います。 

 間違いなく国は、そうした方針を持っていると言うことであります。そのことはきちっと抑えなけ

ればならないというふうに思っていますし、そういう姿勢は前から言っている通りであります。そう

した意味では、このふるさと納税の制度の問題についても、決して精神論だけで言うつもりはありま

せん。 

 ただ、始める以上はきちっとした特産品を提供できるだけのものが、置戸としてきちっと確保でき

るのか、安定的にそれを返していける品物として、置戸として自信を持って贈れるものなのかと、そ

の製品の生産についてもきちっとその体制が組んでいけるのかどうかと、勿論そういうことも含めて

検討しなければならないと言うふうに思っております。決して柔軟に考えられないと言うことではあ

りません。 

 総合戦略の中で、地方版の総合戦略という、この５年間の計画がありますから、その計画の中にこ

の問題もどうするかという議論はきちっとしていく必要があるだろうと、このように思っております。

ただ、士幌のお話もありましたけれども、私はそこと積極的に競争しようというふうに思っていませ

ん。置戸は置戸の町に対するいろんな人たちの思いがあるというふうに思っています。 

 ふるさと置戸会、東京置戸会の中でも本当に小さいですけれども、ふるさとの思いを少しでも広げ

たいということで、いろんな人たちに呼びかけてやっている部分もあります。そして、その中での売

り上げと言いましょうか、そういうものについて町にも寄附していただいていると、そういう歴史も

あります。また、この人がどういう関わりを持っているのかなというような人が、たまたま置戸に来

て、置戸の施設を見て、それは図書館とか工芸館とか、あるいはゆぅゆのお風呂に入ったとか、高々

それだけの経験ですけれども、そのことが非常に良かったということで、正直言いまして驚くような

と言いましょうか、そういう寄附をしてくれている人もいるわけであります。いろいろ聞くと、そん

なに特別置戸との繋がりがある人でなくても、そういうような人も一方ではいると言うことでありま
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す。 

 しかし、今、国の一つの政治の流れの中で言われていることについては、きちっと認識をしながら

こうした問題についても対処していきたい、考えていきたいと、このように思っています。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 今、町長言われたように、確かに記念品なんかのバックアップもう

かつなことでね、寄附受けたわ、後であたふたしても困ることですけれども、例えば、置戸市場なんか

でも、こんな小さな町でどうして置戸に卸売市場が成り立つんだ。経営は苦しいにしても、１２月に入

ってからのカタログ販売がびっくりするような数なんですね。今、この通信販売と言いますか、ああい

うネットを利用した売り上げがものすごいわけでありまして。 

 ですから、このふるさと納税に対するバックアップも、そんなとこも十分に調査してみる必要もあ

るかと思いますので、そのことも考えていただきたいと思います。勿論、私もなりふり構わずどんど

んやれというわけではありません。おそらく何処の町も同じくやりだしたら、どっかこっかパンクす

るわけですから、国もその内、制度も変えてくれるように思うんですけれども、とりあえずは今はや

るべきかなと。 

 上士幌の例もありましたけど、１万円、２万円という寄贈者が多いんですね、見ず知らずの。それ

によって返ってくるものがあるものだから、口から口に伝わって、それが９億円を超えるという、そ

ういう金額になっていっているということなんです。精神論からいきますと、ぽっぽ絵画館でも先程

言いましたけども、全く見ず知らずの、置戸が何処にあるのかも分からないで、口から口へ伝わって、

置戸がこんなことやっているということで、それなら私たちも賛同しましょうということで、１０万

円、２０万円、何処の誰か分からないですけども、その趣旨に対しての寄贈が去年あたりは１００万

円近い、これも３団体以上が集まって次々と協力して寄贈してくれたと、そんな例がありますので、

置戸がお礼としてオケクラフトでもお返ししますよということがあれば、我々もさらにそういうこと

で宣伝していけるのかなと、そう思っておりますので、是非もっと幅広く寄贈者が集まるような取り

組みをしていただきたいと思います。そのことで、これで終わりたいと思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 次に、木道プロムナード整備の是非についてお伺いいたします。昨 

年、１２月定例議会の一般質問に、町長は木道プロムナードの試験施工を町民に見てもらい、雪解け

の後、町民との意見交換を行うとの答弁でした。 

 それは、あくまでも実施を前提としたものであり白紙に戻すことではない。町民３，２００人の意

見はいろいろあり、それを積み重ねて集約して、最終的に議論するのがこの議会の場であるとの答弁

をいただきました。私は、これまで議員の一人として協議会も含めて幾度か議論に加わり、かなり遠

回しではありますが反対の意見を述べてきましたが、今はっきりと反対の立場を表明いたします。 

 行政に限らず、一般に事業計画をたてる時、まず費用対効果を論じます。それを論ずる以前の問題

として、１億、２億の大金を投じて為す事業なのかどうか、今一度検討する必要があります。 

 町長は、大通り商店街と中央公民館、スポーツセンター、図書館、森林工芸館を一体化するという

ことですが、そのことは私も賛成します。しかし、その手法としての木道プロムナードが必要とは考

えられません。ぽっぽと工芸館を結ぶ通路としては有効かも知れませんが、それなら既存の道路が３
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本もあり、わざわざつくる必要はありません。 

 鉄道１００年の歴史をしっかりと伝えることが大切と町長は言っていますが、私も大賛成です。で

あるならば、現状のまま残すことが最善ではないでしょうか。砕石の上に乗った枕木と線路をプラス

チックで覆って隠してしまっては、景観はもとより、せっかく残した鉄道１００年の歴史が消えてし

まいます。町の南北を結ぶ町民を結び、町民に日常的に利用される憩いの場としての活用を図るとい

うのも私は賛成します。ただ、大金を投じていろいろな工作物を作るのではなく、現在、南側に桜が

一列植わっています。線路側にも一列から二列、三列と植樹して線路以外は一面緑の芝生にして移動

可能なベンチを数カ所置くだけの方が景観は良くなります。 

 公園には東屋がつきものという発想はとりあえず置いて、後年、住民からの要望が強くなった時に

改めて検討しても遅くありません。藤棚の構想は反対しません。しかし、その代わり付近住民の目隠

しのためとの発想では駄目です。やるなら駅舎から線路の切れるところまでつくり、６月には置戸町

へ行って藤の花を見ようと全道から人が集まるようなことをして下さい。設置費用も後年の管理費用

も他の植栽物よりは安いと思います。毎年の維持管理費を考慮した公園を造成し、木道プロムナード

の設置費用を今後益々増大していく福祉や産業振興等の基金に組み入れるべきと思います。長い時間

をかけて積み上げてきたものが白紙に戻ることは、町長には考えられないことかも知れません。しか

し、この事業を本当に住民が望み、住民の幸せに繋がるものか、今一度冷静に見直すべきと思います

が、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 木道プロムナードの整備の是非についてということでありますが、木道プロムナ 

ードの整備につきましては、平成２３年度に議論の叩き台として市街地区銀河線構想図というのを作

成し、その後、関係機関あるいは議員、町民の皆さんからもご意見をいただきながら、平成２５年度

に基本設計を終えております。 

 また、昨年９月には、木道プロムナードの試験施工に係る予算を計上させていただきました。現在、

５月頃までを目途に冬期間の管理方法、利用の際の安全性の確保あるいは施工方法等の確認のため、

試験施工を行っているところであります。同時に町民の皆さんに実際に歩行体験をしていただき、ア

ンケート方式による意見をいただいております。 

 これまでも多くの皆さんからご意見をいただくために住民説明会あるいは関係機関との意見交換会、

さらに基本設計段階ではワークショップ等も行ってまいりました。しかし、プロムナードに使用する

素材の議論はあったと言うふうに思いますが、木道として整備することへの反対意見はあまりお聞き

しておりません。 

 ご質問の中で、議員からは反対とのご意見をいただきました。実施中のアンケートでも反対のご意

見がございます。いずれにしましても、試験施工後に予定しております意見交換の場で、更に多くの

町民並びに議員の皆さんからのご意見をいただいた上で実施設計の内容を決定していきたいと、この

ように思います。 

 先程も申し上げましたけれども、平成２３年度からこの問題については、いろんな場面あるいは時

間をとって説明し、協議もしてきたつもりであります。仮称という形ではありましたけれども、置戸

の町が木材で森林で発展してきた町でありますから、それに大きく関わってきた鉄道が１００年とい
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う歴史の中で、平成１８年の４月に廃線になりましたけれども、私はこの歴史というものを鉄道の歴

史と同時に森林が持つ意味合いというものを後世に若い人たちに繋いでいく責任が、今生きている私

共に、そこにあるんだろうというふうに思っています。 

 先程、道路が３本もいらないんじゃないかというお話がありましたけれども、それは、単なる道路

としての機能を考えるから、そういうことだろうというふうに思います。しかし、今、木道プロムナ

ードと言っているあのエリア一体が、私は一つの公園だというふうに考えております。そうした中で

の一つの散策道路だというふうに、ジャンル的に言えば、それは道路に入ってくるかも知れません。

しかし、そこに持つ意味合いというのが、単なる道路ではないという一つの置戸の町がこれまで大通

り商店街もそうでありますけれども、いろんな形で工夫をし、綺麗な町だと言われるようなレベルに

なってきたというのは、いろんな人たちの苦労や努力があったからここまできたんだというふうに思

います。私は、廃線になった平成１８年４月に、その時にも申し上げましたけれども、不幸にしてこ

うなったけれども、今まで線路で二分されていたこの地域と言いますか、町を一体化させたいという

ことを申し上げてきました。 

 私は、あの線路は、線路の残し方というのはいろいろあるというふうに思います。いろいろあると

思いますけれども、やっぱり町の中で日々の置戸町民の人たちが生活している中で、やっぱりそこに

あるから忘れないということは、人間社会の中では強くそのことはあるんだというふうに思います。 

 確かに、枕木と言う部分は、この木道プロムナードの今の基本構想からすると、見えなくなるかも

知れません。しかし、線路だけは間違いなく皆の目にも映るようにしていきたいと、こういうふうに

思っているわけであります。東西あるいは南北を一体的な町にする、あるいは今の置戸の町をさらに

一段階高いと言いましょうか、そうした町にするために、この事業の必要性を私は感じているわけで

あります。勿論、これから高齢社会の中であるいは経済が非常にコンパクトと言いましょうか、小さ

くなっていく心配をする中で、財源について心配されることは、私もよく理解をします。しかし、こ

の財源というか、財源対策と言いましょうか、こうした内容についてもきちっと検証し理解し、そし

てこの事業についてどうなのかという議論を、あるいは理解をきちっとしていただきたいものだなと

いうふうに思います。 

 現金そのものがそのままストレートにここに投資するわけではありません。釈迦に説法みたいな話

ですけれども、町の財政運営というのが、単に３億円かかるから３億円全てが現金だということでは

ありません。いろんな制度を活用する中で、あるいは起債を起こす中で、その起債の償還の問題等も

含めてやっていくのが、あるいは、やってきたのがこの小さな町での財政運営だというふうに思って

おります。少なくても今の財政状況は議員もご承知のように、規模は小さいですけれども、間違いな

く健全財政を心掛けながらやってきたつもりでありますので、今一度お考えいただければなと、その

ように思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 今、答弁いただきましたように、置戸町の財政基盤、安定してきて 

おります。まさに今、井上町政の力量だと思っております。このプロムナードも鉄道が廃止になった

時の基金を活用するということも十分承知しております。しかし、先程のふるさと創生基金の寄附の

話でもありましたけれども、今現在、十分とは言えないまでも安定した町財政の中で町を運営してい
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くわけでありますから、これでいいということはありません。何よりも本当に町長が言うように、プ

ロムナードが本当にいいのかどうか、住民が希望しているのかどうかということ、ここに疑問を持つ

わけですね。 

 去年の補正予算を組んで試験的に１５０メートルやると言ったことに、私は反対しなかったですね。

大抵の町民が、何のことか、プロムナードの意味も全然分かっていないんですね。それなんですか、

細川さんと言っても、なかなか言っても説明つかないし、おそらく議員の皆さんも、どんなものにど

うなるのかというのは分からないし、まずは試験的にでもやってもらうことにすれば、どんなものが

できたか目で見てもらえれば分かるのかなと。そういうことで、去年１２月、雪が融けてから全体を

見回して、住民と議論をして頂きたいと提案したんですが、先程も言ったように、それはあくまでも

実施を前提としたものであって、白紙には戻すものではないということで、私は今回、改めて反対の

立場をとらせてもらったんです。 

 町長言ったように、平成２３年でしたか、４年、５年かけて積み上げてきたと言いますけども、も

とを正せば、もともとあそこの土地にあった線路を残せと言った張本人ですから、いかに活用するの

かということは、僕も頭を悩ませていました。当時、私の頭にあったのは、せっかく空いた駅舎をど

のように有効に使うか、全国から人が来てくれるような方法を使って、そしてオケクラフトの工芸館

に、その人たちを誘導するための鉄道を利用した歩道がいいのかなと、そんなことが頭にあったわけ

です。そんなことが頭にあった中で、当時の企画課長が説明に来まして、私も商工会長という立場で

呼ばれて、当時１０人ぐらい、とっぱじめの座談会が開かれたんです。 

 役場から、行政側から、こういう計画ですと説明があって、そこで私は、ところで駅舎をどのよう

に活用するんですかと尋ねた時に、駅舎はここでは関係しておりませんとはっきり言われたので、駅

舎が何も活用ないのに遊歩道だけつくって、どうやって、どんな人を工芸館に案内するんですかとし

つこく食って掛かったんですけど、そんなこと、この場では二度と駅舎のことは口に出さないでくれ、

名前まではっきり言われて、細川さん、これからの会議も何回あっても二度と駅舎の話はしないでく

れと青筋立てて怒られたんですよ。それが第１回目です。ですから、これは２回目以上言ったって、

これはもう話にならないのかなということで、正直言って、２回、３回召集がありましたけども、私

は顔を出したことはありません。風の噂で聞くと、段々集まる人も少なくて、４人、５人と減ってき

た中で回数だけが重なってきた。そんな会議に長々かけていてもしょうがないんじゃないのという、

そんな風の噂を聞きました。 

 そもそも町長、何回も積み上げてきた議論が、あくまでも木道プロムナードありきで会議にかけて

いるわけです。こういうことをやりますので、どういう方法がいいですか。プロムナードが良いか悪

いかということは、住民に全然説明していないんですよ。ですから、そのことをまず説明しないと、

何回町民を集めて説明聞いても、私はやる方向、行政がやってしまうことになり兼ねないかなと、そ

う思うんです。 

 先程も言いましたが、網走本線として開通した町と鉄道と同時に置戸の町も栄えてきた、それがふ

るさと銀河線になって廃線になったわけでありますが、あの鉄道をああやって隠してしまったら、町

長が言うように、思いを残すことに僕はならない。あれはあのままずっとプラスチックで囲ってしま

ったんでは、私は鉄道の歴史は何もなくなってしまうと思うんですが、ここら見解の相違ではないと
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思うんですが、そのことを真剣に住民に解いてほしい、そう思うんですが、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 前段の職員の説明なり、また、駅舎のことについての話、非礼があったらお許し 

いただきたいと、このように思います。それから、議員も集まりに参加しなくなったんだというお話

がありましたけれども、先程来申し上げているように、ぽっぽでの集まりが中心だったというふうに

思いますが、そこでいろいろ説明してきたつもりです。 

 また、議員の皆さん方には、議員協議会と含めて、いろいろと構想もお話してきたつもりでありま

すし、また、図面等でのポンチ絵的なものだったでしょうか、そうしたものを提示しながら説明もし

てきたつもりであります。決して上げ足を取るというつもりはありませんけれども、町民の人たちが

木道プロムナードっていうのは、どういうものなんだというふうに聞かれた時に、私共として説明が

不十分であるという反省もしなければなりませんけれども、しかしベテランの議員さんですから、そ

れはこういうものなんだというくらいなお話はしていただきたいものだったなというふうに今でも思

います。それが行政と議会と一緒になって町政を進めていく私は基本だろうというふうに思います。 

 そこには、賛成も反対もあって当然だというふうに思います。私は、議員の皆さん方にもお話して

きたつもりですし、また、町民の人たちにもお話してきましたけれども、私は基本的に、先程も申し

上げましたけれども、置戸の町がどういう歴史の中で発展してきたという中での木材あるいは森林と

いうものを考えた時に、今、議員の方からこの素材についてお話がありましたけれども、私は基本的

に、許されることならば木でやりたいぐらいな思いです。ただ、木でやると、製材したものでやると、

そんなに長くは持ちませんし、変色していきますので、これはちょっと無理だなという思いの中で、

森林というか、製材の部分については諦めたわけであります。 

 それに代わるものとして何か素材がないかなということでいろいろ探しました。探したものとして、

再生木材というブロックのようなもの、それが見つかりました。いろいろ調査もしました。強度的に

心配ないのかと。そして、冬期間はどうなんだと、そうしたことも含めて限りなく木材に近い材質で

つくれないものだろうかということでの提案でもあります。 

 その時もいろんな意見ありました。いろんな意見ありましたけれども、どうでしょうか、概ね理解

していただいたように思います。そんなことで今日まで進めてきたと言いましょうか、いうことであ

りますので、決して何て言ったらいいのでしょうか、強引にとかっていう思いは全くありません。 

 平成２３年にこういうものをというふうに申し上げてきてから数年が、私も議員の中には、こんな

に時間をかけるのかというふうに思っている議員さんもいらっしゃるかも知れませんけれども、それ

ぐらいな時間なり、あるいはいろんな情報なり含めてでありますけれども、努めてきたつもりであり

ます。まだご意見あろうかというふうに思いますので、言っていただければと思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 少なくても町会議員の立場で住民に説明できないのか、お叱りに似 

た言葉ありますが、それは十分説明はしています。分からないんです、どんなものかね。今回、ああ

やって試験的にやって、しかもアンケートを出して下さいって町内に回覧板まで回したわけですね。

それで、一体それは何だ、そのこと自体、やること自体知らない人が、我が町内に限って言えば、ほ

とんどが知らない。これは何ですか、細川さんということになって、実は、こういうことです。実際
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に行って見て来て下さいということで説明はしているんですけども、そもそもそう言う人たちは、な

してそんなものつくるのと。あそこにつくって誰が歩くのということになるんですね。 

 そもそも覆うということ自体が、私は何としても納得できないですね。せっかくの鉄道の歴史を残

した線路を隠してしまうことになるわけですから、そこんとこが、今ここで何ぼ町長と議論しても時

間くってしまいますから、これはまた後の議論にしたいと思いますが、５月に住民との懇談会もやる

ということですので、これはあくまでもプロムナードをやるという前提じゃなく、本当に良いか悪い

かという、そんなことも町民にもう一度問う必要があるのかなと思うんですよ。 

 なかなか一住民にしてみたら、町長に直接ものを言うなんていうことは、本当に町長そう思ってい

ないか知らないけど、何かの宴会の席とかそういうとこは別にして、まともに話をする時には、それ

は町長にものを言うと言うことは、本当はゆるくないんですよ。だから我々にどんどん言ってきて、

とにかく細川さん何とかせいということはあるわけで、私自身もその思いと重なっているものですか

ら、今回強く反対の立場をとっているわけなんですけれども、是非、５月の懇談会では、住民の意見

を真摯に聞くことで進めていっていただきたい、そのことを願っているわけなんですが、どうでしょ

うか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 いつもご意見は真摯に承っているつもりであります。私は、この木道プロムナー 

ドの説明会とか、先程申し上げました、ワークショップだとかいろいろ開催しておりますけれども、

私が出席している回数は少ないと思います。所管の課長を中心にして、説明会だとかそういうことを

やっていただいたというふうに思っております。勿論、必要な時に私も出席をして説明をしてきたつ

もりであります。そのまんま残すのがいいんじゃないかというご意見がありました。そういう残し方

も勿論あると思います。しかし、２００メートルを超える、しかも砕石で残される鉄道跡地ですから、

これらの草取りも、先程の公営住宅の話ではありませんけれども、なかなか維持していく、綺麗な状

態で管理をしていくというのも、これもなかなか大変なことじゃないのかなというふうに思います。 

 残し方の方法として、できれば違う方法があるんだとすれば、十分議論をしたいというふうに思っ

ていますが、いずれにいたしましても、基本的な部分では、残そうと。いわゆる鉄道の歴史を残して

後世に繋いでいこうじゃないかという、その一点では議員と私の考えと同じであろうというふうに思

っていますが、是非、前向きな議論なり、またご提案をいただければなと、このように思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 冒頭に言いましたけれども、私がここへ立つのは、おそらく最後で 

ありますので、夏の草刈りのことも言いましたけれども、鉄道が走っている時は何も草は生えていな

いわけですから、それはローカルの方へ行ってしまうと、山の中は草は生えてますけども、駅構内は

少なくても綺麗になったわけですから、それほど管理は難しくないと思うんですね。私最後の言葉と

して、私自身大きな町の町議会とか市議会と違って野党でも与党でもありません。行政と共に限られ

た予算をいかに住民の幸せづくりに繋ぐことができるのか、常にそのことを頭に議員を務めてきまし

た。 

 このプロムナードが一般会計４０億円を執行する行政にとって、それほどの金額ではないのかも知

れません。また、交付税とか過疎債等のように、７割戻ってくる資金を使うわけでありますから、そ
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れほど３億円なら３億円の金が全部出費するわけではありません。しかし、一般庶民の感覚と言いま

すか、一住民の立場に立って私は見直しを願ってやみません。このプロムナードが井上町長の遺産で

あると、後世の人々から囁かれないことを祈りまして、次の質問に移りたいと思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 最後です。町職員の奮起を促す町長の姿勢と住民への目線について、 

お尋ねをいたします。地方創生への大号令が飛び交う中、石破地方創生相は、知恵は地方にあると、

自治体の自主的な取り組みを国が支援する枠組み作りをすると繰り返しています。勝ち負けがはっき

りするとの懸念もあり、自治体間の格差も広がる心配があります。 

 我が町はどうでしょうか。職員一丸となって知恵を出し、町の活力を生み出してほしいと思うので

すが、私は議員になって以来、齊藤町長時代を含めて何度となく職員の指導について町長と議論して

参りましたが、今一つ納得できかねています。 

 井上町長は町長になって１５年、行政職員としては５０年の大ベテランです。年齢も経験年数も職

員の及ぶところではありません。職員を上から目線では見ていないでしょうか。職員は失敗を恐れて

段々と小さくなっていきます。職員が意欲を持って取り組んだことへは、減点対象としないと叱咤激

励が必要です。自治体は、自ら調べ、自ら考え、自ら行動をするという原則があります。地方創生に

必要な職員の豊かな発想を引き出すのは、町長の力量です。 

 さらに大事なことですが、住民に向ける行政目線です。住民が役場に用事があるなら出向いて来な

さい。係の窓口まで訪ねて来なさい。この姿勢は遥か昔より今まで一貫して変わっていません。 

 町長は役場庁舎の耐震化工事をする時に、住民の高齢化に備えて庁舎にエレベーターを設置すると

言っていますが、これは真の住民サービスではありません。１階に住民相談窓口を置いて、足腰の強

い、弱いに関係なく、等しく住民が窓口を訪ねたら直ぐに関係課に連絡を取り、１階に降りてくる仕

組みづくりこそ本当の住民サービスです。町職員がこのことを理解して、町長、エレベーターの設置

費用や毎年の維持管理費用をもっと有効に使いましょう。こんな提言ができる雰囲気の職場づくりを

願っているのですが、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 最初に申し上げておきますけれども、私は町長になりまして１５年経ちますけれ 

ども、職員に点数を付けたことはただの一度もありません。そういうものではないというふうに思っ

てますが、しかし、今国が求めようとしているのは、そうもいかないようなことにもなってきている

と言うことは申し上げておきたいというふうに思いますが、点数は付けたことはありません。 

 私は職員に対して、常日頃こんなふうに言っています。情熱と誇りを持って町づくりに貢献できる

職員になりなさいと。業務を遂行してほしいと、そういう思いで業務を遂行してほしいというふうに

言ってきております。当然ながらそうしたことから町民と職員との間での信頼関係が出来上がってい

くんだろうというふうに思っています。さらに、私と職員、あるいは職員同士のコミュニケーション

がいかに大事であるかということも日頃から言ってきているところであります。 

 加えて申し上げますが、もう５年くらい前になると思います。職員への年頭の挨拶あるいは仕事始

めの挨拶の中で何度か申し上げてきていますので、職員の記憶の中にもあるというふうに思います。

私は、常に構想力を持ちなさいというふうに言ってきています。そして、日々の業務を行う際、仕事
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上のプロセスというものを意識して、楽しむことや本来の仕事の中で喜びを見出すことが大切なんだ

ということを申し上げてきておりまして、そして皆さんが職員がやっている仕事と言うのは、人の為

に役に立っているんだと言うことを忘れないでほしいということを申し上げてきております。これら

は職員のやりがいと言いましょうか、そういうことに繋がっていくんだろうというふうに思うからで

あります。 

 職員に限りませんけれども、自分の考えや意見が具体的な形となることは、立場などの違いはあっ

ても、やはり大きな喜びになるんだろうし、励みにもなっていくんだろうというふうに思います。私

は町民の声に耳を傾けるよう心掛けております。公式的なと言いましょうか、そんなことで申し上げ

ると、町長への手紙あるいは地域懇談会、さらに、各団体等との会合を始めとしてそうでありますが、

むしろこの非公式の、先程ちょっとお話ありましたけれども、非公式の地区での集まりあるいはイベ

ント等でよく呼ばれるわけでありますが、こうしたやり取りの中が、ある種、私と町民の方々との距

離感と言うか、そういうものがより縮まって、かなり突っ込んだ話ができるということも沢山あると

いうふうに思っております。 

 町政に対する提言あるいは各種地域要望については、当然ながらスピーディな解決あるいは対応と

いうものを心掛けております。特に、地域の要望に対して職員には、ただお金がないではなくて、話

を聞いて何故できないのか、どうしたらできるようになるのか、それを町民と一緒に考える、そうな

れば本物だというふうに思っています。十分でないというふうにも思っています、現状。しかし、今

申し上げたことを心掛けていくとすれば、文字通り本物の職員だろうと言うふうに思っております。 

 行政目線について、ご意見、ご質問がございました。町民に対して町民の声に対して、私はいつも

謙虚であれというふうに思います。そういうふうに考えれば、私は議員がおっしゃられるような行政

目線というのは、解決するんだろうなというふうに思っています。職員の名誉と言いましょうか、さ

らには置戸という町の誇りにも関係しますので、あえて申し上げます。 

 議員の方から、住民が役場に用事があるなら出向いて来なさいと。係の窓口まで訪ねて来なさいと。

この姿勢は現在まで一貫して変わっていませんというお話がありました。前の町長時代のことも触れ

られましたので、あえて申し上げましたけれども、そのことを含めますと４０年ですよ。そんな姿勢

が私もそうでありますけれども、少なくても置戸町の役場なり、あるいは役場の中で働いている職員

は、全て否定するものではありませんけれども、また、十分でないということも認めなきゃいけない

こともいろいろあると思います。しかし、議員が先程おっしゃられたということは、絶対ないという

ふうに思っています。そのことを決して上げ足を取るようなつもりは全くありませんけれども、申し

上げさせていただきました。 

 勿論、役場の仕事でありますから、各種行政手続き上のこと、あるいは職員側と言いましょうか、

役場側と言いましょうか、こちらにもそういう都合もいろいろあるだろうというふうに思います。そ

れら全否定するような発言はいかがなものかというふうに今私は思っております。 

 庁舎１階の住民窓口については、総合窓口機能を持たせて来町される方の要件に応じて、必要によ

っては職員が窓口に出向き対応していると思います。総合窓口制度というものを、かなり前からです

けどもやってきているつもりです。不十分なところもあるというふうに思いますけれども、そういう

形にしております。 
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 一つの例でありますけれども、生活支援給付金等の申請手続きに来られた方々には、保健師あるい

は担当職員、さらには、社会福祉協議会の協力を得ながら、訪問の際には手続きや、あるいは制度の

ことについて周知をしながら、配慮や対応に努めてきております。ただ、役場に来庁される際に、住

民窓口だけでは要件が完結しない場合がございますので、その際には２階の方に上がってほしいとい

うようなことも勿論あるというふうに思います。 

 それから、エレベーターのことについてお話がございました。会議への出席あるいは議会を傍聴さ

れる方も多くおりますし、車椅子利用者等の階段利用が困難な方もいらっしゃいます。庁舎の構造上

のことあるいは規模のこと等の問題もございます。私がエレベーターの設置について触れたのは、議

会の傍聴を公民館等でできないかという、そういう方の要望に対してお答えしたからであります。 

 高齢化のみならず、今お話したことも含めまして、来庁者の利便性を考慮した庁舎改修は必要であ

ろうというふうに考えております。そうしたことで、少し結果としては何か上げ足を取るような言い

方もあったかも知れませんが、そうしたものじゃないよということを申し上げさせていただきました。 

○佐藤議長 会議の途中ですが、申し上げます。１２時を過ぎましたが、引き続き会議を続けます。 

  ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 申し訳ありません。なるべく簡潔にいきたいと思います。最後にエ 

レベーターの話が出ましたので。要は、あるにこしたことはないんですよ。エレベーターであろうと

エスカレーターであろうと。要は、先程も言いましたけども、本当にどれだけの必要性があって、ど

れだけのお金をかけるか、費用対効果なんです。そこが例えば、この議会に傍聴に来る人が車椅子の

人がもしいたとして、ちょっと見に行けないから何とかならないかと。例えば、その意見と少数さを

切り捨てると言うことじゃなくて、やっぱり民主主義の世界ですから、ましてや地方行政ですから、

やっぱり多数意見を取り入れていかないと、予算は限られたものですから、そのことを十分認識しな

きゃならんでないかと思いますね。 

 町長、総合窓口も１階に置いてあるということ、私は全然住民は認識していないと思いますし、と

にかく住民に徹底して周知して、とにかく住民が用事ある時には、今の町民課のある窓口、何処へつ

くるか分からないけども、とにかくそこへ置いて、懇切丁寧に応接する。そうすれば一般業務で来る

町民は、２階へ上がらないでもエレベーターは必要としないよと、そういうことなんですけどね。 

 それと、住民と十分に町長はコミュニケーションを取っているとおっしゃいました。やはり町長の

立場でしか理解していないと思うんですよね。確かにいくらかは勿論コミュニケーション取れている

けども、大多数はそうではないなというのが実感なんですよ。 

 それから、上から目線の話しました、職員に対してね。町長は、そんなことはないといろいろとお

っしゃいましたけども、やっぱりそうではないんですね。点数は付けていないと言うけど、逆に、減

点はしないで加点ぐらいどんどん言ってやって下さいよ。 

 私も長い間、十何年ＰＴＡ会長やっていまして、いろいろ子供の教育もやりましたけども、子供の

教育するのは、とにかく目線を子供より下にしなさいと。ですから、大人はしゃがんで子供を見上げ

るような目で見なさいと。これは町長の立場で職員を指導するというか、日常業務をやる時には、こ

の目線でなきゃならないと思うんですよ。 

 町長、何ぼ職員に対してそんなことはないと言っても、やっぱり第三者の目で見たら、そうじゃな
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いんでないかと見えますよ。何て言いますか、先程町長も言っていました、できないのではなく、ど

うやったらできるのか、これをやりなさい、まさにその通りなんです。私も町会議員として２０数年

やってきまして、まちづくりとかいろんな議論で各課長さんたち、係の人たちにも提案したり議論し

てきましたけども、まず、前例にないことは、まず先に拒否されてしまいます。これはどうやったら

できるのではなく、やれない理由を次々と出してきて重ねて重ねて、だから駄目なんですと。町長の

言ったようなことには、実際になっていないんです。 

 そのことを町長は自覚していないんではないかなと。ベテランの町長に対して失礼なんですけども、

私は、役所の常識は民間の非常識と言われますけども、やっぱりどっぷり浸かっていると、なかなか

第三者の目で見ることはできないんですよ。 

 ですから、そのことを町長に認識してもらいたいなと。やっぱり町長の顔色を伺うような職員が増

えてくれば、議論も段々と沈滞してくると思うんですけども、そのことは僕は第三者の立場で見て言

っているんですけど、町長はそうではないと、勿論そうなんでしょうけども、そのことを期待して、

町長から反論もあると思うんですが、いいですか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 特別反論と言うわけではありません。私は行政目線という言い方があんまり好き 

ではないものですから、だから先程も申し上げましたように、やっぱり町民の人たちと接する場合に

おいて、また意見を聞くにあたって、謙虚であれというふうに言ったと思います。私は、そういう意

識を持っていれば、その行政目線になるという表現は、何ら消えていくんだろうなというふうに、そ

う願いたいというふうに思っています。 

 行政を預かる、またその一つのポジションを預かる職員からすると、決められた予算の中で、やり

繰りっていうことが当然出てきますから、また、町民の人たちにしますと、予算の裏付けもないにも

関わらず、ここをこうしてくれ、あそこをこうなおしてくれというような要望も当然出てくるわけで

す。その時のやり取り、このやり取りだと思うんですね。 

 そして一緒に考えられるかっていう、そこまでいったら本物だというふうに先程申し上げたと思う

んですが、なかなか職員も時代と共に考え方なり、手法と言いましょうか、変わってきてますから、

今の若い人たちは、そういう意味での訓練というのがまだ不十分だと思います。十分でないと思いま

す。しかし、これは経験を積んでいくことによって、あるいは先程私が申し上げていることがより徹

底し、そして職員も理解してくれていけば、変わっていくだろうというふうに期待しているところで

あります。 

 費用対効果の話もされました。勿論、エレベーターを動かすということは、私は、ぽっぽのエレベ

ーターも一定期間止めましたから十分わかっているつもりです。ただ、３階に傍聴に、今日も沢山の

方傍聴に来ていただいておりますけれども、皆さん足腰に自信のある方ばっかりだからいいと思うん

ですよ。しかし、車椅子の人だとか、階段を上って来るにはしんどいという人に、それでもここへ来

て生のやり取りを聞きたいという人に対してどうするかということなんですよ。公民館でと先程申し

上げました。公民館でやれないのかというお話もありました。これは、議員の皆さんにもお話あった

かどうか分かりませんけども、この放送設備だとかそういうようなことから、公民館でやるのは難し

いというようなことであったように聞いております。 
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 ですから、エレベーターだとかそういうものを、もし設けないとすれば、今申し上げた、こういう

議会の傍聴なり、議会の議場というものをどういう形で何処に置くのかという、その辺の議論をしな

いと解決しないということです。それが要望された方に対する本当の回答なんだろうというふうに思

います。 

 そうした意味で先程申し上げました。決して、費用対効果を、費用対効果っていう言い方、これも

あんまり好きではないんですけれども、お金がかかるからという部分について、そう簡単には決着付

けられない大きな問題だというふうに思います。当然と言いましょうか、この問題は皆さん方と一緒

に協議しなければならない案件の一つだろうと、このように思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員〔一般質問席〕 今、一例としてエレベーターの話が出ましたけれども、エレベータ 

ーをもし付けるのであれば、費用も維持管理も膨大になるよと。それを解決するにはどうしたらいい

のかと、その議論なんですね。その議論を十分に尽くした上での結論を出していただきたいなと、そ

のように思います。最後です。この間、新聞に橋本五郎さんが出ていたので読ませていただきます。

政治評論家の橋本五郎さんは、「地方創生で真に問われているのは、その心ではないか。そして、安倍

政権に対し常に心事をすまし、負の部分にも十分思いをいたす謙虚な政治を心から期待しています」。

このように述べています。これは、地方自治体にとっても同じことが言えるのではないかと思います。

かなり以前のことですが、私がこの場で町長に、苛政は虎よりも猛しという孔子の言葉を贈ったこと

があります。常にその心を胸に収めておいて町政を執行していただきたいと思います。以上で、私の

質問を終わります。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。 

 午後１時１５分から再開します。 

                          

休憩 １２時１４分 

再開 １３時１５分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

  ９番 佐藤勇治議員。 

○９番 佐藤議員〔一般質問席〕 それでは、事前に通告しておりました、本町における人口減少問題、 

対策と地方創生について、町長に考えを伺います。質問の中には、前段、細川議員の質問と重複する

のもあると思いますが、その点についてはご了承願いたいと思います。昨年発表されました、日本創

成会議の増田レポート、いわゆる地方消滅論は、日本国内の急激な人口減少問題を提起し、それによ

り広く世間の関心を喚起すると共に日本国内を揺るがせました。 

 本町におきましても、１０年前、これは２００５年でございますけど、１０年前の国勢調査の時点

で３，６９９人であったのが、今年１月末時点、これは住民基本台帳の登録による人口でござますけ

ど、３，１３７人。比較しますと５６２人、率にして１５．１％の減少となっており、このままの推

移でいきますと、あと数年で３，０００人を割り込むことが想定されます。 
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 前日、介護保険事業計画策定委員会から答申されました、高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事

業計画の人口推計計画の中に、これは国立社会保障人口問題研究所が推計いたしました、将来人口推

計によりますと、平成２９年度の人口は３，０００人を割り、２，９９６人と予測されております。 

 現在、全国の多くの自治体が人口減少に直面し、避けられない事実として受け止められております

が、本町におきましてもこの人口減少問題に対し、今後策定されようとする地方版総合戦略を踏まえ、

どのような施策を展開し、活力あるまちづくりを進め、人口減少に対応しようとするのか、町長の考

えを伺います。 

〇佐藤議長 町長。 

〇井上町長〔登壇〕 人口減少問題と地方創生についてというご質問でありますが、議員からもお話が 

ありましたけれども、昨年の５月に開催された、日本創成会議での増田元総務大臣、増田レポートは、

日本の将来人口統計により示したものでありますが、このまま人口が減り続けると、２０４０年には

全国の約１８００の市町村あるわけでありますが、この内、５２３の市町村が人口１万人未満という

ことになるであろうと。しかも、消滅の可能性が高いという予測がされているわけであります。 

 このレポートを受けまして、国は２０６０年に、４５年後ということになりますが、２０６０年に

人口１億人、日本の人口でありますが、現在の１億２，７００万を１億人程度を維持する、いわゆる、

まち・ひと・しごと創生法というものをつくりまして、この人口減少対策への本格的な取り組みをス

タートさせたということであります。ご承知のように、また議員の方からお話がありましたけれども、

置戸町の人口、本年２月末現在で３，１２４人ということになっておりまして、このままいきますと、

間もなく３，０００人を切ってしまうであろうというふうに言われているところであります。 

 置戸町におきましても、今回の地方創生の取り組みについては、置戸の将来に大きな影響を及ぼす

というふうに考えているところであります。そこで、どのような施策を持って、この人口減少に対応

しようとするのかというご質問でありますが、率直に言って難しい問題、課題だというふうに思って

います。しかし、何を優先させるかということで申し上げるならば、やはり基幹産業である農業と林

業を守り、どう育てていくのかということが基本的な考えになるであろうというふうに思います。 

農業やあるいは林業に従事する人たちがこのまま減り続けると、これまで大切に育ててきた農地、あ

るいは森林を失うというだけではなくて、置戸の町そのものが維持できなくなるのではないかという

ふうに危惧をします。 

 そこで具体的な施策ということになっていくわけでありますが、これから関係団体あるいは関係者

の皆さんのご意見、またいろんな角度で協議をし、そして方向性を決めていきたいというふうに思い

ますが、町政執行方針でも申し上げましたとおり、農業ではコントラクター事業の導入だとか、ある

いは新たなＴＭＲセンターや農業生産法人、これらの設立あるいは畑地灌漑排水施設の設置、こうし

たことも一つの手段としては有効なものになっていくんだろうなと。そして、施策として今申し上げ

たようなことが当然出てくるであろうというふうに思っております。また、林業では、将来に向けて

林業労働者の担い手育成、この対策が最も重要なことであろうというふうに考えております。 

 しかし、今申し上げたこれらのことは、農業や林業を守るという点では有効な施策と言えるという

ふうに思います。しかし、これが人口減少への歯止めになるかどうかということになりますと、いさ

さか断定的に申し上げる状況ではないというふうに思っております。 



 78 

 そこで、やはり重要になってくるのは、農業で言う６次産業化等の事業展開、こうしたことが置戸

の中で非常に重要になってくるというふうに思いますけれども、こうした新たな雇用創出へ繋がって

いくような、そう言うものが、先程申し上げたような、事業展開の中でできていけば、この人口減少

という問題について一定程度の歯止めがかかっていく、そうした期待感は持てるんだろうというふう

に思います。 

 また、同時に高齢化、少子化ということの対策というものも非常に重要なテーマになってくるであ

ろうというふうに思います。福祉サービスの充実ということが安定した生活の確保でもありますし、

また、新たな雇用にも繋がっていくものであろうというふうにも考えております。教育もしかりだと

いうふうに思います。これらの施策によって誰もが安心して住み続けることができるまちづくりにそ

うしたことが繋がっていくんだろうというふうに思っております。 

 農林業のことについて一例を申し上げましたけれども、この地方創生の取り組みにつきまして、今

までいろいろ、また、先程の細川議員のいろんなご質問の中でもお答えしてきておりますけれども、

やはりこの地方創生の取り組みについて、町民の方勿論でありますが、各界の方々、そして議員の皆

さんにも多くのご意見をいただいて、この地方版の総合戦略、いわゆる５ヵ年の計画でありますけれ

ども、その策定作業に活かしていきたいなと、そのように考えております。 

〇佐藤議長 ９番。 

〇９番 佐藤議員〔一般質問席〕 今、町長の答弁の中には、非常にこの地方創生法に基づく総合戦略 

について懐疑的なものと言いますか、いわゆる過疎地において何十年もこの人口問題と言いますか、

地域の活性化ということを繰り返し繰り返し、理事者側、あるいは議会側も検討して、そしてなかな

かこれといった案が出ないと。そんな中で苦慮しているということが重々伝わってくるところであり

ます。 

 ただ、何と言ってもここで生まれる、置戸で生まれる産業をまず育てなきゃならない、そして振興

して担い手をまた育成する。まさにそのことが今後置戸が長く生き残る一つの方策ではないかと思い

ます。 

 これから具体的に総合戦略版が町民の皆さんと検討しながらいくということで、まだ現在進行形で

ありますので、具体的なことはなかなか出づらいと思いますが、若干、いわゆる地方版総合戦略につ

いて全国調査した、これは共同通信社が全国の首長さん宛てに調査して、それを北海道新聞社が記事

として載せたものがあります。こんな中で、率直に言って、町長の考え方というか、それを伺いたい

ところが一つあるんですが、国の総合戦略に対して、ある程度評価すると、そう言った回答が大部分

でございました。 

 それで、アンケート調査の中ですから、確かなことは言えませんけど、自前で総合戦略を策定でき

ると回答した市町村長さんは、３割程度となっているという報道でした。このことについては、多く

の市町村長さんが地方創生に対しての冷めた本音や戸惑いがあるんでないかと、そういったことが言

われております。しかし、そうは言ってもこの地方版総合戦略は、先程も町長が申したとおり、この

町の根幹となるものであるということでありますが、既に本町においては第５次の総合計画の後期実

施計画が今年度、平成２７年度からスタートします。 

 そんな中で、本町の基本計画と言うべき総合計画との、この地方版総合戦略と、どのように整合性
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を図っていくのか。また、総合戦略を練り上げていく上で、先程もちらっと町長の回答の中にありま

したけども、住民や団体等との意見をどう吸い上げて、今後どういう形で作成までの手法と言います

か、スキームをどのように立てていくのか、今、頭にあることで結構ですけど、もし示されるものが

ありましたら示していただきたいと思います。 

〇佐藤議長 町長。 

〇井上町長〔一般質問席〕 この地方創生は、端的に言って人口減少対策が本丸なんだというふうに思 

います。ですから議員もご承知のように、この人口減と言うビジョンをまず作りなさいということで

ありますし、国もまずそれが最初の目的になっています。いろいろ国に対して言いたいことはあるん

ですが、しかし、法律で決めたことでありますからそれを尊重し粛々と進める、そして、置戸にとっ

てプラスと言いましょうか、財源の問題も含めてそういうところには、簡単に言えば、頑張ったとこ

ろには財源配るぞと言ってますから、置戸の町に配られるように努力したいというふうに思っていま

す。 

 それと、私なりに極めて重要だなというふうに思っているのは、今、高齢化率４０％という状況の

中で、この４０％の高齢化率というのが、長期的に３０％前後だとかっていうことで、やはり若返り

を図るという施策が、あるいは先程来話として出ている地方版の総合戦略の柱の中には、ある種若返

りを図るということが、柱の中でも特に強調しなければならないことじゃないかなというふうに思い

ます。 

 しかし、言葉では簡単なんですけれども、それじゃあ具体的にどういうような政策を展開していく

のかっていうことになりますと、いろんなことがあります。いろんなハードルを乗り越える中で、今

申し上げた少しでも若返りが図れるような施策をこの計画の中に、しかも具体的に折り込んでいくと

いうことが重要だというふうに思っております。 

 それと、先程申し上げましたように、置戸の町に限らないと思うのですが、第一次産業で発展して

きた町というのは、やっぱりその基幹産業ということが、どうしても中心になってくるであろうとい

うふうに思います。問題は、その第一次産業なり基幹産業と言われる部分について、どう付加価値を

付けていくのか。そのことによっていろいろ、いわゆる雇用をどう生んでいくのか、作っていくのか、

そういうものに発展していかないと、人口減に寄与したということにはならないだろうと言うふうに

思います。 

 かなり思い切った施策と言いましょうか、計画にしなければならないなというふうに思っています。

そうしないと、なかなか国が地方に期待しているような内容にはなっていかないんだろうなというふ

うに思っております。 

 議員もご承知のように、国の方の人口減と地方創生の総合戦略、４つほど言われていると思います。

一つは、東京への一極集中というものを是正するために、地方から東京圏の方に転入する人たちを２

０２０年の時点で、２０１３年に比べて年間７万人減らすと、こういうふうに言っています。本当に

できるのかどうかっていうことについては、私がコメントする立場でありませんから、コメントする

つもりはありません。 

 それと、もう一つ、２つ目には、自治体から提案を募って、国の研究機関等を地方に移転すると言

っています。しかし、あんまりやってきた経過がないんですよ。地方にとったらあんまり、どうでも
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いいとは言いませんけれども、あんまり期待できるような機関がなかなか移ってこないというのも、

今までの歴史が物語っていると言うふうに、私は思っています。ですから、何処まで地方にそうした

国の研究機関と言うものが移されていくのかというふうに思っています。もう一つは本社機能あるい

は研究開発の拠点になっている、そういうものを地方に移した企業については、税制優遇措置を設け

ますと、こういうふうに言っています。しかし、国のいろんなものがなかなか移せないのに、本当に

企業のそういう研究機関だとか、そういうようなものを、あるいは本社機能というものを、本当に地

方に移せるのかどうかという、私は率直に言って疑問を持っています。しかし、それも国の総合戦略

の柱の一つとして言っているわけであります。 

 もう一つは、この移住希望者の相談窓口として全国に移住促進センターというものを設置すると。

北海道もそういうようなものを設置したようでありますので、これはそんなに難しいことではないと

思うんですが、しかし問題は、そのセンターがどういう働きをしていくのかっていうことになると思

います。 

 今申し上げた４つのことについては、国がこの人口減少という問題と絡めての総合戦略の一つの案

ということで示されている内容であります。これは、国の方針として、それはそれとしても、私共の

小さい町における戦略というものを考えていく上で、先程申し上げたことが柱になっていかざるを得

ないだろうなというふうに思っております。それと、今までずっと言っていいと思いますが、やはり

人口減少という問題と言うのは、率直に言って気にならなかったっていう首長は一人もいないと思い

ます。そういう中で、勿論、投資をしてもいろんな事業を展開しても、それがそこに住んでいる人た

ちの幸せに繋がるんだったら、それはいいじゃないかっていう、あるいは人口が多少減ってもいいじ

ゃないかと言う、そう言う意見も間違いなくあったというふうに思います。しかし、経済論と言いま

すか、地域経済をどう考えていくのかっていうふうに考えた時に、やはり地域の経済が、いわゆる地

域の人口が減ることによって、地域経済が小さくなっていく、縮小されていくと。結果としては、そ

れが人口減にも繋がっているんだというような反省と言いましょうか、そう言う観点から考えていく

と、やっぱり地域の中での域内経済というものについてもきちっと考えていかなきゃならないだろう

と。 

 そうあれこれ考えていきますと、今までやってきたことの間違いは、私はないというふうに思って

いますが、思い切ったことを、今までのことは今までのこととして、それをベースにして具体的な計

画を立てるにあたって施策を考える上では、かなり思い切ったことをやらないと、先程申し上げてい

るような人口を、例えば３，０００人を何とか維持していこうじゃないかという観点に立った時には、

そこまでやるのかというぐらいなことが、私はこの５年間の計画の中には出てこなければならないん

だろうなと、今の時点ではそんなふうに考えております。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員〔一般質問席〕 今、町長から思い切ったことを、大胆なことを展開しないと、地方 

の人口減少はなかなか食い止められないというか、減少率をいかに下げていくかということを、非常

に今後の我が町の地方戦略の総合版がどんな形になるのか、これはまだ１年間かけてということです

ので、いろんな各界からの議論をいただきながら詰めていくんだと思います。ぜひ大胆な、それこそ

集中的にと言いますか、選択と集中とかっていう言葉がよくありますけど、それに添ってがっちりと
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やっていただければと思っております。 

 若干各論と言いますか、ミクロな話になって恐縮ですが、この全国の首長さんのアンケート調査の

項目の中で、町長も回答していると思うんですが、人口を増やすための最も力を入れたい施策として

どんなことがあるかと。これは１０項目の中でアンケート調査しています。 

 全国の市町村長さんも皆そうなんですが、１番が雇用の確保、先程町長もおっしゃられてましたが、

雇用の確保が大前提だということを言ってました。まさにそれが全国のあるいは北海道の首長さん方

が皆そのように回答しております。２番目が、これは道内の首長さんですけど、移住の推進あるいは

その支援が必要だと。３番目が子育て環境の充実。４番目が家賃補助等、住居の支援が必要だと。そ

の他もろもろとまだあるんですが、上位この４つが最も力を入れたい施策として具体的に回答された

結果として出ておりました。 

 そこで、若干先程も申しましたけど、具体論と言うかミクロの世界になるかも知れませんが、昨年

６月に私がこの議会で一般質問させていただきまして、町内のいわゆる通勤者が非常に目立つと。そ

して、一体通勤者はどれぐらい置戸町にいるんだということで一般質問させていただきました。その

結果、町内の事業所について調査をしていただいたところ、その１０の事業所の全従業員の３８１人

中、実に３０％、１１２人が他の町からの、市や町からの通勤者であるということが実は判明したわ

けです。 

 この事実と言いますか、調査結果は、何を意味しているかと言うことに、私着眼していろいろ考え

ました。現実に、本町には雇用が現実にあるんでないかと。しかし、定住せずに多くの雇用が他の市

や町から通われて、そして本町の雇用が賄われていると、そう言ったことが物語っているんではない

かと、そういう思いをしました。つまり、人口を増やすための、先程の全国のあるいは北海道の首長

さん方がアンケート調査した中で、雇用の確保というのが一番手に挙がってますけど、まさにこの雇

用の確保が我が町の目の前に、あるいは足元にあるのではないかということを私は感じております。

この通勤者の動向は、いろいろ様々な理由や要素があると認識しますが、しかし、この１１２人の通

勤者の全てが好んで他所の市や町から置戸町に通勤しているとは私は思えません。中には、適当な居

住があれば、置戸へ住みたいと望んでいる人が中にはいるのではないかと思います。 

 特に医療や福祉介護、あるいは幼児教育や保育施設等、これらの現場で新規に働く人の居住環境が

非常に厳しいということを聞いております。これらの現場での人材を確保し、持続的に安定して生活

するためにも、居住環境の整備は本当に近々の課題ではないかと、そんな思いが私はしております。 

 同様に、農業の面でも酪農研修生やあるいは従業員の居住確保が容易でないと、そう言ったことも

最近は聞いております。仕事があっても居住場所が確保されなければ、まさに地方創生の入り口で詰

まってしまうのではないかと、そういう思いでいっぱいであります。 

 今年度の町政執行方針の最初に示されております人口減少対策は最重点課題であると、今年の執行

方針に定義されております。まさにその取り組みあるいはこの意気込みに私は期待したいと思います。 

その具体的な取り組みとして、是非この勤労者の住宅確保対策を早急に取り組む必要があると思いま

す。不要、不急な事業は後年度へ、そして選択と集中、より実効性の高い人口減少対策と定住対策に

取り組み、本年度、地方創生元年の年にしていただきたいと思い、町長の考え方を伺いたいと思いま

す。 
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○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 いろいろと申し上げてきましたので、特段申し上げることもないのでありますが、 

少なくても地方版の総合戦略、いわゆる５年間の計画を立てるにあたっては、従来のことで言うと、

行政を預かっている私共が中心になって作り上げて、そして皆さん方に議論をしていただいて、基本

的にはそれを了解したよというようなことできたというふうに思います。 

 しかし、今回の計画というのは、従来のものとは全く違うというふうに抑えていただきたいと思い

ます。文字通り一緒になって町民の人たち含めて３者が一体となってこの計画を作り上げる。先程、

ある種政策によっては大胆にというお話もしましたけども、本当にここまでやっていいのかと思うぐ

らいなものが、この中には出て来ざるを得ないんだろうというふうに思います。そのことを今申し上

げた３者の人たちがいわゆる理解し、そして合意形成をしていくというものでないといけないという

ふうに思います。 

 それだけに私共も勿論そうでありますけれども、議会の皆さん、そして町民の皆さん一緒になって

責任を持つという、それがこの地方版の総合戦略という計画になるだろうというふうに思ってますの

で、是非皆さん方の積極的な提案と言いましょうか、考えと言いましょうか、そうしたものも期待を

したいなと、そんなふうに思います。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員〔一般質問席〕 一件、近々の課題として、是非勤労者の住宅確保、この問題につい 

て早急に取り組んでほしい、そう言う思いであります。 

 それで、先程細川議員と意見が同じ意見と言うか、質問が重なると思うんですが、３月５日の置戸

タイムスの空き家バンクの記事が載っておりました。これは、今回の２７年度の町政執行方針のどこ

にも空き家バンクについて記載されておりませんでした。 

 予算案も具体的にも何処にも載ってきておりませんでしたが、これは非常に空き家バンクの構想に

対してサインを送りたいというか、早く空き家バンクを軌道に乗せて、この住宅問題を解決していた

だき、定住対策あるいは人口減対策も一つの方策と言いますか、そういったことを是非近々の課題と

して取り組んでいただきたい、そんな思いで最後の質問とさせていただきます。町長、考えありまし

たらお願いします。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 勤労者の住宅というようなお話もありましたけれども、そして、空き家バンクの 

いわゆる情報提供というお話もありました。先程来申し上げてきているように、この空き家問題、空

き家の情報提供ということも含めて申し上げるならば、間違いなく言えるのは情報だけでは終わりで

ないということなんですよ。情報を提供して、それで何かの解決になるんだとすれば、これはそんな

難しいことではないんです。 

 先程、細川議員に対してのご答弁でも申し上げましたけれども、問題は、これからそういう空き家

を使って、どなたか入ると言った時に、これはまさにその住宅環境を良くするということと同時に、

そこに将来にわたって安定的に住んでもらわなきゃならないという、そういうテーマがあるというこ

とだと思うんです。ですから、そんなことも含めて一つの情報の提供だけだとかいうことでは、今の

問題も解決していかないんだろうなというふうに思います。 
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 そうした意味では、何らかの同じ空き家をどなたか町外から来られる人がその空き家を手にして、

そして住むというところまでいくには、何らかの手助けと言いましょうか、そうした施策も無関係で

はないんだろうなというふうに思っております。そんなお答えでいろいろとご理解いただければと思

います。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員〔一般質問席〕 最後になりますけど、大胆にという言葉が非常に今回の町長の発言 

から心に残りました。是非、大胆に、そしてこれからの若い人と言いますか、担い手に対する思いと

いうことを最初に述べられていましたので、そう言った中で居住環境の整備をしっかりしていただい

て、我が町に沢山の若い人が勤められて、そして、これからの置戸の１００年を末永くいくように、

今回の地方創生がその契機となることを願って、私の質問を終わりたいと思います。 

○佐藤議長 １番 嘉藤均議員。 

○１番 嘉藤議員〔一般質問席〕 通告にしたがいまして町長に質問したいと思います。開町１００周 

年を節目に５年、１０年先の町の方向性についてということであります。今年は、開町１００周年の

年であり、また、平成２７年度は、第５次総合計画後期スタートの年でもあります。また、この春に

は統一地方選挙ということで、我々議員も今期の任期を僅かと残すところとなりました。町長の任期

も後１年少しというところになりましたけれども、開町１００周年は大切な節目の年であるというふ

うに考えておりますし、次の１００年に向けて、この５年、１０年が置戸の町の方向性を決めていく

上で大変大事な年になって来ると思いますが、町長の町のリーダーとしての何を大切にして、何を目

指していくのかということを町長からお聞きをしたいと思います。今までの２議員と違って、大項目

での質問ということになりましたけれどもよろしくお願いしたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 開町１００周年を節目に、５年、１０年先の町の方向性 についてということであ 

りますが、ご承知のように置戸町、大正４年の４月１日、野付牛村から分村して１００年の節目を迎

えるわけであります。これまで置戸の歴史を築いていただきました、先人の方々のご努力に対しまし

て心から敬意と感謝を申し上げたいと、このように思います。 

 この節目の年に当たりまして、町民の皆さんと共に１００周年をお祝いし、そしてまた、新たな世

紀の幕開けとして記憶に残る年にしたいなというふうに思っております。 

 そこで、本年度より第５次の置戸町総合計画の後期計画がスタートいたします。町民や、あるいは

議員の皆さんからも、いろいろご意見をいただいて策定作業を終えたところであります。実施計画で

は、これまで同様、健全財政の維持ということを忘れることなくこの計画について進めてまいります

けれども、いくつか具体的な事業として触れたいと思いますが、やはりハード事業では簡易水道、そ

して下水道また、公共施設の耐震化あるいは長寿命化、そうした生活インフラの整備を基本に計画を

したところであります。またソフト面でありますが、基幹産業の農業あるいは林業、そして商工業の

振興あるいは子供やお年寄りが安心して生活できるように新たな支援策も盛り込んだところでありま

す。特に高齢化対策としては、自宅での生活が困難になってもいつでも支援あるいは介護が受けられ

るように施設整備等も含めてでありますが進めてまいりたいと思っております。 

 今後の方向性についてということでありますけれども、先程来人口減少社会を迎えている中でのい
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ろいろお話、ご答弁をさせていただきましたけれども、間違いなくという表現は、ちょっと当てはま

らないというふうに思いますけれども、町の規模という部分では、コンパクトにならざるを得ないだ

ろうなというふうに思います。もちろん今の規模が維持できるのであれば、もちろんそういうなかで

いろんな事業を展開する、いろんな政策を展開するということが基本でありますけれども、５年、１

０年先を見てというようなお話がありましたように、やはり１０年先を見越した時には、やはりコン

パクトなまちづくりということが避けられないだろうと思っております。 

 そうした中で、より充実した事業展開なり政策の展開あるいは町民の人達の生活基盤をより高めて

いくということになるんだろうなというふうに思います。基幹産業のことについても同じであります。

やはり維持をして、経済基盤というのをしっかり支えていくことによって、安心して子育てができる、

あるいは働く、そして老後も心配なく過ごせるんだと、そうしたまちづくりになっていくんだろうと。

また、そういうことを心掛けてまちづくりを進めていかなければならないというふうに認識をしてい

るところであります。 

 少し余談でありますけれども、２月の２８日に、お披露目的に女性グループのＫｉｒｏｒｏの作詞

作曲の１００周年の記念曲、まぁるい日々、この１節にもありますけれども、「支えあう繋がっていく、

喜び響きあう、今ここにある全てまぁるくまぁるく１つになれ」と。まだ、あんまり知られておりま

せん歌詞ですけれども、そういう歌詞での置戸の歌を作って頂きました。私は、正にこの歌詞のよう

に町民全てが支えあうと。そしてまぁるく１つになるようなまちづくり、１つの理想の形ではないか

というふうな想いもしております。コミュニケーションがいかに重要かということも、先程来申し上

げてきておりますけれども、まさに、この歌の中にはそのことが十分歌われているというふうに思っ

ておりますので、敢えて申し上げさせていただきました。 

終極的には、やはり町民の誰もが置戸という町に愛着と誇りとそして自信を持って暮らせる、そんな

町をつくっていくんだということだというふうに思っております。 

○佐藤議長 １番 嘉藤均議員。 

○１番 嘉藤議員〔一般質問席〕 今、町長の方から答弁をいただきました。この間の２８日のＫｉｒ 

ｏｒｏのコンサートにつきましても、新しい歌ということで、まだ聞き慣れない、ほんとに知らない

方も沢山いると思いますし、これからあの歌が広がって町中を流れていけばいいなというふうに考え

ておりますけれども、何を大切に、何を目指していくかということで質問させていただきました。 

 町長の想いは十分伝わってくるような答弁でありましたけれども、我々議会人としては、今、もう

間もなくですけども改選ということもありますし、町長におかれましても、あと１年と少々での改選

ということになると思いますけども。過去にですけども、私多選禁止条例ということで質問させても

らったことがありました。その時はですね、神奈川県の県条例ということで、神奈川県の知事を条例

で３期１２年までということでの条例を設けたということで、管内首長さんにもいろいろと新聞社等

でアンケート等を取った結果があり、その中でも賛成の町長ということで、井上町長のアンケートの

結果も載っておりましたし、そのことについて、私、少し町長に質問したことがありました。 

 井上町長においては４期目でありますけども、４期１６年は普通にありますよと。３期１２年では

ありませんというお話を聞いておりましたけれども、まだ１年少し残す中で、町長の公約と言います

か、達成率と言いますか、そういうのも少しお聞きしたいと思いますけども、町を粛々とつくってき
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た町長に大変失礼かと思いますけども、どのぐらい達成率と言いますか、町長の想いが繋がってきて

いるのかなと、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 答えたくないという意味ではないんですよ。今ちょっといろいろ考えていたんで 

すよね。かなりの部分は達成できたというふうに思っております。自分では、マニフェストではない

ですけれども、出してない部分でやってきたものもあります。自分ではやりたくないんだけれども、

でもやらざるを得ないということでやってきたものもあります。しかし、私は基本的にうまくいって

今日まで来ているというふうに思っております。 

 それはもちろん、議会の皆さん含めてでありますけれども、やはり町民の人達が一所懸命というか、

理解してくれた、また、支援してくれた結果だというふうに思っております。９０％位は上手くいっ

てきているんでないかな、やってきているんじゃないかなというふうには思ってますが、中にはやれ

なかったものもあります。ありますけれども、やはり時代と共に初めて出馬した時に掲げた内容と、

やはり年を追うごとに時代も変わってきているということもあって、必ずしも最初に掲げたことが本

当に良いのかどうかという私なりの疑問もあったりして、それはどうしたんだと言われますとね、や

ってませんという言い方しかないんですけれども、やはり時代と共にそうやって変わってきた、世代

が変わってきたからこういうものでいいのかということが中にはありますので、敢えて９０％位かな

というふうに申し上げましたけれども、あんまりこういうふうに申し上げますと、９０％という数字

が先に一人歩きするという問題もありますので、あんまり言いたくはなかったんですが、あえて言う

ならばそうかなという感じがいたします。 

○佐藤議長 １番 嘉藤均議員。 

○１番 嘉藤議員〔一般質問席〕 通告外と言いますか、ちょっと言いにくい部分での質問をさせてい 

ただいて誠に申し訳ありませんけども、引き続き質問させていただきたいと思います。ほんとに次の

１００年を見た時に、この５年、１０年というのが大事な年と言いますか、時期になっているのは間

違いないことでありますし、第５次総合計画でありますとか、また、さらには今の地方創生ですか、

置戸の町を繋げていくためにも大変重要な時期でありますし、町長の想いというのをお聞きしたくて、

今質問させていただきました。 

 確かにここに住んでいるというか、今、議場におられる方は、この次の１００年の時には、決して

生きている人はいないのかなとは思いますけども、少なくともやっぱり、この置戸の町を繋げていっ

て次の１００年というか、次の置戸の人達、先の置戸の人達のために、ちゃんとしたメッセージを発

信していかなきゃならないのかなというふうに考えていますけども、今、町長の中で９０％達成率あ

るいは全て思ったことができたわけでもないし、時によっては変わってくるというようなお話もあり

ました。 

 そういう時代、その時々で進んでいくことが重要だとは思いますけども、何かやはり自分の中には

１００年後の置戸町民へ伝えたいなというメッセージも持ってますし、また町長の方でそういう想い

があればお聞かせを戴きたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 非常に抽象的になりますけれども、そうですね、やっぱりお互いがお互いを大事 
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にする町というのか、私はそこだと思ってます。それにはやはり、日常的な会話と言いましょうかね、

まさにコミュニケーションなんですが、そのことをきちっとできる、そういう町なんだろうなと思い

ます。 

 先程、佐藤議員にもちょっと申し上げましたけれども、やはり４０％を超える高齢化率というもの

を、若返りを図ろうじゃないかというお話もちょっと口幅ったい感じというのか、言い過ぎちゃった

かなという思いもないわけではないんですが、やっぱり若返り図りたいというのは絶対あるんですよ。

しかし、町が若返ったからあるいは町に住んでいる人達が若返ったからそれで本当に良いのかという

ことになると、これまた別だと思うんですね。 

 そこにはやはり冒頭申し上げた、本当に人と人とがきちっと会話をできるコミュニケーション力と

いうものを高めることができる町にできるかどうかだと。これなくして若返ったからいいなんてこと

には私はならないと思っているんです。 

 ですから、これは日々の置戸町民個々がそのことを忘れることなく努力と言ったら大袈裟ですけれ

ども、そのことを意識しながらまちづくりに参画していくってことが重要になるんだろうと思います。

それは、５０年先であっても１００年先であっても間違いのないことだろうというふうに思ってます。 

○佐藤議長 １番 嘉藤均議員。 

○１番 嘉藤議員〔一般質問席〕 先程、佐藤議員の方からもありましたけれども、人口問題というこ 

とでは間違いなく減るのは、町長おっしゃる通りでありますし、第５次総合計画の後半ですか、最終

年には３，０００人という目標を持ってきましたけれども、実際には縮小するのはやむ無しというこ

とも考えますし、今後においても置戸町はずっと１００年、２００年繁栄していくことを期待しなが

ら、今いる私達が一所懸命やっていきたいと思いますし、これからも町長にもそういうリーダーシッ

プを取っていただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。 

○佐藤議長 ４番 岩藤孝一議員。 

○４番 岩藤議員〔一般質問席〕 それでは一般質問を行いたいと思います。前段で細川議員あるいは 

佐藤議員、また嘉藤議員と、大変大きなところから大きなテーマで一般質問をしておりましたけれど

も、自分の一般質問はとても具体的と言いますか、細かい質問になります。 

 何か少し引け目を感じているんですが、そんなことを踏まえまして、以前も町長にこの一般質問の

中で言ったことがあると思いますけれども、行政用語で検討しますということは基本的には行わない

ことだと。また、そういうことを受けて伊達市議会では議事者側が検討しますというように答弁した

ことについての検証を議会に報告するというような条例を作ったというようなことも、以前にこの一

般質問の中でお話をしたというふうに思っております。 

 そんなことを踏まえまして、昨年の６月の定例議会において、地域間バスの運行開始、そういった

ものを考えてはいかがかというような質問をいたしました。その時の答弁としては、１００周年の記

念の年の事業として位置付けて運行開始してはいかがかというような質問をしたわけですが、町長の

答弁としては１００周年の時期とはいかないまでも、その次の年ぐらいには、平成２８年になるんで

しょうか、その当初ぐらいには地域間バス、そういったものの運行をしたいというような答弁をいた

だいております。 

 今年度、昨日、先日ですか、新年度予算の説明がありました。その予算の中にも、この地域間バス、
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仮称ですけどもそれについての予算組みは全くありませんでした。この通告書を出した後に、総合計

画の後期計画、案ではなくて現実、実際の計画書という形で提出されたわけですけれども、その中に

は基本計画ですね、その中にはある程度、文言として書き込んであったというふうに、ザッとしかま

だ見られていないので、詳しいことは言えませんけれども、そういった中でやるのかなというふうに

は思っていますが、昨年６月の答弁、２８年度の初め頃にはということで、僕自身とても期待してい

ましたので、その当たりどういうふうになったのかお伺いしたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 地域間バスの運行についてということでありますが、できるだけ検討するという 

言葉は、飲み込むようにしたいなというふうに思ってますが、ちょっと途中経過みたいな形になるか

も知れません。しかし、昨年の９月の定例議会の時の議員からの質問に、平成２７年度中には方向性

を決定したいというふうに申し上げております。今、検討している内容について、どういう検討をし

たのかっていうことを先に申し上げたいと思います。 

 置戸における交通手段というのは、ご承知のように公共交通機関の北見バスによる運行、この他に

スクールバスによる通学の児童生徒。それから、通院患者の輸送と言いましょうか、それと高齢者や

障がいを持つ方に対しては、基本料金を助成するハイヤーのチケット、この交付でありますが、ある

いは介護輸送サービスとしてのさわやか号の運行ということがございます。 

 これらの利用状況について最初に申し上げたいと思いますが、スクールバスは５台ございまして、

９８名の児童生徒が利用しております。１台あたりにしますと約２０名ということになろうかと思い

ます。また、患者輸送車でありますが、老人ホームを含めて町内５つの路線で週１回から２回の運行

ということになっております。老人ホームを除く各地域の一回あたりの利用者については、最高で８

名、平均で約４人ということになっております。これは昨年の１０月の時点での調査結果であります。

また、ハイヤーチケットの利用者につきましては高齢者で２５人。障がいのある方で２０人。また、

さわやか号では４３人ということになっております。これは平成２５年度の実績あります。 

 利用状況について申し上げたわけでありますが、通学バスを除きまして、いずれも高齢者あるいは

障がいを持つ方の通院を主な目的として運行しております。 

 そこで、課題は高齢者の方を中心に、どのような利用ニーズがあるのか、また現状の交通手段の中

で利用対象範囲あるいは助成額の拡大、そういうことをすることで、このニーズで応えることが可能

かどうかっていうことも含めて、今いろいろと検討している、あるいはどういう方法がいいのかって

いうことを、今、いろいろと考えているというか、まさに検討しているという状況であります。 

 したがいまして、平成２７年度においては、新年度においてはニーズ調査と患者輸送車の利用対象

者の拡大と言いましょうか、これらを試験的に行った上で、置戸町の実態に合った交通手段の選択を

していきたいというふうに考えております。関係予算でありますが、議員からもお話がありましたけ

れども、このニーズ調査あるいは患者輸送車の拡大について、現行予算で対応できるものについては

対応していきたいというふうに思っていますが、このチケットの交付事業等を拡大すると言うような

ことについては、場合によっては追加予算が必要になりますので、その時には改めて相談を申し上げ

たいなと言うふうに思います。 

 本当は何処にいても手を挙げたら停まってくれるような、しかも置戸の農村地帯まではなかなか難
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しいですけれども、町の中での部分で言えば、手を挙げたら止まってくれるというような、言ってみ

れば自由なバスが運行できれば一番良いんでしょうけれども、なかなか申し上げたような現状運行し

ている部分での整理だとか、そんなこともありますので、もう少し時間を貸していただきたいなと、

そのように思っています。 

〇佐藤議長 ４番。 

〇４番 岩藤議員 ２７年度中にもう少し置戸町に即した実施って言いますか、調査を行いたいと。そ 

れで、置戸町としてどういうものがいいのかというようなことを検討してみたいというような答弁だ

ったと思います。と言うことは、仮にこの調査の結果として、現段階の先程町長言われたスクールバ

スの運行あるいは障がい者、それからハイヤーのチケットの交付ですとか、今までやっている事業で

当面いいんじゃないかと。賄えるんじゃないかというような結論に達するということもあるというこ

とでしょうか。 

〇佐藤議長 町長。 

〇井上町長〔登壇〕 それもないというふうには申し上げるわけにはいかないと思うんです。先程も申 

し上げましたけれども、通学児童生徒という部分についてはスクールバス５台保有してますから特段

の問題はないと思います。ただ、特に高齢者だとか障がいを持っている方々の移動と言いましょうか、

こういう部分についても、人それぞれ、利用者それぞれによって考え方も違いがあると言うことです

ね。ですから、ハイヤーのチケットを交付するという、この問題も、今を基本にして拡大をしてくれ

れば十分だっていう人もいると思うんです。それから、もう少し違った部分で病院に通院するとか、

そういうことは別にしても、置戸の町の中でいろんな行事、イベントをやっている中に来たいという、

その時になかなか交通手段としてないんだというふうに考えた時には、先程来申し上げましたけれど

も手を挙げたら停まってくれるような自由なバスがあったら、自分にとって便利なのにねっていう思

いはあると思うんですよね。その辺のことを少し整理しなきゃならないなというふうに思っておりま

すので、先程そのように申し上げたわけです。 

〇佐藤議長 ４番。 

〇岩藤議員〔一般質問席〕 結論次第でどうなるのかなというふうに、去年の答弁と違ってきているの 

で不安になってきているところなんですが、平成１９年１０月に施行された地域公共交通の活性化及

び再生に向けた法律というのが施行されていますけれども、これを読むと、地域間バス的なものは、

こういった田舎の地方の町では非常に作りやすいというか、施行しやすいというか、そういう状況に

なったのかなというふうに思います。 

 また、先程来佐藤議員、細川議員の中でも出てきてますけども地方版総合戦略、いかに人口を減ら

さないか、そういったお話の中で町長は安心して暮らせるまちづくりというような言葉も出されまし

た。そういう意味からすると、やはり高齢社会を迎えた中で、住んでいる人々が本当に安心して便利

に暮らすためには、今までの地域間的な交通手段、インフラだけでは足りないんだというふうに思う

んですよ。 

 ですから、地域間バス的なものの創設をしたらいかがでしょうかというような質問をしたわけです

が、そのあたり前向きに、現状のまま足りているからいいんじゃないかというような結論に至らない

ような方法で考えていただきたいと思いますが、町長いかがですか。 
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〇佐藤議長 町長。 

〇井上町長〔登壇〕 先程来と言いましょうか、申し上げていますが、年齢をかさむことによって、今 

までは車を運転できたんだけれども、車の免許を返上したということになりますと、目的地に行きた

いんだけれども、なかなか行けないというようなことが、少なからず町民の人達の中にはあるんだと

いうふうに思っています。ですから、現状だけを整理すればそれでいいというふうには思ってません。 

 今、申し上げたような、新しく免許を返上することによって交通手段と言いましょうか、自分が求

める場所にいきたいといっても、なかなか手段として困るんだという、新しいテーマも当然ながら出

てきておりますので、そうした部分も合わせもって、先程来申し上げてきていること、合わせてどう

いう方法が一番、特に高齢者の人あるいは障がいを持っている人、そういう人たちにとっていいのか

っていう、その結論を生み出していきたいなと、そういうふうに思います。 

〇佐藤議長 ４番。 

〇４番 岩藤議員〔一般質問席〕 先程来、何度も何度も出てます。まち・ひと・しごと創生法、定住 

対策とか、そういういろんなことが出てきましたけれども、この置戸の町の中に安心して住むために

は、町長言われましたように、免許証を返納した高齢者の方が安心して暮らせるようにということが、

これからどんどん出てくるのかなというふうに思います。 

 先程、町長、地方版総合戦略策定にあたっては、置戸町としてはこんなことまでやるのかと、そう

いうような言葉を出されて、そういう大胆な計画を練らないことには、この地方版の総合戦略という

ものは、上手くいかないんじゃないかというようなことを町長言われておりました。そういう意味を

含めますと、総合戦略の中に、この計画を作るにあたっても、地域間バスというのは、もしかすると

上手く入り込むことができるのかなというふうにも思ったりもするんですが、メニューが具体的に出

てきていませんので、これが適合するかどうか分からないんですけども、もしこう言ったことの積み

重ねが地方の活性化に繋がるんだということであれば、この地方版の総合戦略、平成２７年度で作る

わけですけども、その中にこの地域間バスというものも盛り込んでいただきたいなというふうに思い

ますけれども、町長いかがでしょうか。 

〇佐藤議長 町長。 

〇井上町長〔登壇〕 どういう形にするのか、いわゆる町内に走る町の公共交通機関としての交通網を 

どういうふうに描くのか、それによってはかなり響く要素にはなるんだろうなというふうに思います。 

ただ、やっぱり私共心配するのは、つくった時にはそれなりにお金よこすわけですよ。だけど、数年

経ったらもう知らないよというのが、大体今までも十分経験してきていると思うんですよ。しかし、

我々はそういうことも含めて、国からくるお金がなくなったからもうやめますというわけにはいかな

いということですよ。 

 だから、この、まち・ひと・しごと創生法に基づく計画はきちっとしたものを作りますけども、そ

れより先に向かって、きちっとしたその事業が延長してずっとやっていけるかどうかっていうことも

腹決めしておかなきゃならないっていうことですよ。ですから、その創生法と言われる部分の５年間

だけの事業をやればいいと言う、少なくても町を預かっている者は、それではいかんというふうに私

は思っているんですよ。しかし、間違いなく高齢社会は続きますから、ですから、こういう小さな町

の中でそういう人たちが安心して生活するためには、してもらうためには、どう交通手段というか、
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そういう問題についても、どういう形が一番望ましいのかっていうことをみんなで議論して、そして

やっていくべきことだろうなというふうに思います。 

 先程来申し上げてきていますが、本当に望ましい形っていうのが、手を挙げたらいつも私のとこに

はバスが停まるんだと。しかも行きたいところまで行ってくれるんだと、これが間違いなく理想だと

思います。その理想にできるだけ近づける、こういうやり方ができないものなのかっていうことも含

めて、今の現状を合わせて整理をさせてもらいたいということであります。 

〇佐藤議長 ４番。 

〇４番 岩藤議員〔一般質問席〕新しい事業を立ち上げるということは、新しい仕事がまた町内に出来 

上がるということでもあると思います。従来の運転手さんの雇用ということ、プラスアルファで、こ

の地域間バスというものができれば増えるのかなということもありますので、そんなことも雇用創出

ということも加味して、この地域間バスというものを、町長言われるように、何処で手を挙げてもみ

んなが乗れると言うようなことで、実現できれば本当にいいことだなというふうに思いますので、早

期の実現をお願いして僕の一般質問を終わりにしたいと思います。 

〇佐藤議長 ６番 石井伸二議員。 

〇６番 石井議員〔一般質問席〕 それでは通告にしたがいまして町長にお伺いをいたします。町では、 

置戸高校生徒に対して給付型奨学金、「福祉の夢」サポート事業を２８年度から実施のため準備を進め

ております。この点につきましては、先程、細川議員の方から質問で、内容についていろいろと詳し

く答弁をいただいておりますが、これは全国都道府県社会福祉協議会等が行っておりました介護福祉

士等修学資金貸付制度が高校生に対象にならないということで、町独自の給付型奨学金として、以前

から声が挙がっておりました、政策の実現でありまして、大変いろいろな面で期待をしているところ

であります。 

 また、このお話があった時には町内の福祉現場から前倒ししてでも人材確保のためにやってほしい。

それだけ人材確保に苦労されているわけですが、細川議員から譲っていただいた質問といっていいの

かも知れませんけれども、年度途中の実現というのは、非常に難しいのかなと。そう思いながらも２

～３年生からの途中学年から実施する考えはないかどうかをまず伺います。 

 また、国では地方就職・就労のために奨学金返済支援を、まち・ひと・しごと創生総合戦略に盛り

込む考えを示しております。この点についても、先程細川議員の質問の中にもございましたが、「福祉

の夢」サポート事業の源資ですとか、既存の町の人材育成基金を利用した小学生が、国家資格、また

それに順ずるもの、例えば、医師ですとか薬剤師、保健師、いろいろあるわけでありますが、そう言

った資格を習得して、町で就職した場合、例えば、奨学金の返済免除、また減免といった制度改革が

可能ではないかと思いました。 

 また、これらの方針を町の執行方針にも書かれております、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略、

そう言った町の計画に盛り込む考えはないかどうか。さらには、こういった国の戦略を利用して、就

職時の際の準備金を用意するですとか、佐藤勇治議員が強く言っておりました、就労者専用の住居の

整備等、奨学金とはまた別立てに制度をつくって、これらからの置戸町の人材確保、人口減対策をし

ていく考えはないかどうか、お伺いいたします。 

〇佐藤議長 町長。 
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〇井上町長〔登壇〕 奨学金返済支援制度と言いましょうか、利用した人たちの人材確保ということに 

なろうかというふうに思いますが、平成２８年度からの事業開始に向けて準備を進めております、給

付型の奨学金、いわゆる「福祉の夢」サポート事業の制度創設に向けての考え方あるいは制度の概要、

さらに在校生、２年生、３年生ということになりますけども、この人たちに対しての、言ってみれば

前倒しでの実施についてというご質問でありますが、２８年度からスタートする分については、先程

来、お話してきている内容でもありますし、特段、ご説明する必要はないかというふうに思います。 

制度の拡充による在校生、２年生、３年生でありますが、この実施についてということにつきまして、

老人ホーム等の現場の強い要請もございますので、前向きに考えたいというふうに思います。検討す

るというのは、検討をやらないというふうに等しいという言い方をしてますから、検討するというふ

うには申し上げませんけれども、前向きに考えたいというふうに思っています。 

 問題は、基本的にやろうというふうに思っていますけれども、問題は、どういう仕切りと言いまし

ょうか、これにはいろいろと検討しなければならないということになろうというふうに思っておりま

す。人材は安定的に確保したいというのは先程来お話してきてますので、そういう意味では一年でも

早くという現場の声もありますので、やりたいなというふうに思っています。 

 次に奨学金の返済支援制度でありますけれども、現在、国の方と言いましょうか、都道府県単位で

実施をされ、また、対象者の要件等というものについては、基金の造成者が設定をするんだというふ

うに言われております。現時点で詳細というのは不明な点が多いわけでありまして、対象者は大学生

等ということになっておりますので、高校生への拡大というのは、今の報道されている部分でいくと

難しいのかなというふうに思わざるを得ません。 

 そこで本町の人材育成基金による奨学金の制度改正ということになるわけでありますが、国の総合

戦略とは別に、この「福祉の夢」サポート事業等、他の奨学金制度との整合性っていうのは勿論検討

しなければならない、図っていかなければならないというふうに思ってますが、定住促進あるいは雇

用創出、そうした視点から見直しをしたいというふうに思います。 

 ただ、議員がおっしゃられた看護師さんとか保健師さん、いろいろ挙げられましたけども、何処ま

で広げられるのかっていうのがあると思います。勿論、農業者だとか、当然と言うか、林業者だとか

にも出てくると思います。そうした人たちも同じ俎上に上げて、テーブルに挙げて議論をしなければ

ならないというふうに思いますし、それは当然のことだというふうに思います。 

 先程、岩藤議員の質問に対してもお答えしましたけれども、何もかにも総合戦略に乗せたら、国の

方からお金が来るという、この保証は何処にもないんですよ。だけど、作ってこれを公にするという

以上は、町としての責任は当然ながらありますので、十分な議論がそこには必要なんだろうなという

ふうに思っています。 

 しかし、はっきり言えることは、２７年度で策定する、この地方版総合戦略の中での定住促進ある

いは人材確保というものについて大きな関わりを持ってくる事業でありますから、私は間違いなくこ

の戦略という５年の計画の中の大きな柱というふうに考えております。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。 

  午後３時から再開します。 
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休憩 １４時４４分 

再開 １５時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

  ６番 石井伸二議員。 

○６番 石井議員〔一般質問席〕 休憩を挟みまして、この後どうなるかというところなんですが、私 

が申し上げている部分におきましては、町の人材育成基金を使った小学生に対してのお話ですが、こ

れは優秀な人材を流出させない。言い方は悪いですけども、囲い込みと言いますか、これが学生本人

にとってどうなのかということもございますけども、就職の際は実家等があれば家の心配もすること

もないのかなと、ちょっと話は反れますけども、前回と言いますか、この前行われました、町民憲章

大会の講師の方が言っておりました、保健師の資格を取る割合が低いと言うことは、当然不足すると。

地域福祉に大きな影響が出るのではないかというような心配をされておりました。 

 実際置戸町の、特に福祉センターということになりますが、こう言った保健師等の有資格者、専門

職の補充というのは、今後続けていかなければならない。執行方針にもありますけども、例えば、消

防の分野であったならば、救命士と言った部分の補充もしていかなければならないと。今まさに、置

戸の人たちと言いますか、子供たちに対して、人材育成のための投資が必要な時期ではないかと、今

強く思っているところであります。 

 先程から国の総合戦略において、丸々自治体にお金がおりてくるというふうには当然のことながら

思っておりませんが、今なけなしの基金であっても、投資のために使っていくという決断を迫られて

いるのではないというふうに思うのですが、町長いかがでしょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 人材への投資ということにつきましては、全く異論はありません。あらゆる分野 

における人材を確保していくっていうのは、とても大事なことだというふうに思っております。 

まちづくりに当たって、そうした人材のことについては、当然ながら考えなければならないというテ

ーマだというふうに思っています。特に、保健師さんなんかっていうのは、保健師に限らないんです

けれども、なかなか地方の方に来てくれないというのが現実です。 

 先程、町民憲章推進大会の時の講師の先生のお話もありましたけれども、そういうコースの方に進

んでも、看護師さんなんかもそうですけれども、少なくてもそういう学科を目指して入学するんだけ

れども、卒業生の４分の１ぐらいしかそういう道に進まないとか。保健師を必要とするならば、１年

以上も前から個人個人に、例えばあなたは１年後には置戸町のこういうところにいくんですよって言

う、それを頭から離れないぐらい言っておかないと、なかなか成就しないと言うか、実現しないと言

うようなお話もありましたけれども、総体的なことで言えば、限りなくそういう人たちは、都会の方

にって言うか、大きな都市の方での就職を目指していると言うのか。 

 したがって、なかなかこういう小さな町のところでは、平たく言えば働きたくないと言った方がい

いんでしょうか、そういうのが現実だということであります。そうした意味では先行投資的に人材を
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確保する、そうした制度を考えていかなければならないというのは、先程来お話をしてきております

介護福祉士の問題の延長線上に、今議員からいろいろと職種、いろんな分野のお話がありましたけれ

ども、その分野についても、そういうような考え方って言いましょうか、方法を考えていかざるを得

ないんだろうなと。何処までやれるのかっていう問題も勿論ありますけれども、そんなふうに考えて

いるところであります。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 石井議員〔一般質問席〕 非常に言い方は悪いんですけども、是非とも足かせ制度を創設して 

いただいて、人材確保に努めていただきたいというふうに思います。以上で、私の質問を終わります。 

○佐藤議長 ３番 高谷勲議員。 

○３番 高谷勲議員〔一般質問席〕 通告にしたがいまして町長に一点、教育長に一点質問させていた 

だきたいと思います。まず、町長にお伺いしますが、置戸町における新規就農のための研修牧場の検

討についてということで、置戸町の畜産農家は現在５０戸を割るところまで減少しております。 

 置戸町における大切な基幹産業であり、これ以上の減少を阻止するための方策として新規就農があ

ります。これまでに新規就農は常盤地区と拓実地区の２軒にとどまっております。新たな就農者を養

成する手段として、研修牧場について検討してはどうか、お伺いをいたします。 

 現在の置戸町の農家戸数は１０９戸です。後継者がいる経営者は３４戸と。５０歳代以上、５０歳

代の農家は３８戸。６０歳代は３４戸と。７０歳代は２戸というふうになっております。その内、後

継者がいるのは、３３戸。４４．６％にとどまっております。その中で、５０歳以上の酪農家は３６

戸で、後継者がいるのは１８戸と、５０％にとどまっております。 

 昨年、私たち議会では管内所管事務調査で浜中町の新規就農研修と、それから別海町にあります酪

農研修牧場を視察してまいりました。浜中町の就農者研修牧場では、平成３年に町と農協が出資をし

て新規就農者を養成する全国初のトレーニング牧場が開設してスタートいたしました。 

 これによりまして、酪農の担い手を育てるシステムを確立して、平成２５年までに３６組を就農さ

せ、現在１９２戸の搾乳農家の２割を占めるまでになっております。研修期間は３年～５年で、夫婦

で月額２５万を支給、住宅と生活費の保障を行いながら就農のための研修をしております。 

 また、別海町では、酪農研修牧場では平成８年、別海町と町内３農協と別海乳業公舎が出資をして

設立をしております。現在までに６３戸、１２５人の就農者を輩出しております。現在は人材確保を

目的に新規就農者の発掘と後継者の育成、酪農ヘルパー養成を行っております。特に、新規就農希望

者は３年間を原則に総合職で１７万円。専門職で１３万円支給されておりまして、夫婦ですと３０万

円支給され、住宅も貸し付けられております。 

 置戸町におきましては農業形態の違いはありますが、人材育成のための施設や施設の検討や異業種

との連携による新規参入、さらには研究機関、補助機関等との連携、そして北見市あるいは訓子府町

等の共同の上で、きたみらい農協との連携を図りながら牧場の検討はなされないのか、町長にお考え

を伺います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 新規就農のための研修牧場の検討についてということでありますが、議員の方か 

らお話がありましたけれども、本町における酪農家は５０戸を割りまして現在４９戸であります。 
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議員の言われる通り、酪農家の減少を食い止める方法の一つとして、新規就農制度があるということ

は事実でありますし、本町においても平成１４年の３月に置戸町新規就農者支援育成条例というもの

を制定しまして、今日までいろいろと取り組んでまいりました。 

 その結果、平成１５年に常盤地区、平成２２年に拓実地区と計２名の方が新規就農され、それぞれ

の地域において立派に酪農経営をしておられます。この２名の新規就農者が多いか少ないかっていう

ことは別にいたしまして、酪農を志す人にはこの初期投資に多額の資金が必要なことから、酪農への

新規就農希望者っていうのが、減少傾向にあるということであります。そうした状況を考えますと、

検討している数字かなと言うふうにも思っております。 

 ご質問の研修牧場の検討についてでありますが、北海道農業に多大な影響が予想される、現在のＴ

ＰＰ交渉という大きな問題を抱えておりまして、大変厳しい農業情勢の中で、この莫大な資金がかか

る研修牧場というのを検討するには、ちょっとハードルが高いんじゃないかなというふうに申し上げ

なければならないというふうに思っております。 

 研修牧場を全面的に否定するものでは勿論ありませんけれども、置戸町としてのこの新規就農者の

育成というのは、かなり高い支援と言いましょうか、支援策になっているというふうに思いますし、

町内の酪農家の皆さんとの関わりというものを通して人間関係を築きながら、この酪農技術を習得し

ているというのが置戸における状況だというふうに思います。 

 私は、基本的に上手くいっていると思っています。新規で就農したから成立したものと言うよりも、

その後に、いわゆる隣で同じような酪農を経営している人たちから、いろんな形で、技術の問題もそ

うですけれども、いろんな形で応援してもらえるような、そうした人間関係がそこに存在していない

と、なかなか上手くいかないものだろうなというふうに思います。これらは、彼ら自身も言っている

ことでありますので、その辺のことは大事にしていく必要があるんじゃないかなと言うふうに思って

おります。 

 農業経営の効率化あるいは安定化、さらに後継者の問題、また労働不足といった課題解決を目指し

て、農業の協業法人化と言いましょうか、これに取り組んでいかなければならないというふうに思っ

てますし、今年中に勝山地域の方で、これは耕種農家ですけれども、１５戸ぐらいになると思います

が、この人たちによる協業法人化と言いましょうか、がスタートするようになるだろうと思います。 

 おそらく規模からしても全道的にないと思います。それぐらい規模が大きいと思います。勿論行政

としても応援したいというふうに思っていますし、関係する１５戸ぐらいの農業者の人たちも、かな

りの決意と言いましょうか、そういうことを持ってスタートしていくだろうというふうに思っていま

すので、行政としても支援したいなというふうに思っております。 

 こうした取り組みということが酪農家の人たちにも、いわゆる協業組織と言いましょうか、そんな

ことを展望していったらいいんじゃないかなと。私はある種、耕種農家っていうよりも、むしろ酪農

家の人たちの方が前向きに考えてみたらいいんじゃないかなと、そのように思います。具体的な動き

が出てくれば、また行政としても応援していきたいなと、そんなふうに思っています。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 高谷議員〔一般質問席〕 研修牧場の部分については非常にハードルが高いというのはよく承 

知しているところであります。例えば、今の別海の研修牧場においても、国の資金を使って、国の資
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金５億円、それから町、農協、それらの資金が１０億円。牧場自体１５億円ぐらいの資金がかかって

いると。国の縛りがあるので、非常に建築基準なり、そういうものが縛りが大きいものですから、か

なりコスト的には大きな負担が起きてくるということですし、現状からいきますと研修施設部分によ

る負担が非常に大きいと。大体３，５００万円から４，０００万円ぐらい、牧場自体も年間３，５０

０万円か４，０００万円ぐらいの利益が出ているんですが、そういうところにかかる負担が非常に大

きいというところで、結果的には５，０００万円程度の、町なり農協からの出資がないと継続してや

っていけないというような状況なので、そういうものも含めて考えると、ハードルはかなり高いなと

いう思いはありますし、地域性から言うと、この地域で、農協当たりでそういう働きかけをしても、

なかなか話には乗ってこないかなという思いもあります。 

 新規就農の支援に対する手厚い助成というか、支援は置戸町は非常に高いなというふうに思ってい

ます。１戸当たりにすると約２，０００万円ぐらいの支援があったんだと思いますけども、現状、今

酪農を新たに立ち上げていこうとすると、８，０００万円から１億円近い、そういう資金が必要な、

そういう産業ですから、なかなかそこに思い切って入ってこようとする人たちは、そう多くはないと

いうふうに思うんですが、是非、今ある酪農家の離農を少しでも減らす、そういった手段として、そ

ういうことも少し考えていかなければならないかなというふうには思っています。 

 そこで、平成２６年の農業生産、置戸町の農業生産の中でいう畜産部門で言うと、２６億円ぐらい

ですね、平成２６年度。対前年比で１億３，０００万円ぐらい生産は上がっておりますけども、年度

末の組勘の整理でいくと、酪農家で約４戸が平均で４７０万円ぐらいの借り入れをしているというこ

となんです。そこで、酪農をずっと続けて来て円満に卒業する方はいいとしても、今後先に向けては、

今の現状からいくと、置戸の階層別の中でも、Ｄランクっていうランクの酪農家はいなくなりました

けれども、極めてＤに近いような階層の人たちは、先に向けて離農を決意するような事態も、場合に

よっては出てくるんではないかなと。それを手をこまねいてじっと見ている、そういう手段はどうな

のかなという意味で、一つの手段としては、こういう方法もあるのかなということなんです。 

 特にそういうところに新規就農として入ろうとすると、かつて何十年も酪農をやりながらも経済的

な理由でね、生産的な条件、施設的なものも含めてそういう条件の中で営農を続けてきた人達でさえ

も離農を考えざるを得ないというような状況のところに新たに入り込もうとするんであれば、そうい

う知識なり、技術なりが十分備わっている人達であると、やっぱり同じ道を歩んでしまうような、そ

ういう心配があるとすれば、やっぱりそういう研修の施設、知識を高める技術を高める、まあそうい

う施設を置戸町が独自で持つことは難しいとしても、近隣の町村なり、そういうところと連携を図り、

農協を抱き込みながらそういう施設を検討する機会があってもいいんでないかなと、そういう想いが

ありますので、是非その辺は、先に向けて置戸がですね、発信者になって働きかけをする機会を持っ

てはどうかとそういう思いがありますので、再度町長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 議員の皆さんが視察された別海あるいは浜中いずれも酪農が基幹産業と言いまし 

ょうか、中心になってる町でありますから、ある種いろんな形で支援するのもしやすいのかも知れま

せん。ある種、酪農に特化して応援するんだというふうに腹決めもできるのかも知れません。  

 ただ、置戸の町はそういうような構成にはなってないということを、まず考えなければならないと



 96 

いうふうに思います。したがって、酪農に対する支援にしても、これはある種限界があるんだろうな

というふうに思わざるを得ません。このことは、この北見地域全体にも言えることなんだというふう

に思います。 

 そうした中で、研修牧場なり研修施設をというのは、先程も申し上げましたけれども、そう簡単な

ことではないなというふうに思います。私は酪農家の人にも、この協業法人と言いましょうか、こう

いうものを考えたらいいんじゃないかというのは、やっぱり大きくは労働力と言いましょうか、労働

の問題です。経営という部分については、もう長く経験してきてますから行政と言えども口幅ったい

ことは言う必要性は全くないと思います。ただ問題は労働力が十分間に合っているのかどうかという

ことがあると思います。同時に、施設そのものも古くなってきてどうなのかと、こうした問題はある

と思います。 

 ただ、先程もちょっと申し上げましたけれども、いわゆる技術を高めるとか、そういう部分での敢

えて研修施設というのが本当に必要なのかどうかというふうに思わざるを得ません。置戸ではご承知

のように釧北牧場のところに育成センターを作りました。いろんな形で町も応援しましたし、近隣の

北見市、訓子府町も、一定程度の支援もしたというふうに思います。そうした意味では、置戸町がこ

の酪農という問題について決して小さなものではないという、私は一つのメッセージを送ったつもり

です。そうした意味で、あそこの保育育成センターは頑張ってくれているというふうに思います。で

すから、あそこにある公共牧場である釧北牧場も、更に有効な形で必要とあらば、私は開放していく

考え方を持ってます。 

 まだ今のところ、そういう状況がないと言いましょうか、一定程度の面積についてお貸ししてます

から、それで今、間に合ってるんだというふうに思いますけれども、将来にわたって、あの保育育成

センターがもっともっと大きくなってくるんだとすれば、当然ながら採草地だとか放牧地だとか必要

になってきますので、そういう部分での積極的な支援はしていければなと、むしろそういうことに期

待をしているところであります。 

 いずれにいたしましても、少し触れましたけれども、酪農家の部分について言えば、やっぱり酪農

家の人達自らこの労働形態と言いましょうかね、これで本当にいいんだろうかと、私は少なくともこ

の後継者と言いましょうか、担い手、酪農家を次担ってくれるような人、そういう人を考えた時には、

やっぱり今の形態ではなかなか人は来てくれないじゃないかと。たまたまそこで生まれ育ってきたか

ら、これは父さんの跡継がんきゃいかんのだなというふうに日常生活の中でそういうふうに教育され

てきているから、割と自然といくのかも知れないけども、例えばサラリーマンの人を酪農家の後継者

なんていうふうに考えた時には、やっぱりもう少し労働形態と言いましょうか、こんなことが改善さ

れないとなかなか期待するような人は集まってこないんじゃないかと、そういう意味のことも含めて、

この協業法人化なる形と言いましょうか、いろんな形態あると思いますけれども、そう言うことを考

えていく必要があるんだろうということで申し上げました。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 高谷議員〔一般質問席〕 先程、ちょっとこの勝山地域で１５軒による法人化という話が話の 

中で出てきましたんで、その部分についてちょっとお話をしたいというふうに思いますが、特に高齢

化が進んでいる地域なんですが、その中でも若い人達がある意味一つの法人を組んでですね、いわゆ
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る今の農地中間管理機構の縛りの中でね、土地がスムーズに次の世代に移行されて、そして活用され

ていく手段としてこの方法はすごくいいなと思ってます。 

 １５戸という４６０町歩ぐらいだった思うんですが、非常に注目されている取り組みでありまして、

これがモデルケースとなってね、どんどんそういうものが進んできて、今、農地中間管理機構という

のはどちらかと言うと本州タイプで北海道にあまり合わないようなタイプのものですから、なかなか

取り組むとしても、いわゆる隣接していないと借りられないとか、そういう縛りもありますし、それ

から、割合の問題、２割を超さないと事業に乗れないようなそういうような縛りもあったりして、ち

ょっと北海道のタイプと似合わないなという部分があるものですから、なかなか乗り切れない部分あ

るので、今の法人化あたりで全てが隣接したそういう地域に当てはまるようにという部分も考え方の

中にはあるのだろうなというふうに思いますので、是非それは上手く成り立ってもらいたいなという

ふうに思います。 

 これを置き換えて、例えば今言われた酪農家の中での協業化の中でいわゆるコントラ事業で作業も

今も酪農ハーベスタ動いてますけども、さらにもっと効率的なもの、それから、秋田にありますＴＭ

Ｒでありますとか、そういうものは広がって品質が向上されて、さらに乳質なり乳量が上がるような

対策で既存の酪農家の質を上げていくということも一つの手段だというふうに思いますので、これは

これとして取り組んでいただきたいというふうに思います。 

ただ、やっぱりどうしても、さっき言ったように５０代、６０代の耕種農家含めても、農家の今の年

齢層のあれが６割を超えるぐらいのそういう割合になっているものですから、次の世代を考えていく

時にはやっぱり新しい血も入れながら、そういう方法も更に検討しながらやっていっていただきたい

なという思いがあります。 

 一つの例として研修牧場も出させていただきましたけれども、やはり置戸だけでも非常に難しい、

他の行政も農協も抱き込みながらっていう方法もなかなかこれは難しいことはよく分かっているので

すが、検討する値はあるのかなという部分で、先に向けてはその辺も少し考えていただきたいと。検

討はさっき何とかできましたので考えていただきたいと、そういう思いでありますので、既存の農家

をできるだけ減らさない方策を一つ考えていただきたいなと、自分も含めてそういう世代にいますの

で、先行きを考えるとね、以前にも嘉藤議員がそういう質問で、流動化の話で１０年後には１０００

町歩の土地が出てくるぞみたいな話もありましたので、それを有効に活用できる手段を検討して頂き

たいなというふうに思います。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 高谷議員〔一般質問席〕 それではですね、次の質問に移りたいというふうに思います。それ 

では教育長にお伺いをいたしますけれども、南ケ丘スキー場のリフトの改修計画と圧雪車の更新計画

についてお伺いをしたいと思います。南ケ丘スキー場は、現在スキー場の現在のリフトは平成３年に

設置をされてから２３年が経過をしておりまして、昨年には電気系統の不良による数日間運行停止に

なることがありました。経年の劣化による故障でありましたが、基盤の不良でありまして、同一の部

分が確保できず、似たような部品を一部改良して、間に合わす対策で運行されております。 

 今のところはその後故障もなく運行されていますが、いずれにしても当面の対策ということで、今

後においては大幅な改修が必要に思います。第５次の総合計画の後期計画では、リフトの電動機の更
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新、油圧ユニット、制動ユニット、改修とあります。 

 平成２８年の事業計画になっておりますが、具体的な内容について教育長にお伺いをしたいと思い

ます。また、本年度は圧雪車の油圧系統の不具合によりましてゲレンデ整備ができない状態になり、

臨時休業となりました。これも同じく５次総計の２９年の事業計画に圧雪車の更新計画が示されてお

りますが、以前に企画課長は総計の説明の中では可能性のある事業についてメニューに掲げてありま

すが、その内の何％が実現可能かと。そこが問題だとうふうに話しておりましたが、圧雪車の更新、

それからリフトの改修計画について教育長にお伺いいたします。 

〇佐藤議長 教育長。 

〇平野教育長〔登壇〕 南ケ丘スキー場のリフト改修計画及び圧雪車の更新計画についてですが、最初 

にご指摘のあった故障の状況について少しお話をさせていただきます。 

 昨年、平成２６年２月のリフトの故障ですが、制御基盤回路の故障からリフトの速度調整ができな

くなりました。そのために安全装置が働いてリフトを起動させることができなくなってしまいました。

基盤交換によって復旧しましたが、この基盤は既に製造中止になっておりまして、今後同様の故障が

生じた場合には、部品確保はできるかとても憂慮しているとこです。なお、営業休止は２日半でした。 

 次に平成２７年２月の圧雪の故障についてですが、圧雪車後部に雪面を攪拌するスノーティーラー

という部分がありまして、それを動かす油圧系統が故障しました。それで、不調部品の交換と調整を

行っております。営業休止は２日間でした。 

 次に総合計画の後期計画についてですが、リフトについては運行開始が平成４年１月７日で、既に

２３年経過しております。利用者が乗る部分の半期を始め、いろんな部品が既に製造中止や供給され

ていないものが数多くあります。そのため、平成２８年度に手動電気の更新、運転室操作盤、制動機、

減速機の改修を見込んでおります。さらに耐用年数や点検結果によっては、策動ワイヤーロープ等策

動部分の部品も交換していかなければならないというふうに考えておりまして、次期総合計画に計画

的に計上していく予定であります。 

 次に圧雪車ですが、平成４年３月に導入して２３年経過しております。定期的に交換を要する部品

については交換しておりますが、今年の油圧系統の故障等、年々修繕箇所が増えている状況です。そ

のため、使用開始から２５年が経過する平成２９年度を目処に、現在の使用機種よりは少し小さい機

種での更新を見込んでおります。ただ、リフト及び圧雪車共に故障の器具は年々大きくなっておりま

して、今後の点検整備を徹底していく必要があるというふうに思っております。 

 また、リフトの改修、圧雪車の導入については、それぞれ３，０００万円もの支出が見込まれてお

ります。ですので、スキー場の安全運行を基本に、利用者に支障を来たすことなく、できるだけ現行

施設を大切に長く使用していくような努力もしていかなければならないなというふうに思っておりま

す。 

〇佐藤議長 ３番。 

〇３番 高谷議員〔一般質問席〕 第５次の総合計画、２８年にリフトの改修、それから２９年には圧 

雪車の更新ということで、それぞれ事業のメニューに載っておりまして、それぞれ３，０００万とい

うことで、それもよく分かっております。 

 私も、あのスキー場が開設した時から関わりがございまして、当時の賑わいは今はそうないわけで
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ありますけども、今年の利用状況からいきますと、年間５回土曜日に開催をしております小学生と幼

児を対象にしたスキー教室。今年は連盟のそれぞれ教室に入っていただく方には連盟の登録をしてい

ただいているのですが、幼児と小学生含めて９０人ほどが今年は登録をしていただきました。非常に

現状の今の子供の数からいくと、多い数だなと言うふうに思っておりまして、スキー技術の向上に非

常に意欲があると言うことで、指導する側にとっても非常に嬉しい想いはあるのですが、今言われた

ように、施設が非常に２３年を経過して、各箇所、老朽化をしてきておりまして、これをできるだけ

長く使えるような状況を改修なり整備をしながら続けて頂きたいなと言うふうに思っております。場

所的にも非常に町に近くて、子供たちなり、一部高齢者の方も毎日毎日自分の健康のためにと言うこ

とで、スキーの愛好家も多いわけでありまして、他の似たようなスキー場から比べても、非常に愛好

家が多くて利用率も高いなと言うふうに見ておりますので、是非その辺は長く運行できるように整備

の方を進めて頂きたいなと、そのように思っております。 

 今、スキー場の整備の中で、リフトの方では、いわゆる電気系統だとか油圧系統、制動、それから

場合によっては、ワイヤーもと言うようなことでありまして、ワイヤーは大体１０年に１回と更新で、

ある程度の太さが必要なのですが、あのサイズにしてはですね。それが１箇所でも２箇所でもその基

準を下回った時には交換と言うことが基準で決められておりまして、もう既に１０年近くなっている

んだろうなと言うふうに思っています。あのリフトは、今シングルで動いているのですが、ペアでも

十分に対応できると言うか、基本的には、構造的にはペアリフト、ワイヤーとリフトの支柱の構造に

なっているわけでありまして、そこで一部利用者から、子供たちの利用の世代が、一番小さい子だと

３歳の子からリフトを利用している子がいます。あのリフトは一人乗りなものですから、下で乗せて

あげると上に着くまで、あそこで管理している人たちも手が出せない、途中で落下するような可能性

もある中で、３歳なり４歳の子供たちがリフトを利用していると言うようなものですから、先程言い

ましたように、一部ペアの搬器も既に製造されていないと言うふうに言ってましたけれども、例えば、

あそこ７１の搬器があるんですが、その内の１０個に１個でもペアで、構造的にいわゆる国の基準が

果たしてそれがどうかよく分からないんですが、要望としては、親子なり指導者が一緒に小さい子供

たちと乗ってあげられると安全に上まで輸送できると言うことで、そう言うことも改修に合わせて計

画できないかどうかって言うことで要望がありまして、その辺もお願いと言うか検討して頂ければど

うかなと言うふうに思っております。教育部局だけでは、その辺は決められない色々なことあると思

うのですが、是非それは検討して頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇佐藤議長 教育長。 

〇平野教育長〔登壇〕 スキー場の存続についてですが、私も子供のことを考えるのですが、今、小学 

校、中学校とも体育の授業で４時間ないし６時間、時間を使ってスキー授業をやっています。そう言

った意味でもなくせないと言うふうに思ってますし、今の話題になっている子供たちの体力の問題に

ついても、やはり冬は特に家の中に閉じこもりがちなので、外へ行っての活動を考える時に、スキー

場って言うのは、やはり一番大きな役割を果たすなと言うふうに思ってますので、決して私の中では、

なくしてはいけない施設だなと言うふうに思ってますので、引き続き存続の努力をしていく必要があ

るなと言うふうに思っております。また、リフト、シングルの部分についてのことですけれど、議員

がおっしゃられた通り、シングルの部分については、もう製造されていないということで、ゆくゆく
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は交換していく時には、ペアリフトで対応していかざるを得ないのかなというふうに思ってますので、

そこら辺も含めて検討させていただきたいというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

〇佐藤議長 ３番。 

〇３番 高谷議員〔一般質問席〕 度々検討という話が出てくると、それはどうだっていう話があるも 

のですから、前向きにと言うと、更にやらないというふうにとられても困るので、是非前向きに検討

していただきたいなと、そういうふうに思っております。私もスキーをする人間として、すぐ近くに

そういう施設があるということは、非常に幸せなことだなというふうに思っておりますし、かつて開

設当時の子供たちが、現在、幼児であったり小学生の子供を連れて、また、スキーをする姿を見てい

ると、これは是非残していただきたいなと、そういうふうに思っております。一部からは、仮に、置

戸町のスキーのリフトなり、そういうものが使えない状況が訪れた時には、他の町にスクールバスで

送って、それで体育の授業なんていうような話も聞こえたりするものですから、是非末永く使えるよ

うに大事にやっていただきたいなと、そういう思いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思い

ます。 

〇佐藤議長 これで一般質問を終わります。 

                                   

    ◎散会宣言 

○佐藤議長 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  お諮りします。 

  明日３月１６日は置戸町議会会議規則第９条第２号の規定により議会は休会にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認め、明日１６日は休会とすることに決定しました。 

  本日はこれで散会します。 

  ご苦労様でした。 

 

散会 １５時４８分 
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開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、４番 岩藤孝一議員及び５番  

細川昭夫議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

 事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○早坂事務局長 本日、議会から提出された事件は、次のとおりです。 

  ・意見書案第１号から意見書案第２号。 

  本日の説明員は、前日のとおりです。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 議案第 ３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予 

                  算（第１１号）から 

    ◎日程第 ８ 議案第 ９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計 

                  補正予算（第３号）まで 

               ７件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２ 議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）から日程第８ 

 議案第９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの７件を一括議題とします。 

  １２日に引き続き、議案の審議を行います。 

 〈議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）〉 

○佐藤議長 議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第１１号）。 

  １２ページ、１３ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款議会費。２款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 
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  １４ページ、１５ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １６ページ、１７ページ。 

  ４項選挙費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １８ページ、１９ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２０ページ、２１ページ。 

  ３款民生費、１項社会福祉費。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 民生費の臨時福祉給付金の５０３万の減額でございますが、１，５００万の予算を 

含んでかなりの額が減額ということなんですけど、実質的に対象者を抑えるというのは、税務の方の

守秘義務もあって、担当の方ではなかなか抑えきれない部分あるかと思うんですが、おおよそ対象者

のどの程度、何％ぐらいが今回の寄附金の給付の申請というか、これはあくまでも申請主義だから、

いりませんと言えばそれまでなんですけど、実行率と言いますか、その率をおおよそ科目としてそう

いうものがあれば知らせてほしいと思います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 今お話のとおり、対象者を仕分けするのが非常に難しくて、今回の見込 

んだ当初予算の方では、１，１５０人を見込んで予算を計上しているわけでございますけども、その

中に２５０人ほど特定扶養の関係の人数も見込みまして、大幅に見込みの増になったと言うことでご

ざいます。当初の１，１５０人を実績の７１８人で割り返しますと、実績が６２．４３％、６２％が

今回申請を頂いた実績と言うふうになります。今回は、先程言いましたとおり、２５０人ほど特定扶

養の人数を課題に人数を見込み過ぎた分、それから、今回の給付金については、課税された、町民税

課税の扶養になっている方の分も対象にならないと言う部分ございまして、なかなか対象者の人数の

把握に非常に難しかったと言う部分がございまして、この実績になったと言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２２ページ、２３ページ。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２４ページ、２５ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２６ページ、２７ページ。 

  ２項児童福祉費。４款衛生費、１項保健衛生費。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 認定こども園等運営に要する経費なんですが、説明を聞き漏らしました。もう一度 

 説明をお願いいたします。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 それでは、認定こども園等運営に要する経費、１１２万７，０００円の

追 

加について再度ご説明を申し上げます。本年２月に国より、適用の保育単価の改正の通知がございま

して、本年の２６年４月にさかのぼると言うことで適用されると言う旨の通知がございました。した

がいまして、認可保育所の運営費負担金、こどもセンターどんぐりの分でございますけども、１１１

万円の追加と、認可保育所の広域入所について、これは留辺蘂のマリア幼稚園の分でございますけど

も、１名の方、認可保育を受けている方がございますので、この分、１万７，０００円を合わせまし

て、１１２万７，０００円の追加と言うことでございます。 

○佐藤議長 １番。 

○１番 嘉藤議員 児童福祉事務に要する経費と言うことでお伺いしますけども、説明の中で予定の会 

議がなかったと言うことでしたけども、その辺についてお答えをいただきたいと思います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 平成２７年４月から、こども子育て支援新制度が始まると言うことで、 

それの説明会等予定していたわけでございますけども、北見の方で一回会議がございまして、それ以

来、国及び道主催の説明会等がございませんでした。ほとんどが電子メールの方で情報の提供がござ

いましたので、今回の会議はなかったと言うことで今回執行残を減額すると言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２８ページ、２９ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３０ページ、３１ページ。 

  ２項清掃費。６款農林水産業費、１項農業費。 
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  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 じん芥処理等に要する経費なんですが、委託料と言うことで減額補正になってます 

けれども、委託契約の方法と言うか方式と言いますか、ちょっと分からない部分が、どうして減額に

なるのかと。年間通しての委託契約と言うことではないのか、それとも、目安があって少ない部分が

出てきたので減額になったと言うことなのか、その契約の方法についてお伺いしたいのですが。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 じん芥処理等業務委託料、６３万５，０００円の減額につきまして説明させてい 

ただきます。じん芥収集運搬外４業務の執行残は、５万３，０００円です。その他、堆肥供給センタ

ーの生ごみ処理量においては、当初１７０トンと見込み予算を計上しておりましたが、実績見込みで

２０トンほど減少が見込まれます。また、可燃ごみの処理量につきましても、実績見込みで１０トン

ほど減少が見込まれます。それで、生ごみの処理量の単価は、トン当たり１万６，２００円で、２０

トンと言うことで３２万４，０００円の減額。それから、可燃ごみにつきましては、トン当たり２万

５，７８５円と言うことで１０トンほど減少が見込まれると言うことで、２５万８，０００円。合計

で、６３万５，０００円の減額です。と言うことで、あくまでもじん芥処理収集、運搬だけではなく、

ほかのクリーンセンターにおける可燃ごみの処理量の減、それから、同じく、北見市であります、廃

プラスチック処理センターでは、ごみの排出量の減と言うことで、今回減額するものでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３２ページ、３３ページ。 

  ２項林業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３４ページ、３５ページ。 

  ７款商工費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３６ページ、３７ページ。 

  ８款土木費、１項土木管理費、２項道路橋梁費。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 道路橋梁の維持管理に要する経費の流木伐採等委託料の９０万９，０００円の減額 

ですけど、説明によりますと、ほぼ町道の管理の中で流木の伐採するような、該当するところがほぼ

完了したので、その執行残と言うことで伺っているんですけど、まだまだ町道に木がかぶさって、今
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回の湿った雪で枝が道路に覆いかぶさって折れたり、危険なところが若干見受けられるんですね。そ

の状況の中で、山林の所有者との権利関係がどうなのか分かりませんけど、特に、具体的に言います

と、中里の拓殖側から墓地に入るところ、あそこの所に雪捨て場ですね、常時今も大型車がどんどん

あそこに積み込んでいるんだけど、あそこの行く間の両脇が非常に木が覆いかぶさって、今度、大雪

か、若しくは、強風が吹くと非常に危険と言うか、倒れてきそうな所があるんですが、そういったこ

とはもう少し、どう言う業者さんに委託しているのか分かりませんけど、ある程度あそこをまだやる

と言うか伐採する事業が残っているのではないかと思いますけど、いかがですか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 今年度、流木伐採委託料として予算計上いたしまして、主に、高いところ、そう 

言うところは高所作業者も含めて依頼しました。ある程度太い木と言うことで、専門業者に伐採した

経過です。お話された部分につきましては、一度、現地確認すると共に、もし直営である程度枝払い

等ができる部分は執行していきたいと思っております。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員 相当高い木で太い枝なので、やはり業者の方に委託しないと相当難しい面があるん 

でないかと思うんですね。ほとんどかぶさってきていますので、あれが通行上、万が一事故があると

大変なこと、管理上責任問われると思うんですよね。それで、十分あの辺を見ていただいて、安全に

通行できるよう、管理できるよう、再度現地を確認していただきたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 分かりました。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 嘉藤議員 町道境野第一雄勝線陥没復旧工事調査の測量委託料が今回できなかったと言うこと

ですけども、今後の予定等お知らせいただきたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 町道境野第一雄勝線の路肩下の陥没につきましては、毎年、融雪期、大雨の際に 

陥没して復旧工事を行っております。今年度調査設計を行い、地権者に状況を説明いたしまして協議

を行ってきました。地権者からは、工事に対しての理解はしますが、耕作地が潰れるのは避けたいと

言う、そう言う想いでありました。６回に及ぶ協議でしたが、今後も協議を行うことは地権者も了承

されておりまして、来年度以降、大雨、融雪期の状況を確認してもらい協議を行っていきたいと思っ

ております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 嘉藤議員 本当にあそこの道路と言うのは、毎年春に陥没して大変通行止めになって危険な状 

態になる道路ですので、早急にと言いますか、これからも処理していただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 雪解けの状況含めて地権者と現地確認等を行いながら協議を進めていきたいと思 
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っております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３８ページ、３９ページ。 

  ４項住宅費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４０ページ、４１ページ。 

  ９款消防費。１０款教育費、１項教育総務費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４２ページ、４３ページ。 

  ２項小学校費、３項中学校費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４４ページ、４５ページ。 

  ４項社会教育費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 中学校の関係ですけども、備品購入費、当初１６２万円で草刈機を買うような予定 

だったと思います。その他の備品として６万円と言う予算計上だったと思いますが、パネルを何十枚

買ったとか、何かそう言う説明ありましたけれども、もう一度説明をお願いします。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 ご説明いたします。中学校教材の整備に要する経費でございますけども、当初で 

すね、教材ではなく中学校費と言うことでいいですか。中学校管理に要する経費の備品購入費でよろ

しいですか。４２万円の追加。それにつきましては、芝刈機購入に係る執行残と言うことで３８万円

を減額してございます。その他に、今回、追加と言うことで、今年４月から特別支援学級の在籍生徒

が３名増えて、３学級６名となることによりまして、学級内に学年の異なった生徒が在籍することか

ら、現在、３教室ある特別支援教室の内、２教室をパネルで仕切ることによって教室を確保したいと

言うことで、これからパネル１２枚とホワイトボード１枚の購入代金、８０万円を追加をして、差し

引いて４２万円の追加をお願いすると言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４６ページ、４７ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 学校支援事業に要する経費、地域コーディネーターと言うことで３５万円の減額と 

言うふうになってますけども、当初予算２１６万円だったと言うふうに出ていますが、これは年の契

約と言うことではないんですか。例えば、実績に基づいて減額するとか、そう言うことになるんです

か。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 学校支援事業の地域コーディネーターの賃金の減額の部分ですが、地域コーディ 

ネーターとの契約は、時給契約になっていまして、出勤、日数、時間の実績によって支払いをしてい

ると言う形で、年間契約と言う形ではございません。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 高谷議員 森林工芸館の管理に要する経費の中の工事請負の中で、玄関の改修を行ったわけで 

ありますけども、今回の使われた部材の平米単価でしょうか、今回撤去した部材については、何年間

で交換になったのか教えていただきたいのですが。 

○佐藤議長 施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 今、交換された木材につきましては、交換する前につきましては、建設当初、 

昭和６２年から建設して今まで使われてきました。この状態でいきますと、今回の部分についても同

じく２０年近くはもつのかなと思っております。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 高谷議員 もう一点、使われた部材の平米単価についてもお伺いしたいのですが。 

○佐藤議長 施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 工事施行面積が８３平米あります。請負は３６３万９，０００円になっており 

ますので、平米当たりが４万３，０００円と言う単価になってございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 嘉藤議員 公民館教室行事等に要する経費と言うことで、健康と長寿を祝う集いの方で随分減 

額と言いますか、記念品等であったと言うことでしたけども、対象者７０％見込みが５３％と言うこ

とで、随分参加者が低くなっているのかなと思いますが、その辺の押さえはどうなっていますか。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 健康と長寿を祝う集いの関係でございますが、まず記念品、報償費の記念品の減 

額につきましては、当初の予算では単価を８，０００円程と見込んでおりまして、従来のタオルケッ

トからオケクラフトを含めて特産品を含めて記念品としたらどうかと言うことであったんですが、日

程が近づいてくる中で、対象者の方々、老人クラブですとか、そういう対象年齢に該当するような高
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齢者の方に聞き取りをする中で、実際に日常品と言うんですかね、そういう形の方が喜ばれると言う

声がありまして、従来のタオルケットで品質の良い物と言うことで、今年度で言いますと５，０００

円ちょっとと言うような単価で購入させていただいたと言うことで、その差額が減額になったという

形になります。あと、参加者の方、需用費の食料費でその分減額になっているんですが、これは正直、

どうしてこのぐらい率が下がったのかというのは、きっちりと分析はされていないのですが、やはり

高齢化によりましてなかなか家を出て来づらくなったのかなと言うことで、一部の中には送迎を含め

て考えたらどうだと言うご意見もいただいている状況でございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４８ページ、４９ページ。 

  ５項保健体育費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ５０ページ、５１ページ。 

  １２款公債費。 

  ５２ページ、５３ページ。 

  １３款給与費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。   

 ２．歳入。１款町税、１項町民税。９款地方交付税。１１款分担金及び負担金、１項負担金、２項 

分担金。１２款使用料及び手数料、１項使用料。１３款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助

金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ６ページ、７ページ。 

  ４項社会資本整備総合交付金。１４款道支出金、１項道負担金、２項道補助金、３項委託金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８ページ、９ページ。 

 １５款財産収入、２項財産売払収入。１６款寄附金。１７款繰入金、２項基金繰入金。１８款繰越

金。１９款諸収入、２項貸付金元利収入。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １０ページ、１１ページ。 

  ４項雑入。２０款町債。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻り願います。 

  第２条 地方債の補正。 

  議案の５ページ。 

  第２表 地方債補正をお開き願います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案の最初にお戻り願います。 

  歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）〉 

○佐藤議長 議案第４号 平成２６年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第４号）。 

  ６ページ、７ページ、歳出から進めます。 

 ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。７款共同事業拠出金。１１款諸支出金、１項償還金及び

還付加算金。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。２款国庫支出金、１項国庫負担金。４款前期高齢者交付金。５款道支出金、１項道負担

金。６款共同事業交付金。７款繰入金、１項基金繰入金、２項他会計繰入金。９款諸収入、２項雑入。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）〉 

○佐藤議長 議案第５号 平成２６年度置戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第２号）。 
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  ４ページ、５ページ、下段の歳出から進めます。 

  ３．歳出。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、上段の歳入へ進みます。 

  ２．歳入。４款諸収入、３項雑入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ進みます。 

 〈議案第６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 議案第６号 平成２６年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第３号）。 

  ８ページ、９ページ、歳出から進めます。 

 ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、２項介護予

防サービス等諸費、３項その他諸費。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０ページ、１１ページ。 

 ４項高額介護サービス等費、５項高額医療合算介護サービス等費、６項特定入所者介護サービス等

費。４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、２項包括的支援事業任意事業費。 

 続いて、１２ページ、１３ページ。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。１款保険料、１項介護保険料。２款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金。３

款支払基金交付金。４款道支出金、１項道負担金、２項道補助金。５款繰入金、１項一般会計繰入金。 

 続いて、６ページ、７ページ。 

 ２項基金繰入金。６款諸収入、２項雑入。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 
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 〈議案第７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）〉 

○佐藤議長 議案第７号 平成２６年度置戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第２号）。 

  ４ページ、５ページ、下段の歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、上段の歳入へ進みます。 

  ２．歳入。２款繰入金、１項他会計繰入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 議案第８号 平成２６年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第３号）。 

  ６ページ、７ページ、歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。２款水道費、１項水道事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８ページ、９ページ。 

  ４款公債費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。１款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。２款国庫支出金、１項国庫補助金。

３款繰入金、１項基金繰入金、２項他会計繰入金。４款繰越金。６款町債。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻り願います。 

  第２条 地方債の補正。 

  第２条 地方債の補正は、議案の３ページ。 

  第２表 地方債補正をお開き願います。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 議案第９号 平成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第３号）。 

  ６ページ、７ページ、歳出から進めます。 

  ３．歳出。２款下水道費、１項公共下水道事業費、２項農業集落排水事業費。３款公債費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。１款分担金及び負担金、１項分担金。２款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。

３款国庫支出金、２項地域自主戦略交付金。４款繰入金、１項他会計繰入金。５款繰越金。７款町債。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻り願います。 

  第２条 地方債の補正。 

  第２条 地方債の補正は、議案の３ページ。 

  第２表 地方債補正をお開き願います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案第３号から議案第９号までを通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、しばらく休憩します。 

 意見調整を行いたいと思いますので、議案持参の上、議員控室の方へ移動願います。開会時間は後

程連絡いたします。 

                          

休憩 １０時１４分 

再開 １０時１７分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案第３号から議案第９号までの７件を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）から議案第９号 平成

２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの７件について一括討論を行います。 

 討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

 これで、議案第３号から議案第９号までの７件について討論を終わります。 

 これから、議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）から議案第９号 平成

２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの７件を一括して採決します。 

 議案第３号から議案第９号までの７件については、いずれも原案のとおり決定することに賛成の

議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第３号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１１号）から議案第９号 平

成２６年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの７件については、いずれも原案のとおり

可決されました。 

                                   

    ◎日程第 ９ 議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関 

                  する条例の制定についてから 

    ◎日程第２９ 議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の 

                  人員及び運営並びに指定介護予防支 

                  援等に係る介護予防のための効果的 

                  な支援の方法に関する基準等を定め 

                  る条例の一部を改正する条例まで 

               ２１件 一括議題     

○佐藤議長 日程第９ 議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定についてか 

ら日程第２９ 議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

例までの２１件を一括議題とし質疑を行います。 

 〈議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定について〉 

○佐藤議長 まず、議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定について。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に 

         関する条例〉 

○佐藤議長 議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整 
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備に関する条例。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１２号 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第１２号 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１３号 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第１３号 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１４号 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第１４号 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１６号 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第１６号 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１８号 置戸町行政財産使用料条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第１８号 置戸町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第２０号 保育の実施に関する条例を廃止する条例〉 

○佐藤議長 議案第２０号 保育の実施に関する条例を廃止する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算。 

  質疑は条文ごとに進めます。 

  別冊予算書を用意願います。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書３３ページ、３４ページ、歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款議会費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３５ページ、３６ページ。 

  ２款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３７ページ、３８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３９ページ、４０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４１ページ、４２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ２番。 
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○２番 小林議員 ４２ページの番号制度の関係でお聞きしたいんですけども、北海道自治体情報シス 

テム協議会負担金が１，１００万ほどかかっているんですが、中身をお知らせ願いたいと思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 番号制度の関係の負担金の関係ですけども、議案の説明の時に資料の説明をいたしま 

せんでしたので、資料にシステムの経費等が載っていますので、それを見ていただきたいと思います。

この緑色の資料の２７ページになります。番号制度につきましては、制度につきましては説明いたし

ましたので制度の説明については省略させていただきますけども、昨年、２６年度に補正予算をいた

だき、さらに今年度、新年度で予算措置をしております。自治体情報システム協議会の負担金ですけ

れども、各種番号制度に関わるシステムの改修に関わる経費の負担となります。ここに記載をしてお

りますけども、住民基本台帳システムから障害者福祉システムの改修までのシステムの改修の経費と

なります。今年度におきましては、１，１８７万５，０００円を予定をしてございます。 

 財源につきましては、基本的には国１０分の１０になっておりますけれども、一部地方税システム、

この財源の、２７年度の財源を見ていただきたいと思いますけども、財源の内訳に一般財源とありま

すけれども、基本的には１０分の１０でいきますけれども、一般財源に記載をされているシステムの

国庫補助につきましては、３分の１が町の一般財源となりますけれども、この一般財源につきまして

は、後程、特別交付税の措置があると言うふうになってますので、一端は町費で支出をしますけれど

も、後程、特別交付税で財源が交付されると言うふうになっております。国の補助金が８３８万１，

０００円。一般財源が３４９万４，０００円。合わせて１，１８７万５，０００円と言うふうになっ

ております。以上です。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 小林議員 分かりました。次の、中間サーバーの利用なんですが、これはどう言うものなのか 

お聞きします。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 それぞれの自治体、機関がいろんな情報をやり取りするように、直接やり取りするこ 

とによって情報が漏れるだとか、そう言うような心配がありますので、それを守るために一端中間サ

ーバーで情報を受けて、そこにある情報をそれぞれの機関が情報を取りにいくと、そんなふうになっ

ています。 

 それで、この中間サーバーにつきましては、地方公共団体それぞれが負担、設置すると言うことに

なりませんので、全国２箇所に設置をすると言うふうになっております。これは、地方公共団体の経

費節減のため、それと、先程言いましたけれども、情報を管理するセキュリティの問題。それと、運

用を安定的に確保すると、そんなことを目的に地方公共団体情報システム機構が開発、そのシステム

を開発、管理運用すると言うふうになっています。そこに支払う、基本的には開発費に係る経費、そ

れと、管理運営に係る維持管理費について支出をするんですけども、地方公共団体からそれを利用す

ると言うことで、利用負担金と言う形で経費を挙げさせていただいております。開発経費につきまし

ては、２６年、２７年で終わるんですけども、２８年度以降につきましては、先程も言いましたけど

も、管理費に対する維持、管理費、運営費について支出が出てくると言うふうになっております。以

上です。 
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○佐藤議長 ２番。 

○２番 小林議員 利用の関係については分かったんですけども、全国で２箇所の設置をすると言うこ 

とですけども、例えば、置戸の役場が使う場合は、置戸の番号みたいなのがあって、それでセキュリ

ティが万全に起動するのかどうかと言うことをお聞きしたいんですが、その辺はどうですか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 万全だと今の時代言えないと思いますけども、より安全な方法として一箇所で運営す 

るよりも何箇所かで分割して管理をすると言うことで、よりセキュリティを確保すると言うふうにな

っています。それと、個人の番号につきましては、基本的に個人番号につきましては、１２桁の住民

票をランダムに加工をして番号を設置すると言うことになっていますので、その仕方だとか、その辺

の管理について万全な体勢をとっていますので、なるべくそれが漏れることのないような方法で実施

をしようと、こんなふうになってございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 今の上の方になりますけども、例規類集作成委託料、昨年度は９７万２，０００円 

の予算だったと思います。今年度増えた理由をお知らせ下さい。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 例規類集作成委託料、１６２万円ですか。これは実績に基づいて予算措置しておりま 

すけれども、概ね例規集の１ページと言ったらいいんでしょうか、１ページ当たりの単価が概ね３，

０００円と言うふうになっています。それで、今年度の想定する加除数を積算をして予算措置をさせ

ていただいております。それで、昨年度、年によって多い時と少ない時ありますので、２６年度の補

正予算につきましては、１２万円の増額をさせてもらってますけども、昨年、新規条例の制定が多か

ったので、件数が増えたと言うことで１２万円挙げさせていただきました。今年度は、去年ほど多く

ないだろうと言うことで、１６２万円予算措置をさせていただきました。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 昨年度よりも今年度はそれほど少なくないだろうと言うことで金額が増えていると 

言うことですか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 失礼しました。１６２万につきましては、昨年度と同額を挙げさせていただきました。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４３ページ、４４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 ホームページについて若干伺います。町のホームページについては、町の重要な情 

報だとかメッセージだとか、それを瞬時に発信する、町民の外に町外にと言うか、そう言った機能を
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持っているわけですけど、そう言ったことを含めますと、今回の勝山温泉の休業に対してメッセージ

というのがホームページに出ていない。そして、町民、あるいは町外の人が非常に注目しているし、

どうなんだろうと言う、非常に心配とかあったわけですね。置戸タイムスとか、外の新聞に若干は出

た、広告としては出ているんですけど、基本的にはこういう本当に町のメッセージ、重要な発信、そ

う言ったことは積極的にホームページを活用して、利用者だとか町外の人に対する発信、そう言った

ものに努めて頂くべきだと私は思うんですが、そのホームページの管理と言うか統括するところ、ど

ういう考えを持っているか分かりませんけど、その辺の考え方をお知らせ願いたいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 従来は、広報広聴の方でホームページを担当しておりましたが、ホームページの 

公開に伴いまして、各課でも情報発信できるような形を取っているしだいでございます。それで、な

るべく早く新しい情報につきましては、ホームページに掲載するような形でお願いはしているとこで

ございますが、今一度、各課に対してそこら辺住民に知らせなければならない情報等がありましたら、

今後とも迅速に周知するように徹底していきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員 それと、勝山温泉の件についてはですね、担当課長さんに若干このことについて私 

の方から問い合わせして早く周知すべきでないかということで電話で問い合わせたところ、置戸タイ

ムスとホームページについては、今、検討中であるということで、タイムスはその週に出たんですけ

ど、ただホームページに中々立ち上がってこないんでですね、今、町民生活課長がおっしゃった通り

ですね、これは本当に町の重要なメッセージですので、やはりここで発信ということをしっかりと受

け止めてですね、こういった重要な課題については、町民、町外の方にも影響を及ぼすことですので、

是非そのことについて認識をしていただいてホームページを活用していただきたいと思います。以上

です。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 勝山温泉ゆぅゆの休業についてはですね、お電話で佐藤議員の方から色々助言い 

ただいております。今ホームページでのですね、町民利用者の皆様のお知らせについては、遅くなっ

ておりますが協議進めてですね、ホームページでのお知らせ等についても対応して参りたいと考えて

おります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 ホームページの関連ですけども、例えば、公民館なり情報センターでイベントなり 

行事がありますよと言うようなお知らせとかって言うのは、ホームページでは一切出てこないんです

よね。ブログの方でこう言うことがありましたと言う結果は出るんですけども、と言うことを考える

とお知らせ的な、町内でこういうことがありますよと、そういうのを前もって乗っけてくと言うこと

の方が重要かなと言うふうに思うんですが、そのあたりも加えて、更新の方をしていただきたいと言

うふうに思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 各関係課と調整してそこら辺これからですね、ホームページの在り方等ですね、 
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協議検討していきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。１１時から再開します。 

                          

休憩 １０時３９分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の質疑を続けます。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書。 

 ４５ページ、４６ページ。 

 歳出。２款総務費、１項総務管理費、財政管理に要する経費から。 

 質疑はありませんか。 

 ２番。 

○２番 小林議員 財政管理に関する経費の１３節の委託料の関係なんですが、もう少し詳しくご説明 

いただきたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 財政管理に要する経費の公会計統一基準導入支援業務委託料についてのご質 

問でありますけれども、現在、各自治体におきましては、公会計制度が導入をされてございます。 

 置戸町におきましても平成２２年度決算から導入をいたしまして、合わせて公表をしているところ

であります。ただ、この導入についてはですね、全国的な課題と言うことで当初から方式が２種類ほ

どございました。一つは、総務省の方で出しました、総務省改定モデルと言う方式と、それから、基

準モデルと言う２つの方式がございまして、結局一つにならなかったがために現状の中では、中々自

治体間の比較ができないと言うことがございまして、この間ずっと国の方で議論をされてきた経過が

ございます。その中でこの度、この方式については一つのものとして全国統一で導入をしなさいとい

う要請がございまして、それに係る経費と言うことになります。なお、現在でも当初、相当の金額を

出しまして、５５０万程度だったと思いますけれども、うちも公会計制度を導入してございます。全

く新たなものを導入すると言うことではなくて、現状のもののバージョンアップと言うような考え方

のもとで、最小限の経費に抑えた中で新たな新基準の方に移行して参りたいと言うような考え方でご

ざいます。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 小林議員 この委託先はどこになるんですか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 現在の公会計制度の導入元と言いますのは、札幌の業者になります。事業者 

名の方を申し上げますが、株式会社吉岡経営センターという業者さんになりますが、この業者につき
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ましては、今回の新たな公会計制度のシステムにおきましても、恐らく同等のものが全国的に導入を

される予定でありまして、そう言った意味では、全国的に３本の指に入ると言う業者でございますの

で、引き続き、そちらの方の新たなシステムを導入して参りたいと言うふうに思っております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４７ページ、４８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ４９ページ、５０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ５１ページ、５２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 高谷議員 工事請負費の中の拓殖住民センターの改修工事と言うことで、工事の中身について 

ちょっとお伺いしたいのですが。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 拓殖住民センターの改修工事ですけども、３，５００万円予算措置をさせていただい 

ております。 

 このセンターにつきましては、３１年経過して老朽化していますので、今回大規模改修を行うと言

うことで考えております。それで、改修内容につきましては、地域の要望、それと地域の役員の方と

打ち合わせをしながら進めさせていただきまして、内容等につきましては、基本的に、屋根の改修、

講堂の天井の改修、ストーブの取り替え、窓枠をプラストサッシに変更、それとトイレの改修、和室

の内装のクロスの取り替え、あと廊下出入り口のドアの取り替え、それと外装の塗装、これが主な大

きな改修内容となっております。それと細かい備品の取り替えだとかありますけども、今言ったのが

大きな工事内容となっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 上の備品購入費のところなんですけれども、説明でぽっぽ内の電話器、公衆電話と 

かって言う説明があったと思うんですが、もう一度お願いできますか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 備品の１５万円の件ですか。１５万円につきましては、通常の予算措置で、昨年は１ 

５７万円見ておりました。その中身につきましては、川向住民センター講堂の暖房用ＦＦストーブの

取り替え、それとコミュニティーホールの電話の設備の更新がありましたけれども、今年、それを合
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わせて１４２万円ありませんので、その分減額となっております。１５万円は通常の予算措置となっ

ております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 竹内議員 財産事務に要する経費の１３節ですか、委託料。ここで 説明の中で若松団地を宅 

地化すると聞いたんですけども、もう少し詳しく何か分かっていれば。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 若松の元職員住宅があったとこですね、今、まだ１軒残っているんですけども、昨年 

取り壊しをしまして、もう１軒あるんですけども、そこを今年解体をいたしまして、その跡地、面積

では１０４８．６２平米ありますけれども、そこを整備をいたしまして宅地として分譲したいと言う

ふうに考えております。それで、区画数につきましては２区画を予定をしております。概ね１３０か

ら１４０平米程度の面積と言うふうになっております。 

  以上です。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 ただいまの委託料の部分の更に２つ下になりますか、新規と言うことになりますか、 

公共施設等総合管理計画策定業務委託料２７０万円、説明では、１０年の計画を立てていくと言うこ

となんですが、もう少し内容について詳しく説明をお願いしたいのと、またこれを立てることによっ

て今後、公共施設等の更新等にもいろいろ影響があるのかどうか、その点をお伺いをいたします。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 公共施設等総合管理計画策定業務委託料２７０万円ですけれども、公共施設、国も地 

方も同じなんですけれども公共施設が老朽化して、これが大きな課題となっていると言うことで、国

におきまして平成２５年１１月にインフラ長寿命化基本計画というものを策定をいたしまして、それ

を策定をすることによって、公共施設の更新、統廃合、長寿命化等を計画的に行うと言うことです。

その計画に基づいて、財政負担を軽減、平準化、公共施設等の最適な配置を実現するというような目

的で策定をされたものですけれども地方公共団体におきましても、国と足並みを揃えて計画を立てな

さいと言うふうな指導がありましたので、同じような目的で計画を立てるということになっておりま

す。目的は先程申しましたものと同じですけれども、町が所有する全ての公共施設が対象となります。

更新、統廃合、長寿命化等についてですね、更にその施設の管理に関する基本的な考え方を、この計

画に記載をすると言うふうになっております。 

 基本的に１０年と言いましたけれども、計画１０年の間に施設をどのように維持管理をしていくか

と言うことが、この計画に盛られていくと言うふうに考えられます。その計画に基づいて計画の公共

施設の改廃、修理等を実施していくと言うことになりますので、この計画によって実施することによ

って、先程言いましたけども、財政負担の軽減、平準化、公共施設の最適な配置を実現すると、そん

なふうな形になろうかと思います。ただ、作ったらそれで終わりと言うことではなくて、作った後も

ですね、毎年その中身について見直しを行っていくと言うふうに考えてございます。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 
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○栗生町づくり企画課長 財政面の方から補足の説明をさせていただきますけれども、ただいま総務課 

長の方から申し上げました通り、基本は公共施設の維持、延命でありましたり、更新にあたりまして、

一時期に集中するような財政負担をできるだけ平準化をした中で有効に活用をしていくと言う建前で

ございます。ただ、今回この計画は３年の内に作りなさいと言うことになっておりますけれども、現

状、国の方の様子を見ておりますと、この計画を作らなければ、既存の施設の改修事業や新規事業で

あっても補助の対象にはなりづらいと、これを作ることで優先されると言うような位置付けになって

いくような計画でもございます。 

 それから、この計画の中で、もし建物を壊したいと言うような場合がございました時に、現在まで

は一部の事業では建て替えのための取り壊しは補助対象になってきたんでありますけれども、一般的

に用途廃止をして単なる除却をしたいと言った場合の財源措置は特別ございませんでした。ただ今回、

この計画を立てることによりまして７５％程度というふうに言われておりますけれども、起債を起こ

せると財源対策ができるという側面もございますし、また改修等の場合におきましても、この計画に

載っているものであれば、若干の交付税措置のある記載の方も検討されている状況でありまして、い

ずれにしましても施設の管理面と、それから財政的な負担の問題、両方の為にこの計画を策定をする

と言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 参考までにでいいんですけども、こう言った計画を策定業務の委託先と言うのは、 

どういうような業種の方々になるか、想定されるかをお知らせ願います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 先程、公会計制度の方でもご説明申し上げましたが、この公共施設等の総合 

管理計画の策定にあたりましては、町の財産の洗い出しが必要になって参ります。現在、公会計制度

の方で、実は資産台帳と言うのをもっております。それを活用してですね、この計画を立てて参りた

いと言うふうに考えておりまして、言ってみれば公会計制度の中で活用している資産台帳の言ってみ

れば、そのデータを活用した計画を立てられるシステムをもっているところと言うふうになって参り

まして、先程ちょっとお話しました、公会計の方で言ってみれば全国で進んでいるという業者に公会

計の方をお願いしておりまして、それと合わせてですね、検討する方がコスト的にも安いだろうと言

うこともございまして、現在、公会計をお願いしている業者さんの方と、いろいろと内容について検

討させていただいている状況でございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ５３ページ、５４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ５５ページ、５６ページ。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ５７ページ、５８ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 細川議員 中程の、ふるさと銀河線跡地周辺整備に要する経費で委託料が、この名目が木道プ 

ロムナード実績委託料になっております。敢えてこれにこの名目で委託すると言うことは、この委託

の内容はプロムナードだけと言う理解でよろしいですか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 事業の名称についてのご質問でございますけれども、現在までこのエリアの 

整備につきましては、この木道プロムナードと言う呼び方をして、基本設計でありましたり、試験施

工の経費でありましたり計上させていただいてきております。現時点までの考え方の中で、木道プロ

ムナード実施設計委託料と名称といたしましたけれども、エリア全体についての事業を含む実施設計

の内容として捉えて頂ければと言うふうに思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 細川議員 念のためにもう一度お聞きしますが、そうすると、この跡地全体の公園計画を委託 

すると言うことでよろしいですか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 その通りでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 今、試験施工と言うことで、ぽっぽの横に１５メートルの長さですか、木質再生木 

材の木道を町民の皆さんに見せて、アンケート調査をしていると言うふうな状況ですけれども、試験

施工ですから正確な金額は出ないと思うんですが、平米当たりの単価と言うのはいくらになるんでし

ょうか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 今ちょっと数字を持ち合わせておりませんので、後程ご回答させていただく 

ことでよろしいでしょうか。ちょっと昨年度の予算計上から面積として１５メートルの幅２．５メー

トルですから、単純に割り算をすれば出てくるんですけども、ちょっと計算をさせていただきたいと

思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 今、計算してみないと大体の平米単価が出てこないと言うことなんですが、先程、 

高谷議員の方で工芸館の玄関前の昨年度の予算でやった玄関前工事、平米数と単価と割り返したら５

万円まではいかないのかなと言うふうな計算になると思います。平米当たり。それと比べてみたかっ
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たんですが、木道プロムナード、再生木材って言うものを利用してと言うような計画で、ああ言う見

せ方っていうか町民の意見を聞くような形になっていますけども、僕個人的にと言いますか、やっぱ

り置戸なので木の町置戸って言うことを考えると、本物の木を使ってやった方がいいだろになって言

うふうな僕の中でそう言う想いはあります。それで維持管理の費用ですとか、また建設費がどれ位、

木道の部分だけ無垢の木を使うことによって差が出てくるのか、そんなことを知りたいと思ったもの

ですから、単価を教えていただきたいなと言うように思ったところです。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 数字の話と含めまして、後程ご説明をさせて頂くことでよろしいですか。宜 

しくお願いいたします。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 高谷議員 今の試験施工している部分ですね、昨年の秋に施工してから町民の皆さんに見てい 

ただいてアンケートと言うことと、それと、冬の間の凍上であったり、歪みとか収縮であり、そう言

うもののデータと言うのは、随時とっているのか。それとも、春までそのまんまの状況なのか、教え

ていただきたいのですが。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 現在、施工しておりますけども、工期を３月の末の方に設定をしております。 

この間の委託業者との打ち合わせの中では、定期的に高さと言いましょうか、レールの高さ、施工面

の高さ等について、あとポイントを絞りまして、ポイントとポイントの間の距離ですとか、そんなこ

とについても実施をしていただいていると言うふうになってございます。 

 それから、先程説明ができませんでした、試験施工に係る平米単価でございますけども、約６万３，

０００円ほどになっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 平米当たり、６万３，０００円と言うことなんですが、先程の森林工芸館前の玄関 

前、ホームページに出ているんですが、入札結果で。３６０万９，０００円。それで約８３平米でと

言うことで、単純に計算すると、施工の方法とか全く違うんでしょうけども、４万３，０００円ぐら

い、平米単価ですね。それと比べると、再生木材でやると、６万３，０００円と言うことになると、

無垢の木材でやる方が安いと言うことになるんですが、だとすれば数年ごとに起きうるであろうメン

テナンス、あるいは改修とかって言うことを含めると、置戸らしいと言うことを加味すれば木の方が

いいのかなと思うんですが、課長いかがでしょうか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 先程申し上げました、平米単価、実は工事金額と面積だけで単純計算で、６ 

万３，０００円程度になっていると言う話をさせていただきましたけれども、実際の試験施工の内容

につきましては、この試験施工にあたっての基礎部分となります、枕木等の入れ替え作業、工事作業

含めてやっておりますことと合わせて、先程、ご質問のありましたとおり、試験作業と言うのも一式

全て入っておりまして、その辺の設計内容手元にございませんけども、通常の話でいきますと、本当

に木道部分の工事に係る部分は、おそらく４万前後だったと言うふうに思います。 
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○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 仮称、木道プロムナード、ぽっぽの裏側の全体の工事費、あるいは形ってものがし 

っかり見えてこないと、その金額の中で占める木道の部分の割合っていうものがでてこないので、一

概に再生木材にしたほうがいいか、若しくは本物の無垢でやったほうがどれぐらいの割合を占めて、

どれぐらいの今後コストがかかってくるかって言うことは見えてこないので、実設計が上がってこな

いとはっきり判断できないのかなっていうのもありますけれども、想いとしては、木道の部分だけ例

えば本物の無垢に変えたとしても、倍、ないし３倍、それぐらいなものが全体工事の中に占める割合

とすると、それほど大きな金額ではないと言うような、そう言う判断となったときには、是非とも今

まで通り、置戸の町づくりを進める上でいろんな部分に気を使ってきたと言うものは、やっぱり捨て

てほしくないなと言うことがありますんで、そのことだけ伝えておきたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 いろんなご意見があると言うふうに思います。今回の試験施工につきまして 

は、終了がおおよそ５月まで位と言うふうに考えておりまして、その後、調査結果とアンケートも実

施しておりますので、それらを元に、住民の皆様にも説明する機会ですとか、議員の皆様とも協議す

る機会もございます。その段階で比較論までの数字を用意できるかどうかわかりませんけれども、施

工後の例えば管理にかかる経費とか、そういうことも含めた検討は、それまでの間、内部的に実施を

してまいりたいと思います。それも含めまして説明等を行っていきたいと言うふうに考えております

のでご理解の程、お願いしたいと思います。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 高谷議員 今、岩藤議員から言われましたように、可能性を求めていく意味でもね、地場産の 

木ということも、是非検討の内容として、検討と言ったらあれなんで、協議の内容としてその辺は持

っておいていただきたいなと言うふうに思います。 

 一般質問の細川議員とのやり取りの中で、想いはやはり木を使いたいという想いは町長持ってると

言うようなお話ありましたんで、今の工芸館の敷地の、昭和６２年に建設して現在までそれが使われ

てきたと言うことは少なくとも２５、６年は可能性としてあるとすれば、これも一つの検討として、

これからの中で持っておいていただきたいなっていう想いがありますので、それもできれば地元産の、

地場産の木を使うって言う、そう言う想いは、きちっと持っておいてほしいっていうのがありますの

で、要望として出しておきたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 ただいまいただきましたご意見等もですね、この試験施工終了後の、新たな 

実施計画に向かう段階での検討材料とさせていただきたいと言うふうに思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ２番。 

○２番 小林議員 工事請負費の常呂川の橋桁の撤去が、６，７００万程もってますけども、まず１つ 

はですね、鉄骨の部分はどうしてるのかということと、鉄骨も含めて設計の中で売払いしちゃうのか

どうか、その辺、まずお聞きしたいと思います。 
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○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 今回の予算に計上いたしました６，７００万円での内訳では、その辺のこと 

を含めておりません。従いまして、撤去後にこちらの方でですね、競売等にかけたいと、このように

考えております。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 小林議員 分かりました。それでは、もう一つ聞きますけども、両方に橋台がありまして真ん 

中にピアが２つあるのかな、それらはきちっと取ってしまうんですかね。その辺は。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 工事内容ですけれども、鉄道が走っていた状況の中で橋台なり橋脚、それか 

ら橋桁、橋桁の上には、先程ご質問のございました線路等も残ってございます。これらについては、

一切合切全部撤去すると言う考え方でございまして、特に橋台の部分はですね、護岸の方との関連も

ございまして、撤去後のその辺の護岸もきちっと戻す形での工事内容と言うことになってございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 少し参考までにお聞かせを願いたいと思いますが、今回木道プロムナードの実施設 

計委託料、これは予想される総事業費の何パーセントというか、そう言う算定の仕方ですね、それを

お聞かせ願いたいのと、今回は、土木工事的な部分が多くあると思うんですけども、例えば建築物と

言うか建物の部分の実施設計委託料との差と言うのがあるかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 予算計上にあたりましては、一般的にはですね、土木の場合も建物の場合も 

予想される、想定される工事金額から追いまして設計委託料等、ある程度積算をすると言うことにな

っております。それで基本設計の時にお話を申し上げたところでありますけれども、詳細ではありま

せんが、２億円位はかかるのかなと言うお話を申し上げておりました。その中でそれにかかる通常の

設計委託、当然そう言う考え方の他にも参考の見積もり等も頂戴した中で、この６００万円の予算を

計上させていただいているところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 開町１００周年記念事業に要する経費なんですが、実行委員会の方に交付金と言う 

形で出して、実行委員会の方が中心になってやると言うことになって、進めていると思いますけども、

本当の噂程度しか聞いていないんですが、野外コンサートを鹿ノ子ダムでやると言うような話が、今

出てると言うようなことをちらっと聞いたんですが、本当にそう言う予定になったのか、変更になっ

たのか、あくまでも噂の段階なのか、それだけお伺いしたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 ただいまのご質問ですけれども、野外コンサートの方を担当しておりますグ 

ループの方で、先日、町の方に相談がございました。現在までは、いろいろな場所を検討した中で、

スポーツセンターの横のグラウンドで実施をするということで、すでにポスター等も第１弾を全道各

地に掲載してもらうと言うことで、これはＰＲ済みと言いましょうか、そんな状況になってございま
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す。 

 ただ、内容をお聞きしますと、出演するアーティストの選考に当たりましてですね、中々難しいこ

とがあるようでして、金額もさることながら、イベントの趣旨に対して賛同もいただかないと、中々、

俗に言う大物アーティストは出演交渉が難しいんだと言う状況なんかございます。スポーツセンター

の横でやることが言ってみれば依頼をする際にですね、１００周年ということだけで実施をすること

で快く引き受けてくれるかどうかと言うことなんかも、現在業者さんの方と、いろいろと相談をさせ

ていただいておりますけれども、やはり難しいと言う結論であったようであります。 

 従いまして、言ってみれば実施をした映像ですとか、その後の宣伝ですとかいろんなことを考えた

時には、１００周年記念事業としての位置づけは当然ありますけれども、これを将来に向けてもでき

るだけ置戸のＰＲですとか、これからもやはり、そう言ったことなんかも継続できればいいなと言う

想いとかそんなことも含めて、再度、開催場所の検討がされたようでありまして、現時点では、お話

としては鹿の子ダムの上の方の、言ってみれば湖水まつりを実施している会場あたりでやってみたい

なと。それはあくまでも出演者に対する交渉経過と自分達の考えと、いろいろとずっと調整をしてき

た中でのこととして、相談がまいりました。 

 当然、使用いたします場合には、町の土地でございませんから、いろんな関係機関なんかとも相談

申し上げなければなりませんけれども、なんとかそう言う部分では許可がいただけるのかなと言うこ

とは、我々としてはちょっと押えたところであります。後は、これからチケット販売ですとか、最終

的にはアーティスト、出演者の名前も載せたポスター等も、実は少しチケットの発売なんかも含めて

遅れる状況になってございまして、正式には、今月末ぐらいまでの間で方向性を決定してまいりたい

と言うふうに思ってます。なお、実施場所につきましても変更する際にはやはり、最終的に実行委員

会の組織を作って現在まで、この検討を進めてまいりましたので、変更すると言うふうに決定した場

合には、３月内のうちに実行委員会の方に最終ご相談を申し上げた中で決定をしていくと言うような

形になろうかと言うふうには思ってはございます。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 岩藤議員 若者が中心になって野外コンサートっていうのを計画して進めていくと言うことに 

なっていて、途中経過も町内回覧板で、ぽっぽの裏でやるので、騒音とかそういうことで迷惑をかけ

るので町内の皆さん、その当たり宜しくお願いいたしますと、そう言うような回覧板を回して下さい

って言うようなことで、お願いにきた経過もあります。その時に、グループのリーダー方に言ったの

ですが、やる気とか気持ちは分かるけど、もう少し具体的に決まってから町民の皆さんにお願いして

回らないと、今こんな早い時期から中身何も決まっていないのにポスター作ったり何だりしたって、

ちょっと理解得られないから、用紙みたいなものと作って、きちんとペーパーにして回さないと駄目

だって言うようなことを言ったこともあります。それがこの期に及んで会場を変えると言うようなこ

とになるとですね、また全然違うイベントになってしまうのかなと言うふうに思います。 

 確かに湖水まつりのやっているところは、以前花火大会ですとか、そう言う花火を打ち上げたりと

か、そう言うイベントをするには最適な場所と言うように思いますけれども、水の施設がないですと

か、湖水まつりのときにも、かなりそのあたり苦労していると言うような現状もあります。そこでや

りたいと言うことで努力すると言うことで計画を練っているんでしょうし、また、この予算２，００
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０万円ですか、一応組んでいる金額内に収めようと言うことでやっていることだとは思いますけれど

も、せっかく作ったポスターが、また１つ無駄になってしまったのかなと言うような気もしますし、

そのあたり若者中心とはいえグループのリーダーに立っている人は、それなりの見識のある人がリー

ダーになっていると思いますので、そのあたりしっかり進めていってほしいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 ただいま岩藤議員の方からお話のありました内容についても、それから私共 

の行政としての立場もございますので、その辺、十分お話合いをしながら今後作業を進めてまいりた

いと言うふうに思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 竹内議員 もう一回プロムナードの方に戻ります。いろんな声が最近このアンケート、町内を 

回って声が出てきました。早くから町民も声をあげればいいんだと私は思うんですけども、そう言う

会議をどんどんやっている時に出ないで、この場になってうわっと。そんな高い金出してやる必要あ

るのかと言う声がどんどん、どんどん出てきているのは確かです。 

 私個人的な感情を申しますと、この工事をやるのにあたって、補助金と言うんですか、起債を起こ

すようなものを使っていくんだろうとは思いますけれども、あの場所自体がとてもいい場所なんです

よね、置戸町にとって。将来何かに使う、奥の方もあります、営林署の方もありますけども、町場の

ど真ん中、逆に言ったら、あんまり経費をかけない、何千万でできるんだったら町単費でやって、い

つ壊してもいいような状態というのも一つかなと、そう思った時にあの線路を隠すか隠さないのがい

いのか、あるいは周りを芝生でもいいのでないかと言う声もでております。やれ、やるなと言う声が

少しずつ上がってきているのは確かでありますので、一つ今後の実施計画、その前に話し合いがある

と聞いておりますので、そう言ったことも頭に入れながら無理して背伸びした立派なものを建てるこ

とが本当に良いのかどうか、一つ、もう一度頭の中に入れていただきたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 いろいろとお話をさせて頂いた中で、町民の皆さんからアンケートによるご 

意見ですとか、この議会の場でも頂いたところであります。いずれにしましても、そう言った声など

もきちっと我々の方としても、考え方整理をした上で、改めて意見を聞く場所、設けた上で実施設計

に向かってまいりたいと、このように考えております 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ５９ページ、６０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ６１ページ、６２ページ。 

  質疑はありませんか。 
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  ９番。 

○９番 佐藤議員 住民活動に要する経費のコミュニティ活動助成金についてですけど、２年越しで今 

回総額で２倍になりまして、大体自分の所の自治会で計算すると、ほとんど皆さん、倍ぐらいになっ

ているんだと思うんですけど、算定根拠の説明の中で一自治会当たりの定額の部分を１０，８００円

に上げると言うことで、最上限に全部上げると言うことの説明を受けました。それはそれとして、財

源の１４８万２，０００円をどう割り振るかって言うことの算定根拠の一つだと思うんですけども、

ただ、この問題は何と言っても自治会員の会員の少ないところの実財源の非常に困窮していると言う、

その発想から出たわけなんですけど、今言った通り、１０，８００円のいわゆる一自治会当たりの均

等割りと言いますか、その部分をですね、逆にもう少し上げて、一戸当たり３００円を８００円に上

げると言う戸数割りを若干修正って言うか、それを調整するって言う考えがないかどうかですね、伺

いたいと思います。と言うのは、どうしても３００円から８００円に上がるということは、１戸当た

り５００円上がるわけなんですけど、これは結局、戸数の多いとこには、この５００円の差が比例し

ていくわけですね。逆に戸数が少ない１０数戸のとこはですね、結果的には数千円と言うことになる

んで、要は、この発想からいくとできるだけ下の会員の少ない自治会をですね、できるだけ助成金を

アップさせてほしいと言う要望からきてますので、その辺の検討は如何なものでしょう。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 従来、３０世帯未満、６，６００円。３０世帯以上５０世帯未満、８，４００円。 

それから、５０世帯以上、１０，８００円と言うことで、やはり小規模な自治会ほど助成額が少ない

と。同じ会議をしても小規模自治体ほど負担がかかると言うようなお話も耳にしておりますので、一

応、公平と言うことを考えまして、３０世帯未満につきましても１０，８００円と言うことで、４，

２００円ほどアップしております。それから、防災活動だとかいろんなことを兼ねたコミュニティ活

動の充実等を考えて、３００円から８００円と、５００円アップと言うことで、この基準については、

私自身、公平、公正だと思っておりますので、今のところこの額で進めていきたいと思っております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 税金を使うわけですから、公平、公正に不公平のないようにと言うことは正にその 

通りだと思うんですけど、ここの趣旨ですね、コミュニティ活動助成金を増額してくれと言う趣旨、

想いをできるだけ小さな自治会ですね、自治会の再編もいろいろ経緯はありましたけど、どうしても

再編できなくて本当に十数戸、最低でもそんなとこだと思うんですけど、そのところの自治会の想い

を組んでほしいと言うことで増額を願ったところですが、できないと言うのであればできないんだろ

うし、それ以上は求めませんけど、その趣旨だけを十分に組んでいただきたいと、その想いで質問い

たしました。 

 最初に戻りますけど、その辺のことをもしできるのであれば、自治会の活動と言うのは、大きくて

も小さくても、量は別として質は同じだと思うんですね。そうすると、それに対する均等割って言う

のは公平に配分して、その中で残った分は戸数割と言うことになろうかと思うんですけど、この１４

８万円で自治会で割り振りするわけですから、その想いを、小さい自治体に対する想いを組んでいた

だきたいと言う思いですので、これ以上できないと言うのであれば、それはその回答かもしれません
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けど、もっと検討の余地があるかどうか、もう一度お聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 このコミュニティ助成事業につきましては、自治連とも数回にわたり協議を行っ 

ております。それで、自治連の方にもご理解を頂いたと私は思っております。それで、世帯規模金額

をいくらにすればいいのかって言う、そう言う議論だとかいろんな事については、やはりこれしかな

いだろうと、自治連サイドの方もそう言うお話でございました。そう言うことで、今回こう言う形で

助成額を改定させていただくと言うことですので、そこら辺ご理解をいただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 阿部議員 直接、この予算の部分には関わらないのかもしれませんけども、交通安全対策に関 

しまして１点お伺いをしたいと思います。学友橋のところに以前から２体の人形がありました。これ

は、通学する子どもの安全を見守ると言う意味で相当長い期間あったわけですけども、それが昨年撤

去されております。確かに人形も壊れている部分がございますから、そのままと言うことにはならな

いのかもしれませんけども、修理をするために持って行ったのか、必要がないから撤去したのか、今

後どう言う対応をするのか、その辺もしも決まっていることがあれば、お答えをいただきたいと思い

ます。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 今後の更新については、まだ考えてはいませんけども、２体の人形ですね、かな 

り破損が著しく見苦しいと言うこと。それから、本当にこれが車だとかいろんな支障に、通行だとか

妨げになることのお話も受けておりました。それで、これについては交通安全協会さんの方で設置し、

それから撤去も交通安全協会の方で撤去いたしたところです。今後、その必要性等、交通安全協会と

お話をして、今後必要と言うことであれば、その辺についても交通安全協会と協力しまして設置等考

えていきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 阿部議員 必要とあればと言うことは、今まで必要なかったと言う判断になりますから、そう 

言うことじゃなくて、今まであったものはしっかりとそこに置いてあげるべきだし、何処の予算を見

て、安協が出したんですか、安協が設置したんですか、そこら辺はっきりしていただかないと困りま

す。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 設置につきましては、交通安全協会の方で設置をしております。それで、昨年、 

交通安全協会の方で撤去し、そして今のところそのままの状態で保存と言うか保管されているような

状況にもあります。先程言いましたけども、必要か必要でないかって、必要だからあったと言うお話

でございますけども、そこら辺もう少し交通安全協会の方と煮詰めまして検討していきたいと思いま

すので、その辺宜しくご理解をしていただきたいと思います。 

○佐藤議長 ８番。 

○８番 阿部議員 言われることは分かります。ただ、あそこに今、人形じゃなくて人がいるわけです 



 134 

よ。人が立って子ども達の安全を見守っていると言う状況です。それが仮にいなくなったとして、そ

のことも十分に考えていかなきゃならないし、その人がずっとこれから先何十年もあそこで子どもの

見守りできるって言う保障はございませんから、人形は人形できちっと考えてもらわないと困るなと

私は思ってますので、善処をいただきたいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 その辺につきまして検討させてほしいと思います。いろんなことを考えて、設置 

するか、設置しないか、これについても交通安全協会と連絡を密にして、お話合いを密にして今後検

討していきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ６３ページ、６４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 竹内議員 参考のためにテレビジョンの中継についてお聞きいたします。昨年、地デジ化が組 

合を作ってある程度見れるようになったと思います。そこで、今、置戸の中でこの組合に入らない方、

うちはＢＳでいいですよと言う方、この件数って何件位あるのか、分かればお知らせ下さい。  

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 テレビの放送がデジタル化をされまして以降、置戸でも難視聴のエリアがご 

ざいましたことから、国の制度なども活用いたしまして、いろいろと対策を進めてきたところであり

ます。中間の状況報告、数字申し上げたことがあるんですが、今ちょっと手元にございません。ただ、

難視聴の個人の考え方としては、デジタル放送を見れなくても私は衛星放送で十分ですと言うお答え

もあった方、何人かいらっしゃったと思いますが、その後ですね、それぞれ国の方からになりますけ

れども、この経過期間が終了すると、本当によろしいですかと言うような問い合わせなんかも、各戸

に行っておりまして、その中で改めてワンセグ対応の施設が欲しいという要望に最近になって切り替

わった方もいらっしゃいまして、そのことを含めまして後程、それらを差っ引いたとしたら最終的に

どれぐらいの数になったかの方をお話させていただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 嘉藤議員 今の話の上になりますけども、住民活動に要する経費と言うことで、１９節、負担 

金、補助金及び交付金についてと言うことで、元気な町づくり活動支援補助金と言うものがあります。

昨年の実績をお聞きしますと１件だったそうでありますし、前の担当の課長の時には自画自賛するぐ

らい素晴らしい計画だと言う話でありましたけれども、残念ながら３件見積りしながら１件と言うこ

とで、これ、万度に使えとかそれ以上の実績を上げるような何か取り組みと言うか、ＰＲと言うか、

これからもしていただきたいと思いますけど、その辺はいかがでしょう。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 本当に利用勝手のいい助成金だと思っております。補助金だと思っております。 
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それでこれにつきましてはですね、いつも申し上げますけども、ＰＲ等、住民に周知して、少しでも

使っていただけるような形を取っていきたいと思っておりますので、その辺、宜しくお願いいたしま

す。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 嘉藤議員 今のことですけども、名前の通り本当に元気な町づくりになるような活動資金であ 

っていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 その通り、私達も少しでも１件でも多くの団体が使っていただけるようにその辺、 

工夫していきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。午後１時から再開します。 

                          

休憩 １１時５９分 

再開 １３時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  最初に議案第２１号の質疑について補足がありますので発言を許可します。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 午前中、竹内議員の方からご質問いただきました難視聴対策の戸数が最終的 

にどういう状況になっているかというご質問でございました。 

 置戸町の難視聴対策につきましては、平成２２年から具体的な対応をしてまいりました。この間、

全部で２３戸の難視聴世帯が発生をしております。それぞれの状況に合わせた対応の相談を国の方と

一緒になってやって参りましたけれども、最終的な対応の結果として数字の方を申し上げたいと思い

ます。 

 まずは、高性能アンテナ自宅付近で高い場所にアンテナを設置することで解消した、それが５件ご

ざいました。それから、少し電波は弱くなりますけれども、ワンセグでの対応と言うのが、この期間

の後半の方で出てまいりまして、それらで対応した世帯が５戸、それから、昨年実施をいたしました

勝山第一地区の共同受信組合の方で共聴施設、整備しました。ここで９戸、それから、アナログが終

了する前から、例えば自宅の付近の高台の方から電波を引っ張って、すでにデジタル化された後もそ

の場所を利用して受信が可能だった世帯等もございまして、これらが３戸ございました。それから、

もう１戸につきましては、移行当時、難視聴であったんですが現在廃業されたと言う事業者が１戸、

常元の方にございまして、それらを含めましてトータル２３戸の現在まで対応をしてきたところであ

ります。 

 現時点では、それ以降についてのご相談等もございませんし、国の方の制度も当初から、この平成

２７年の３月をもって暫定措置、衛星放送による暫定措置も終了すると言うことになっております。

ただ、今後もですね季節ですとか、地理的な条件等から難視聴がこれ以上発生しないということでは

ございませんので、相談がありました折にはきちっと対応をしてまいりたいと、このように考えてお
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ります。 

○佐藤議長 ただいまの発言に対し質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 それでは休憩前の議案に戻ります。 

  ６１ページ、６２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  議案の質疑を続けます。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書。 

  ６３ページ、６４ページ。 

  歳出。２款総務費、１項総務管理費、住民活動に要する経費の続きから。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 ６４ページです。再下段で交付金の各地区自治連合会交付金の１５０万の増額とい 

うことなんですが、若干聞き漏らしたんで、１５０万の増額についての説明を再度お願いします。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 説明させていただきます。開町１００周年を迎えるに当たり各団体に協賛事業を 

募集したところ、１５０万円につきましては、境野地区自治連より境野地区大演芸会が協賛事業とし

て実施されることから、１５０万円かかる経費を増額して計上しております。以上です。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員 その大演芸会なんですけど、具体的にですね１５０万円の根拠と言いますか、事業 

の内容というのが分かればお知らせ願いたいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 総事業費的には２００万円でございます。それで会場設営費、舞台だとか照明、 

放送で５０万円、映画上映料として５０万円、それから出演料等ですね大演芸会ですから、これが５

０万円です。合計１５０万円の補助要望額でございます。残り５０万円については手持ちの持ち出し

と言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 交付金で、置戸町ふるさと運動推進協議会の交付金と言うことで、札幌置戸会が３ 

０周年を迎えると言うことでの５０万円の増額と言うことになってますけども、具体的な内容とかが

あればお願いいたします。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 札幌置戸会からの具体的な要望は、まだありませんが現段階においては、集いの 

会場において置戸音頭や置戸小唄踊りで札幌置戸会の会員と町民とが一になり、相互に親睦交流を深

め、周年のお祝いをしたいとの思いもあり、その想いを実現するためにかかる経費と言うことで増額

しておりますが、今後とも連絡を密にし、会の意に沿うよう協力支援をしていきたいと思いますが、
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この５０万円の内訳ですが、もし、置戸音頭や置戸小唄踊りということであれば大体３０名程度で参

加をしていきたいと思っております。予算内容につきましては宿泊料と会費５，０００円、その他の

事務的経費として５万円と言うことで５０万円を計上したところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 先程の佐藤勇治議員の質問に関連するんですけども、今回自治会の方に対して、境 

野における１００周年事業に対して支出をすると、また他の項目でも１００周年事業に関わって各幾

らかの支出が記載されておりますけども、５８ページのいわゆる１００周年事業に要する経費の８，

１６０万の項目の中に関連事業、協賛事業交付金と言うのがございまして、４４２万６，０００円で

すか、これとは各会計で支出する１００周年事業の協賛に関わる支出と、丸々別立てで１００周年記

念事業に対する協賛事業交付金というのが出されると言う認識でよろしいでしょうか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 ただいまのご質問の件ですけども、すいません、資料を用いて説明をさせて 

いただきたいと思います。緑色の表紙の説明資料のですね、２８ページ、２９ページに１００周年関

連の経費の資料を付けてございます。そちらの方をご覧いただきたいと思います。 

 ２８ページの表でありますけれども、企画費の方に出てまいりました経費は８，２１０万円でござ

います。これの内訳として、それぞれ会議費ですとか事務費、その他にグループが実施をする事業と

いうことでのトータル８，２１０万円となってございます。たまたまグループが七つありまして、関

連事業グループ、下から二つ目になりますけれども４４０万円程、見てございますけれども、これは

グループが直轄でやる事業という押えをしていただければと言うふうに思います。従いまして協賛事

業については、関連事業グループで議論をしていただきましたけれども、実際にやる経費につきまし

ては、この表で行きますところの２番目から１４番目までが補助金であったり、交付金であったり若

しくは直轄経費であったりと言うことでそれぞれ見て、トータルとして総額９，８０５万４，０００

円を計上させていただいたところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 細川議員 先程の境野の件なんですが、演芸会の中で映画鑑賞は分かったんですが、出演料も 

５０万円ということなんですが、これは他所からそういう演芸なるものの出演者を呼んだ謝礼という

ことでよろしいでしょうか。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 先程、５０万円と言いましたけれども、設備費として２０万円、それからプロの 

出演料として３０万円、合わせて５０万円と言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ６５ページ、６６ページ。 

  質疑はありませんか。 
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  ４番。 

○４番 岩藤議員 備品購入費の２９１万６，０００円、メディアコンバータ１８台分の更新と言う説 

明でした。メディアコンバータって何なんでしょうか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 １８節、備品購入費の情報機器等２９１万６，０００円の予算計上ですけども、各役 

場と各施設を今、光通信で結んでいるんですけどもその光通信を結んだ情報を、それぞれの施設のパ

ソコンと役場のサーバー、これを認識するための機械なんですけども、光をアナログに変換する機器

と言うことで、メディアコンバータと呼んでますけども、要するに早い話が光をアナログに変える装

置、それで施設と役場にそれぞれ一台ずつ設置をしなければならないと言うことで、旧施設両方２つ

ずつありますので１８台、合わせて２９１万６，０００円を予算計上させていただいたところです。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ６７ページ、６８ページ。 

  ２項町税費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ６９ページ、７０ページ。 

  ３項戸籍住民登録費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ７１ページ、７２ページ。 

  ４項選挙費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ７３ページ、７４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ７５ページ、７６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ７７ページ、７８ページ。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ７９ページ、８０ページ。 

  ５項統計調査費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８１ページ、８２ページ。 

  ６項監査委員費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８３ページ、８４ページ。 

  ３款民生費、１項社会福祉費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８５ページ、８６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８７ページ、８８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８９ページ、９０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ９１ページ、９２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ９３ページ、９４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ９５ページ、９６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ９７ページ、９８ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 中程の、老人福祉事業支援に要する経費の扶助費なんですけど、認知症対応型共同 

生活介護事業所云々、助成金なんですけど、１３５万円なんですけど、内容が説明でよく分からなか

ったんですけど、この予算説明資料の１２ページに若干説明が書いてあるんですけど、限度額５，０

００円から１０，０００円の所得分に応じて家賃等の負担の軽減を支援すると言うことなんですけど、

基本的にグループホームに入られている入居者に対して家賃を軽減した場合についてのグループホー

ムに対する助成って言う、そういう考え方なんですか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。  

○鈴木地域福祉センター所長 ただいまの認知症対応型の共同生活介護事業所への利用者負担軽減の助 

成でございますけども、今、議員がおっしゃった内容でございまして、住民税の非課税の低所得の利

用者の家賃とか光熱費、この負担を軽減する事業者、グループホームですけども、事業者に対しまし

て一人当たり一月５，０００円から１０，０００万円の助成を行いまして、低所得利用者の負担軽減

を図ると言うことで助成をして参りたいという内容でございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 １３５万円なんですけど、対象者何人を見込んでいるのか。基本的にこれは助成す 

るのは、はなおけとに対して助成すると言うことですよね。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 この助成金については、先程ご説明したとおり、住民税非課税の方と言 

うことで考えてございますので、あの施設については、１８人の定員でございますけども、その内、

積算では１２名で積算をしております。それぞれ介護保険の段階に基づいた中での同じ考え方で助成 

をして参りたいと思ってございますけども、その中の低所得者層と言うことで、ただ今議員の方から

ご質問ありましたとおり、助成先はグループホームはなおけとに対しての助成と言うふうになります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ９９ページ、１００ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １０１ページ、１０２ページ。 
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  ２項児童福祉費。 

  質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 阿部議員 １９節の負担金補助及び交付金なんですけども、ＮＰＯ法人の事業の内容について、 

何様なものにどれだけかかっているのかご説明をお願いしたいと思います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 ただ今ご質問のありました、ＮＰＯ法人活動支援事業補助金の内容と言 

うことのご質問だと思いますけども、この補助金の積算の内訳について説明を申し上げます。３９０

万円の中身ですけども、水道光熱費が７５万６，０００円。燃料費、暖房、それから車両の燃料費に

なりますけども、この分が３６万円。通信運搬費が１２万円。それから、玄関マットとか掃除用のモ

ップ、それから、修繕等の施設整備費として６２万円。消耗品とか印刷製本等で３５万２，０００円。

保険料で１０万円。それから、職員１名分の賃金とボランティアの謝礼と言うことで、これら合わせ

まして１５９万２，０００円。これを合わせますと、合計３９０万円と言うことでございます。 

  ６番。 

○６番 石井議員 その上になりますけども、青年貢献制度利用助成金。先程の補正予算の中で１１万 

２，０００円減額しておりますが、実質、見込人数的な部分と言うのは、何人かお分かりになります

か。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 青年後見制度の利用の関係でございますけども、今こちらの方に障がい 

者の方で利用したいという方が１名ございます。そう言うことで相談がある分について予算計上させ

ていただきました。ただ、実際この後、そういう制度に乗るかどうかと言うのは、今後の打ち合わせ

と言うことで考えてございます。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 石井議員 それでは、その１名分の経費として１６万８，０００円と言うことでよろしいでし 

ょうか。であるならば、昨年の部分の減額の部分の１１万２，０００円と言うのは、どうして減額に

なったのか。価格の差と言ったらおかしいですけども、ちょっと違いがあるのかお知らせ願いたいと

思います。 

○佐藤議長 鈴木地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 青年後見制度の助成金だけを見ますと、昨年も同額の予算計上でござい 

まして、これ１年分じゃなくて６ヵ月分の積算でこの分の助成金を見てございます。昨年と同じ予算

の計上と言うことでご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １０３ページ、１０４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ７番。 
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○７番 竹内議員 健やか子育て応援についてお聞きします。私も子供が大きくなって、最近こういう 

のが薄くなってきておりますので、一通り概要だけ教えていただきたいと思います。 

○鈴木地域福祉センター所長 健やか子育て応援事業についてのご質問でございますけども、今、お話 

ありました概要について簡単にご説明をさせていただきます。 

 この事業につきましては、置戸町に住所があります、小学校１年生から高校３年生までのお子さん

がいる保護者が対象でございまして、医療保険法の対象となります、通院とか入院費の医療費の自己

負担から、非課税世帯でございますと、初診時の一時負担、課税世帯でございますと、１割を控除し

た額を１ポイント１円で還元いたしまして、５００円の金券で皆さんの方にお渡しをして商店の方で

使っていただくと言うことで、子育て家庭の経済的な支援と、町内の購買力の向上を図ると言うこと

で事業を実施していると言うことでございます。なお、これらの制度の案内につきましては、毎年、

広報を通じましてこの利用についてのお知らせと言いましょうか、周知を図っているところでござい

ます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 竹内議員 分かりました。これ随時ＰＲはしていると思うんですけども、一昨年、何回ほどＰ 

Ｒをされているのか、広報でも何でも結構です、何回ぐらいＰＲされたか覚えていますか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 昨年、秋頃だと思いますけども、広報の方にこの周知と言うことで、昨 

年でいけば秋の１回の広報の周知になろうかと思います。また、ホームページの方には、この事業の

中身含めて掲載をさせていただいていると言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 竹内議員 分かりました。その年によってこの利用と言うのは変わってくるものだと思います 

けども、これを利用されている傾向としては、年々伸びているのか、どのように感じているのか教え

ていただきたいと思います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 利用の実績のご質問でございますけども、新たな申請については、今ま 

での継続の方がおられますので年々減少傾向でございますけども、医療費の申請額でいきますと、２

５年度の実績でいきますと、２３０万程度と言うことで、制度の始まりました、２２年度には１９０

万、２００万を切る数字でございますので、そのあと２８０万程度と言うことでございますので、年々

伸びてきているのかなと言うふうには考えてございます。ただ、２６年度、今の現在でございますけ

ども、今のところ１５０万程度の申請と言うことの内容でございます。 

○佐藤議長 ７番。 

  ７番。 

○７番 竹内議員 先程、ＰＲ聞きました。秋ほどＰＲしていると言うことでございますけども、広報 

にも余裕がある時とない時あると思いますけども、これ以外に知らない人がいるんですね。もう少し

ＰＲしてはいかがかと思いますけども、どうでしょうか、所長。 
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○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 制度始まってから、それぞれＰＲしているつもりでございますけども、 

昨年は滞っていまして１回程度の広報の掲載になりましたので、この後、もう少し回数を増やして目

につける形でＰＲの方進めて参りたいと言うふうに考えてございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 認定こども園等運営に要する経費の部分、交付金のところなんですが、僕のメモで 

はさっぱり分からないとしか書いていなくて、本当にさっぱり分からないんですが、施設型給付費負

担金という名目が変わったと言うことなんでしょうけども、これは認可されていなくても施設型であ

れば国としては負担金を出すよと言う、そういう変更による名称の変更と言うふうに考えてよろしい

でしょうか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 認定こども園等の運営に要する経費の中の負担金の関係のご質問でござ 

います。施設型給付と言うのは、保育所、それから、幼稚園、認定こども園等が給付を受けるための

施設が施設型給付と言うことでございます。従いまして、今まで幼稚園なり保育所でやっていた施設

についても、置戸町こどもセンター、それから、留辺蘂のマリア幼稚園、これについても施設型給付

と言うことで整理を、２７年４月から新しい制度になります。それに伴いまして、今まで置戸町こど

もセンターでいけば、長時間型、短時間型、幼稚園の子供と保育所の子供と言うことで受け入れをし

ていたわけでございますけども、この費用の中には、長時間型、短時間型含めまして従来のそう言う

方を含めまして、１号から３号までの認定。１号は、教育標準による幼稚園に該当する分の子ども達

で、３歳以上の子ども達でございます。２号については、保育所、保育認定と言うことで、これも３

歳以上の子ども達でございます。３号認定が３歳未満の保育の認定を受けた子ども達でございますけ

ども、それらがこの給付費の中に全て網羅されると言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はございませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １０５ページ、１０６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １０７ページ、１０８ページ。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １０９ページ、１１０ページ。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １１１ページ、１１２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １１３ページ、１１４ページ。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １１５ページ、１１６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １１７ページ、１１８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １１９ページ、１２０ページ。 

  ２項清掃費 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 高谷議員 一番上の、野犬の掃討と言うか駆除、それから蜂も併せてなんですが、野犬の実績 

と言うのがありましたら教えて下さい。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 １月末現在なんですけども、野犬の捕獲頭数は１２頭です。それと、野犬の出動 

回数は２８回です。それと、捕獲犬の保留は９１日です。そう言うことになっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １２１ページ、１２２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １２３ページ、１２４ページ。 

  ５款労働費、１項労働諸費。６款農林水産業費、１項農業費。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １２５ページ、１２６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １２７ページ、１２８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １２９ページ、１３０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １３１ページ、１３２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 交流促進センター管理に要する経費の部分の賃金なんですが、３２３万９，０００ 

円。これの積算根拠と言うか、この金額にした根拠と言うものをお伺いいたします。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 それでは、交流促進センター管理に要する経費、７節賃金の積算の根拠でござい 

ますが、町の定期作業員として積算しておりまして、日給については、１万１，０００円。平日のみ

の２４５日間で、２６９万５，０００円。それと、６月、１２月の特別賃金。それから、１１月支給

の寒冷地手当、４万５００円を含めた手当等で、５４万４，０００円。合計３２３万９，０００円と

言う形で計上させていただいております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 定期職員と同じ金額と言うことなんでしょうけれども、１年ないし２年間休業とな 

る間の維持管理等含めた仕事と言うことになるんだと思います。今後の見込まで約束をしているのか、

その辺りも含めて、定期職員が安いとか高いとかって言うことではないんですけども、一定の家族を

持ったそれなりの年齢の方の給与だと思います。いろいろ町の臨時職員だったり定期職員だったり、

また、賃金だったりと言うことでいろいろな格差と言うか、役職によって職域によったりとかいろい

ろ差があるんですけども、単純に言いますと、どま工房の研究員さんが３２１万円だとか、あと、小

学校の用務員さんが４８２万円だとか、家族を持っていたり、持っていなかったりいろいろな状況に

応じてどういうふうな形で採用するかと言うことで、賃金自体が変わってきているんですけども、あ

る程度将来を見越してそれなりの責任のある仕事を担ってもらうのであれば、この金額が適当なのか

どうなのかって言うと、ちょっとクエッションが付くかなとも思うんですが、将来的な再開するにあ
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たってもきちんと責務と言うか、職種を全うしてもらわなきゃならないと言う立場にある人であれば、

この金額が妥当なのかどうなのかって言うクエッションマークが付くんですが、その辺りいかがでし

ょうか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 一時休業期間の１年半から２年と言うことでございまして、そう言う形で常用で 

なくて定期作業員と言う形で雇用しておりまして、定期作業員の賃金としては、日給１万１，０００

円と言うのは、施設整備課の常用さんでも１万１，３００円と言う部分の中では、この日給安いと言

うふうには思っておりません。ただ、今までもらっていた給料、それから家族構成等によって変わっ

てくると思うんですが、今年度どうしても定期作業員で６月の手当、４月１日採用者は７割カットと

言う形で、非常に３割しか出ないと言うことで、手当の部分で十数万減額になっておりますが、来年

度は、この手当の分は満額、６月分も１．１ヵ月出ると言うことで考えております。 

 岩藤議員の方からは、そう言う形で採用する人の形で、家族構成等でと言うことでありますが、我々

としては積算する段階では、協議して日給等含めて最大限努力したと言うつもりであります。それか

ら、将来に渡っての見込みと、休業終わって再開の時という部分については、これはまだどのような

形で新生ゆぅゆ運営していくかと言うようなことは決まっておりません。そういう形で新しく管理運

営を行っていただく方には、町としても施設管理等含めて、泉源管理含めて、非常にベテランという

こと含めて、新生ゆぅゆで働いていただけるような、最大限のお願いをしていくと言うようなことで

お話をしております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 交流促進センターの管理に要する経費の点なんですが、今のお話を聞きますと、臨 

時の作業員が平日、年２４５日ですか、と言うことは土日、更には、休日の日は休んで頂くと。それ

以外のいわゆる平日の時にゆぅゆに行ってずっと張り付けでそこで一体何をしているのか、非常に疑

問に思うんですよね。泉源等々の機械等が順調に動いているかどうかそれを監視しているって言う部

分はあると思うんですが、それ以外に接客等々などはありません。本当にそう言った監視業務だけで、

ずっと一日そこで過ごされるのかどうか、ちょっと管理方法と言いますか、その作業員の業務的な部

分、もう少し詳しくお知らせを願いたいと思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 作業員の業務の内容と言うことでございます。石井議員の方からは、泉源管理、 

施設管理だけではちょっと余るんではないかと言うご指摘をいただきましたが、泉源管理チェック等

していかんとならない部分、それと全てですね、委託料の方でも若干、草が伸びる時期の草刈り等は

見ておりますが、施設周りの環境整備等含めて作業が出てくるだろうと。それから冬期間については、

除雪等の作業と言うふうには考えております。それと、今回当初予算で、５００万の委託料と基本設

計委託料、その後ですね実施設計等を含めて、そういう現地の確認等含めて、そう言う作業も入って

まいります。また、そういう部分の中で今までのゆぅゆの経営状況だとか含めて、それから現地の確

認等含めて、そういうような形で作業員がいてもらうと言うことは、プラスになると考えておりまし

て、平日のみの２４５日間で算定をしております。 
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○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 仮に、私がその場に行ったとしたならば、やはり何かすることはないかと言って、 

常に環境整備等々にも配慮して仕事をするだろうとは思うんですけども、委託料の部分で、各種環境

整備委託料で１１４万７，０００円、除雪の委託料も１０万円等々支出する予定になっています。ま

た、泉源配管等維持管理委託料については、もし何かあった場合には専門の業者を呼んで元の状態に

してもらうと言うような部分の委託料だと言うふうに思いますし、また、電気保安管理等々委託料で、

随分専門業者に対しての部分でも支出をするんだなと。後ほど、もしかすると使わなかったと言うこ

とで予算の補正があるのかもしれませんけども、非常に大らかな、何て言いますかね、管理をする経

費の支出だなと言うふうに思っています。また、電話使用料につきましても１０万円、どれだけ電話

を使うのだろうと。仮にですね、ゆぅゆの電話番号を保持するための電話料、使用料と言うようなこ

とであるならば、果たして、その１０万円、使って電話番号を保持する必要性があるのかどうか、非

常に管理に要する経費、もう少し煮詰めてと言いますか、緻密にと言いますか、そう言った部分で経

費を出していただきたかったなと思いますが、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 議員からは大らかなと言う言い方をしていただきましたが、これ言い訳にしかな 

りませんが、我々としても何とか基本設計終わるまで工事まで営業していただける方針でという予算

編成をしておりましたが、西島食品さんとですね、給湯設備の故障等で施設管理者を辞退したいと言

うことになりまして、予算編成作業上、大変大雑把な予算計上になっております。そういう形では、

平成１９年の相生の杜さんが１１月中に辞めたというのを元にですね、予算計上させていただいてお

りますが、これにつきまして、石井議員からあったように、我々も大変大雑把な予算計上になってい

ることは認めております。大変申し訳ないと思っておりますが、これについてはですね、不要なもの

は使わないと減額補正をすると、そして電気使用量、燃料費等もですね、何とかコスト削減して極力

最低限で抑えるような形で１名の作業員を置く中で、低コストな管理運営を１年間行っていきたいと

言うふうに思っておりますので、宜しくどうぞお願いいたします。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １３３ページ、１３４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ２番。 

○２番 小林議員 基本設計の関係でお聞きしたいんですけど、これはいつ頃まで回答貰うのかと言う 

のと、できれば中間に１回、議会の方にも協議をさせていただきたいなと思うんですが、その辺につ

いてはどうですか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 基本設計のタイムスケジュールですが、なるべく早くに委託業務発注してと、議 

員協議会の方もですね、大まかなタイムスケジュールとしては、基本設計３ヶ月と言うようなことで



 148 

やっておりますんで、４、５、６、４月１日には発注できませんので４月中旬の委託業務発注、６月

中旬と言うようなことで考えております。それと、議員の皆様方もですね、数度にわたる協議会、総

務常任委員会等開いていただいております。そう言う形で、形の見えた段階で、皆さんからご意見を

いただけるような形で、総務常任委員会なり、議員協議会等開催をお願いしていきたいと思っており

ます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １３５ページ、１３６ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 果実園芸作物に要する経費の部分なんですが、毎年のことで平成２６年度の実績を 

お伺いいたします。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 平成２６年度の果実園芸作物補助の実績について説明いたします。平成２６年度 

の実績でございます。まず、葡萄でございます。 

 セイベルを中心とした白混合で１８１キロ、アムレンシス種を中心とした赤混合で１０５キロ、ジ

ーガレーベ種でございますが、２６年度は４６キロ、山葡萄が２１９キロ、葡萄の合計が５５１キロ

でございます。売り上げにつきましては消費税込みで５５１キロで１０万１，９９３円と言うことに

なっております。それから小果実類でございます。木苺が１８キロ、ハスカップ１５キロ、ブルーベ

リーが７２キロ、小果実合計１０５キロ、売り上げは前年度の在庫分も含めて１０万６，８００円と

いう形になっております。その他にですね、商工会と連携して作っておりますハロウィーン用の南瓜

の２万円と言うことで、合わせて２２万８，７９３円という形で、これが平成２６年度の実績となっ

ております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 今年度は苗木、ジーガレーベ用等とかメモしてますけども昨年度よりかは、若干７ 

万円程ですか、増やすと言う予定になってますが、少しでも葡萄の量を増やすと言う気持ちで苗木を

増やすと言うことでよろしいですか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 はい。その通りでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １３７ページ、１３８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １３９ページ、１４０ページ。 

  ２項林業費。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 道営土地改良事業に要する経費の１億５５０万５，０００円について伺います。参 

考資料の図面の中には、道営土地改良事業２本入っているんですけど、今年で終了するという釧北の

ですね、きたみらい地区の道営草地整備ですか、これが今回というか去年も入っていなかったんです

けど、図面入れる必要性がないということで入れてないのかも知れませんが、いずれにせよ今年で終

了しますんで来年は無いと言うことで、いわゆる道営土地改良事業それぞれ合わさって、３本が合わ

さって１億５００万になるということなんで、もう少しですね、去年も多分私、議会終わってからも

お願いしたんですけど、それから前の年の課長さんにもお願いしたんですけど、３本のそれぞれの事

業の区分けによってですね、事業それぞれが国費、道費、町費、それぞれ負担率が違いますし、それ

から基盤整備の部分については、線の事業については町の負担までしかないんだけど、いわゆる面で

すね、畑とか農家の重機さんに関わるものについては農家負担が出てくると。そう言ったことでです

ね。もう少し負担を明確になる表を添付してくれと言うことで頼んだはずなんですね。たまたま今年

の１２月の補正予算にはですね、２６年度の事業については細かく工種ごとに負担率を入れて分かり

やすく説明してくれたんですけど、これは要望なんですけど、来年以降もですね基盤整備については、

パート分と線の部分は、それぞれ末端の負担率違いますんでね、もう少しその辺の計算式というか表

ですね、分かりやすく添付していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 佐藤議員の方からですね、昨年１２月補正の時にこのような資料と言うことで、 

付けたら分かりやすいということでご助言いただいておりました。今から２８年でのことになります

が、そういう形で説明資料、充実いく方向で実施していきたいと言うふうに考えております。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員 それでですね、昨年度とちょっと基盤整備で負担率が変わったと言うことで、ちょ 

っと確認させていただきたいんですけど、今年度のパワーアップ分に係わる部分ですね、１億７，２

５０万の事業についてはですね、事業の２０％の内訳の中に農家負担の７．５％の他に従来ですと６．

２５ずつを町と道で負担していたというパワーアップの仕組みだったんですけど、今回それが６．２

５が更にその２分の１、ちょっと端数でるんですけど、３．１がですね国の方で見られると言うこと

なんですけど、これは歳入も見ているんですけど、これは間違いないことですか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 この新制度の農業経営高度化促進事業補助金につきましては、農業競争力強化基 

盤整備事業と一体的に行うソフト事業として、平成２５年度の補正予算で制度拡充されたものでござ

います。北海道における農業基盤整備事業にもこの促進費が使えるようになったと言うことで、この

部分ですね、道における促進補助の活用の考えとしては、従来のパワーアップとの整合性を考慮して、

現行のパワーアップでの農家負担率７．５％を固定し、工種もパワーアップ対象工種に限定して補助
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金を充当することとしていると言うことで、具体的には事業費の２０％の基本農家負担額を現行のパ

ワーアップによるものとしますので、国費５０％ですので６．２５％の補助金を受けて残りの６．２

５％を従来のパワーアップ同様、町が２分の１、道が２分の１と言うことになりますので議員の言わ

れた通り、町のパワーアップの負担が軽減すると言うことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 もう一度確認しますけど、今年の予算には農業経営高度化促進事業補助金、いわゆ 

る国からの補助金が１，０７８万１，０００円と載っているんですけど、この基盤整備は去年からや

ってますよね。２６年度は促進なんだけど、それは該当しないと言うことですか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 今、新たな制度で２５年度の補正でと言う形でご説明しましたが、２６年度の部 

分については、置戸地区の畑草については該当になりませんでした。今回、この促進費を受けるため

に２６年度、着工地区でありますが、畑草の担い手支援型から、担い手育成型への変更、型の変更手

続きを２６年度でとって２７年度から促進費が使用できるようになったと言うふうにご理解下さい。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 高谷議員 ちょっと教えていただきたいんですが、負担金補助及び交付金の多面的機能支払い 

事業補助金と言うことで、これ昨年から事業名が変更してと言うふうにちょっとメモしてあったみた

いなんですが、昨年４２７万３，０００円、今年度は１，９１８万２，０００円と言うことで、この

以前の事業と言うのはどういう事業だったか、それと１，５００万ほど事業費増えているんですが、

内容について教えていただきたいですが。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 平成２６年度から国の制度改正によって、それまでの農地・水保全管理事業から、 

多面的機能支払い事業と言う形でございます。事業内容につきましては、農家の方々が農地の保全、

それから農道だとかですね、法面だとか周辺環境の整備等に利用できると言うことで、置戸町の多面

的機能では景観緑地の巻き付けだとか、それから地域ごとに皆さんの周りの農道の法面だとか、道路

の法だとか畑の草刈りだとかシュレッダー等購入してやっていただいておりまして、本年度、対前年

ですね、大きく増額の要因としては、説明させてもらいましたが、今までは町の負担分を、４分の１

の町の負担分を上部組織に収めて、上部組織から農地・水協議会の方に直接支払いできていたものが、

今回からは事業費は変わってないんですが、全て国、道の負担金を町が受けて活動組織にまとめて町

が間接補助で助成すると言う形に変更になったものですから、大幅増額になっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １４１ページ、１４２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 



 151 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １４３ページ、１４４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １４５ページ、１４６ページ。 

  ７款商工費。 

  質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 嘉藤議員 負担金のところでお尋ねをしますけども、植樹祭の関係で随分と費用を見ているよ 

うですけども、その内容についてお知らせ下さい。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 植樹祭の経費、２４５万円、前年対比２４０万円の増と言うことで、説明では開 

町１００周年記念植樹祭と言うことで大雑把に説明しておりました。開町１００周年の植樹祭につき

ましては、置戸団地、南ヶ丘公園下手の１．６ヘクタールの町有林で行います。２６年度において、

地ごしらえ終わりまして植樹を待つばかりですが、植樹の内容につきましては町木である赤えぞ松、

みずなら、いたやなど針葉樹、広葉樹を取り混ぜた７種類、各８００本、５６００本の植樹を計画し

ております。その苗木代としては１７０万円、それから開町１００周年の記念看板代として６０万円、

それから広報タイムス等の参加者の募集等、参加者の飲み物等の経費として３０万、合計で植樹祭に

は２６０万を予算計上しておりましたが、昨年、ニトリ財団のニトリ応援基金に応募したところ、１

００万円の助成が決定したために、植樹祭の経費につきましては、２６０万から１００万円を差し引

いた１６０万円で計上しております。これに１００周年実行委員会等で協議頂いた１００周年の植樹

祭終了後に開催する交流会、焼肉交流会で計上していますが、その分の負担金として８５万円、合計

で２４５万円を予算計上させていただきました。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 嘉藤議員 交流会の関係が今、出てきていましたけども８５万円と言うことで、大体どれぐら 

いの人数を予想されているのか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 ただいま、積算させていただいておりますのは、３００名、総経費１００万円で、 

参加者からは５００円の負担金をいただいて１５万円差し引いた８５万円の負担金で計上させてもら

っております。 

○佐藤議長 １番。 

○１番 嘉藤議員 通常年の植樹祭より相当の人数が多いと思われますけどもこの辺の範疇と言います 

か、どんな方をお呼びしてと言いますか、対象者の範囲をお知らせください。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 今回の開町１００周年記念事業、これにつきましては多くの町民の方に参加して 
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いただいてという形で、広報タイムス等で多くの町民の方に参加してもらえるような形で広報、それ

から自治連等に各自治会通して参加者の取りまとめ等お願いしまして、多くの町民に参加していただ

けるような方法で考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 非常に多くの方にと言うことなんですけども、通常植樹祭、平日に行っておりまし 

たけれども、今回は土日の休みの日に計画をしているのでしょうか。ちょっとお聞かせ下さい。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 はい。すいません。現在、実行委員会等まだ開催しておりませんが、今回は平日 

でなくて土曜でなくて日曜開催で検討していきたいと言うふうに考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １４７ページ、１４８ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 上から２番目の投資及び出資金ですね、２，５００万円の一般財団法人置戸森林文 

化振興協会の出損金で、これが商工費で支出されると言う理由をお知らせ下さい。  

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 それでは佐藤議員の質問に対しまして、私の方からお答えさせていただきたい 

と言うふうに思います。既にお知らせしております通り、本年から今までのオケクラフト流通普及協

会につきましては、一般社団法人化をするということで準備を進めているところでございます。この

一般社団法人化の設立にあたりましては、オケクラフトが誕生当時から教育の分野でやってきた部分

を、商工分野、いわゆる商業ベースに置き換えまして展開をしていくという長年の懸案事項に基づい

た形の中で、この度、法人化をすると言うことで進めてきてございます。今回、一般社団法人と言う

ことで準備が整いましたところ、教育ではなくて商工分野と言う形の中で進めさせていただきたくべ

く、商工費の方に計上させていただいた次第でございます。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員 後ほど、森林工芸館費が出てきますので、この協会の中身についてですね、去年の 

１０月に議員協議会で説明あったんですけども、その後内容詰めたものが出てくるんだとは思います

が、後ほど森林工芸館費で質問したいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １４９ページ、１５０ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ８番。 



 153 

○８番 阿部議員 街路灯の関係でございまして、ＬＥＤ化１５４灯と言うことで事業を進めると言う 

ことになりますけれども、これは大通りって言いますか、そこに面した部分だけなのか、何処までの

範囲を言って１５４灯なのかちょっとお知らせいただきたいと思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 今年度実施する、置戸市街地地区の１５４灯につきましては、大通り、それから 

一部材木緑園通り線等、重量線のデザイン灯部になっているところは省いております。北電共架街路

灯の古いタイプの球のもの、その１５４灯をＬＥＤ化で考えております。道道灯、木を使ったデザイ

ン灯については、道道との協議、それからＬＥＤにも球タイプのものがやっと出てきたんですが、ま

だ使える灯具と使えない灯具等がありまして、今回あるのは大通り等から離れた北電柱に共架してい

る街路灯１５４灯のＬＥＤ化で考えております。 

○佐藤議長 ８番。 

○８番 阿部議員 勝山は先に、昨年その事業が終了しているようでありますけれども、聞くところに 

よりますと、ＬＥＤを付けていないところの場所にですね、蛾が集中すると、こういう実態がありま

すので、やるとすれば全体を一斉にやっていかないと何処かに蛾が大量に発生すると言うか、そこに

集中するという実態が聞かれておりますので、その辺の対応はどうされるのか、お伺いします。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 マイマイガの関係でございます。マイマイガが大量発生して、２年、３年と。マ 

イマイガも周期があると聞いております。そう言う意味では、ここ３年ばかり大量発生してると言う

部分では、そろそろ落ち着く時期かなと言うふうに思ってますが、今、阿部議員のおっしゃる通り、

私、昨年の勝山地区の地域懇談会で、ＬＥＤにするとマイマイガが寄ってこないということで、ある

勝山地区の方からその通りだと。ただ、ＬＥＤでない公共施設の周りにと言う形でですね、多く集ま

ってしまったと言うことがございます。そういう意味では、我々今回外してるのが、連続照明区間と

言うことで、１灯、２灯ではないと言うんで、大通りだとか町道の部分はですね。何灯が残ると言う

のではなくて、連続照明の区間が残ると言うことでございますが、今、その辺のマイマイガ、希望的

観測としては終息に、数が少なくなっていくだろうと思いますが、これら連続照明についてもですね、

早期に道との協議等を進めてＬＥＤ化に向けて協議を進めていきたいと言うふうに考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １５１ページ、１５２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １５３ページ、１５４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 
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  １５５ページ、１５６ページ。 

  ８款土木費、１項土木管理費。 

  質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 嘉藤議員 おけと夏まつり実行委員会の補助金、今回１００周年と言うことでまた挙がってま 

すけども、その内訳をお知らせ下さい。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 おけと夏まつり実行委員会補助金につきましては、開町１００周年記念事業分と 

して、２００万円と言うことで大雑把な説明になっておりますが、この中には今年の開町１００周年

記念事業、多彩な事業展開になっておりますが、おけと夏まつりとしても１００周年という部分の中

で上乗せと言うことで、一つには、７人引きの賞金等の部分だとか、それから、前夜祭、それから、

人間ばん馬大会の後にやっている関連事業の部分ですね、多くの町民に楽しんでもらえる工夫をして

いこうと言うことで、１００周年部分として２００万円。これまだ第１回の企画会議を開催して詳細

詰まっておりませんが、その分で２００万円と言う形で計上させてもらっております。それと、昨年

も新たなテントを買ったりと言うようなことで、備品の整備やって参りましたが、その他に備品の更

新として５１０万円を計上させてもらってます。 

 主なものとしましては、人間ばん馬のやぐら昨年の強風で倒れまして、皆さんが開催前に放送の屋

根を付けたところ倒れて、基礎の部分の足がアルミでつくっているものですから切れたりと言うよう

なことで、放送に使うやぐらの改修。それから、昨年、非常に風が強くて前夜祭でテントが飛んで、

あばらに当たって怪我をされた人がいると言うようなことで、テントの強風対策用として、重りの整

備。それから、昨年もテーブル更新させてもらってましたが、事業を検討して、それでもダスキンレ

ンタルから５０台ほどテーブルをレンタルしていると言うような状況で、テーブルも新たに購入と言

うことで５１０万円を計上させてもらっております。そう言うことで、開町１００年の夏まつりと言

うことであります。ただ、人間ばん馬としては、２８年が第４０回と周年事業続きますが、こう言う

形で単なるお祭りではなく、置戸の歴史と文化と言うような部分で継承してきた夏まつり、多くの町

民の方にも参加してもらえるような形で工夫しながら開催していきたいという形で予算の方、計上さ

せていただいております。 

○佐藤議長 １番。 

○１番 嘉藤議員 今、説明の中でいろいろ事故とか怪我の話ありましたけども、安全第一で取り組ん 

でいただきたいと思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 実行委員会含めて、その辺反省会でも出ておりまして、安全第一で取り組んで参 

りたいと言うふうに考えております。何かお気づきの点がありましたら、実行委員会の方によろしく

お願いいたします。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。２時５０分から再開します。 
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休憩 １４時３０分 

再開 １４時５０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の質疑を続けます。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算事項別明細書。 

  １５７ページ、１５８ページ。 

  歳出。８款土木費、１項土木費の続きから。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １５９ページ、１６０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １６１ページ、１６２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 １６２ページ、上から３行目の道路巡回管理業務委託料、１，４００万円と言うこ 

とで毎年増えていっているんですけど、当初、１，２００万だったと思うんですけど、今回、１，４

００万と言う労務単価の増と言うことで理由伺ってますけど、具体的に委託料の中に労務費と言うか、

その労務に係わる人が何人いるのか教えていただきたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 道路巡回管理業務委託と言うことで、置戸町事業協同組合に委託をかけている業 

務です。それで、道路の管理状況を確認すると言う業務で２名。それと、事務手続き、事務を行って

頂く職員１名分を見ております。巡回を行っているのが２名でございます。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員 事務を行っている方が１名分入っていると言うことなんですけど、この事務を行っ 

ている方と言うのは、何処で事務を行っている方ですか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 事業協同組合の会社につきましては、小田運輸の会社内を借りております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ９番。 
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○９番 佐藤議員 道路路面の路面状況調査の委託で、３年目で最終年と言うことなんですか。この後 

の調査を委託して結果出て、この後どう言う町道の整備体制と言うか、いわゆる古いとこから順次補

修していくんだと思うんですけど、この委託をした後にどう言うスケジュールになっていくのか、教

えていただきたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 道路路面正常調査の委託の部分は、事業自体は２５、２６、今年度で３年間で改 

良舗装済みの１級町道と、集落と市街地を結ぶ２級路線、３年間で５０キロ。既に２年間で３線終わ

りまして、今年度２０キロで完了します。議員のお話される、今後の部分につきましては、このデー

タを基に、できれば今年度改修の要望をかけまして、改修工事については２８年度以降を予定してお

ります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 高谷議員 今、説明頂いたんですが、３年間の調査の委託料となっているんですが、昨年の２ 

６年の予算書の中には、この項目はないんですが、どこで見ていたんでしょうか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 ２年間、２５、２６につきましては、それぞれ１年前の繰越で計上しております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １６３ページ、１６４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １６５ページ、１６６ページ。 

  ３項河川費。 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 高谷議員 橋梁点検の業務委託料の中で、４号橋と言うのが出てきているんですが、具体的に 

これはいつ頃を目途に、今、一号橋が行っている改修に向けたのは、いつ頃の予定かお聞きしたいん

ですけども。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 今年度、委託の実施設計で４号橋入っております。時期については、平成２９年 

を予定しております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １６７ページ、１６８ページ。 
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  ４項住宅費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １６９ページ、１７０ページ。 

  ９款消防費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １７１ページ、１７２ページ。 

  １０款教育費、１項教育総務費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 消防費の委託料のところで、防災おけと保守点検委託料、防災メールに関してのこ 

とだと思いますけれども、防災メール始まって間もないわけですが、その実績と言いますか、実際に

登録された人数、その辺りをお伺いいたします。 

○栗生町づくり企画課長 この委託料の中で、２本ちょっと委託料計上しておりますけれども、ただ今 

のご質問の新たにスタートいたしました、メール配信システムの保守の委託料につきましては、上段

の方の、各種機器清掃整備点検委託料の３８万９，０００円の方になってございます。運用開始した

のが２月からでありまして、まだ１ヵ月半ぐらいになります。直近で確認いたしましたところ、現在、

２１４名の方に登録をいただいております。これに関連いたしまして、やはり近隣の市町村、市、町

でも同様のシステムは沢山入って参りまして、この利用者をいかに増やしていくかと言うことが課題

であると言うふうに思っております。運用開始以降、町民憲章推進大会の場所もお借りをしまして、

実際に登録の難しい方は、こちらの方でお預かりをして実施をしたりいたしましたけれども、引き続

き呼ばれましたらどこへでも出向いて行きたいと言うのもありますし、いろんな会合等について、こ

ちらから積極的に今後出向いて行って、この登録件数の方を増やして参りたいと言うふうに思います。 

なお、下の方の防災おけと保守点検委託料につきましては、既存の防災無線の保守点検の委託料にな

ってございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １７３ページ、１７４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １７５ページ、１７６ページ。 

  質疑はありませんか。 



 158 

  ８番。 

○８番 阿部議員 ＡＥＴに関することなんですけれども、現在、いらっしゃるＡＥＴ、次年度もここ 

にいたいよと、こう言うことで継続で採用すると言うことになっておりますけど、これって本人の望

む限りいつまでも、あるいはジェット事業ですから向こうから指示をされて何かされるのか、その辺

りお知らせいただきたいと思います。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 今現在、勤務していただいております、英語指導助手、名前ジョンと言いますけ 

ども、平成２４年の８月から雇用し、今年の７月で丸３年を迎えます。そこで、本人の意思確認をす

る前に、予算を計上するにあたりまして、各学校の意向をまずは確認をしております。そのところ、

小学校、中学校とも児童生徒始め教職員等から、ジョンに対して大分日本語にも精通してきたと言う

ことで、コミュニケーションが取りやすいため、継続を望む声と言うのがあったわけです。それを基

に私たちの方でジョンの方に、あと１年間の継続をするかしないかの確認をしてございます。そこで、

ジョンがあと１年間継続したいと言う希望もありましたので、継続をしているところでございます。

ジェットの任用規定といたしましては、最長で５年間の期間は継続できると言うことになってござい

ます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １７７ページ、１７８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １７９ページ、１８０ページ。 

  ２項小学校費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １８１ページ、１８２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １８３ページ、１８４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 備品購入費のところで、電子黒板と言うような話がありました。詳しく電子黒板に 

ついて、どう言うふうに利用して、どのようなものなのか説明をお願いしたいと思います。 

○佐藤議長 学校教育課長。 
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○蓑島学校教育課長 今回、平成２７年度で置戸町小学校におきまして、電子黒板、予算的には１３５ 

万円の電子黒板を１台導入する予定となっております。電子黒板自体は、電子教科書と言いまして、

普段一般的に使っている教科書、そのままのものが黒板の画面に出てくるような形になってございま

す。 

 そこで、利点といたしましては、テンポよく授業を進行させることができると言うことと、また、

見て視覚によって興味を引くことができる、また、教師が今までは黒板に書く、書いてそれから生徒

に教えるというやり方をしてたんですけども、この画面をタッチすることによって教科書、黒板、板

書がポンポンポンポン入れ替わるもんですから、それで教師が生徒と向き合う時間が増えると言う利

点がございます。それのためにですね、それと最後にもう１つ利点としましては少し前の授業に戻る

ことができるってこともありまして、繰り返し学習をする時に何回も進んでからまた戻る、進んでか

ら戻ると言う、その作業がスムーズに行えると、そう言うこともございまして電子黒板を導入するも

のでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 電子黒板のことは、今、全国的に話題になってる問題なので、上手に利用と言うか 

使っていただきたいと言うように思います。その上のですね、使用料及び賃借料のところで、図書情

報検索ソフト使用料、まあ中学校にも出てくるんですけれども、このソフトの使用料って言うのが、

ちょっと意味が分からないと言うか、各学校でこのソフト使用料が発生してくるのか、その辺りお伺

いしたいです。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 はい。１４節、使用料及び賃借料、図書情報検索ソフト使用料２５万５，０００ 

円でございますけども、この図書情報検索ソフトにつきましては、昨年度、置戸町生涯学習情報セン

ターのシステムが機器の老朽化に伴いまして、高いセキュリティを備えたクラウド型の図書館システ

ムへ更新を行ったところでございます。それを受けまして、各小中学校で平成２２年度より蔵書管理

及び貸し出し予約サービスの効率化の為に、情報センターと連携した図書室運営を行っていたことか

ら、今回の生涯学習情報センターとの整合性を図り、富士通のクラウド型の図書情報システムを各学

校でも導入するものでございまして、経費といたしましては更新前につきましては、保守点検のため

の委託料と言うことで、保守点検委託料のみ額にして４万４，０００円を各小中学校で計上してござ

いました。今回の更新に合わせまして、保守料の他、パソコン機器のシステムの使用料、それとシス

テムの使用料、合わせまして月額で２万５，０００円、年額にしましたら２２万５，０００円を計上

したものでございまして、なおですね、昨年の情報センターの更新に伴いまして、従来、その経費と

いうのは情報センターでみてたわけなんですけども、その分、情報センターの使用料の方が減額にな

っていると、そう言うことになってございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 学校教育のことなんでお金のことは、あんまりぐずぐず言うのもあれなんでしょう 

けども、各小中学校で同じような金額、昨年１７万２，０００円ですか、それとはちょっと意味合い
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が違うのかもしれないですけども、基本的に小中学校の図書室でこのパソコンを利用して検索すれば

情報センター、今度は図書館ですけども図書館の蔵書の部分の図書の検索が可能になっていると言う

ことですか。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 その通りでございます。従来は、結ばさってる前はＵＳＢで１回１回やり取りを 

していたんですけども、それが結ばさったと言うことになってございます。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 岩藤議員 これ、毎年このソフト使用料と言うのはかかってくると言うふうに考えていいんで 

すか。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 今の契約の内容といたしましては、５年間のリース契約と言うことで情報センタ 

ーと合わせてやってますので、昨年の１０月から導入なんで、５年後の９月までと５年間のリースに

なってございます。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 岩藤議員 とっても便利で、各学校に居ながらにして置戸の中央図書館の本が検索できると、 

便利な仕組みと言うかシステムなんでしょうけども金額を考えるとですね、別段学校で検索しなくて

も図書館に出向いて自ら本を探すとか、図書館で検索してみるとかって言うことでも僕は可能と言う

か、十分足りるんじゃないかなと言う気もするんですが、その辺りは、お金のことを言うのもなんで

すけれども、課長どうでしょうかね。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 先程もちょっと言ったんですけども、この今回の保守点検の機器の使用料等です 

ね、従前は図書館システムの中でみていたものなんですね。それで、今回の更新でその分学校に回っ

てきて、図書館システムの方の金額がその分落ちてると、相対的に見ると同じ額になっていると言う

ことと、また学校の図書館の機能といたしまして、今の検索ですとか、そう言う学習や情報だとか、

そういう機能はあるんですけども、それ以外にもですね、教員の授業改善のための調べる資質向上の

ための支援機能ですとか、そういう機能も図書館システムの中には携わっているものですから、その

分ではやっぱりあると便利、そのいちいち調べもので図書館まで行くだとか、そういうことにはなら

ないのかなと言うことで考えてます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １８５ページ、１８６ページ。 

  ３項中学校費 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １８７ページ、１８８ページ。 
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  質疑はありませんか 

  ２番。 

○２番 小林議員 １８８ページの賃金のことですとね、それと去年までは教材費があったように思う 

んですが、１つ額が３００万円近く落ちてると言うことと、教材費がないと言うことはどう言うこと

なのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 今の７節、賃金でございますけども、平成２６年度までは、今まで学校用務員さ 

んやっていただいた方は常用職員と言うことで行政２表を使った常用職員さんを雇って働いていただ

いていました。それで２６年度を持って６０歳の定年を迎えたと言うことで、本年７月からは定期用

務員さんという形で、うちで言う賃金表を見ていただければなんですけども、１８万円での雇用とな

ります。社会保険料に関しましては総務課の方で一括計上しているものですから、今度は賃金だけの

計上で２９９万円減の２２１万円を計上しているところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 今回修繕料として、国旗掲揚台の改修が乗っておりますけども、どのようなところ 

まで改修するのか、全然丸々建て替えるのかという点なんですけども、たまたま現在ある国旗掲揚台

の、ちょうどグラウンド側の真ん中あたりですか、約１メーター程になりますか、３０周年記念の時

にタイムカプセルを埋めておりますので、もし、そこまで関わる工事をする場合には、ちょっと注意

をしていただきたいなと言うことを申し上げたいと思います。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 はい。今回の国旗掲揚台の改修と致しましては、今現在国旗掲揚台の台座なんで 

すけども、タイル張りになっていてそこが風化で全部剥がれてきてると、そう言うことでそのタイル

を全部１回剥がして、そこをコンクリの打ちっぱなしで囲むと言うだけの作業になります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １８９ページ、１９０ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 このページで申し上げるべきなのかどうかわかりませんけども、私が見落としてい 

るのかもしれませんけれども、教育行政方針の中には、スクールカウンセラーの配置を継続するとな

っておりますけども、小学校費または中学校費の中でスクールカウンセラーの予算と言いますか、そ

れが私は見つけられないんですけども、何処に載っているんでしょうか。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 はい。スクールカウンセラーの派遣事業と言うことで事業自体は北海道の事業に 

なってます。そこで希望して定期的にスクールカウンセラーの方が巡回してくれると、そう言う形に

なっておりますので町費としては持ち出しは無いということになってます。 
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○６番 石井議員 ここまでにスクールカウンセラーの昨年度の実績と言いますか、実際にまたそう言 

ったようなカウンセリングの実態と言うのがあったのかどうかをお聞かせ願いたいと思います。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 はい。今、実際の記録が無いんで、正確な回数は申し上げられないんですけども、 

来ていただいているのは月に１回、昨年はですね不登校の子がいたものですから、その子にかかって

いたと言うことと、また教師保護者の相談にも乗っていると言うことになります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １９１ページ、１９２ページ。 

  ４項社会教育費。 

  質疑はありませんか 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １９３ページ、１９４ページ。 

  質疑はありませんか 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １９５ページ、１９６ページ。 

  質疑はありませんか 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 一番上段の、愛タウンふるさとづくり事業に要する経費、２７５万円と言うことで、 

今年度から生活費を従来より若干上げて月１０万円で募集してみたいと言うような説明だったと思い

ます。なかなか難しい状況になってきているんだろうなと言うふうに思いますけども、この辺り目途

と言いますか、どうなのか。それから、今までの置戸に住み着いてくれた人達、そう言ったものの実

績とか考えると、この事業と言うのは継続した方がいいって言うのは勿論あるんですけども、地域お

こし協力隊でしたっけ、総務省がやっている、そう言ったものとの賃金格差と言うのも、当然まだあ

るわけでして、その辺りのことも含めて、今年度どう言う姿勢でって言うか、どう言う方向性で進め

ていくのか、課長お伺いしたいと思います。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 まず、新年度の地遊人の募集状況ですが、残念ながらまだ確定はしておりません。 

ただ今週１人面談をする予定でして、その方が決まっていただければなと言うような状況でございま

す。 

 ご質問にありました地遊人の月額の調整金額３万円を２７年度アップしたいと言うことですが、こ

れにつきましては制度開始以来、２０年近く７万円のままやってきたと言うことで生活実態、物価等

の上昇もありますので、ある程度値上げをした方がいいのではないか言う愛タウンの協議会の役員の

方のご意見もいただきまして、３万円程度の増額と言うことにさせていただいてます。ただ、議員の
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ご指摘の通り、地域おこし協力隊等々の他の体験事業では安くて１４万円、高いところですと２０万

円と言う賃金をお支払いしているところがあると言うことで、そことの差が当然出てくるわけでござ

いますんで、その辺のところは、今後も検討しなければならないだろうなと言うふうに思っています。 

 その一番の検討の方向性としましては、以前、所管事務調査等でもお話をさせていただきましたが、

地域おこし協力隊と言う形を導入することによって国の補助金を受け、それに合わせて賃金と言う形

に、生活調整から賃金と言う形には変わりますが、金額をアップすることも１つの方策だと言うふう

に考えております。実は、２７年度から地遊人については、地域おこし協力隊の制度を導入できない

かと言うことで種々検討させていただいたんですが、やはり地域おこし協力隊と言う制度自体が、単

に地遊人だけではなくて他の置戸町で色々な人材を求める事業にも活用できると言うようなことがご

ざいまして、定住対策も含めて全体でやはり慎重に検討する必要があると言うことで、地遊人一葉で

導入を図ると言うことはちょっと難しいと言うことになりましたので、その間１年間、２７年度につ

いては、従来の形で生活助成金だけを３万円上げさせていただく形でなんとか事業を行っていきたい

と言うふうに思っております。非常に地遊人の募集が少ない中、苦戦はしておりますがなんとか募集

等の広告等も含めて人材を確保したいと言うふうに考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 地遊人の制度で、月額報酬７万円から１０万円と言うことで、この発足以来、初め 

て改定したわけですよね。これでうまくいけば良いとは思うんですけど、もう１点、任期１年ですよ

ね。この方、来てる方が色んな方がおられると思うんですけど、任期が１年終わって町の臨時職員と

して働いてもらったりと言うことで、色々その人の色んな面で町内に定住して活躍してもらっている

んですけど、むしろ、任期１年をですね将来的に２年にするとか、それは本人の希望によると思うん

ですけどその辺の検討もですね、せっかく人材がこうやって町として得たと言うことでね、１年終わ

ってすぐ帰ってしまうとか、帰らんかった方もいるんですけど、そう言ったことも含めれば、ある程

度任期の複数年と言うのかな、そう言ったことも検討しては如何でしょうか。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 今の地遊人制度の関係では、最近募集が少ないことから趣旨見直しの議論をさせ 

ていただいております。その中で任期１年がどうなのかと言うご意見もいただいているところです。

ただ、今年度２７年度の事業については申し訳ございませんが従来の事業と言う骨組みでやらせてい

ただきますので、任期については１年と言うことになろうかと思います。ただ、先程もお話いたしま

したが、定住対策も含めて地域おこし協力隊の導入と言うところでは、あちらの事業では最大３年と

言う上限がありますので、そう言う形も含めて検討させていただくと言うことになろうかと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １９７ページ、１９８ページ。 

  質疑はありませんか 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １９９ページ、２００ページ。 

  質疑はありませんか 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２０１ページ、２０２ページ。 

  質疑はありませんか 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２０３ページ、２０４ページ。 

  質疑はありませんか 

  ３番。 

○３番 高谷議員 森林工芸館管理に要する経費の中の報償費、今年は６５８万２，０００円ですか、 

時松先生４回分、それから更に、置戸のクラフトマン３名に対する謝礼と言うことで載ってますが、

この謝礼の内訳と言うか、報償費の内訳についてちょっと教えていただきたいんですが。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 それでは、森林工芸館管理に要する経費の８節、報償費、謝礼金等５９８万２， 

０００円の内訳を説明させていただきたいと思います。ただいまお話ありました通り、作り手養成塾

の講師謝礼、名誉塾長であります、時松先生、従来通り月額３７万８，０００円、これが４回分でご

ざいます。１５１万２，０００円、続きまして、実技講師であります内部講師です。オケクラフトの

作り手、主任講師分、月額２５万円かける１２ヶ月、３００万円です。それから同じくですね、今度

は主任でありません。講師です。作り手です。月額５万円かける１２ヶ月、これが２人分です。合計

１２０万円。それから外部講師と言うことで、現役の作り手さんに対します謝礼分として見込んでい

るところでございます。１時間当たりと言う計算をさせていただいておりますが、時間単価２，００

０円かける延べ時間で３０時間分を見込んでございます。合計６万円、それから同じく外部講師とし

まして道内講師分です。１回あたり３万円かけることの２回分を見込んでおりまして６万円です。そ

れから同じく外部講師で、今度は道外講師分としまして１回あたり１５万円かける１回分、合計１５

万円です。これを全部足しますと５９８万２，０００円と言うことで計上させていただいております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２０５ページ、２０６ページ。 

  質疑はありませんか 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 森林工芸館費にきましたんで、関連すると言うことで先程も出ました、一般財団法 

人について伺いたいと思います。まず、基金拠出の１口５０万円で、置戸町が２，５００万円拠出す

るわけですけど、他に基金の拠出、町以外にあるかどうか、その辺ことをまず１点お聞きしたいと思
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います。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 それでは、先程の出捐金に関する部分と言うことでご説明をさせていただきた 

いと言うふうに思います。一般社団法人置戸森林文化振興協会につきましては、法人の構成員と言う

ことで正会員、並びに準会員で成り立っております。 

 正会員につきましては、その趣旨・目的に賛同する置戸町内に住所を有する法人と言うことで、現

在準備を進めているところでございますが、４法人予定してございます。置戸町、置戸町商工会、置

戸地区林産協同組合、そして新世紀森林組合、この４法人を予定してございます。準会員につきまし

ては、同じく趣旨・目的に賛同する個人、または団体ということでオケクラフトの生産者を中心に賛

同をいただきたいということで今、お話をさせていただいて準備を進めているところでございます。

昨年、所管事務調査の時にお話をさせていただきまして、定款等の途中経過の中で１口５０万円の基

金を募ると言うお話をさせて頂いたところでございますが、最終的には基金の拠出１口の金額を２０

万円と言う形でさせていただこうということで考えております。現在のところ置戸町が２，５００万

円全てを出捐すると言うことで、全部で１２５口の出損と言うことで今のところ予定してございます。

基金の中でですね、引き受ける者、随時募集することができると言うことで、もし途中の中で趣旨に

賛同いただいて、出資しますよと言う方がおりましたら、それは随時受け付けることができるような

形で定款の方は定めております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 それでは、この団体の振興協会のですね、中身について若干伺いたいと思うんです 

が、２，５００万の出資は分かりましたが、その後委託料で１，０００万円、これは森林工芸館の販

売分を引き受けると言うことで、これは１，０００万円と言うことなんですが、具体的に流通普及協

会の仕事をですね、７月１日から移行して団体として仕事を引き受けていくと言うことなんですけど、

具体的に事業の概要だとかですね、収支の予算案だとかこれから理事会に諮ったりしていくんだと思

うんですけど、粗々と言いますか、今考えられてることでどういう事業を展開していくのか、或いは、

どういう収入をですね、今、１，０００万円委託料収入受けて、販売員３人ですか、その人達を雇っ

てっていう話は聞いているんですけど、部分的にしか聞いてないんで、その粗々の事業の概要だとか

収支予算案だとか、もし、手元に出せるものがあれば今、用意できなければ後程で結構なんですけど

若干、その辺のことを事業の内容について伺いたいと思います。 

 それと、こないだの定款の中ではですね、森林工芸館内の販売エリア等の管理運営を行うと言うの

が事業の４条の第１項に書いてます。これは、その通り今回７月から移行していくんだと思うんです

が、その他に地域生産文化の継承及び振興に寄与する人材育成事業の受託及び運営と言うのが中に入

っているんですよね。基本的には今行っている工芸館のいわゆる、人材育成部門、クラフト研修生の

育成というのは、この工芸館の工芸館費の中に報償費として示された、いわゆる指導員の給与なんか

も入っているんですけど、要は、その使い分けと言うのかな、基本的にはあくまでも今の段階で、い

わゆる森林文化振興協会は、財団はですね、今の段階ではあくまでも販売だとかそう言ったもの、そ

れのみに特化して、いわゆる従来やっていたクラフトの担い手と言いますか、その研修は工芸館が引
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き続き担っていくと言う、そういう２つの使い分けというのかな、そういうことがきちっと整理され

ているのかどうか、そう言う形で今現在スタートして、行く行くは、この定款のある通り人材育成事

業にも移行していくんだ、そう言う考え方があるのかどうかその辺２点お聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 質問で一部重複するとこがございますので、話の内容が前後することをご了承 

いただきたいと言うふうに思います。 

 まず、一般社団法人置戸森林文化振興協会と言うことで長いものですから一般社団法人と言うこと

で略させていただきたいと言うふうに思いますが、こちらの方、先程ご説明いたしました、法人の構

成員は先程申し上げました正会員、準会員と言うふうになってございます。実際には法人の役員と言

うことで理事を配置する予定でございます。この理事につきましては、９名それから監事２名と言う

ことで、この理事によりまして理事会を設けて、この理事会の中でそれぞれ事業計画、事業報告、収

支予算並びに収支決算に関するご審議をいただくと言う内容になってございます。それから、販売・

運営の部分につきまして、運営体制の部分につきましてですが、先程の理事の中から１人、常勤の専

務理事、これが１名おります。それからその他に、販売部門の正職員と言うことで２名、パート職員

と言うことで１名、現在と同じですね。それから、技術部門の職員と言うことで１名、これを予定し

てございます。合計５名の常勤体制の中で、この一般社団法人を運営していく予定でございます。 

 それから、この後のスケジュールにつきまして少しお話をさせていただきたいと言うふうに思いま

すが、法人の設立総会、これをですね４月の上旬の方に予定をしてございます。ここで初めて法人が

設立しますので、現在のところは何もない法人ということなものですから、まだ、お話させていただ

くことができません。この法人の設立総会を終えた後、法人登記を終えますのが大体４月の中旬、こ

れ位を予定してございます。 

 この一般社団法人の第１期事業につきましては、この法人登記後から６月３０日までといたしまし

て、売上高としましては、先程佐藤議員の方からお話のありました１，０００万円の委託料の内、委

託料収入のみ、この委託料の内の一部をですね受託料収入としまして、大体１４０万円程度を見込ん

でおります。専務理事と技術職員、これら２名分の賃金、それから設立登記等に関します設立費用、

それから総会並びに理事会、準備会等の会議賄い、それから法人を設立しますので広告掲載費等の販

売費・一般管理費と言うことで、営業損益につきましては代金につきましては赤字となる見込みでご

ざいます。現在の流通普及協会から一般社団法人への業務移行に関しましては、７月１日から会計年

度と言うことを予定しておりまして、それで先程の第１期事業につきましては６月の３０日で一旦切

らせていただきます。それで、第２期事業と言うことで７月の１日から翌年の６月の３０日までの間

を１つの事業年度として進んでいく予定でございます。第１回の理事会を、設立総会後に実施を予定

しておりまして、ここで第１期事業分の内容についてのお話をさせて頂く予定でございます。第２回

目の理事会を８月の下旬、これ位に予定してございまして、この時の内容としましては、第１期事業

の収支決算報告の承認、それから第２期事業の収支計画の承認、これらについて予定をしているとこ

ろでございます。また、第１期の定時総会につきましては９月の初旬を予定しているところでござい

ます。 

 オケクラフト流通普及協会につきましては、このまま解散まで存在はするわけでございますが販売
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員さんの賃金につきましては、町費の方で３ヶ月分見込んでいると言うことで、先にご説明をさせて

いただいた通りでございます。一応、一部、流通普及協会と一般社団法人が存在としては重複する期

間があると言うことになりますが、実際解散をしまして、それらの種々手続きを終えるのが１０月の

下旬、これ位を予定しているところでございます。これで初めて流通普及協会の方が解散になりまし

て、一般社団法人の方が残るとこう言うような形になってございます。それから、業務内容の方でご

ざいます。昨年の所管事務調査の中で定款の方をご覧になっていただいた部分と、現在なんら事業内

容につきましては変わってるものございません。基本的には森林工芸館内の販売エリアの受託、それ

から販売部門等となってございますのは、商品の販売の他に素材の提供管理、それから乾燥機の受託

等々の業務がございますので、販売部門等と言う形で表現を括らせていただいているところでござい

ます。 

 それから、事業定款の中で人材育成事業の受託並びに運営と言うことでのご質問に対してご説明を

させていただきたいと言うふうに思います。あくまでもオケクラフトの後継者を育てると言う意味合

いでは、教育委員会分野の中で予算計上の通りですね、進めていく予定でございます。これは、オケ

クラフトの作り手の研修制度が昭和５９年に始まって以降、その時代時代によって変化はしつつも、

従来通りの形で進めていく予定でございますが、こちらの一般社団法人の収入源としまして、その部

分を受託すると言うことも含めてはおりますが、作り手さんの方がですね、例えば一般の方に対する、

その前後にも出てきますが、例えば木工体験ですとかそう言ったところを通しての人材育成、そこに

対する講師を派遣できると言う事業内容をこの定款の中に謳っていると言うことでご理解をいただけ

ればと言うふうに思います。もっと大きく言いますと、表現はちょっと悪いですが収入源の１つとし

て、そこにも幅を持たせていると言うことと合わせまして、後継の人材育成に関しましては、あくま

でも教育分野の中で今後も進めていくと言うことで線引きを考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２０７ページ、２０８ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 阿部議員 土間工房管理に要する経費と言うことでですね、研究員の方の給与が出ておるわけ 

ですけれども、前年２１万９，１００円、今年度の予算では２６万８，１００円と言うのが月額にな

っておりますけれども、その根拠をお知らせいただきたいと思います。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 ただいまのご質問でございます。土間工房管理に要する経費の１節、報酬分、 

研究員に対します報酬の積算の内訳をご説明させていただきたいと言うふう思います。現在の生活資

料研究員は３代目の研究員でございますが、２代目の研究員の時にですね、この報酬につきまして内

規を定めさせていただきました。 

 内容と言いますのが、学歴及び前歴換算後の町の職員と同号俸に格付けした給与月額、これに１２

ヶ月分を乗じまして、更に置戸町作業員等就業規則、これで定められましたいわゆる定期作業員の期
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末手当数、現在で行きますと２．８５ヶ月分です。これを乗じた額に燃料手当分、世帯主で行きます

と４万と５００円、これを加算しましてその総額を１２で除します。それで１月当たりの単価を出し

まして、この１月当たりの単価１００円未満を切り上げして算出した額を月額報酬と言うことで、こ

れの式に基づいて計算しました額を、来年度につきましては２６万８，１００円と言うことでの根拠

でございます。なお、報酬額につきましては、これら算定基準に基づいて２年ごとに改定すると言う

ことになってございまして、現在の研究員につきましては、平成２７年度から３年目を迎えることに

なっているものですから、この度増額計上をさせていただいたところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２０９ページ、２１０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２１１ページ、２１２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 上段の補助金なんですが、オケクラフト販売促進事業補助金と言うことで１０万円 

出てますけど、これの交付先はどちらになりますか。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 先日の新年度予算の説明の中でもお話をさせていただきましたが、これにつき 

ましては従来、オケクラフト流通普及宣伝事業補助金、これを名前を変更しまして販売促進事業補助

金とさせていただきました。内容につきましては、生産者がそれぞれ販売、それから展示会等に参加

する若しくは自分達で自ら企画して参加する場合の交通費、宿泊費等につきまして２分の１を補助す

ると言う内容になってございます。平成２６年度につきましても２件の申請がありまして、それにつ

きまして交付をしてきたところでございますが、あくまでも補助金先、交付先につきましては作り手

さんと言うことになります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 先程、社団法人ですね聞き漏らしたんですけど説明の中に、常勤職員の中に技術員 

１名がいると言うことを聞いたんですけど、技術員１名ね、その他に専務理事とパート１と常勤職員

販売員が２名と言うことで合計５名ということなんだけど、この技術員と言うのはどういう職名を持

ってるのかって言うか、今、そういう対象者が技術員としてですねおられるのかどうか、その辺のこ

とをちょっと聞きしたいんですが。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 先程、ご説明申し上げました技術員の部分につきまして、お話をさせていただ 

きたいと言うふうに思います。現行の流通普及協会の中では、技術員と言う職員はおりません。この
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一般社団法人を設立するにあたって、技術員と言う職の人を配置すると言うことで今、準備を進めて

ございますが、先程、お話をさせて頂いた中の販売部門以外の部分、素材の関係です。それから乾燥

機の関係、並びに将来的な部分で言いますと、荒ぐり材の提供ですとか塗装の分業部分ですね、これ

らを視野に入れた中での技術職員の配置と言うことで考えてございまして、今、相手に対しましてで

すね色々準備を進めているところではございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２１３ページ、２１４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 公民館管理運営に要する経費、修繕料なんですけれども、館長、公民館のロビーの 

椅子を修理出してますよね。それはこの修繕料の中から出すと言うことでよろしいですか。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 はい。お答えいたします。実は２６年度、今年度もここの公民館管理運営に要す 

る経費で修繕料と言うことで中央公民館のロビーの椅子、テーブル一部修繕に出しております。修繕

の依頼先は、当初の製作者でありますクラフトマンの片岡祥光さんでございまして、製作者に修繕を

お願いをしていると言う形でございます。ご存じの通り片岡さん、非常にお忙しい、仕事の関係でお

忙しいため、１年度で全て修繕することができませんので数年に亘って少しずつ修繕をすると言う形

を取らせていただくと言うことで去年に引き続き、ここの修繕料の中に一部、ロビーの椅子、テーブ

ルの修繕料も含まさせていただいております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２１５ページ、２１６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２１７ページ、２１８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２１９ページ、２２０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２２１ページ、２２２ページ。 
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  ５項保健体育費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 学習交流事業に要する経費と言うことで、開館１０周年記念の講演会と言うことで 

説明がありましたけれども、具体的にこの９１万６，０００円、どういった計画があるか、もし煮詰

まっているんであれば教えていただきたいと思います。 

○佐藤議長 生涯学習情報センター次長。 

○佐藤生涯学習情報センター次長 一応、追加させていただきました経費につきましては、通常年の各 

種事業の報償費の他に、記念事業として作家の講演会を予定しております。有名な作家さんを呼んで

公園をして頂くと言うことで、その作家の方に掛かる謝礼金として５０万円掛かるものですから、そ

の分の追加費用として、報償費の増額をさせていただいております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 要する経費の中の印刷製本費の、置戸１００年ですね。これ３００セットを印刷す 

ると言うことなんですけど、具体的に配付先はどこになるのか。そして、歳入で２０セット１０万円

を販売で予定していると言うことで歳入をあげているんですよね。ですから、それ以外は無料で公共

施設等に配付するのかとは思うんですけども、具体的に配付先が決まっていれば教えていただきたい

と思います。 

○佐藤議長 生涯学習情報センター次長。 

○佐藤生涯学習情報センター次長 主な贈呈先って言いますのは、色々古老の声で記録を取るのにご協 

力していただいた方とか、それから町外で言ったら各図書館に、そう言うところには一応贈呈したい

なと思っております。それで大体３００セット作りまして、半分は贈呈していく形になって、あと半

分は大体買っていただく形になると思うんですけども、ただ、出来上がるのがどの位になるか、一応

１０月末を見ているんですけれども、それも予定ですので、出来上がり次第によっては若干、購入も

遅れるかなと思っております。ただ、貴重な資料なんですけれども興味がない方は、きっと買って頂

けないかなと思いまして一応歳入では、５，０００円、ちょっと高いんですけれども５，０００円で

２０セット分だけ見ております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

                                   

    ◎延会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

  本日の会議はこれで延会にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって、本日はこれで延会とすることに決定しました。 
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    ◎延会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで延会とします。 

延会  １６時０２分 
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開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、６番 石井伸二議員及び７番 

竹内雅俊議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

 事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○早坂事務局長 本日の説明員は先日のとおりです。 

  本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算か 

                  ら 

    ◎日程第１１ 議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の 

                  日程人員及び運営並びに指定介護予 

                  防支援等に係る介護予防のための効 

                  果的な支援方法に関する基準等を定 

                  める条例の一部を改正する条例まで 

               １０件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２ 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算から日程第１１ 議案第３０ 

号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例までの１０件を一括議題と

します。 

 前日に引き続き質疑を行います。 

 〈議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算。 

 第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の２２３ページ、２２４ページ。歳出。１０款教育費、５

項保健体育費。スポーツ推進委員に要する経費の 

続きから。 

 質疑はありませんか。 
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  ４番。 

○４番 岩藤議員 スポーツ大会教室に要する経費、サイクル駅伝の記念大会と言う説明があったと思 

いますが、公道でやると言うようなことだと思いますけども、どう言う計画になっているのかお尋ね

いたします。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 お答えいたします。サイクル駅伝につきましては、１００周年の記念事業の一環 

と位置付けさせていただいておりまして、例年よりも少しでも参加者チーム、それから観客の動員を

したい、多く見ていただきたいという思いがありまして、スポーツ推進委員さんの会議の中でコース

変更を検討してございます。 

 従来は、スポーツセンターを起点にしまして、裏通り線と言いますか、そちらの方の周回コースな

んですが、少しでも多くの方に見ていただきたいという思いで、２７年度については役場を起点にし

た大通りを周回するコースということを今検討しております。 

 ただ、事前に警察の方には打診をして一応了解得られそうだという感触は得ているんですが、正式

にはまだ協議をしていないということと、例年の日程で行いますと、北見北斗高校の強行遠足と日程

がかぶさるということもありまして、コースについてはまだ確定をしていないということですが、従

来のコースよりも少しでも見ていただけるコースに変更したいということで今、検討している最中で

ございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２２５ページ、２２６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２２７ページ、２２８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２２９ページ、２３０ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 高谷議員 テニスコートの改修工事、フェンスの交換７００万円というふうに予算が出ており 

ますけども、昨年のテニスコートの利用率というか、どの程度利用されていたのか。最近ちょっと利

用の頻度が少ないなというような思いもありますが、どの程度利用されていたのか、お伺いしたいと

思います。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 お答えいたします。テニスコートですが、平成２６年は開設日数でいきますと１ 
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２日、利用日数ですね。それと、利用者数は５４名ということになっておりまして、ご存じのとおり

７月、８月は結構長雨がございまして、テニスコート、土のコートですので利用できない状況が大分

続きました。そういうことで、例年ですと７月、８月に利用が集中するんですが、その部分で利用が

できない状況が続いたということで、利用者数については先程申したとおりでございます。 

 例年ですと、大体２５０名から３００名ぐらいの利用になるところなんですが、昨年はそういう雨

の状況で利用者数が減ったというふうに考えております。 

 参考までですが、最近、従来の愛好者に加えて新規に始められる方もいらっしゃいまして、そうい

う方たちが通常の開設日が利用可能であれば、日数的には従来より平年ベースより増えたのではない

かなというふうに考えておりますので、新年度については利用が伸びることを期待しております。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 高谷議員 この例年の２５０人から３００人というのは、実は、置戸高校の部活の部分も含ま 

れているんじゃないかなというふうに思うんですが、昨年の利用率の中には置戸高校の数は含まれて

いないと。それとも利用されていないのか、どちらなのかお伺いします。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 ２６年度につきましては、置戸高校の利用はほとんどなかったというふうに記憶 

しています。たまたま部員が１名しかいなくなってしまって、その部員も怪我をされたということで、

練習ほとんどしていなかったと聞いております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 関連なんですけども、去年２１０万円ほどかけてテニスコートの休憩小屋つくって 

ますよね。今年度でまたフェンス更新というような、それはそれでテニス人口っていうのが多い少な

いに関わらず、置戸町的には設備をきちんとしておくっていうことでは必要なのかなと思うんですが、

上の段のプールの改修工事もそうなんですけども、水泳大会が去年から行われていないだとか、そう

いうような状況でもあります。設備にお金を投資するということも含めて、そういった協会ですとか、

利用者ですとか、そういった動きも社会体育としてきちんと民間で活動の方を大きく広げていくとい

うような、そういうことをしていってほしいと思いますが、いかがですか。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 議員がおっしゃったとおり、施設整備するにあたっては利用を伸ばす、あるいは 

維持するということは非常に大切だというふうに考えておりますので、教室等の開催も含めてそうい

う努力をさせていただきたいと思います。また、施設整備についてはできるだけ最小限にとどめると

いう考えでおりますので、その辺もご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２３１ページ、２３２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２３３ページ、２３４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２３５ページ、２３６ページ。 

  １１款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 上の段の２行目になります。シール作成委託料。給食運搬車の絵柄のシールの貼り 

替えだというふうに思いますけども、数年前に子ども達の絵をあそこに貼ってということだったと思

いますが、それを更新するということですか。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 今おっしゃるとおりなんですけども、今、給食の配送車、運送車に貼ってある荷 

台のシールなんですけども、平成１４年に作成をいたしまして１２年が経過しています。現在、見て

もらって分かるとおりですね、剥がれてぼろぼろの状態になっているということもありまして、今回

の１００周年を機に絵柄を変えてシールを貼りかえるという計画でございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２３７ページ、２３８ページ。 

  １２款交際費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２３９ページ、２４０ページ。 

  １３款給与費。１４款諸支出金、１項普通財産取得費。１５款予備費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 この給与費のところで質問するのがいいのかちょっと疑問もありますけども、今年 

度１００周年ということでかなりの事業量があると思います。その地方創生戦略の関連でも今年から

いろいろな計画を練っていかなきゃならない、そう言うような状況で、町づくり企画課がかなり大変

になるのかなと。 

 それに合わせて、各課それぞれの１００周年関連事業で大変な１年になるのかなというふうに思い

ます。そう言った意味で職員の配置というか、その辺り現状で本当に大丈夫なのかなというような不

安がいたします。 

 退職者も今年度限りでというのも結構多いわけでして、その辺りどのように今年度頑張っていくと
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いうことでしかないのかどうか分からないですけども、どういうふうに考えているのか、お伺いした

いと思います。 

○佐藤議長 副町長。 

○和田副町長 岩藤議員の質問、予算の金額というよりも職員配置ということですので、少し私の方か 

ら説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 ご存知の通り１００周年記念での事業量の増、あるいは地方創生、その通りでございます。ご存じ

の通り３月末で５名の退職者、それから新規採用は３名ということです。社会福祉協議会に派遣して

いる者が２名おりまして、その者も、今現在総務課にはカウントされてますけども、それも配置をで

きると。ですから５人辞めて５人が配置できるというような状況は変わらない、プラスマイナスゼロ

と言いましょうか、そんなふうになるのはなるんですが、やはり事業量の中では大変な状況も出てく

るのは事実です。 

 １００周年の関係で言いますと、町づくり企画課にも人も配置をしております。それらでしのいで

もらうしかないと思いますし、全体の配置の中で効率的な業務遂行にあたっていきたいというふうな

ことで考えております。 

 また、それぞれ配置の中では検討もしていかなきゃならないところもあるかと思いますが、それら

については、この後４月に向けて全体配置を考えながら効率的な運用に努めていきたいというふうに

思っているところでございます。 

 また、昨年、中途採用と言いましょうか、技術職の採用とか、そういうことも目指してます。 

 それから、保健師も採用したいということで募集もかけました。保健師については、残念ながら応

募者がなくて臨時で当面対応したいということで予算計上もしているところでございますが、そのよ

うな形で状況を見ながらも採用せざるを得ないと言いましょうか、そんなことも出てくるかも知れま

せん。 

 それらについては状況を見ながら考えていきたいと思いますが、当面はここの予算の資料にもあり

ますように７１名の現員ですか、４月１日、７１名になりますので、その中で効率的な業務遂行でき

るような体制をとっていきたいというふうに考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  １３ページ、１４ページ。 

 ２．歳入。１款町税、１項町民税、２項固定資産税、３項軽自動車税、４項町たばこ税、５項入湯

税。２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、２項自動車重量譲与税。３款利子割交付金。 

  質疑はありませんか。 

  ２番。 

○２番 小林議員 税金のことでお尋ねをしたいんですけども、税金の中身でなくて考え方なんですが、 

３億円切ってますので税収とまでは言わないですけども、いわゆる収入の一つの増える方向を考える

時に、町有林の財産が１，９００町歩ぐらいありますので、少しでも毎年３，０００万円でも５，０

００万円でも入れるような立木販売もあるんじゃないかと思うんですが、その辺についてお伺いした
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いと思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 今の小林議員からご提案あったように、町の税収３億円を切っているということ 

でございまして、町有林、小林議員言う通り面積持っております。その部分では、町有林としても計

画的に立木売払等計画して、歳入に充てていきたいというふうに考えております。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 小林議員 これ担当課長の答弁では駄目なんです。町長か副町長答えないと、全体的な話です 

から、その辺どうなんですか。 

○佐藤議長 副町長。 

○和田副町長 流木云々に限って言いますと、担当課長が言うような、森林経営計画なり、そういうも 

のの中で伐期が来ているもの、それらは計画にやってまいりますので、そういう中で財源という意味

で確保していくような、そんな努力は重ねているつもりでもございますし、この後もそういうような

計画的な配慮はしていきたいというふうに考えます。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長 議員もご承知のように、税収と言いましょうか、税金も財産ですし森林資源も財産であり 

ますから、私はそれは同列だというふうに基本的に思ってます。ですから、森林のことで言うと、担

当課長なり副町長の方からも答弁ありましたけれども、森林にはやはり整備計画っていうのも勿論あ

りますし、ご承知のように経営計画も立てているわけであります。したがいまして、それを基本とし

て森林整備だとか森林資源を有効活用していくだとか、そういうふうな立場でって言うか、観点で考

えなければならないというふうに思います。 

 税収の減ということについて言えば、いわゆる域内経済というものをどう発展していくかによりま

すし、また、人口の問題も非常に大きな要素としては関わってきます。先の見通しということで言え

ば、残念ながら税収が今より更に増えていくというような状況というのは、なかなか厳しいであろう

ということでの小林議員のご質問だったというふうに思いますけれども、冒頭申し上げましたように、

どちらも重要なと言いましょうか、特に町としては森林資源というのは重要でありますから、切って

売る、そこから出てきたものを財源として活用するということになりますけれども、やはり森林資源

というのは、その財源が植林だとかそういうものに向けられていくっていうのか、向けていくってい

うことが、そんなに大きな面積でもありませんし、材積から換算していく収益と言いましょうか、そ

んなことを含めて考えますと、そんなに木を切って売って、それを財源としてどれだけ有効なものに

なるのかって考えた時には、私は基本的には山に返していくっていうのか、いわゆる循環型の森林整

備っていうものを考えていかなきゃならないと思うんですね。 

 ですから、一つの提案としてはお聞きしたいというふうに思ってますが、木を売ってお金が出てき

たから、それを一般会計に入れて使いましょうやっていう、簡単なことではないんでないかと、そこ

には慎重さが必要であろうというふうに思ってます。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 小林議員 一つの考え方としてそういう考え方もあるのかなという感じもしますけども、いつ 

の議会かわかりませんけども、いわゆる標準伐期でトドマツの場合４０年にしたんですよね。結局、
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何故標準伐期を変えたのかということを念頭に置けばですね、やっぱりトドの腐れっていうのは、や

っぱり間伐やっててどうしても腐朽菌が根っこから生えるよと。 

 それは施業の変え方ももちろんあるんですけども、昔植えた僕の責任ももちろんありますけども、

そう言うふうなことも考え合わすとね、やはり切ってまた植えてくっていう、今町長が言ったように

循環型にしていかないと本来ならないと思うんですよ。やっぱり地質の悪いとこ、あるいは腐れの多

いとこはですね、できるだけ標準伐期に変えたわけですから、そういうのを基にしてですね、やっぱ

り売払いを早くした方が収入も上がるんではないかと。 

 当然そうすれば面積も１０町とか２０町とかってなりますんで、今、企業がですね、そんな大金叩

いて買うなんてできませんので、１つの林班を３人ぐらいに区切って売っていくというようなことで、

それには地元企業もそれだけのお金用意してやれるっていう工夫があるんで、いっぺんに林班３０町

切っちゃうからすぐお金だってそう簡単には行かないんですよね。 

 ですから売り方もその辺は考えながらですね、地元企業と相談しながらそういうのを収入に向けて

くっていうのも１つの方法かなということでお話してるんで、その辺についてもよろしくお願いした

いと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長 森林のことについて言えば、やはり国有林から始まって民有林まで、やっぱり一体的にな 

ってこの森林っていうものを考えていかなきゃならないっていうふうに私は思ってます。しかし、残

念ながら私有林と言いましょうか、個人の所有林ということで言うと、なかなか今のいろんな町政含

めて考えますと、個人がなかなか森林を持つというか、山を持つということについて言えば厳しいも

のがあるんだろうというふうに思います。 

 しかし、行政の立場、また置戸町の立場からすると、いわゆる森林はきちっと守っていかなければ

ならない、育てていかなければならないというのが私の基本的なスタンスです。ですから、やはり荒

廃するような山を置戸の私有林と言えども放置しておくわけにはいかないだろうというふうに思って

ます。ですから可能な限りそういうような山にならないように行政は、ある種やっぱり取得も含めて

考えていかないと、置戸の森林資源をきちっと守っていくということにはならないんだろうというふ

うに思います。 

 今、この短い短期間でそう思ってるわけじゃないですけれども、少なくとも中・長期的に考えると

そういうことも避けられない、行政的に言えば１つの課題と言った方がいいんでしょうけども、そう

いうこともあるんだろうというふうに思います。 

 それと、議員からもお話がありましたけれども、やはり循環型の整備というか考えますと、やはり

伐期と言いましょうか、その時期を見逃さないようにと言いましょうか、もちろん、市場の問題もあ

りますから伐期が来たからということで、切ればいいんだというわけには短絡的にはいきませんけれ

ども、そうした社会情勢と言いましょうか、市場のことも含めて有効な循環型の森林整備と言いまし

ょうか、活用の方法をこれからも検討していきたいとこのように思ってます。議員も長い間森林に関

わってこられましたし、現在もそういう立場にありますのでいろいろとご助言いただければなと、そ

のように思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １５ページ、１６ページ。 

 ４款配当割交付金。５款株式等譲渡所得割交付金。６款地方消費税交付金。７款自動車取得税交付

金。８款地方特例交付金。９款地方交付税。１０款交通安全対策特別交付金。１１款分担金及び負担

金、１項負担金。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １７ページ、１８ページ。 

  ２項分担金。１２款使用料及び手数料、１項使用料。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 議案第１８号のところで質疑をした方が良かったのかも知れませんけれども、今回 

１８号にあります条例改正によっての影響と言いますか、行政財産使用料の中で、どれほどの影響が

あるのかわかれば教えを願いたいと思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○中村総務課長 今、石井議員の質問にありました行政財産使用料の関係の変更に伴う影響額でござい 

ますけれども、ここで１２款使用料で言っている行政財産使用料における影響額におきましては、電

柱が２９０本ありまして、その内２０２本につきましては今回の改正、５３０円が３１０円となりま

す。残り後８８本、これは複数年で使用契約をしているもので、８８本あります。これはそのまんま

５３０円で貸付をいたしますので、これについては変わりありません。 

 先程言った２０２本分の影響額でございますけれども、４万４，４４０円なります。それと後、郵

便ポストが５箱ありまして、これが４００円から２４０円に影響なりますんで、これの影響額が８０

０円。合わせて行政財産としての影響額が４万５，２４０円になります。 

 それと後、普通財産における電柱の関係でございますけれども、これにつきましては１５款、２５

ページ、２６ページになります。財産収入の財産運用収入、町有地等貸付料、ここにも電柱がありま

して、ここの電柱の本数１９５本。ここにおける電柱につきましては全て単年契約でございますので、

全て料金が変更となります。１９５本ありますので、ここでの影響額が４万２，９００円となります。

合わせて８万８，１４０円が行政財産及び普通財産における影響額というふうになります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  １９ページ、２０ページ。 

  ２項手数料。１３款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２１ページ、２２ページ。 

  ３項委託金、４項社会資本整備総合交付金。１４款道支出金、１項道負担金、２項道補助金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２３ページ、２４ページ。 

  ３項委託金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２５ページ、２６ページ。 

  １５款財産収入、１項財産運用収入、２項財産売払収入。１６款寄附金。 

  質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 細川議員 下段の寄付金についてお尋ねいたします。一般寄付金として１０万円計上してある 

わけでありますが、ふるさと納税についてお尋ねしますが、この件については、一般質問の中で町長

と数々やりとりをしたわけでありますが、財政担当の責任者としてどのように考えているかなと。 

 すぐ隣の上士幌町で、昨年１年間で９億６，０００万円もの寄付を集めているわけですが、先程小

林議員からも町税収入のことでいろいろありましたけれども、やはりお金は幾らあってもいいわけで

ありますし、ましてや厳しい現実の中で、担当者としてこれをいかに有効に使っていくかという、そ

ういう思いがあるのかどうかお尋ねしたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 寄附金の内、ふるさと納税に該当する部分についてのご質問だと思います。 

一般質問の中でも町長の方からもお話ございました通り、このふるさと納税に対する寄附金の考え方

としては、これは町長のお話の通りであります。ただ、そのお話の中でも地方創生の今回の取り組み

の１つとして、このふるさと納税の考え方について、例えば控除額をアップするですとか、地場産業

の振興ですとか消費拡大といった観点の中からの取り組みというのも国の方針の中で出てきておりま

す。 

 当然、財政的な側面から考えますと、この種目、歳入の種目にとられませんで沢山あった方がいい

のは当然のことであります。そう言った観点からも含めまして、この財源対策だけではなくて、人口

減少に絡めました創生法の取り組みの中の１つの項目としても今後検討してまいりたいと、このよう

に思います。 

○佐藤議長 ５番 

○５番 細川議員 国もとにかくどんどんやれと、法律変えてまでも奨励してるわけですね。ひょっと 

したら一過性のものに終わるかも知れません。しかし、それであれば余計躊躇している暇がないので

はないかなと、早急に取り組む必要があるんではないかなと。 
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 あまり重大なように考え込んでしまってなかなか手が付けられない、例えばですよ、置戸町民１０

０人にですね、なんとか１人ずつでも、最低でも２人ずつ都会に出ている身内なり友達なりに声をか

けてくれと。２万円でも構わないよと。２万円でいいから置戸にこうやって寄付してくれと、それを

町民から声をかけてもらうと。１，０００人で、１，０００人の町民が２人ずつかければ２，０００

人になるわけです。２万円寄贈してくれれば、それで４，０００万円になるわけですね。だいたい１

万から３万程度の寄附ですと、ほとんど２，０００円を除外して還付されるわけですから。２万円寄

贈いただいた方にはクラフトなり地場産品なりを半額程度、１万円お返ししますよ。そうすると寄附

した人は２万円寄附して２，０００円を除いて１８，０００円戻るわけですから、２，０００円で１

万円の置戸の産品を購入した。 

 ですから寄贈した方にとっても非常に有利、そんなことで九州の町であれ、隣の上士幌であれ、１

万、２万の寄贈者が１０万円、２０万円っていう数が重なって９億円を超える金額になってるわけで

ありますから。 

 クラフトにしろ２，０００万円。クラフトばかりではないけど、クラフトに例を取ると２，０００

万円の売り上げができれば、本当に２人分の生活する分の賄いができるわけでありますし、置戸漁菜

市場においても毎年１２月には、だいたい１万から１万５，０００円のカタログ販売で１，０００件

を超えてるというわけですね。ですから市場の産品にしても１万円のものが２，０００個販売できる

という、そんな単純な計算になるわけですね。 

 ですから初めからカタログ立派なものを作ってとかってことじゃなくて、町長とのやり取りでも話

をしましたけども、簡単な裏表のチラシ程度で構いませんからね、まず町民に呼びかけて町に寄附者

を電話なり手紙なりで頼んでいただきたい。そんな呼びかけをするところからでもまず始まらないと、

考えてるうちに、もし一過性で終わるとすれば、もう置戸がやろうとした時には手遅れになる恐れも

あります。 

 見栄を張ってとかそういうことじゃなくてですね、やはりまずやれるとこからやってほしい、そん

な気持ちでおりますんで、岩藤議員の質問の中でね、今年１００周年を迎えて、なかなか人的配分も

増えない中で大変かも知れませんけど、まずはやるだけやってほしいと。まず手をつけていただきた

い。そう願うんですが、どうでしょうか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 先程、お話をいたしました通り、検討は進めていきますけれども、検討にあ 

たりましてはいろんな課題もあるだろうというふうに考えてます。国が進める地方創生というのは、

基本的にはその町がですね、持つ特性なり、産業で言いますと、例えば置戸でありますと林業であり

ますとか農業でありますとか、やはり地域に根差した産物であったり特産品であったり、そういうも

のの振興について考えなさいということが基本になっているだろうというふうに思います。 

 この制度を考えるにあたりましては、恐らく一度制度を作りますと、ずっと暫くの間は続けていく

んだろうというふうに思いますし、そういう制度の中できちっとした応えられるだけの品物の量であ

りますとか、そういったものがずっと継続して準備ができていくかっていう、そういうようなことな

んかもやはり、検討材料になるだろうというふうに思います。いずれにしましてもいろんな方法があ

るだろうというふうに思いますので、その辺について検討を進めてまいりたいと、このように思いま
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す。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員 準備を考えているうちに１、２年本当にすぐ経ってしまいますよ。町長も昨日、別 

な項目で答弁いただきましたけども、職員にできないんじゃなく、どうしたらできるかを考えるよう

に常にこう言っているとおっしゃってるわけですから、どうしたらできるかをまず考えて、とにかく

やって下さい。役場職員の仕事はなんなのかということ、それは町民の幸せを考えるわけでしょ。そ

のことから考えても、是非早急に手をつけていただきたい。そう思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 ご質問の趣旨は十分にご理解をしているつもりであります。先程もお話しま 

したけれども、地方創生の取り組みの検討というのは現在もすでに始まっておりますし、平成２７年

度中の策定の作業の中ではどういったような事業について、この計画の中に位置付けをして進めてい

くかということもですね、事前にきちっと検討を加えた上で計画を策定をするということであります。

長い間かけて検討してまいりたいというようなつもりではございませんので、少なくとも２７年度の

この計画の事業の１つという考え方も併せ持ちまして、検討を進めてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２７ページ、２８ページ。 

 １５款繰入金、１項特別会計繰入金、２項基金繰入金。１８款繰越金。１９款諸収入、１項延滞金

加算金及び過料、２項貸付金元利収入、３項受託事業収入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２９ページ、３０ページ。 

  ４項雑入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３１ページ、３２ページ。 

  ２０款町債。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、なければ議案にお戻り願います。 

  第２条 地方債。 

  第２条 地方債は、議案の７ページ。第２表 地方債をお開き願います。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案の最初にお戻り願います。 

  第３条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

  ５番。 

○５番 細川議員 ちょっと過ぎ去ってしまったんですが、１６６ページ支出の１６６ページを開いて 

いただきたいんですが、河川費の中で委託料、さくら堤草刈り委託料、金額は３５万５，０００円な

んですが、これ現状どうなっているのか、そして担当課長以前の話だったんですが、このさくら堤の

経緯がわかれば教えていただきたいんですが。 

○佐藤議長 施設整備課長 

○菅野施設整備課長 河川維持に関する経費で１３節委託料、さくら堤草刈り委託料について、経過に 

ついて説明させていただきます。このさくら堤モデル事業の概要につきましては、当時の建設省が昭

和６３年度新規事業として創設され、河川とその周辺の自然的、社会的、歴史的環境等との関連から

河川の緑化を推進する必要がある区間として、特に堤防の強化を図ることにより、堤防上に桜等の高

木等を植樹して、河川その周辺の緑化を推進することを目的としております。 

 本町のさくら堤事業につきましては、養護老人ホームの工事が平成７年内に完成することから、常

呂川の中里大橋を中心に、平成８年に常呂川の桜等の植樹により緑溢れる水辺を整備するということ

から、さくら堤モデル事業を申請いたしまして当時の建設省河川局長から認定を受けたのが始まりで

す。 

 近隣では北見市、訓子府町も選ばれております。拓殖の町営住宅、置戸中学校、養護老人ホーム、

中里大橋を過ぎた右岸、１，６３１．７メートル、中里大橋から上流左岸２９１メートル、延べ面積

にして３万５，８２４．３３平米が事業区間です。 

 平成９年よりエゾヤマザクラ５８本、チシマザクラ４３本、エゾムラサキツツジ３５０本等を植え

まして、平成１３年度までに延べ２，２４９本を植栽しております。 

 この事業の関係なんですが、当時の予算ベースで説明させていただきます。平成９年度に林業の森

林力シンボル事業におきまして植栽工事を５２０万円で進めております。平成１０年度から平成１１

年度まで地域緑の環境整備事業として林の方で事業を進めております。平成１２年度からは今回の土

木費の河川、河川費、河川維持に要する経費で予算措置をいたして、平成１３年度で完了しておりま

す。以降、この項目で草刈り委託料で管理を行っている次第です。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員 それで去年も含めて、最近の状況はどんなふうに見ているか、分かりますか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 委託内容につきましては、草刈り委託と言うことで年２回、春先の６月の、昨年 

度で言えば６月の２７日から７月２日に１回目、２回目として秋口で９月１２日から１７日に草刈り

を行っております。 
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○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員 作業としては草刈２回ということでわかるんですが、今、何故その昔の話をこんな 

とこでほじくり出したかと言いますと、当時私も議員をやってまして、この案が出て議会に上程され

て可決したわけでありますが、その時に可決に至る前まで、国がそういう事業を打ち出してきて、果

たしてあそこの場所が適当なのかどうかと。あそこに、何も町費持ち出しが無かったと言え、あそこ

に桜やツツジを植えて利用する人がいるのかということで、かなり議論はあったわけなんですね。 

それはそれでいいんですけども、いろんな、先程ふるさと創生資金のことも話しましたけれども、国

の指導によって、これも国、先程の栗生課長に聞いたのも国の制度なんですけども、物によってはね、

金もかからんだし国がやれというんだからと言うことでやっていい事業と、これやらんきゃならん事

業と十分見極めんきゃならんでないかな。で、当時結構議論してそんなとこ行って誰が利用するんだ

と。で、草刈りも年ではなく月何回ですかね、かなり回数やってまして、その人もろくに行かないと

こになんでそんなに草を刈らんきゃならんだって話で、そん時の答弁では長く伸びてしまうと逆に刈

った草を運び出しせんきゃならんと。余計経費がかかるんだという答弁でかなりの回数草を刈ってい

たんですね。 

 ところが今お聞きすると、年２回しか刈ってないと。ですから中々現状とですね、当時の答弁して

いるのとやはり、僕らが懸念していることがやっぱり現実なんですね。ですから、先程、役場職員は

やっぱり町民の幸せのためを考えて仕事せんきゃならんということの１つの例として、わざと引っ張

り出して、ちょっと意地悪かったかも知れませんけどね。 

 ですから、やらんきゃならんことは、すぐやらんきゃならんし、もっと国がやると言っても考えて

やらんきゃならんこと十分見極めてほしいなと。自分がこの議会を間もなく去るものですから、長い

間議会に席を置いた、もちろんここで議決するわけですから、議員の責任もあるわけなんですけれど

も、やはり計画を立てて、予算書として上程するまでには十分そのことを考えてほしいなということ

で、これは菅野課長だけではないんですけども、皆さんにそんなことを分かってほしくて、ちょっと

質疑をした次第であります。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長 さくら堤のことで言えば、１つの、あの時のブームみたいなものだったと思います。それ 

は置戸ばかりじゃなくて全国的に国の方から提案をされて、それを受けてやったって言うことだと思

います。 

 議員がおっしゃられたように、日頃あまり通らない場所にさくら堤なる物がどれ程のものかという

のは、率直に言ってあったと思います。しかし、この問題に限りませんけれども、決して国にいろん

なことを、全てについて従わなければならないなんていうふうには全く思ってません。思ってません

けれどもやっぱり国の、あるいは国の機関の人達の立場と言いましょうかね、要請にこちらも応えて

やらなければ、応えてあげなければならないというのも、これ現実の問題としてあります。それが日

本の今の仕組みだと思います。しかし、それが町民にとって幸せに繋がるのか繋がらないのかという

ことはもちろん、一番重要なことだと思います。 

 ことだと思いますけれども、さくら堤のことでちょっともう一回返りますけれども、当時のことで

言えば本当に私も少なからずそう思いました。ただ、河畔林等が整備され草刈りが行われ、そして道
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路挟んで山側の方にご承知のようにパークゴルフ場が１０コースでき、そして７コースが増えて１７

コースになったと。あの辺開かれました。開かれたことによって常呂川の方に目を向けると、そのさ

くらなる物が一定程度花を咲かせていると。これも事実だと思います。 

 当初、植えた頃とはあそこの場所の景観と言いましょうか、こういうものも変わってきたというふ

うに思います。そんなことを考えますと、結果としてはやったことにそんなマイナスはなかったんじ

ゃないかなというふうに私なりには思っております。 

 しかし、これから議員が心配されるように、何もかにも国のいうことを聞かなければならないとい

うものではありませんけれども、その辺はやっぱり上手に、今の日本のいろんな仕組みというか社会

的な仕組み、そうしたことも考えますと、やはり国とも上手に付き合っていかなきゃならないという

ふうに言えると思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 ちょっと戻りまして、衛生費の１１４ページなんですが、若干聞き漏らした点があ 

りますので、補助金で置戸日赤の施設整備事業の補助金ですね。その補助金の対象経費の内容を、例

年１，０００万円は別として、それ以外の部分で対象経費ゆっくり教えて下さい。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 ご質問の、置戸赤十字病院医療施設充実事業の補助金の内訳のご質問で 

すので、お答えをしたいと思います。 

 内訳につきましては、レントゲン、内視鏡等の医療画像サーバーということで、９７２万円でござ

います。それから、全自動の散薬分包機が４０４万３，０００円。それから、血液の分析の装置でご

ざいますが、これが９２万３，０００円。それから、ワクチンのシステムの分が１４０万４，０００

円。それから、システムのバージョンアップということで、５２９万４，０００円。 

 先に導入しております、Ｘ線のＣＴの保守料が１，０２６万円。それから、その他に院内のＬＥＤ

照明の交換ということで、７７７万６，０００円。高架水槽の更新ということで、２３３万３，００

０円と。それから、別館になりますけども、外壁の修繕ということで、１，８５７万５，０００円と。

屋上の防水ということで、１，００１万２，０００円と。これらを合わせますと、合計が７，０７０

万の内訳でございます。それに合わせまして、通常分の１，０００万を超えまして予算の８，０７０

万というふうになります。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 佐藤議員 それで、財源対応として毎年ですね、特別交付税を見込んでいるんですが、今言っ 

た、日赤の方からのあがってきた分については町の方で単独事業ということで補助金を支出している

んですけど、この中身の内容が最終的に７，０７０万円の支出が特別交付税の対象になるのかどうか

っていうか、特別交付税の全てが対象になるとは思わないんですけど、そういった振り分けがあれば

教えてほしいんですが。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 赤十字病院の医療施設充実補助金につきましては、規定の１，０００万円に 

つきましては、現在までもずっと特別交付税の中できちっと数字を示されて措置をされてまいりまし
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た。近年、医療施設の改修ですとか機器の更新などにあたりまして、１，０００万円以上の部分でこ

の補助金を予算計上しておりまして、それに合わせまして特別交付税の方も申請をしてまいりました。 

 結果といたしましては、全額きちっと措置をされてきているということであります。平成２７年度

におきましても、この総額でありますけれども、８，０７０万円全額特別交付税が措置をされるとい

う見込の中で特別交付税の方も増額して計上したところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはございませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 今のところでもう一度確認なんですが、これ上限というかそういうのって言うのは、 

何も示されていないんですか。例えば、今回、７，０７０万円、何でもかんでもＯＫなのかどうなの

かっていう、その辺りちょっと。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 特別交付税の制度上の話で申し上げますと、本年度予算計上いたしました対 

象事業、それから、今までも実施してまいりました対象事業につきましては、全額措置をされてまい

りましたし、この考え方の中に合致した事業であるというふうに思っております。 

 それから、限度額って言いましょうか、いくらでもいいのかっていうご質問でありますけれども、

細かい数字ちょっと持ち合わせておりませんが、病床数に応じまして限度額が設定をされております。

約の数字で申し上げますが、置戸赤十字病院９５床だったと思います。１床当たり１２０、３０万ぐ

らいの設定をされておりまして、掛け算をいたしますと、総額で約１億２，０００万ぐらいが限度額

ということになります。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計予算。 

  質疑は条文ごとに進めます。 

  歳入歳出予算は事項別明細書、２６２ページ、２６３ページ。 

  歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２６４ページ、２６５ページ。 

  ２項町税費、３項運営協議会費。２款保険給付費、１項療養諸費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２６６ページ、２６７ページ。 
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  ２項高額療養費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２６８ページ、２６９ページ。 

  ３項移送費、４項出産育児諸費、５項葬祭諸費。３款後期高齢者支援金等。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２７０ページ、２７１ページ。 

  ４款前期高齢者納付金等。５款老人保健拠出金。６款介護納付金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２７２ページ、２７３ページ。 

  ７款共同事業拠出金。８款保険事業費、１項特定健康診査等事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２７４ページ、２７５ページ。 

  ２項保健事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２７６ページ、２７７ページ。 

 ９款基金積立金、１項財政調整基金積立金。１０款交際費。１１款諸支出金、１項償還金及び還付

加算金、２項繰出金。続いて、２７８ページ、２７９ページ。１２款予備費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  ２５６ページ、２５７ページ。 

  ２．歳入。１款国民健康保険税。２款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２５８ページ、２５９ページ。 

 ３款療養給付費交付金。４款前期高齢者交付金。５款道支出金、１項道負担金、２項道補助金。６
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款共同事業交付金。７款繰入金、１項基金繰入金、２項他会計繰入金。続いて、２６０ページ、２６

１ページ。８款繰越金。９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、２項雑入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案へお戻り願います。 

  第２条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次に、第３条 歳出予算の流用。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。 

  １１時から再開します。 

                          

休憩 １０時３９分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 〈議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２３号 平成２７年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の２８８ページ、２８９ページ。 

  歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費、２項徴収費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ２９０ページ、２９１ページ。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。４款予備費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます 

  ２８６ページ、２８７ページ。 

 ２．歳入。１款後期高齢者医療保険料。２款繰入金、１項他会計繰入金。３款繰越金。４款諸収入、

１項延滞金加算金及び過料、２項償還金及び還付加算金、３項雑入。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２４号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計予算。 

  質疑は条文ごとに進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３０３ページ、３０４ページ。 

  歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費、２項徴収費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３０５ページ、３０６ページ。 

  ３項介護認定審査費。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３０７ページ、３０８ページ。 

  ２項介護予防サービス等諸費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３０９ページ、３１０ページ。 

 ３項その他諸費、４項高額介護サービス等費、５項高額医療合算介護サービス等費、６項特定入所

者介護サービス等費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３１１ページ、３１２ページ。 

  ３款基金積立金、１項介護給付費準備基金積立金。４款地域支援事業費、１項介護予防事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３１３ページ、３１４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３１５ページ、３１６ページ。 

  ２項包括的支援事業任意事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３１７ページ、３１８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３１９ページ、３２０ページ。 

 ５款交際費。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２項繰出金。続いて、３２１ページ、３

２２ページ。７款予備費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  ２９９ページ、３００ページ。 

 ２．歳入。１款保険料、１項介護保険料。２款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金。３

款支払基金交付金。４款道支出金、１項道負担金、２項道補助金。５款繰入金、１項一般会計繰入金。

続いて、３０１ページ、３０２ページ。２項基金繰入金。６款諸収入、１項延滞金及び加算金、２項

雑入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案へお戻り願います。 

  第２条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次に、第３条 歳出予算の流用。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

  ８番。 

○８番 阿部議員 保険料のことなんですけども、昨年、１，２２５人という人数で計算をされた予算 

なんですが、本年につきましては何人になっているのか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 今のご質問は、介護保険料の第１号被保険者の人数ということでよろし 

いでございましょうか。今年の保険料の積算については、前年度より５７名の増の１，３０９人で積
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算をしてございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２５号 平成２７年度置戸町介護サービス事業特別会計予算。 

  質疑は条文ごとに進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３３１ページ、３３２ページ。 

  歳出から進めます。 

 ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。２款事業費、１項居宅介護支援事業費。続いて、３３３

ページ、３３４ページ。３款交際費。４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。５款予備費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  ３２９ページ、３３０ページ。 

 ２．歳入。１款サービス収入、１項介護給付費収入、２項予防給付費収入。２款繰入金、１項他会

計繰入金。３款繰越金。４款諸収入、１項受託収入、２項雑入。 

  質疑はありませんか。 

  ２番。 

○２番 小林議員 新聞報道しか分からないんですけども、介護報酬が２．２７％減るという決定を国 

が下したように聞いてますけども、その代り、そこで働いている人の職員の賃金を、一人当たり月額

で１万２，０００円増やすというようなことが言われてますけども、これによりますと介護報酬が減

らされるということは、いわゆる経営者にとっては非常に厳しいのかなと。その分どうやって経営を

していくのかっていうのが大きなあれになると思うんですけども、例えば、置戸の特養の関係につい

ては、どういうふうなことになるか、ちょっとお聞きしたいんですけども。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 介護保険の報酬の関係については、議員のおっしゃりましたとおり、平 

均で２．２７％減をされるということで、特養の分でどうなるかというお話でございますけれども、

資料の平成２７年度の一般会計・特別会計予算に関する説明資料の３５ページの中に、特別養護老人

ホーム事業の歳入歳出の予算ということで、資料を付けてご説明をしたところでございます。人数の

見込の若干の推移ございますけれども、前年度と対比しますと、この介護報酬で見ますと、全体の前

年度の予算の中では利用者負担の収入もございますけども、プラスの２１３万１，０００円というこ

とでございますが、居宅介護収入の利用の分見ますと、三角の７７万５，０００円ということで、そ

れぞれ全体的な大きな特養としての大きな減収は、多少の減収はございますけども、大きな減収には

ならないのかなというふうに思ってございます。ただ、基本が特養については、介護度が基本的には

原則は、介護３以上の方が入所されることが原則でございますので、それを踏まえまして、大幅な介

護士の減にはならないのかなというふうに考えてございます。 
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○佐藤議長 ２番。 

○２番 小林議員 ７５万ぐらいしか影響はないということですけども、これはいいんですけども、そ 

れじゃあ職員に新聞報道では１万２，２００円っていうのが処遇改善で報酬を上げるというふうなこ

と言ってますが、その辺はどうなんですか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 職員の処遇改善については、昨年度来、それぞれの手当分含めて処遇改 

善をしてございまして、昨年より加算の方も請求をしているということで、更に追加してその分を上

乗せして賃金をアップするということではなくて、それぞれ本町については取り組んでいるというこ

とでご理解いただければというふうに思ってございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 この介護保険、後期高齢者合わせての質問なんですが、全く無知なものでして、と 

んちんかんな質問かも知れません。ただ、後期高齢者の方が歳入の方で３００万円の減と。介護保険

の方で１，２６８万６，０００円の増と。介護サービスの方では２４０万円の増と。この３つの歳入

歳出の増減の関係というものが表す置戸町の今の状況と言うのは、どういう形になっているのか、そ

の辺りの変遷って言いますか、去年とか、それを分かればお伺いしたいのですが。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 介護保険の分についてご説明をしたいと思います。昨年に比べまして増 

額になっているっていうのは、やはり対象となります人、高齢者の方が増えている分。それから、対

象となるサービスを受ける人が段々増えてきているということで、それぞれの費用が増加していると

いう中身になってございます。これは、介護保険、それから、介護保険全般的にそういう形の内容で

ございます。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 岩藤議員 後期高齢者の方の保険料の方の収入から、そちらの介護保険の方に年齢が上がった 

ことによって移行していっているという考え方でよろしいですか。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 介護保険料と後期高齢者保険料と全く別な異質なものであって、あくまでも介護 

保険は介護に関わるもの。後期高齢者は、後期高齢者医療に関わるものということで、ご理解いただ

きたいと思います。   

 それで、後期高齢者から介護保険にっていう流れではありません。あくまでもこれは国民が払わな

ければならない保険ということで、後期高齢者とは全く別です。自分たちが介護になる時の貯えみた

いなものが変な話、介護保険料です。後期高齢者医療というのは、あくまでも高齢者の医療、今かか

っている医療に対する保険料ということでご理解をいただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案へお戻り願います。 

  第２条 一時借入金。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２６号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計予算。 

  質疑は条文ごとに進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３４７ページ、３４８ページ。 

  歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３４９ページ、３５０ページ。 

  ２款水道費、１項水道事業費。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３５１ページ、３５２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３５３ページ、３５４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３５５ページ、３５６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３５７ページ、３５８ページ。 

  ３款交際費。４款予備費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  ３４５ページ、３４６ページ。 

 ２．歳入。１款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。２款国庫支出金、１項国庫補助金。
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３款繰入金、１項他会計繰入金。４款繰越金。５款諸収入、１項雑入。６款町債。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案へお戻り願います。 

  第２条 地方債。 

  第２条 地方債は、議案の３ページ。 

  第２表 地方債をお開き願います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案へお戻り願います。 

  第３条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第２７号 平成２７年度置戸町下水道特別会計予算。 

  質疑は条文ごとに進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３７４ページ、３７５ページ。 

  歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３７６ページ、３７７ページ。 

  ２款下水道費、１項公共下水道事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３７８ページ、３７９ページ。 

  ２項農業集落排水事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ３８０ページ、３８１ページ。 

  ３款交際費。続いて、３８２ページ、３８３ページ。４款予備費。 
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  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 石井議員 どこの項目で質問したらいいのかちょっと分からないんですけども、この件につき 

ましても議案第１９号のところで質疑をした方が良かったのかも知れませんが、各下水道施設におい

て基準の強化がされると。１９号の部分でですね。そこの部分で検査料ですとか、そういう項目って

いうのは出てこないんですけども、置戸町内における下水道処理施設においては、あくまでも基準強

化されても十分に対応しているということでよろしいでしょうか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 要は、水質基準でございますよね。今回、下水道の水質基準の中で、特定施設、 

２つの法律による下水道法と水質汚濁法の関係で、置戸町の下水道終末処理施設が該当になるもので

すから、そういった部分でそれを満たしているというか、クリアするということで条例改正になって

おります。水質検査につきましては委託業者に実施しております。基準は満たしております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  ３７０ページ、３７１ページ。 

 ２．歳入。１款分担金及び負担金、１項分担金。２款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。

３款国庫支出金、１項国庫補助金。４款繰入金、１項他会計繰入金。５款繰越金。６款諸収入、１項

延滞金加算金及び過料。続いて、３７２ページ、３７３ページ。７款町債。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案へお戻り願います。 

  第２条 地方債。 

  第２条 地方債は、議案３ページ。 

  第２表 地方債をお開き願います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案の最初にお戻り願います。 

  第３条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

 〈議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定 

         める条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す 
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る基準を定める条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第２９号 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指 

         定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

         関する基準を定める条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２９号 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次の議案に移ります。 

 〈議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 

         係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を 

         改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認めます。 

  しばらく休憩します。 

  意見調整を行いたいと思いますので、議員は議案持参の上議員控室の方へ移動願います。 

                          

休憩 １１時３３分 

再開 １１時４２分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定についてから、議案第３０号 

置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例までの２１件を通して質疑漏れ

はありませんか。 

  ２番。 

○２番 小林議員 一般会計の１３６ページなんですが、特産品の関係でお聞きしたいんですが、白花 

豆焼酎の現状を知りたいので、どのぐらいの在庫があって、今どういう状況なのか。それと、将来的

にどうするのか、お聞きしたいのですが。 
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○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 白花豆焼酎の現状についてということでご説明いたします。今、手元に詳細な数 

字持ってませんが、私昨年来て製造メーカーと話をしている段階では、近年の売り上げのベースであ

れば、あと５、６年ということで、昨年で７年程度といってましたので、新年度、あと６年程度とい

う形でございます。 

 それで、白花豆焼酎を作っている美峰酒造の方からは、新たな仕込みは美峰としてはできないとい

う言葉をいただいておりまして、今、課内においても、北海道内でも豆を使った焼酎、中札内村等で

大豆の焼酎、これ北海道旭川の方で作ったりということで、今、その辺調査していまして、時間はあ

と５年から６年というようなことになってくると思いますが、それら含めて内部協議を進めていきた

いというふうに考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ２番。 

○２番 小林議員 今、２０度とか２５度とか３９度っていう、度数いろいろありますけども、その辺 

の在庫の状況どうなんですか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 ３９度については、現在のタンクの保存状況の中では、３９度は作れないと。２ 

０度と２５度というようなことになっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 高谷議員 ２２７、２２８ページ。体育施設管理に要する経費の中で、修繕費１９７万８，０ 

００円のうち、圧雪車の調査でしたか、５０万円っていうのがあるわけですが、仮に、この中で不具

合が生じている部分の結果がもし出た時には、修理についてはこの中で見るということでよろしいん

でしょうか。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 今、ご質問のありました予算につきましては、基本的には総合メンテナンスとい 

う形でございますので、修繕の中身によりましては、特にその大きな金額は出てくるようになりまし

たら補正予算等で対応しなければならないのかなというふうに考えています。あくまでも通常の総合

点検の中で含まれるような消耗品、オイルですとかそういうものを含めては、この予算の中に入って

おりますが、改めて大きな修繕が必要になると、別途予算を見なければならないというふうになると

思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 細川議員 同じく、次のページ、２３０ページ。町営テニスコートの改修でフェンスの交換と 

いうことで、なかなか先程は勇気を持って質問できなかったんですが、休憩挟んで改めて質問したい

んですが、７００万円のフェンスをつくるということで予算計上されたんですが、先程の説明の中で、

利用状況をお聞きいたしまして、この状況の中で内部でどのような議論がなされたか。利用状況とフ

ェンスを交換する金額、今後どうなるのかということ。 
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○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 今年度、２７年度で計上いたしました、防球フェンスの関係でございますが、説 

明の時も申し上げましたが、現状のフェンスが相当古い、老朽化をしておりまして、また、昔の企画

でございますので、フェンスの網の目も非常に太いものが使われておりまして、それに近場の森林か

らのコケのようなものが前面についておりまして、非常に見た目も悪いと言うような状況がございま

す。そう言うことで、一番は老朽化でそんなに年数的には持たないだろうと言うことでございますの

で、今回、予算を計上させていただいたということで、岩藤議員からもお話あったとおり、利用状況

どうかということですが、こちらとしては、今後も少しずつですが利用状況が増えていく可能性があ

るということで、最低限の施設整備はしていく必要があるというふうに判断をして今回お願いをした

ところでございます。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員 議会の立場として、見た目は置いておきまして、高校生も部活で利用するのがそれ 

ほどこれから見込まれないと。それから、少子高齢化が進んでテニス人口が、どんなに勧誘してもそ

うそう増えるとは思わないわけで、このこと自体、私自身、いろんな趣味とかスポーツであれ、文芸

であれ、どんなクラブでも同好会でも少子高齢化の影響が出てきて、本当に町全体が低迷していくと

いうのは肌で自分もいろんなことやってますので分かるんですが、かと言って、あまりにも利用率の

低いところに、将来何十年も見越しての改修をすることに、もうちょっと議論する必要があるのかな

と、そんな感じがあって質問させていただきました。そんなことも今後、いろんなとこで出てくると

思うんですが、私自身、趣味やスポーツの団体は、できるだけ活発にやってほしいと思うんですが、

それに対する限られた予算をいかに使うかということも十分考慮していただきたいと、そんなことで

改めて質問させていただきました。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 今、ご意見いただきました件につきましては、十分心して進めていきたいという 

ふうに思いますが、スポーツ愛好者、これもどういうスポーツが愛好者が増えていくかというのは、

時代の流れと言いますか、人気スポーツということもございまして、我々としても昨年度、２６年度

ですね、新たにテニス人口が、少しですが増えてきたと。これはきっと錦織選手の活躍が影響してい

るのかなと思いますが、そういうスポーツ全体の種目の動向見ながら整備はしていきたいというふう

に思っております。なかなか新たなスポーツ施設というのは難しいと思いますが、少なくても既存の

もので愛好者がある程度見込まれるものについては、順次整備をしていきたいということで考えてい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 細川議員 ５８ページを開いていただきたいんですが、町長にお尋ねしますが、ふるさと銀河 

線跡地周辺整備の木道プロムナード実施設計委託料、６００万について、これは議員間でもかなり時

間を使って議論をいたしました。その結果、今、行われているアンケート調査の集計結果と、５月に

予定されている行政と住民との懇談会。その結果を見て議会と行政と十分な議論を尽くすと、そう言

う結論に至ったわけでありますけれども、私たち議員は、４月３０日を持って任期が終了してしまい



 203 

ます。この結論というのは、新しい議会に責任を持てませんので、５月以降、新しい議員による議会

と行政と、この予算を執行する以前に十分な議論を重ねていただきたいと、そのことを約束していた

だければということで質問をするわけですが、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員 結局、この本会議の中で議論したわけでないわけですね。議員間内部で私たちが先 

程説明したようなことの結論を得たわけであります。ところが、４月３０日で私たちがいなくなると

いうか改選になってしまうわけですから、これは何の申し送りも何もないわけですから、そのことで

この予算の審議の時に町長の答弁を聞いておきたいと、そういうことなんです。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長 日曜日のサンデー議会の時に、細川議員のご質問に対してお答えをしました。その最後に、 

いずれにいたしましても試験施工後に予定しております意見交換の場でさらに多くの町民並びに議員

の皆さんからご意見をいただいた上で実施設計の内容を決定したいと思いますと、そのようにお答え

していると思います。この答弁で何かご不満と言いましょうか、ございますか。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 細川議員 改めて念を押したわけでありまして、その答えで結構です。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  しばらく休憩します。１時から再開します。 

                          

休憩 １１時５５分 

再開 １３時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから、議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定についてから、議案

第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例までの２１件につい

て一括討論を行います。 

  討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

  これで、議案第１０号から議案第３０号までの２１件について討論を終わります。 

 これから、議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定についてから、議案

第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例までの２１件を採決

します。 

 採決は、議案の順序で行います。 
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 まず、議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定についてから、議案第１

１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例まで

の２件を一括して採決します。 

 議案１０号から議案第１１号までの２件については、いずれも原案のとおり決定することに賛成の

議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１０号 置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例の制定についてから、議

案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条

例までの２件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１２号 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例を採決します。 

 議案第１２号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１２号 置戸町行政手続条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１３号 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を採決

します。 

 議案第１３号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１３号 置戸町職員の住居手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例を採決します。 

 議案第１４号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１４号 置戸町児童センター条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例を採決します。 

 議案第１５号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１５号 置戸町森と住まいの支援条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第１６号 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例を採決します。 

 議案第１６号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 



 205 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１６号 置戸町介護保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例から、議案第１８号 置戸町行

政財産使用料条例の一部を改正する条例までの２件を一括して採決します。 

  議案第１７号から議案第１８号までの２件については、いずれも原案のとおり決定することに賛

成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１７号 置戸町道路占用料条例の一部を改正する条例から、議案第１８号 置

戸町行政財産使用料条例の一部を改正する条例までの２件は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例を採決します。 

 議案第１９号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１９号 置戸町下水道条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第２０号 保育の実施に関する条例を廃止する条例を採決します。 

 議案第２０号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第２０号 保育の実施に関する条例を廃止する条例は、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算から議案第２７号 平成２７年度置戸町下

水道特別会計予算までの７件を一括して採決します。 

 議案第２１号から議案第２７号までの７件については、いずれも原案のとおり決定することに賛成

の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第２１号 平成２７年度置戸町一般会計予算から議案第２７号 平成２７年度置

戸町下水道特別会計予算までの７件は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を採決します。 

 議案第２８号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 
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 したがって、議案第２８号 置戸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を採決します。 

 議案第２９号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第２９号 置戸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を採決

します。 

 議案第３０号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第３０号 置戸町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎日程第２３ 同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任 

                 について 

○佐藤議長 日程第２３、同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました、同意第１号は、オホーツク町村公平委員会委員の選任につい 

てでございます。 

 オホーツク町村公平委員会委員 田中誠氏は、平成２７年３月３１日をもって任期満了となるので、

次の者を選任いたしたく、オホーツク町村公平委員会規約第３条第１項の規定により議会の同意を求

めるものでございます。 

 後任の方でありますが、住所は、北海道紋別郡西興部村・・・・・・・・・・。氏名は、高畑秀美

氏でございます。生年月日は、昭和２５年・・・・・現在６４歳でございます。（以下履歴省略） 

 同意について、よろしくお願いを申し上げまして説明とさせていただきます。 

○佐藤議長 これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  討論は、置戸町議会運用例により省略します。 

  これから、同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に同意することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任については、同意することに決定

しました。 

                                   

    ◎日程第２４ 報告第２号 専決処分の報告について 

○佐藤議長 日程第２４、報告第２号 専決処分の報告についてを議題とします。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○早坂事務局長 報告第２号について申し上げます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の委任による専決処分について、同条第２項の規

定によりお手元に配付のとおりの処分報告がありました。報告を終わります。 

○佐藤議長 報告に対し質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、これで報告済とします。 

                                   

    ◎日程第２５ 報告第３号 定期監査の結果報告について 

○佐藤議長 日程第２５、報告第３号 定期監査の結果報告について。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○早坂事務局長 報告第３号について申し上げます。 

 監査委員が平成２７年２月１７日に、平成２６年度の物品購入等の契約執行状況外７項目の財務監

査と備品管理状況の現地監査を執行され、お手元に配付のとおりの結果報告がありました。報告を終

わります。 

○佐藤議長 これで報告済とします。 

 

                                   

    ◎日程第２６ 報告第４号 例月出納検査の結果報告について 

○佐藤議長 日程第２６、報告第４号 例月出納検査の結果報告について。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 
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○早坂事務局長 報告第４号について申し上げます 

 監査委員が、平成２６年１１月３０日、１２月３１日、平成２７年１月３１日現在の出納状況につ

いて検査を執行され、お手元に配付のとおりの結果報告がありました。報告を終わります。 

○佐藤議長 これで報告済とします。 

                                   

    ◎日程第２７ 意見書案第１号 農協関係法制度の見直しに関する 

                   要望意見書から 

    ◎日程第２８ 意見書案第２号 ＴＰＰ等国際貿易交渉に関する要 

                   望意見書まで 

               ２件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２７ 意見書案第１号 農協関係法制度の見直しに関する要望意見書から日程第２ 

８ 意見書案第２号 ＴＰＰ等国際貿易交渉に関する要望意見書までの２件を議題とします。 

 お諮りします。 

 意見書案第１号から意見書案第２号までの２件については、置戸町議会会議規則第３８条第２項の

規定により趣旨説明を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号から意見書案第２号までの２件については、趣旨説明を省略することに決

定しました。 

 これから、意見書案第１号から意見書案第２号までの２件について一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認めます。 

  これから、意見書案第１号から意見書案第２号までの２件について一括討論を行います。 

  討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

 これから、意見書案第１号 農協関係法制度の見直しに関する要望意見書についてから意見書案第

２号 ＴＰＰ等国際貿易交渉に関する要望意見書までの２件を一括採決します。 

  お諮りします。 

 意見書案第１号から意見書案第２号までの２件については、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１号 農協関係法制度の見直しに関する要望意見書についてから意見書案

第２号 ＴＰＰ等国際貿易交渉に関する要望意見書までの２件については、原案のとおり可決されま
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した。 

  しばらく休憩します。 

  そのまま自席でお待ち下さい。 

                          

休憩 １３時１８分 

再開 １３時２０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

 ただいま町長から、議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）から議案第

３３号 工事請負変更契約の締結についてまでの３件の議案が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１から追加日程第３として直ちに議題にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３１号から議案第３３号を日程に追加し、追加日程第１から追加日程第３とし

て直ちに議題とすることに決定しました。 

                                   

    ◎追加日程第１ 議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正 

                   予算（第１２号）から 

    ◎追加日程第３ 議案第３３号 工事請負変更契約の締結について 

                   まで 

               ３件 一括議題     

○佐藤議長 追加日程第１ 議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）から追 

加日程第３ 議案第３３号 工事請負変更契約の締結についてまでの３件を一括議題とします。 

  ご異議ありませんか。 

               （「異議なしと」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました議案第３１号は、平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１ 

２号）でございます。議案の説明は、町づくり企画課長よりご説明を申し上げます。 

 また、議案第３２号は、平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第１号）であります。議案の説明

につきましては、町づくり企画課長よりご説明を申し上げます。 

 また、議案第３３号につきましては、工事請負変更契約の締結についてでございます。議案の内容

につきましては、総務課長よりご説明を申し上げます。 

 〈議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）〉 
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○佐藤議長 まず、議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 議案第３１号について説明いたします。 

 初めに、今回の補正予算の概要について申し上げます。 

 ご承知のとおり、日本の人口減少に歯止めをかけることを目的として、まち・ひと・しごと創生法

が成立をし、国・地方挙げての取り組みがスタートすることとなっております。これに伴いまして、

国の補正予算も編成をされ、平成２６年度におきましては、地域住民生活等緊急支援交付金事業が実

施をされることになりました。平成２７年度までに総合戦略を策定いたしますが、その先行的な取り

組みとしての地方創生先行型交付金事業と、経済対策の緊急的取り組みとして、消費喚起生活支援型

交付金事業が実施をされることになりました。本町におきましても、この交付金事業を活用し取り組

みを進めるため、今回の補正予算を提案したものでございます。 

 なお、今回の補正予算の中には、除雪経費の不足が見込まれますことから、合わせて追加計上をし

ておりますので、ご了承願いたいと思います。 

 内容について説明いたします前に、別紙資料で説明をいたします。予算説明資料の方をご覧いただ

きたいと思います。議案第３１号と３２号にも関連いたしますので、その資料ということになります

が、地域住民生活等緊急支援交付金事業の説明資料になります。まず始めに、地方創生先行型交付金

事業ですけれども、いずれの事業も人口減少対策のために総合戦略に位置付けをし、実施していくべ

き事業と判断し、今回計上しております。定住促進事業として実施いたします、置戸町住宅改修奨励

事業５００万円から、農業等体験交流事業として２７５万円までの計１１事業で、３，０５６万９，

０００円となっております。次に、表の下の方になりますが、消費喚起生活支援型交付金事業といた

しまして、置戸町におきましては、プレミアム付き商品券の発行事業を実施することとし、１，３４

０万円を計上してございます。事業内容につきましては、１，０００円の商品券、１３枚綴りを１万

円で、計３，８００セット。プレミアム率につきましては、置戸町が２５％。これに北海道からの支

援分５％を加えまして、３０％のプレミアムを上乗せして販売をすることとしております。なお、実

際の販売にあたりましての詳細は、現在予定をしてございます、商工会の方とも十分協議をしながら

進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。なお、表の一番右側の列、平成２

７の欄に、丸印を付した事業につきましては、次の議案第３２号で平成２７年度予算から減額補正を

行う事業となっております。 

 それでは、議案の説明に入りますので、本議案の方をご覧いただきたいと思います。 

  平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）。 

  平成２６年度置戸町の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０，９３６千円を追加し、歳入歳出予算の総 

   額を歳入歳出それぞれ４，０３３，４３１千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

   額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１表の歳入歳出予算補正につきましては、後程、別冊の事項別明細書の方で説明をいたします。 
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 （繰越明許費の補正） 

  第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 第２表の繰越明許費補正について説明いたしますので、２ページをお開き願いたいと思います。 

 第２表 繰越明許費補正。 

 今回の繰越明許費の補正は、地域住民生活等緊急支援交付金事業に係る繰越明許費の追加でありま

す。事業につきましては、表に記載のとおり、置戸町住宅改修奨励事業から置戸町すくすくギフト事

業までの１２事業、４，３９６万９，０００円となりますが、年度内の実施が困難でありますことか

ら、平成２５年度に繰越して実施するものでございます。 

 第１表 歳入歳出予算補正について説明いたしますので、別冊事項別明細書（第１２号）の６ペー

ジ、７ページをお開き下さい。 

 （以下町づくり企画課長説明、記載省略。平成２６年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第１

２号）、別添のとおり） 

 〈議案第３２号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第１号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第３２号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第１号）。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 議案第３２号について説明いたします。 

 先程の議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）に関連いたしまして、地域

住民生活等緊急支援交付金事業の地方創生先行型交付金事業の内、置戸町森と住まいの支援事業を除く

１０事業、２，９５６万９，０００円につきまして、平成２７年度予算から減額するため補正を行うも

のです。 

 失礼しました。議案の読むのが後先になりました。 

 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第１号）。 

 平成２７年度置戸町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９，５６９千円を減額し、歳入歳出予算の総 

   額を歳入歳出それぞれ４，１１８，４３１千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

   は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１表の歳入歳出予算補正について説明をいたしますので、別冊の事項別明細書（第１号）の６ペー

ジ、７ページをお開き下さい。 

 （以下町づくり企画課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第１

号）、別添のとおり） 

 〈議案第３３号 工事請負変更契約の締結について〉 

○佐藤議長 次に、議案第３３号 工事請負変更契約の締結について。 

  総務課長。 

○中村総務課長 議案第３３号 工事請負変更契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第３３号につきましては、昨年１０月１５日開催の第８回議会臨時会において、議案第５０号
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で議決後、平成２６年１２月１９日、第９回定例町議会、議案第７２号及び平成２７年２月１６日付

け専決処分をもって一部変更させていただきました、社会資本整備総合交付金事業、橋梁長寿命化修

繕工事についてでございますけれども、橋桁の塗装工事におきまして、既存の塗装と錆を落とすのに

使用する砂の量が当初設計よりも少なくすんだため、その処分費が減額となったことにより、工事請

負金額変更の契約締結を行うため、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 記。 

 １．目的、社会資本整備総合交付金事業、橋梁長寿命化修繕工事。 

 ２．金額、変更前請負金額、７８，２１３，６００円。変更後請負金額、７６，７９８，８００円。 

 ３、相手方、常呂郡置戸町字置戸２２番地の３。北進工業株式会社代表取締役鈴木栄樹。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○佐藤議長 これから質疑を行います。 

 〈議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）〉  

○佐藤議長 まず、議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）。 

  質疑は条文ごとに進めます。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書、６ページ、７ページ。 

  歳出から進めます。 

  ３．歳出。２款総務費、１項総務管理費。３款民生費、２項児童福祉費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８ページ、９ページ。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費。８款土木費、２項道路橋梁費。１０款教育費、４項社会教育費。続

いて、１０ページ、１１ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 岩藤議員 聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥っていう言葉もありますけども、また、平成２ 

７年度の一般会計も決議しておきながら、今更ここで聞くのも如何なものかと思うんですが、除雪費

のところです。追加補正で２，０００万円ってなってますが、当初予算で、２７年度もそうですけれ

ども、２，５００万円と。一昨年も補正したと思うんですが、２６年度でトータルで７，０００万円

ということになると思うんですが、その２，５００万円を見込まなければいけない根拠と言うか、こ

れだけ数年来除雪費が補正で追加追加ということになると、もう少し増額してもいいのかなというふ

うに思うんですが、その辺りいかがでしょうか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○菅野施設整備課長 ここ何年間で除雪費が、当初、２，５００万円でというご質問だと思います。平 

成２４年度の除雪費で３，０６４万７，０００円。２５年度で４，４８４万８，０００円と。当初の

予算額を上回り、今年度補正で７，０００万の予算措置をいたしました。予算作成にあたりまして、
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過去の実績での計上、また、除雪路線の見直しも必要かと思いましたが、交付税にも算定されており、

財政面も含めて安全路線の確保と言うことで、今年度も前年実績でなくて例年通り、来年度もですね、

２，５００万円を計上させていただいた次第です。それで、大変申し訳ないんですけど、来年、自然

相手でありますので、もし来年度も除雪費の追加補正がありましたら、ご理解をお願いいたします。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 佐藤議員 当初予算が、見込みが２，５００万円では低いんじゃないかと言う、そういう岩藤 

議員の意見だったと思います。今年のように異常気象で爆弾低気圧って言われているやつが十数回き

たと言うことで、土曜、日曜ごとに、週末ごとに除雪ということで、担当者の方大変だったと思うん

ですけど、いずれにしろ２６年度の総額が７，０００万円ということで、予算ですね。最終的に執行

額がどうなるか分かりませんけど、今回は、財政調整基金の支出額で調整したということでございま

すけど、これについては、報道によると、若干道東地区については、特別交付税措置の運動をしてい

るところがあって、それを充当されているというところも聞いているんですけど、まだ３月分の特別

交付税の配分が新聞報道やなんかには出てないですけど、今回、２６年度のこう言った除雪費の増額

について、特交の動きと言うか、そう言うことっていうのは考えられているんでしょうか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 交付税上の除雪経費につきましては、基本的にはまず普通交付税の方に措置 

をされている分がございます。それ以上の所要経費が生じた場合において特別交付税の方で措置をさ

れる仕組みになってございます。今年ですが、特にこの降雪量が多いという状況もございまして、管

内の期成会も含めましてですが、中央の方に要望活動等を行っている状況もございます。ただ、これ

は事務処理上の問題になるんでしょうけれども、３月中に特別交付税の交付が実務として行われます

ので、ぎりぎりまではその要素としての調査ございますけれども、最終この時点ぐらいまでになりま

すと、２，０００万円辺りについては、調査をされる機会がないというのも実態であります。したが

いまして、申請したものについては、算定の基礎にはなるんですが、最終結果的には、３月交付の部

分というのは内訳がございませんで、どの程度措置をされたのかっていうことがはっきりしません。 

 ただ、いずれにしましても、この国への要望活動の中では一部町村に規定の額よりも多く追加交付

があるという情報も入って参りましたし、今後、置戸町におきまして、これまで以上にこの特別気象

等によりまして、これは冬ばかりではございません。夏の雨等もそうなんでありますけども、特別交

付税の特殊事情に該当する項目については、丁寧に数字を拾い上げて、できる限り特別交付税で措置

されるように進めてまいりたいなと、こんなふうに思っているところであります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

  １３款国庫支出金、２項国庫補助金。１４款道支出金、２項道補助金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、議案にお戻り願います。 

  第２条 繰越明許費の補正。 

  議案の２ページ。 

  第２表 繰越明許費補正をお開き願います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次に移ります。 

  〈議案第３２号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第１号）〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第１号）。 

  質疑は条文ごとに進めます。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、事項別明細書、６ページ、７ページ。 

  歳出から進めます。 

 ３．歳出。２款総務費、１項総務管理費。３款民生費、２項児童福祉費。４款衛生費、１項保険衛

生費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、次のページへ進みます。 

  ８ページ、９ページ。 

  １０款教育費、４項社会教育費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認め、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

  ２．歳入。９款地方交付税。２０款町債。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

 〈議案第３３号 工事請負変更契約の締結について〉 

○佐藤議長 次に、議案第３３号 工事請負変更契約の締結について。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）から議案第３３号 工

事請負変更契約の締結についてまでの３件について一括討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

  これで、議案第３１号から議案第３３号までの３件について討論を終わります。 

 これから、議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）から議案第３２号 平

成２７年度置戸町一般会計補正予算（第１号）までの２件について一括して採決します。 

 議案第３１号から議案第３２号までの２件について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起

立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第３１号 平成２６年度置戸町一般会計補正予算（第１２号）から議案第３２号 

平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第３３号 工事請負変更契約の締結についてを採決します。 

  議案第３３号について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

  したがって、議案第３３号 工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎閉会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。 

 したがって置戸町議会会議規則第６条の規定によって本日で閉会したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

                                    

    ◎閉会宣言 

○佐藤議長 これで本日の会議を閉じます。 

  平成２７年第２回置戸町議会定例会を閉会します。 

閉会 １４時００分 

 


